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は じ め に

急速な高齢化がすすむなかで日本の福祉社会構築は､1990年代に入ってゴール ド･プランやその後

の新プール ド･プランをはじめとしてようや く動き始めたようにみえる｡地域における福祉サービス

体制の確立は急務であ り､特に､介護の公的システム｡の構築をはじめとする地域における高齢者福祉

の総合的な体制づ くりはわが国の地域社会の最も大きな課題となってきている｡また､同時にこれら

の課題は､地域社会における自治体の自前の対応力と分権化の内実を本格的に問 うものとなってきて

いる｡地域における福祉社会構築にむけて､福祉マンパワーの充実と福祉インフラス トラクチャーの

整備､バ リアフリーな福祉のまちづ くりへの様々な取 り組みが求められてお り､地域で市民と共に活

動する労働組合もまた､そのなかで重要な役割を果たさなければならない｡

連合総研は､このような視点から､動きはじめた地域での福祉構築を検証するために､地域福祉社

会研究委員会を1996年 1月に設置 した｡

研究委員会は､｢地域における高齢者福祉サービス体制の実態､特にマンパワーと施設の現状 と問

題点を明らかにし､今後の課題を提言する｣を目的に掲げ､連合等と連携 して調査 ･研究を行 うこと

とした｡具体的には､市町村自治体と福祉サービス団体を対象としたヒアリングとアンケー トによっ

て①サービス供給体制の実態､②福祉マンパワーの雇用形態等の把捉､③各 自治体で行われている

ゴール ドプラン ･新 ゴール ドプランに対応 した供給体制の整備計画などを掌握 し､策定された地域老

人福祉計画の実行と見直しの実状を検証する､こととした｡

本報告書は､こうした研究委員会の経過や調査の設計 ･方法等についてのとりまとめと5つの調査

の報告である｡

5つの調査は､高齢者福祉実態調査､同財政調査､自治体サービスのアクセス調査､福祉サービス

提供団体調査､ホーム-ルプ職に関するアンケー ト調査である｡

この一連の調査では､福祉サービスの水準に地域において大きな格差がみられること｡財政力の水

準の高低や規模よりも､自治体の努力と創意により福祉サービスの充実がほかられていることが示唆

されている｡今後の自治体の高齢者福祉サービスにおける積極的な姿勢が望まれるところである｡

その他､老人保健福祉計画の策定の特徴やホーム-ルプサービス職の就労や労働条件等についても

いくつかの貴重な実態 ･データが明らかになった｡

第 1部の ｢調査の概要｣に記述 したように､この調査は全国の17都道府県の71自治体とその公私の

福祉サービス提供団体等を調査 したものである｡関係各自治体や地域における福祉サービス供給団体

の皆様には多大な協力いただき感謝申し上げる｡また､共同して調査に参加いただいた地方連合総研

や地方連合の皆様にも感謝したい｡

最後に､本調査に資金とマンパワーの両面から協力いただいた 日本労働組合総連合会 (連合) と

(財)地方自治総合研究所の皆様にも謝意を表 したい｡
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吹

は じ め に

第一部 調査の概要

1.調査の意図と目的

2.調査の方法と設計

3.調査の実施時期と実施経過

4.調査票の回収状況と集計

第二部 調査の結果

第 1章 高齢者福祉サービス実態調査

1.高齢化率を上回る虚弱及び要介護者の伸びを予測

高齢化をめぐる状況

(1) 自治体規模を超え広がる高齢化 - 高齢化率

(2)2000年には高齢者の 1割を要介護として想定

(3)要介護高齢者増を後追い状態の施設整備

(4) 在宅者数の把握は自治体の 3分の 2､低い政令市

虚弱及び要介護者の比率

自治体の措置人員

- 自治体における要介護高齢者の把握状況

2.総合相談窓口の ｢ある｣ 自治体が 8割

- 高齢者のいる世帯の総合相談窓口をめ ぐる状況

3.現状と計画双方で大きいサービスの自治体格差

ホーム-ルプサービスをめぐる状況

(1)派遣世帯数は451世帯､虚弱 ･要介護高齢者のほぼ 1割

･- ホーム-ルプサービスの1995年実績

(2)要介護高齢者対象は現状より1.8日増の週3.5回

(3) 他と比べ町村でやや多い ｢うまくいっていない｣

- ホームヘルパーの採用

(4)実施自治体は 1割にとどまる

(5) 皆無に近かった実施自治体

2000年の計画

24時間介護をめぐる状況

緊急ケアシステムをめぐる状況 --･･-･-･--

4.計画は､1995年実績比で､箇所は 2倍強､年間利用者数は 3倍強

デイサービスをめぐる状況

(3)
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(1) 登録者の待機比率が14% -- デイサービスの1995年実績

(2) 平均16箇所､年間利用延べ人数 7万人を想定

2000年の計画

5.高齢者人口千人比でベ ット数は､町村の5床に対 し､特別区や政令市は 1床

ショー トステイをめぐる状況

(1) 特別区と政令市は､高齢者人口千人当 り1床前後に過ぎない

ショー トステイの1995年実績

(2) 現状の倍の平均121床を設定､少なくない要介護 :年 6回以下

2000年の計画

6.介護支援センターの相談件数は､ 1自治体当た り4,000件強

- 介護支援センターと訪問看護センターの1995年実績

7.都市部で高い実施率

入浴サービスをめぐる1995年実績

8.実施率は高いが､実施している場合の頻度は低い町村

- 高齢者食事サービスをめぐる1995年実績 -

9.制度の普及している大都市ほど高実績

- 日常生活用具などの給付と貸与の1995年度実績

10.大都市圏ほど充実

- 住宅及びその他の高齢者サービス

(1) 4分の 3の自治体には制度がある

(2) 大都市圏ほど普及進む福祉電話の貸与

住宅改善制度をめぐる1995年度実績

住宅以外の高齢者サービスの1995年実績

ll.設置数は多いが､高齢者人口比で大幅に下回る大都市の高齢者福祉施諺

施設サービスの状況

(1) 自治体内施設-の入所は 7割 - 特別養護老人ホーム -･-･-･･･-------

(2) 町村では自治体内に ｢ある｣が 2割 - 養護老人ホーム ･･-----･--･-･･･

(3) 2000年には 4倍の入所を想定 (高齢者人口千人比) - ケア-ウス

(4) 自治体外施設に280人が入院 - 老人保健施設

(5) 特に多い政令市 - 老人病院

(6) 自治体内のセンター数は平均 7カ所 - デイサービスセンター

(7) 8割が ｢ある｣ - 自治体の福祉センター及び類似施設の状況

12.実施自治体は 6割強

- ケアマネージメントの実施状況 -

13.対処の方法で際立って多い ｢県｣への問い合わせ

行政上で取 り扱いの不明なケースが発生した場合の対応

(4)
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14.大半は定期異動の対象職員

- 自治体における高齢者福祉行政職員をめぐる状況

第 2章 高齢者福祉サービス財政調査

1.はじめに

2.老人福祉施策の整備は市町村にとってどの程度の負担になっているか

3.高齢者ホーム-ルプサービスの経費と財源

4.高齢者入浴サービスの経費と財源

5.高齢者デイサービスセンターの経費と財源

6.特別養護老人ホームの入所措置関係の経費と財源

7.在宅介護支援センターの経費と財源

8.敬老祝い金 ･介護手当など (現金給付事業の実状)

(1)額､構成比

(2) 傾 向

9.施設整備

(1) 設備水準

(2) 施設整備費の状況

(3) 財源の内訳

10.むすび転かえて

第 3章 アクセス調査

1.アクセス調査の目的と概要

2.市町村 ｢老人保健福祉計画｣について

(1) ｢計画｣策定過程の時期と特徴

- 都道府県の指導 8割､住民グループの協力 5割

(2) ｢計画｣策定時の住民ニーズの調査方法

- 独自アンケー ト調査 8割強､ただしマニュアルも

(3) ｢計画｣ 目標値の達成見込み (サービス種別)

10割以上達成の トップは特別養護老人ホーム､ついでショー トステイ､

老人保健施設｡10割達成が難しいのは機能訓練､ホーム-ルプサービス､

訪問指導

(4) ｢計画｣全体の達成見込み

(5) ｢計画｣が達成できない理由

10割以上は 1割､ 7割 (以下)が 2割

- 財政にゆとりなし約 8割､マンパワーが確保できない5割 --･---･

(6) ｢計画｣の目標値と ｢計画｣達成見込みの関係 (サービス種別)

明確な関連はない

(7) 達成見込み10割自治体と7割 (以下)自治体の特徴

(5)
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ばらつきもあるものの､ ｢計画｣達成の難 しい自治体は

目標値が高い傾向

3.高齢者福祉サービス-のアクセスの状況

(1) 高齢者福祉サービスへのアクセスとサービスのコーディネー ト

(2) ホーム-ルプサービス

(3) デイサービス ･デイケアサービス､ショー トステイ

(4) 食事サービス ･入浴サービス

(5) 福祉用具サービス､住宅改修サービス

(6) リ-ビリテ-ションサービス ･医学的管理サービス等

(7) 高齢者の移動サービスおよび生涯学習等-の参加について

(8) 特別養護老人ホーム､グループホーム

(9) 在宅福祉サービスの評価

4.高齢者福祉サービス-のアクセスの課題 と展望

- アクセス-の課題及び自治体福祉サーゼ スの充実にむけた

課題解決の方策

(1) 1人 1人の生活自立支援サービスそのものを行政課題に

(2) 自治体福祉サービス改革-の課題

第 4章 地域福祉サービス供給団体調査

はじめに

1.調査対象団体の性格およびサービス内容

(1) 調査団体の状況

(2) どのようなサービスを団体が供給 しているか

(3) 団体の予算規模

2.地方自治体との関係

(1) 自治体からの出資､援助

(2) 自治体からの出向 ･派遣

3.高齢者福祉サービス供給団体の状況

(1) 団体構成メンバーの状況

(2) 団体のサービス提供件数と人数

(3) サービス供給団体におけるホーム-ルパーの現況

4.高齢者福祉サービス供給団体の課題 と展望

(1) 公と私の役割分業

(2) 団体における諸条件の整備と政府の責任

第 5章 ホームヘルプ職調査

序 調査結果の分析にあたって

(6)
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(1)調査の目的と問題意識

(2)分析上の留意点

(3)調査票の回収とその性格

1.ホーム-ルパー職のプロフィール

- ホーム-ルプの仕事はどのような人々が担っているのか

(1) ホーム-ルパーの属性上の特徴

(2) ホーム-ルパー就労時の状況

- パート･非常勤 ･臨時や登録型は､ ｢専業主婦｣が4割

(3) ホーム-ルパーとして働いてよかった点

- トップを羊 ｢精神的な成長に役立った｣

(4)資格と研修希望 - 強いステップアップの意欲

2.就労の実態と労働条件

- どのような条件の働き方をしているのか -

(1)過去 1カ月の勤務状況 - 過去 1カ月をどのように働いたか

(2) 有給休暇制度の有無と付与日数

- パート･非常勤 ･臨時の3人に1人には ｢ない｣

(3)賃金をめぐる状況 - 大きい雇用形態による違い

(4)所得税や社会保険諸制度との関係からみた働き方

- 自主的に収入調整を行っている人も少なくない

(5) 年金と健康保険料の加入状況

- 常勤や嘱託以外は､自分で加入しているケースは少数派

(6)労働 (職員)組合について - 浸透が不十分な労働観合の存在

(7) 登録型ホーム-ルパーの労働条件明示の有無

- 半数を下回る ｢文章で明示｣

3.ホーム-ルパー職の仕事

- ホーム-ルパーの仕事の内容､

進め方はどうなっているのか､課題は

(1)訪問している世帯の状況 - 嘱託と常勤がさまざまな状態の世帯に訪問

(2) 仕事の内容と仕事の進め方の現状

ホーム-ルプサービス提供の仕観みほ不十分

(3)仕事やホーム-ルプサービス職-の評価 - 誇 りはあるが､評価が低い

(4) 仕事や待遇 ･労働条件への不安や不満および仕事の継続意思

- 不安 ･不満はあるが､続けたい -･-､----･･-------･--･- 201

4.働いている自治体について

自治体のホーム-ルパーは足らない

(7)
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序 地域における高齢者福祉サービス調査の報告にあたって

本調査 (｢地域における高齢者福祉サービス調査｣)の目的は､主として事例圃査的手法によって､

個々の具体的な自治体という場での､地域における高齢者福祉サービスの現状と問題点を トータルに

把握し､その上に立って､今後に向けての課題を探ろうとすることにある｡そのために､本調査は5

つの調査､すなわち､調査 Ⅰ(実態調査)､調査Ⅰ(財政調査)､調査Ⅲ(アクセス調査)､調査Ⅳ (団

休調査)､調査Ⅴ(-ルパー調査)､からなる総合調査として実施した｡

このうち､調査 Ⅰ､Ⅰ､Ⅲの3つについては､当該自治体行政 ･地域を対象とする一連の調査であ

り､地域の高齢者福祉サービスの実態を､相関連する3つの側面から立体的に把握しようとしたもの

である｡あわせて､調査ⅣとⅤによって､地域の福祉サービス提供団体の概況とそこで働くホーム-

ルパーの状況を明らかにし､地域の高齢者福祉サービスのありかたや課題を総体として考察しようと

いうものである｡

そこでは､調査対象に選定された71の自治体 ･地域に関して､それぞれを事例として実態を明らか

にし､かつ団体区分別や全国データと関連させてその位置を明らかにすることをめざした｡さらに､

こうして明らかにされた地域のデータを､それぞれの地域にもどし､そこで活用してもらうことが最

終的な目標となった｡

これらの多目的な課題や目標を掲げて､調査が開始され､半年余を経て､調査データの整理 ･集計

を済ませ､とりあえず概況的な分析をようやく終え､本報告にまとめたのが､現時点である｡その意

味では､さきにあげた課題や目標のほとんどは､緒に就いたばかりであり､これからにかかっている

といえる｡

それらの諸課題や作業が残っているとはいえ､本報告は調査を実施した1996年段階で､町村から大

都市まで様々な自治体レベルでの､地域の高齢者福祉サービスの実態を詳らかにした点に特徴があ

る｡サービス供給団体やホーム-ルパー調査も､従来､見られなかった内容となってお り､貴重な

データを提供してくれるであろう｡

なお､本報告のそれぞれの執筆については､第-部 (調査の概況)は寺脇隆夫､第二部の第 1章 (突

撃調査)は井出久章､第 2章 (財政調査)は木村陽子と菅原敏夫､第3章 (アクセス調査)は牛山久仁

彦と堀越栄子､第4章 (団体調査)は牛山久仁彦､第5章 (ホーム-ルパー調査)は井出久幸と堀越栄

子､第三部第 1章 (まとめ)は寺脇隆夫､第 2章 (提言)は佐野幸次の各メンバーが､それぞれ分担担

当した｡

最後になったが､それぞれの地域での調査にご協力いただいた方々はじめ､調査実施にご協力くだ

さった多くの方々に､厚く御礼申し上げたい｡

1997年 5月10日

地域福祉社会研究委員会

主 査 寺 脇 隆 夫
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第 _____________±部

調 査 の 概 要



1.調査の意図と目的

今日の国民生活の状況は､平均寿命の伸びに伴う高齢者の増大､他方での核家族化や少子化の進行

によって､新たな福祉社会とそれに対応する経済 ･社会システムが求められるようになっている｡

近年における老人保健福祉計轡の策定やゴール ドプラン･新ゴルードプランなどに代表される動向

は､高齢者福祉サービス分野において､そうした取 り組みが開始されたことを意味する｡

しかし､この高齢者福祉分野にかかわってほ､基礎的な自治体である市町村を中心とする地方自治

体 (地方公共団体)を核とした地域社会での取 り阻みが､極めて重要な位置を担っていることが強調

されなければならない｡

と同時に､･そのためには不可欠な､地域社会 (-自治体)としての自前の対応力を構築すること､

つまり地方自治体における分権化を実現することに必ずしも成功 していないという重大な問題もあ

る｡したがって､それらの課題とあわせた､高齢者福祉分野での取 り観みが必要になっている｡

こうした状況下にあって､地域における高齢者福祉の現状 ･実態を明らかにし､解決を迫られてい

る問題点を把握して､そこでの課題と展望を明確にすることが必要である｡またそれらの上に立っ

て､地域での高齢者福祉サービス供給体制充実のための具体的な政策課題の提起とそれを推進するた

めの取 り組みが重要になっている｡

地域における高齢者福祉サ⊥ビスの供給体制の多面的な充実が不可欠なことは言うまでもな~いが､

問題はそれぞれの地域に即して､どのサービスがどのように不足しており､どのように改善するかと

いう課題が必ずしも明確になっていないことである｡

また､その一環としての福祉マンパワー問題は深刻になっており､その解決を迫られている｡とり

わけ､地域で介護に従事するホーム-ルパーや関連施設 (中でもデイサービスヤンターなど)で働く

職員および福祉サービスの相談､コ-ディネィト機能を持った専門職員などの問題は､量的な不足だ

けでない課題が山積みされている｡

そうした数多くの課題を解決するために､今､何が必要なのであろうか｡

以上のような視点から､本調査 (｢地域における高齢者福祉サーゼス調査｣)を実施することになっ

たわけであるが､調査にあたってほ､一地域において高齢者福祉サービスの現状と問題点を トータルに

とらえるために､以下に示すような5つの調査からなる総合調査として実施することにtた｡

なお､これらの調査 (とりわけ調査 Ⅰ･Ⅰ･Ⅲ)は､当該地域の福祉サービスの状況を把握するた

めに自治体を対象とした調査であることから､全国的な観点で実施する数量的な調査という性格より

も､個々の地域を対象とする事例調査的方法を基本とするという性格を色濃く持っている｡

それゆえ､これらの調査の実施にあたってほ､当該地域の地方連合の協力を求め､労働組合関係者

の調査活動-の参加を積極的に求めた｡それは､それぞれの地域での労働組合が､本調査の実施を機

会に､地元の高齢者福祉問題-の関心を高め､地域め碍祉政策形成への具体的な関与を果たすきっか

けとなるという副次的効果も期待したからである｡

地域の高齢者福祉にかカiゎる政策を変え､現状を飛躍的に改善していくためには､基礎的な自治体

である市町村の役割の重要性とともに､労働組合が積極的に関与していくことが何よりも強く期待さ

れているからである｡
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2.調査の方法と設計

(1) 調 査 の 方 法

本調査の調査方法は､調査そのものが5つの個別調査からなる総合調査であるという点に特徴があ

る｡したがって､調査の方法は､それぞれの調査の調査内容 ･繭査対象によって､最もふさわしいと

思われる以下の調査方法を採用した｡

すなわち､調査 Ⅰと調査 Ⅰは､対象である個別自治体-地方公共団体の高齢者福祉行政の実態およ

び財政実態を明らかにするものである｡また､調査Ⅲは､それらの実態を前提に､高齢者保健福祉計

画の達成状況や高齢者福祉サービス-のアクセス状況について､担当者の立場からの評価 ･判断など

を探ろうとするものである｡

したがって､調査 ⅠとⅠは客観的実態を詳しく回答してもらうために留置記入式とし､訪問した際

に､調査票の回収にあたった (その時､疑問点なども補正した)｡調査Ⅲは､実態を把捉している担当

者に対するヒアリングとし､直接､訪問して面接調査にあたった｡

これらに対して､調査Ⅳは個々の高齢者福祉サービス提供団体に対して､それぞれ団体のサービス

提供状況などの実態を回答してもらうものであり､調査Ⅴは個々のホーム-ルパーに対して､ホーム

-ルプサービス職などにかかわる実態や意識を回答してもらうものである｡個々の実態を回答しても

らうことに重点があり､対象が多数であることもあって､郵送留置による回答記入方式とした｡

調査 Ⅰ 高齢者福祉サ⊥ビス実態調査

(対象 :地方公共団体､回答者は高齢者福祉行政の担当者)

- 調査員の訪問による調査票の留置記入 ･回収

調査 Ⅰ 高齢者福祉サービス財政調査

(対象 :地方公共団体､回答者は高齢者福祉行政の担当者)

- 調査員の訪問による調査票の留置記入 ･回収

調査Ⅲ 自治体福祉サービス-のアクセス調査

(対象 :地方公共団体､回答者は高齢者福祉行政の担当者)

- 調査員の訪問による面接 ･聞き取 り (調査票によもヒア1)ソグ)調査法

調査Ⅳ 福祉サービス提供団体調査

(対象 :公私の高齢者福祉サービス提供団体)

- 調査票の郵送による留置記入､郵送による返送

調査Ⅴ ホーム-ルプサービス職に関するアンケート調査

(対象 :公私のホーム-ルパーおよび登録型へJt,'パー)

- 雇用 ･登録団体を通じて､調査票の配布 ･留置記入､対象者個人の郵送による返送

なお､調査 Ⅰと調査 Ⅰは､当該団体の実態データを明らかにするものであり､回答を裏付け､若し
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くほ補 うための関係資料の収集に努めた｡具体的には､当該団体の市町村概要 ･要覧および統計頬な

ど､高齢者福祉関係の事業概要 ･事業業績､予算書 ･決算書 (高齢者福祉関係部分)､高齢者保健福祉

計画などである｡

また､調査Ⅲについては､担当者個人の見解､評価 ･判断にわたる設問があることもあって1回答

者には高齢者福祉サービス業務全般に最も通 じていると思われる担当者 (主にベテランの係長級)

に､とくに限定して回答を求めた｡

(2) 調 査 の 設 計

調査の設計については､各調査ごとにそれぞれにふさわしい調査となるよう､以下のような設計と

した｡

① 調査 Ⅰ(実態調査)､調査Ⅰ(財政調査)､調査Ⅲ(アクセス調査)の設計

これら3つの調査は､自治体 (地方公共団体)を対象とした調査であるが､悉皆調査でなく､限

られた範囲での任意抽出調査である｡また､調査の性格上､対象となる自治体 (標本)は､多くない

ため､いわば事例調査的性格を強くもたせている｡

a 調査対象 自治体 (地方公共団体)

b 抽 出 法 一定の基準による任意抽出

*対象自治体の選定基準は､おおむね次の通 りである｡

調査対象県の選定は､地方総研所在県および地域バランスを考慮して選定した｡

*調査対象県ごとに､原則として次の基準により地域の実情も考慮し､4団体を選定した｡但し､

地域の事情から5団体となったところがある｡

i 県庁所在都市 (政令指定都市含む)

ii 比較的大規模な都市 (おおむね人口10万以上)

iii比較的小規模な都市 (おおむね人口10万未満)

iv 町村

C 標 本 数 71

② 調査Ⅳ (団体調査)の設計

この調査Ⅳは､対象自治体 (71団体)に所在する様々な高齢者福祉サービス提供団体を判明した

限りで悉皆的に調査したものである｡71団体の選定が任意抽出によるものであること､対象地域に

存在する関係団体の把握が必ずしも十分になされなかったこと､調査票の回収状況も思わ しくな

かったこと､などに留意しなければならない｡

a 調査対象 当該自治体 (71団体)に所在する主に高齢者を対象とする福祉サービス提供団体

b 抽 出 法 悉皆

C 抽 出 数 233
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③ 調査Ⅴ(-ルパー調査)の設計

この調査Ⅴも､対象自治体 (71団体)およびそこに所在する高齢者福祉サービス提供団体で働く

ホーム-ルパーを対象に､原則として判明した限 りで悉皆的に調査したものである｡71団体の選定

が任意抽出によるものであること､また､とくに､登録型-ルパーや民間雇用の-ルパー (とくに

いわゆるシルバー産業に雇用されている-ルパーなど)は､調査方法 (雇用 ･登録団体を通 じての

調査票配布 ･郵送による返送方式)通した調査であったため回収状況が思わしくなかった点に､留

意されなければならない｡

a 調査対象 当該自治体で就労していると思われるホーム-ルパー (一般型ベルパー ･登録型-

ルパーの双方とも)

*当該自治体の公共団体､当該自治体に所在する福祉サービス提供団体などに雇用 ･勤務関係に

ある一般型ホーム-ルパー (常勤のほか､非常勤 ･臨時 ･嘱託などの呼称の如何を問わない)

および雇用 ･勤務関係にない登録型ホーム-ルパー

b 抽 出 法 原則として悉皆

*登録-ルパーについては､事実上､経常的に就労していると思われる範囲に絞ったはか､特定

都市については調査対象数を最高300までとした｡

C 抽 出 数 8,663(一般3,491､登録5,172)

(3) 調査の設計上の留意点

調査の設計上では､各調査に対応し最も適しい調査とした｡その点から以下の留意点があるのであ

げておこう｡

① 各調査票及び同一調査票内において､同一の事項を設問している場合でも､時期や範囲に異同が

あることにより数値が異なる場合がある｡

② 各調査票の調査項目の領域が調査の都合上重複するケースがあり､その点は調整していない｡し

たがって､本報告書を読む上で該当項目を検討する上では､ I～Ⅴ調査F,=掲げてある他調査の結果

も､参照されたい｡
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3. 査の実施時期と実施経過

(1)調査の実施時期

それぞれの調査の実施 (実査)時期は､以下の通 りである｡

調査 Ⅰ(実態調査) 1996年 6-8月

調 査 依 頼 訪 問 :6月 1日～30日

調査Ⅰ(財政調査) 1996年 6-8月

調 査 依 頼 訪 問 :6月 1日～30日

調査Ⅲ(アクセス調査) 1996年 7-8月

調査聞き取 り訪問 :7月3日～'8月22日

調査Ⅳ (団体調査) 1996年11-12月

調 査 票 発 送 :11月20日

調査Ⅴ(-ルパー調査) 1997年 2-3月

調査回収訪問 :7月3日～8月22日

調査回収訪問 :7月3日～8月22日

回収締切 :12月20日 (31日まで延長)

調 査 票 発 送 :2月3日 (雇用 ･登録団体宛､その後各団体を通じて各個人に配布)

回収締切 :3月14日 (21日まで延長)

なお､調査 Ⅰ～Ⅲについては､担当調査員が個 ､々の対象自治体の調査票回収および聞き取 り調査に

あたったが､その訪問日程は､以下の付表に示してある｡担当調査員は､研究委員会委員と委員会オ

ブザーバー (連合本部局員)､委員会事務局 (連合総研研究員)､地方連合担当者など､4-7名の構

成である｡

付表 .調査票 Ⅰ･Ⅰの回収および調査Ⅲの聞き取り調査の訪問日程

対 象 自 治 体
調査票回収および

聞き取 り調査

(北 海 道)札幌市､滝川市､奈井江町､浜益村

(山 形 県)山形市､酒田市､上山市､山辺町

(栃 木 県)宇都宮市､大田原市､黒磯市､西那須野町､国分寺町

(茨 城 県)水戸市､つくば市､鹿嶋市､大子町､関城町

(東 京 都)渋谷区､江戸川区､八王子市､東村山市

(神奈川県)横浜市､小田原市､逗子市､二宮町

(長 野 県)長野市､小諸市､上山田町､牟礼村

(静 岡 県)静岡市､浜松市､富士宮市､菊川町

(愛 知 県)名古屋市､岡崎市､江南市､豊山町
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7月22日～24日

7月21日～23日

7月29日～31日

7月15日～17日

7月22日～23日､
8月2日～22日

7月15日～16日､25日

7月3日～4日

7月31日～8月 1日

7月7日～9日



(新 潟 県)新潟市､長岡市､上越市､紫雲寺町

(富 山 県)富山市､高岡市､魚津町､福岡町

(石 川 県)金沢市､小松市､門前町､津幡町

(大 阪 府)大阪市､池田市､四侯綴市､豊能町

(兵 庫 県)神戸市､尼崎市､西脇市､太子町

(鳥 取 県)鳥取市､米子市､倉吉市､三朝町

(愛 媛 県)松山市､八幡浜市､川之江市､宇和町､小松町

(福 岡 県)福岡市､筑後市､飯塚市､水巻町

7月10日～12日′

7月31日～8月2日

7月29日～31日

7月10日～12日

7月24日～26日

7月29日～31日

7月22日～24日

7月21日～23日

(2) 調査の実施経過

調査のおおよその実施経過について､日誌風に簡単に整理しておくと､以下のよう一､になる｡

1996年 2-3月

3月

3-5月

3-4月

4-5月

5-6月

5-7月

7-8月

6-9月

8-11月

10-11月

11月

12月

12- 1月

12月

1997年 2月

2- 3月

3-4月

3月

調査全体の枠阻みをほぼ決定

調査 Ⅰ､調査 Ⅰ､調査Ⅲの設計

調査票 Ⅰ､調査票 Ⅰ､調査票Ⅲ,O作成

東京都 ･神森川県の2自治体 (調布市 ･寒川町)で､パイロット調査実施

調査対象自治体の選定､依頼準備

対象自治体を訪問して､調査票 Ⅰ･Ⅰの記入依頼および調査Ⅲ(ヒアリング)

実施の日程調整

調査Ⅳ､調査Ⅴの設計

対象自治体を訪問して､調査Ⅲ(ヒア1)ソグ)の実施および調査票 Ⅰ･Ⅰめ回収

調査票Ⅳ､Ⅴの作成

調査Ⅳの対象団体名簿の作成

調査票 Ⅰ･ⅠおよびⅢの集計整理 (Ⅰ.･･Ⅰの補充的集計整理は97年 1-2月に

も)

対象団体-の調査依頼と調査票Ⅳ?送付

調査票Ⅳの回収

調査票Ⅳの集計整理

関係団体-の調査Ⅴの実施協力依頼

関係団体への調査票Ⅴの送付

調査票Ⅴの回収

調査票Ⅴの集計整理

地域における高齢者福祉サービス調査中間報告発行
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4.調査票の回収状況と集計

(1) 調査票の回収状況

調査 Ⅰ～Ⅲについては､調査票の回収状況は100%である｡

また､調査Ⅳについては､調査票の回収状況は次の通 りである｡

郵送配付数 850 回収数 233 回収率 27%

さらに､調査 Ⅴについては､調査票の回収状況は次の通 りである｡

郵 送 配 付 数 8,663

一般型ホーム-ルパー (3,491)

登録型ホーム-ルパー (5,172)

集計 ･整理

回収数 2,068 回収率 24%

(1,391) (39%)

(697) (14%)

集計 ･整理については､それぞれの調査につき､機械集計を行ったが､その特徴は次の通 りである｡

なお､これらの集計 ･整理結果表は､彪大な分量にのぼるが､その主要部分については､最終報告

書に添付する予定である｡

① 調査 Ⅰ～Ⅲについては､本調査が任意に抽出した71自治体に対する､事例調査的な性格を重視 し

て､対象団体ごとの個別データを基本とした｡その配列順については､団体種別ごとに､一般の慣

行にしたがった｡

② 但 し､全体の合計値 ･平均値 ･中央値 ･構成比のほか､71自治体の団体種別ごとの合計値 ･平均

値 ･構成比を算申して､そこでの位置を知るためのおよその目やすとなるよう配慮 した｡

*ここでいう団体種別とは､次の区分を言 う｡

i 町村 iv 県庁所在市

ii 比較的小規模な市 (おおむね人口10万未満) Ⅴ 政令指定市

iii比較的大規模な市 (おおむね人口10万以上)

③ また､実数値などについては､団体間比較が容易にできるよう､実数値だけでなく､できるだけ

-高齢人口千人比 (財政データについては高齢人口一人当た り額)など単位化 した数値を算出､表示

した｡

④ 平均値計算における平均値及び中央値は､原則として無回答を除いて算出した数値である｡

⑤ 調査Ⅳについては､団体間で特徴がある点を考慮 し､団体別の集計を行っている｡

⑥ 調査 Ⅴについては､一般型ホーム-ルパー ･登録型ホーム-ルパー別の集計及び一般型について

は雇用形態別の集計を行っている｡さらに､設問によっては､他分類の区分が有効であると考えら

れる場合には適宜集計を行い､その結果を使用 している｡
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第 1章 高齢者福祉サービス実態調査

高齢者福祉サービス実態調査では､他の ｢アクセス調査｣及び ｢財政調査｣~における結果の背景と

なっている調査対象自治体における高齢者福祉サービス実態の概要を紹介しておくことにしよう∴な

お､検討にあたっては､時間的な制約上主に団体区分別の集計 ･結果を取 り上げている｡件数が任意

に選ばれた71自治体と限られている点∴事例的ケースを取 り上げていない点をまずお断りしておきた

い｡

1.高齢化率を上回る虚弱及び要介護者の伸びを予測

高齢化をめぐる状況

(1) 自治体規模を超え広がる高齢化

一 高齢化率

1996年 3月末現在の高齢化率 (65歳以上人口/人口)は全国平均で14.9%であるが､調査対象の71

自治体合計は､1996年 1月現在で13.0%と全国平均をかなり下回る (図表 1-1)0

調査対象71自治体中､高齢化率が2割を超える自治体は11､上山市と八幡浜市の2市を除くと9自

治体は町村で占められており､そのうち浜益村 (33.6%)や門前町 (33.5%)は3割台に及んでいる

(町村の高齢化率は17%)｡一方､豊山町や四条畷市は､1割に満たないなど高齢化の進行は現時点で

も自治体間の大きな格差が生じている｡

図表 1-1 対象市区町村の特徴 (団体区分別)

上 長- 下 位

自治体計. 39,658 恒 oL 1.8

町村nil. .3,084- iJ6.声% 浜益村33.6 門前町33.5 豊山町9.0_豊能町10.8太子町10.ら 1.8

-一般市計 1~9,472 14.1% 2.0

10万人未満 8,448 15..甲% 上山市22._1 八幡浜市21.6 四条畷市9.8黒磯市11.7 1.8

10万人以上 31,232. 13.6% 酒田市19.2 高岡市17.7 岡崎市10.9 八王子市11.2 2.0

県都市計 52,552 14.5% 山形市17.0 富山市1-6..-1 鹿嶋市11.1 つくば市11.4- 1.6

政令市計 255,046 1畠.28L 大阪市14.皇 名古屋市12,5 横浜市11.4 福岡市11.4 1.8~

注.増加率､増加幅は､96年､99年双方に記入のあるケース｡
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一万､2000年における高齢化率の推計値は18.2%と-している｡､ちなみに､記入めあった自治体

(70)についてみると2%の上昇となっている｡

自治体毎にみると､高齢化率が2割を上回る自治体は､14自治体に増加 している｡増加は､町村

(ll)ばかりでなく､市が 3含まれてお り団体区分の違いを超え進行している｡さらに､酒田市

(44%)､浜益村 (44%)､門前町 (41%)などの自治体では､高齢化率が4,割台に及ぶ｡

(2)ノ2000年には高齢者の 1割を要介護として想定

- 虚弱及び要介護者の比率

1996年現在で､虚弱高齢者は1,809人 (59自治体平均)､要介護高齢者 (58自治体平均)が3,413人で

ある｡さらに､両者に記入があった55自治体平均の虚弱 ･要介護高齢者の合計数は5;328人となって

いる (図表 1-2)｡

これを､高齢者人口比でみると､虚弱高齢者が4.2%､要介護高齢者8二3%であり､両者を合せると

12.5%と1割を超える｡

ところで､厚生省の推計では､1993年時点の高齢者推計人口 (全国1,690万人)比で､虚弱高齢者が

5.9%､要介護高齢者5.9%､合計11.8%となっており､今回の調査結果が､要介護高齢者比率で2ポ

イント弱上回っていることが注目される｡今回調査の数値からすると､要介護高齢者の人数は厚生省

推計より40%も増加するからである｡

2000年予測は､ 1自治体当たり虚弱高齢者が2,242人 (60自治体平均)､要介護高齢者 (60自治体平

均)･が4,718人である｡両者に記入のあった55月治体平均の虚弱 ･要介護高齢者の合計数では7,448人

となっている｡

96年と比べると､虚弱高齢者と要介護高齢者各々が4割増が見込まれており､･2'000年の高齢者推計

人口比では､虚弱高齢者が4.6%､要介護高齢者9.7%であり､合計で14%と現状より2ボイン十増の

伸びが想定されている｡

図表 1-2 対象市区町村の特徴 (団体区分別)

虚弱 .要介護高齢者 虚弱高齢者 要介醸高齢者 特別養護老人ホーム人の措置状況

人数96年度 人数99年度 増加率て99/96 由96昔年虚【弱 齢99%* .虚弱 仲虚び弱.率高節 高96. 高99齢年､ 齢年･者要 者要h p h. 者要 一伸介び護率高一∴ 人数-96年度 人数･.-99年度 措置率-96年度 措置率p99年度_措置率の増嘩

自治体計 5,328 7,448 -19._.9% 4.2 4.6 140L.4 .8.3 9.7.-･141.6 423 593 16.7% _14.8%-0.7

一般市計 2,009 2,75_0 9.6! 声.3 4.2 岬 .7 ~5.4 6.1 148.0 2.14 297 16.90/. 14.4% 0.2

｢㌫ 未満 . 1,082 1,537 p23.7% 4｢_9. ･5.8.164.6 6..3 8.3 192.■8 114~ 144 Jy_21,1% ･Ii.0%-2.2

10万人以上 5,019-3,963⊥4.璃 ･5.4 3.7 133.7 5~.-1 5.6 137.8p ･328 449 ll.8等 114.9% 2.7

政令市計 38,66254,400'1r12.9% 4.2̀ 4.9 141.5 9.8..-ll.3 14_0.3 2,683 3,458 9.1%. ･畠.2曳-0.9

注.増加率､増加幅は､96年､99年双方に記入のあるケース｡
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(3) 要介護高齢者増を後追い状態の施設整備

- 自治体の措置人員

1自治体当たりの高齢者の措置状況をみておこう (図表 1-3)｡

① I,特別養蒼老人ホ｣ムほ､1け996年 1月現在の423人から､2000年には3割増の593人と一､この間､特

別養護老人ホームの急速な拡充が見込まれている｡

このため高齢者人口千人比で措置人員をみると､96年の10.5%から2000年の14.2%に急上昇し､

一見待機者の解消に向け改善が図られているようにみえ､る｡ く

こしかtながら--､要介護 ･虚 弱高齢者比から措置高齢者数をみると､1996年の10.3% (54自治体)

から､･2000年の10.0% (52自治体)~へと横バイで推移していることが分る｡この点は､L1996年'･t

2000年双方に記入があった48自治体を対比しても､.わずかだが低下している点と対応して心､る｡七

の結果からは､･措置者の割合が､高齢化の伸びには対応できている)も･のの､一想定している要介護 ･

虚弱高齢者数の急増には､対応やきないことをう･かがわせている了これらの点からする-と､現在で

も多数の待機者が存在しているにもかかわらず､想定される要介護高齢者の増加により事態がなん

ら改善されない恐れが強い.この点からは､各自治体が､特別養護老人ホームに対し早急かつ抜本

潤 な対策を立てる必要のあるて とが亭されている与､′

庵 お､.厚生省調査で呼,1993年時点における層別奉養老木ホ｢ムの措麿人員の要介護高齢者に占

める知合は19%である.とれほ前項･や述べた要介護高齢者の人数の把握の違い疫よったものとみら

れるが､留意すべき点といえよう｡

@ -･方､養護考人中十ムは､96年現在で116人に対し､2000年では､養護老人ホームが120人が想定

されており､-高齢者人口千人比でみても､いずれも2｣3人と変わらない｡

図表 1-3 特別養護老人ホームと養護老人ホームへの措置状況 (団体区分別)

ム特 者ム特_ ム特-者ム特.%特 %特 %~措. ..措養 .者措養 措養 .者措養

貝人 比貝人 貝人 比貝人 率 率 増 人 l 比人 t 人■l 比人暮

総 数<>は自治体数 71 423く70> 10,.5 593~く65>p 14.2.10.3 10._0 -0.i 1ー16く70> 2.3 118く59> 2.3

町村計 22 42 12.9 .■55 16.2._20.0 17.4 -1｣1 9 2.3 ll 2.6

一般市計 31 214 10.7 297 14.8 14.7 15.ラ 1.6 58 2.4 72 3.2

匝 ㌫ 未満 16 114 13.7 144 17.3-21.2 14.3 -3.3 ･33 3.3 40 3_.9

10万人以上 15 328 10.0 449 14.3■13.1 16.0 2.6 87 2.2 106 2.9

県都市計 10 525 10.0 788 ll.9 ll.8 12.0 0｣2- 140 p2.3 166- 2.5

政令市計 6 2,683 10.5 3,458 13.6 8.2_7.5 -0.7 751 2.3 686 2.◆0

注1.増加率､増加幅は､96年､99年双方に記入のあるケース｡
注2.<>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡
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(4)在宅者数の把握は自治体の3分の2､低い政令市

- 自治体における要介護高齢者の把握状況

① 自治体は､措置している高齢者以外の介護を必要とする高齢者がどこ柾､何人いるかを把捉して

いるのだろうか (図表 1-4)｡

まず､高齢者の所在の把捉状況をみると､最も高い在宅でも66%にとどまり､老人保健施設抹

37%､老人病院が14%､その他施設が11%など､施設入院している高齢者の割合はかなり低 くなっ

ている｡

② 在宅の高齢者数は712人､高齢者人口千人比で20人となっている｡

③ 団体区分別にみると､政令市における高齢者の把握力の落込みが目立つ｡政令市の場合､在宅者

数の把握に関しては3分の 1､高齢者人口千人比では8人程度に過ぎない｡これと比べる′と､県都

市の場合､ 8割の自治体が把握しているとしており､高齢者人口千人比でみると､町村とともに県

都市でも40人前後と同程度の把捉している｡このような差異は､政令市の場合､直接的には区が把

握しているというような行政機構上の問題とも考えられるが､検討の余地がありそうだ｡

図表 1-4 高齢者数の把鐘の有無 く知っている)の比率と把撞 している人数 (団体区分別)

梶 防 人 齢 握 院 人齢 ~撞 防 人齢 握 敬 人齢 計率

率 数p◆ 人口 率 数 人口 ･率 敬 人口_~率 ^ 1口

総 数 71-_ -26 -149 3.3~ 10 1,466 19.4 18 ･56 1.7 ･47- .712 20.4 (128)

町村計 22 7 20 8.2 2 ∴8 4.2_ 2. J1~字 5.3- 17 144 41..2 (127.)

一般市計 31 13 1畠2 6.6 4 377 ll.? 5. 84 3,6 ,19 410 19.5 (132)

10万人未満 _ 16 8. 74 8.8 1 1 0.2 3 一45 5.7 9 176- 24.7 (131)

10万人以上 15 5 由6 6.1 ~3 5oi ll.9 2 liz.･..3'.-.2 ib 二597.･18.6 (133)

県都市計 ib- .~4 530 6.､6 2 434 6.由 ●●● ●●● ･8-2,b30L 38.i.(140)

注1.<>は回答自治体数｡ただし､数値は加重償｡
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2.飴合相談窓口の ｢ある｣ 自治体が8割

高齢者のいる世帯の総合相談窓口をめぐる状況

① .全体では､総合相談窓口が ｢ある｣自治体がほぼ8割､｢ない｣自治体が 2割である｡総合相談窓

口が ｢ない｣自治体は､県都市や政令市と比べ町村や一般市で多い傾向にある (図表 1-5)ふ

② 相談窓口が ｢ある｣とした55自治体の箇所数はみると､･平均 2箇所である｡分布は､｢1-箇所｣が

半数を占め､｢2箇所｣や ｢3-.9箇所｣が各20%､ ｢10箇所以上十が 6%などバラついている｡

団体区分別に平均をみると､町村が 1箇所､県都市を含めた一般市で2箇所､さらに､政令市で

8箇所というように当然のことながら眉治体裁模に対応し多 くなーっている｡ただし､政令市におい

ても､｢1箇所｣とする自治体がみられた点に留意する必要がありそうだ｡この点からは､ `̀総合"

に含まれる相談内容を福祉と医療を含むか否かなど自治体による解釈の異なった点も箇所数の分散

の理由となっている可能性があるからである｡

見方を替えて言えば､高齢者の生活や健康を福祉と医療の両面からバックアップする統一的な相

談窓口像の徹底が望まれるところであろう｡

③ 95年度の相談件数は､平均8,638件であり､高齢者千人比では180件となっている｡

団体区分別にみると､町村や一般市では105-115件だが､県都市や政令市では175-190件という

ように大都市ほど高まる傾向がみられる｡

④ 相談窓口に配属されている職員の職種は､相談窓 口のある自治体計では ｢事務職員｣ が80%､

｢ケースワーカー｣が58%､ ｢保健婦｣が56%､ ｢ホーム-ルパー｣が31%､ ｢その他｣が27%など

となっている｡

個 体区分別にみると､｢事務職員｣は団体区分を超えて配属されているが､｢ケースワーカー｣｢保

健婦｣などほ小規模自治体で配属されているケースは少なく､小規模自治体での専門職配属の困難

さがうかがえる｡

図表 1-5 高齢者のいる世帯の相談窓口 (団体区分別)

軽･数 ･な あ. N:い る A ある場合の箇所数 相改窓口のある自治体の配属職種
1. 2p 3 r10 N簡 簡 1 -筒. 辛■均 手相人談 .干 商人 齢 芸 酎 7-I.千言1 両-
所 所- 9 所 A 簡 .比件 lit:i 職 婦 ス ム. 他 .A

･所 上 敬 口 1 .-ルカ パ

10万人未満 _16°- 3 14 二o 8 3 3 002 ,1,519 169 11 8.11 ~4 4-.-3_

10万人以上 与5 3 11 0 6 2 3 0■02.3,076 .100- 19 5 5 3 8 2

政令市計 6 1 5 0 l l-.1~ 2 08 47,295 190 3 ー4 4 1 1 1

注.<>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡
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3.現状と計画双方で大きいサービスの自治体格纂′

ホームヘルプサービスをめぐる状況

ホーム-ルプサ∵ビスに関する状況については､[サービス実態調査]では､職員数などは主に直接

雇用者に限定しているため､多くのことは直ちにいえない｡ここでは､それ以外の点について､自治

体におけるホーム-ルプ の状況を検討することにしたい｡なお､ホーム-ルプサービスの実際上の提

供に関する問題については､一寸アクセス調査十及び ｢ホーム､-ルプ職調査｣ を参照されたい｡

(1) 派遣世帯数は451世帯､虚弱 ･要介護高齢者のほぼ 1割

- ホーム-ルプサービスの1995年実績

① 派遣世帯数は､1自治体当り451世帯である｡この世帯数は､高齢者人口千人当り11世帯であり､

虚弱 ･要介護高齢者比でみるとほぼ 1割にとどまっている (図表 1-6)0

団体区分間の格差を高齢者人口千人比を通してみると､町村の41人､特別区の26人と比べ､一般

市は13人､さらに政令市は6人に過ぎないことが明らかになっている｡

② 派遣の延べ回数は､自治体平均26,061回であ･り､派遣総時間数は58,926時間である (派遣 1世帯

当りは､年64回､総時間数147時間)0

高齢者人口千人当たりのサ-ビス提供回数は626回､時間数は1,540時間であるが､厚生省の ｢老

人保健福祉マップ 平成 7年版｣の1994年度におけるホ-ム-ルパー利用状況 (高齢者千人当たり

年間利用日数)は､全国平均で837回であり､毎年10%前後で伸びていることを勘案すれば､1996年

度は1,000日を超えるものと推定されるから､今回の対象自治体の回数はかなり低いものであると

考えられる｡

図表 1-6 ホームヘルパーの状況 (団体区分別)

件敬敬 . 19二.9.5~.年の実績 2.000年の予測

数年 齢 時年 齢 -同年 齢 向過 .~ 時適 数年 -節 ･人年 齢 時年 齢

_.通 人 j適 1 人 通 人 ･世 .世 一人 人 通 人 通 人

帯対 1 千 時 千 ぺ -千 ~ 当 間当 ヘ 千 _ 象 千 ■時 . 千 .

象 人 間 .人 ■回 . 人 り ~り _ル 人 者 ~̀ 人 1聞 入

世 比 数 比 数 比 派 派 バ 比 - 数 比 畢 比

稔 数 71 451 10.6 58,926 1,540.3: 26,061 625.7 64.1 147.0 224 4.8 4~,856 -120.0 276,21415,862
<>内は自治体数 く69>~ く69> .(70) く69>- く64> く66>

血村計 ?2 ■129 40.5 5,769 1,842.2 -3,.299 1,069.7 53.5 96■.7 1.4 4.0 207 .-53_.4 15,_405-.-4,175

一般市計 31 257 12.7 34,991 1,857..7 16,226. 825.6 67.7 154._2 ■'78-3.6-1,236 76.7 78,164 3,875

10万 人 未 満 16 139 16.0 13,611 .1,572,0 .6.β33 793.0 52.0 103.9 45 4.6 1,440. 185.6 44,548 4,428

10万 人 以 上 1.5 382 11.9 57i795 1,928.8 26,246 833.7 71.6′ 166.7 115◆.-3.4 940 '29.5 122,985 3,681

県都市計 ー10 811 16,.~0 66;455 1,248.7 34,076 637.8 50.0 97.1 ･218-.3.5 16-,474 250.9 246,099 4,118

政令市計 ･6 1,716 6.4 340,887 1,202.1 L132,623_ 494二7 67.9 156.8 1,617.5.3 10,030 34.6°-2,160,348 6,.938
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高齢者人口千人比で団体間の提供回数と時間をみても政令市495回､1,202時間と落込んでおり､

特に提供回数は全体の8割程度にとどまっている｡

③ ホームヘルプサービスの週当りの利用回数実績は､要介護高齢者の場合は2二1回､虚弱高齢者の

場合は1.5回である (図表 1-7)｡

高齢者人口千人比を通してみた団体区分による違いはあまりないが､要介護高齢者対象の場合

は､八王子市の6日､八幡浜市や西那須野町の4日などかな り手厚いサービスが行われている反

面､ 1日に満たないケースの自治体も3市みられるなど個別自治体間の格差が目立つ｡

図表 1-7 ホームヘルパーの状況 (団体区分別)

件敬 要介護高齢者 虚弱高齢者

･週95 .週99.加要 回避95.回避99. 加要
回当年 同当年 回介 _当年 .当年 回介

り要 り要 数護 り虚.~ り虚 数護

用護 用護 .回齢 用高 用高 ~回齢
･回高 _ 回高 著人 ･回齢 回齢p _者
数齢 数齢 の' 数音 数者 の

著 者 ∴増 ･ . .甲 .-

痘 痕 71 2.08 5.49 1｣8 1.46 1.60 -0.1
<>は 自治体数 .. ･く60>. く61> ,<60> <62>

町村計 芦Z I.92 3.09: 1.0 1.甲 1..4声 -0.0_

一般市計 31 2.24 ..3.85.- I.6 1.4台 1.74 0_.3

二Jlb万人東浦 ..16-. 2.~21 plp~3.63J ..~1.4 1-1-.60二 工69 0.1

ー10万人以上 15 2.28 4:19 1.6 1.46 1.二.82 O.4

県郡市計 1.-0 2.J.p9 3.06 9.9 .̀1.62 1▲50 0..0

政令市計 6 i.97. 3(.90 2.1二'1.85, 1.60 -0..3

注.増加率､増加幅は､96年､99年双方に記入のあるケース｡

(2) 要介護高齢者対象は現状より1.8日増の遇3.5回

一二一2000年の計画

① それでは､新ゴール ドプランによって､ホーム-ルプサービスはどのような状況が想定されてい

るのだろうか (図表 1｢6及び図表 1ノー7､参照)｡

派遣対象者数は､2000年の想定高齢者数の12%に当る4,856人となっている｡また､派遣総時間数

は276,214時間である (‥1対象者当りの派遣総時間数 (派遣総時間数/派遣対象者数)は180時間)0

@ 週当りの利用計画では､虚弱高齢者対象の場合は1･6回であり､95年実績も記入のあった自治体

に限定し対比すると0.1日減少している｡一方､要介護高齢者対象の場合は週3.5回である｡95年も

記入のあった自治体に限定すると､現状より1.8日増の計画がたてられている｡

高齢者人口千人比を通して団体区分別にみると､要介護高齢者の提供回数は政令市で2回増が目

立つ重度だが､自治体毎にみると､｢6日｣が3市 (八王子市､東村山市､池田市)､,｢5日｣が4市

町 (小松市､西脇市､八幡浜市､二宮町)あるものの､｢1-2日｣に過ぎないサービス提供を想定
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している自治体も6市町あるなど計画自体にバラツキがあるという留意すべき点も明らかになって

いる｡

③ 2000年の計画値では､ホーム-ル不一数は_1自治体当り224人であり､2000年の想定高齢者人口

千人比で4.8人 (常勤換算4.2人)である｡ちなみに､新ゴール ドプランでは､2,000年度 (65歳以上人

･口21,699,000人)でホ∵ム-ルパー17万人を目標としており､高齢者千人当たりホーム-ルパーは

-常勤換算で4.2人となり､今回調査の結果と対応している｡

高齢者人口千比では､特別区は2自治体と少ないが8･.9人が想定されているのに対 し､町村や県

都市を含めた市は4人前後である｡

(3) 他と比べ町村でやや多い ｢うまくいっていない｣

- ホーム-ルパーの採用

① 以上みたように各自治体で私 ､今後､ホ｢ム-サブ ･サービスの早急で大幅な調達が求められて

いる｡この点に関する自治体当局者の見方では､示-ム-ルパー採用確保に関しては､｢うまくいっ

ている｣が4分の3､｢うまくいっていない｣が 1割弱で､｢無回答｣が 2割近 くを占めている｡｢無

回答｣ が多い要因としてほ､自治体が､ホ⊥ム-ルパーを直接雇用しておらず､委託先の採用確保

の状況を把握していないことが少なくないことをうかがわせている (図表 1-8)0

団体区分でみると､町村で ｢うまくいっていない｣ケースがやや多い｡

② なお､料金徴収に関しては､ 9割強の自治体が ｢徴収している｣ ｡ ｢徴収していない｣自治体は 1

割弱であり､団体区分では町村に集中している (図表 1-9)｡

図表 1-8 ホームヘルパーの採用確保はうま
くいっていますか (団体区分別)

件数 う いう _Nま か~く .く Aい いっ 一 つ-て てい いる な

総 薮 71 53 5 13
( )内は% (100) (75) (7)(18)

町村計 云2 14 ■3■ 3

10万人未満 16 13 -2.-豆

10万人以上 1年 9-P..3∴

県都市計 10 9 0 _3.

政令市計 6 5 01
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図表 1-9 ホームヘルパーの利用料金を徴収
していますか (団体区分別)

総 厳 71 p65 6 0.
( )内は% (loo) (92)..-(9) (P)

-町村計 22 16 4 0
一般市計 . 31t 30_ 1lニ1 0

1.0万人未満.. 16 -17 06
10万人以上 .:㌔ 15 14 0.0

県都市計 , lb 12 0.0
政令市計 6 5 10



(4) 実施自治体は 1割にとどまる

- 24時間介護をめぐる状況

① 1996年 4月現在､実施自治体は 1割にとどまり､9割の自治体は実施していない･(国表 1-10)｡

実施自治体は､政令市 (神戸市､福岡市)､特別区 (江戸川区)､県都市 (松山市)など大都市がや

や多 く､,一般市は 2市 _(小田原市､倉吉市)のみで､町村は皆無である｡

実施している自治体の95年度の平均対象者は21人であり､高齢者人口千人当り23人に当る｡実施

回数は､週21回である｡

なお､24時間介護は､巡回型と応答型に区分できるが､今回の調査ではその内訳をとっていない｡

② 2000年の計画でも､｢実施している｣は現在より18ポイント増の3割弱虹とどまり､｢実施してい

ない｣が 1割台､｢わからない｣が半数を占めている｡

団体区分の違いを超え ｢わからない｣が多くなっているが､小規模自治体では ｢実施していない｣

も少なくない｡

なお､実施予定自治体で想定数の記入があった自治体は9自治体である｡そのうち､江戸川区が

470人と際立っており､これを除いた9自治体の平均は29人となっている｡

週平均のサービス回数は､5-35回とバラついているが平海では17回である｡

なお､週平均で受けることが可能な回数では､長岡市 (84回)および魚津市 (28回)が目立ってい

る｡

図表 1-10 24時間介護について (団体区分別)

件数 1996年4月現在 2000年予測
施 施 施 施 か
L L ■A L L ら A
て て て て な
い い い .い い
る な る な

総 1数 71- 7 64- 0 20 11 .34 6
( )内は% (100) (10)(90) (0) (28)(16)(48)(0)

町村計 22 020 -0 1 ■6 12 1

一般市計 31 3 28 0 11 3 13~ 4

10万人未満 16 1 16 0 5 3 6 3

県都市計 _10◆. 1 .11ー~-0 5 1 .5.1
政令市計 6 2 4 0 2 1 3 0
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(5) 皆無に近かった実施自治体

- 緊急ケアシステムをめぐる状況

1996年 4月現在､｢実施している｣は 1自治体､ 1%に過ぎない (図表 1-ll)｡

さらに､2000年予測でも､｢実施している｣は4%に過ぎず､｢実施していない｣が20%となってお

り､｢分らない｣が49%､ ｢無回答｣が27%となっている｡｢無回答｣が多い要因には､ `̀緊急ケアシス

テム''自体が自治体内に浸透していなかったり､その代替機能がデイケアサービスやホームヘルプ

サービスにあることにようものと思われる｡

図表 1-11 緊急ケアシステムについて (団体区分別)

件 ~.数 1996年4月現在■~-p■2-000年予測

実 い実 -N 好 い夷- わ ■N
施 施 施 - 施 ~か
-L L .A L L ら A
■て て -て て な
い̀ い ■い い い
る な る ′.‥な

町村計 22 020_.0 9..6̀ .1写 2

10万人以上 15 -014 0 1 ~2 8 3

県都市計 101 0 12 0-1 2 4 5

政令市計 6 06, P._I00..4二 2
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4. 画は､1995年実競比で､箇所は2倍強､年問利用者数は3倍強

デイサービスをめぐる状況

(1)登録者の待機比率が14%

- デイサービスの1995年実績

① 1995年の実績では､平均 7箇所､年間利用延べ人数19,562人となって いる｡:高齢者人口千人比で

は､0.2箇所､449人となっている (図表 1-12)｡

年間利用延べ人数を高齢者人口千人比を通 して団体区分別にみると､町村では1,209人､10万人

未満市では744人に対 し､特別区で439人､政令市では359人に過ぎず､自治体規模間の格差 は大き

い｡

図表 1-12 デイサービスの状況 (団体区分別)

件* 1995年 の 実 績 2000年 の 予 測 .

･95._ 高 人 .95 高 ･95 高 ･.95 届 ･由 二､-.高 A .99. .a ･99~~高 ?99 高

所 デ 者 ･間 デ 者 録 デ 者 機 デ 者 数 デ 者 ･間 デ 者 録 デ 者 .機 デ 者 .

数 イ 人 入 線 イ ◆人 人 イ 人 者 イ 人 ･イ 人 入 線 ィ . 人 人 ィ. 人 者 イ ~人

･サ 口 利 サ 口 数 サ 口 数 サ 口 所 サ 口 利 サ 口 数 サ 臼 数 サ ■ 口

所I 千 用t 千 ･l 千 ･l .千 卜 千 用-l 千 ･Jl∴ 千 ･卜 千

,ス_'比 . ベス 比 ス∴比 不 比 ス . 比 ベス . 比 ス . 比 ス､ 些

総 数 71 7 0.2 19~,562 448.8 72415.9 69 2.1 16-p■.0.3 71■,747 1,667.7 1,56641.9 1 0.8
< > は 自治 体 数 く68〉 <66) く65〉 く52) く68〉 く64〉 く60〉.. ･く37〉_

町村計 22 1 0..4 4,0081,-209.2 13338.01 5L..1.6 ZL.0.6 7,883.2,129.6 22962｣8 2 0.4

■10万 人 未 満 16 2 -,0.2.一6,030 744.3 2833え.9 2-0.2 ilo:4 17,445,1,818..7 ､42846.1 0-■0.0

政令市計 6 ◆38 0.1-90,542 358.8 2,574-10.1 690 3.1 102 0.3 610,944●1,719.214,544-44.1 I

② 登録人員が724人､待機者が69人である｡高齢者人口千人比では､登録人員が16人､待機者が 2人

である｡なお､登録人員と待機者双方の記入があった自治体について登録者に占める待機者比率を

みると14%にのぼる｡このように既に登録している高齢者に限ってみても1割以上が待機 している

ことが明らかになっている｡さらに､待機問題を自治体毎にみていくと､33自治体は待機者ゼロと

しているが､逆に､最も高い自治体では3割を超えていることである｡この点を団体区分でまとめ

てみると､政令市では21%と､ついで高い特別区 (13%)を大幅に上回っている｡

③ 待機者比率は自治体によるデイサービス水準を計る一つの目安だが､そのことだけで､水準を図

ることはできない｡自治体では､ 1人-の提供回数を減少することを通 して､利用者率を高めるこ
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との選択が可能だからである｡1人週当りの利用平均回数を､要介護高齢者をみると2･一1回である｡

ただし､分布に着目すると､記入のあった52自治体のうち､｢1甲～2回未満｣が34自治体 (うち

｢1回｣が25自治体)であり､｢1回未満｣が11あり､｢2回以上｣は7に過ぎない｡

他方､虚弱高齢者の場合もかなり要介護の傾向に対応しており､虚弱高齢者で記入のあった56自

治体にうち､｢1回～2回未満｣が40自治体 (うち ｢1回｣が36)を占めている｡それ以外セは､｢1

回未満｣が11あり､｢2回以上｣は5である｡

(2) 平均16箇所､一年間利用延べ人数 7万人を想定

- 2000年の計画

① 2000年の計画では､平均16箇所､年間利用延べ人数71,747人､登録人員1,566人を想定 している

(図表 1-12参照)｡1995年実掛 こ記入のあった自治体に限定し対比すると､箇所としては2倍強･

年間利用者数では3倍強の増加が見込まれていることになる｡

② 週当りの利用平均回数は､･要介護高齢者の場合､平均3.5回である｡

団体区分別にみると､政令市や10万人以上市では4日前後が設定されているのに対し､週 2-3

回にも達しない自治体も10と全体の16%を占めており､計画の設定自体に問題のある自治体もみら

れる｡

一方､虚弱高齢者は平均1.6回である｡

回数は､｢1回｣に集中しており､ ｢1.5回｣が9､｢2回｣が13､ ｢3回｣が 1 (富士宮市) と

なっているが､週･1-2回を下回るケースも2自治体みられる｡

③ デイサービスセンター↑の送迎では､｢巡回

サービスなどで送迎｣が80%と主流であり､他は 図表 1-13 デイサービスセンターの現在の
主な送迎方法 (団体区分別)

｢巡回バスと家族による送迎｣が16%であり､｢家

族による送迎｣は皆無である｡

団体区分を超え ｢巡回サービスなどで送迎｣が

中心であり､｢巡回バスと家族による送迎｣ は町

村でやや多くなっている (図表 1-13)｡
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総 数 71 57 11 0 3

･(-)内はo/. (lop ) (80)(16) (0)._(4)

申 す計 22_ 13 5 02

一 般市計 31 27 13 01

10万人東漸 16 15 1-01
10万人以上 ~ 15ー 12 2◆.0~.-0

県都市計 10- ll. 1 00
政令市か - 6 5 1-00



④ 利用料金徴収に関しては､85%が ｢徴収している｣ としており､｢徴収していない十は11%であ

る｡

｢徴収していない｣自治体は､町村では皆無で､市にみられる (図表 1-14)0

利用料金を徴収している自治体の徴収額は､最低が200円であり､最高が1,350円､平均は617円で

ある｡分布では､ ｢500円以上1,000円未満｣に7割が集中しており､他は､ ｢500円｣が 1割強を占

める反面､ ｢1,000円以上｣ も1割を超えでいる｡

図表 1-14 デイサービスの利用料金徴収の有無と徴収額

件~数 ー ･徴 飯 N_収-収し .し 'A 徴収し七いる金虚いい 円 円円 円 ~A
な.- る 未L-■束以.-以
い 浦 浦上 上

(.)内は% (loo)I (ll)(8~5) (4).(14)(70)(12)(51

町村計 22 0.18 1 1.i- 13p 2 -1

一般市計 31 5ー26 0 2 19 3/2

10万人未満 ･16 3~ 14 ..0,1 1̀1 2 0
10万人以上 15■ ?.i? LO 1 8 1 2

県廓市計 10 2 9 1 1 6. 2 0
政令市計. 6. 1 5 0 1 4_..iP_.0
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5.高齢者人口千人比でベット数は､
町村の5床に対 し､特別区や政令市は 1床

ショー トステイをめぐる状況

(1)特別区と政令市は､高齢者人口千人当り1床前後に過ぎない

- ショートステイの1995年実績

① 1995年の実績では､平均63床 (虚弱 ･要介護高齢者数比71人に 1床)｡また､年間総利用日数

12,113日である (図表 1-15)0

これを高齢者人口千人比でみると､同じ順で1.4床､290日になる｡

高齢者人口千人比を通して団体区分別にみると､ベット数は町村では5床に対し､東京都特別区

や政令市では 1床前後に過ぎず､年間総利用日数も町村や10万人未満市では430-466日になるが､

東京都特別区や政令市では203-264日ととどまっている｡

② 平均滞在日数は 1回当り9日である｡

ショートステイの滞在日数は自治体により5-16日までバラつきがみられ､自治体によりかなり

弾力的に運用されていることが分る｡

③ 年間の1人当り利用回数は､要介護高齢者の場合4.8回である｡記入ゐあった42自治体中､ほぼ毎

月利用している10回以上が5ある反面､年 1回台が3みられる｡他方､虚弱高齢者の場合､記入が

あった自治体は36だが､｢0回｣が7自治体あり､これらの自治体では虚弱高齢者をショートステイ

の対象外としていることがうかがえる｡この ｢0回｣を除いた29自治体の平均利用回数は2.8回であ

る｡この回数記入のあった29自治体中､｢9回｣が 1､｢6回｣が4ある反面､虚弱高齢者を対象とし

ていても年 1回前後に限定されている自治体が3ケースみられる｡

図表 1-15 ショー トステイの状況 (団体区分別)

件数 1995年の実績. 2000年の予測

イ95. 高と日イ95 高 イ99 高 ロイ99 高
iiF. 齢 ･.年 齢 ･年 -齢 ･年 . 齢
ベシ 者 総シ 者 ベシ 者 総シ 者

-ツヨ 人 利ヨ 人 ヅヨ 人 利ヨ 人
トl 白 用 t 口 トl 口 用 1 口
数ト 干 日ト 1千-数ト 千 日ト 千
･ス 人 数ス 人 ･ス 人 数ス 人
床テ 比 ･テ 比 床テ 比 ･テ 比

-<>は自治体数 く65> く68> く65>- く6.1>

町村計 22 14 5.1 1,458 465.9 14 3.9 2,613 710.5

10万人未満 16~. 27 3.2 3,578 432.2 31- 3.1 ･6,914 690.5

10万人以上 15 J61 1.早 9,759 297.0 93 2.5 23,975.653.4

県都市計 .10 90p i.7 l18,,'258'342.9 153 2i5 42,559 684.7

政令市計 6 270 1.1 65,689 265.7 698 2~.2 281,261 779.2
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④ ショートステイの利用料金徴収虻関しては､70自治体中､67は ｢徴収している｣としており､丁徴

収していない｣は3に過ぎない (図表 1-16)0

｢徴収している｣ 自治体の徴収額は､大半が ｢2,140円｣ と ｢2,120円｣である｡そのなかで､

｢1,400-1,500円｣や ｢700円｣ といった低額に設定している自治体もわずかだがみられる｡

図表 1-16 ショー トステイの利用料金徴収の有無と徴収額 (団体区分別)

二† 五二二上二 '■.:N~
て て 千 千千 百千 千
い h. ･円 円田 円円 五 A
な -る■､ .ご::束'束以 来以 :､百∴

ド 浦濁 上 浦上 呂

- 71 3.-67 1 1 3 ■5由 1 4

町村計 ?2- 1 18. 1 ofoL18 L_0..0
一般市計 31 1 .30 0 ol.ー 26 0.3

10万人未満 16 1 16 0■01 13 .02

県都市計 10 1 1◆1 001 8 1 1
政令市計 ･6 06 0006 00

(2)現状の倍の平均l･21床を設定､少なくない要介護 :年 6回以下

- 2000年の計画

① 2000年の計画では､現状の倍に当る平均121床が設定されており､これは､虚弱 ･要介護高齢者数

の52人に1床の割合になっている｡また､年間総利用日数32,256日となっている (図表 1-15､参

照)Q

② 車均滞在日数は 1回当り7.2日である｡日数は7日を中心に5-14日に広がりがみられる｡

③ 年間の1人当り利用回数は､要介護高齢者の場合6.6回とほぼ2ヵ月に 1回程度となっている｡

記入のあった48自治体中､｢6日｣が30自治体を占めているが､毎月利用できる ｢12回｣が4自治体

ある｡しかし､要介護高齢者の2ヵ月 1回に当る年 6回をも下回る自治体が5含まれるなど計画の

水準を低目に設定している自治体もみられる点に留意する必要がありそうだ｡

一方､虚弱高齢者の場合､記入が合った自治体は45であり､平均利用回数は2.6回である｡虚弱を

対象外とする ｢0回｣はさすがに皆無だが､自治体毎にみると､ ｢10-12回｣の2自治体をはじめ､

｢6-8回｣が5自治体あるものの､これら以外の自治体は ｢1-2回｣といった最小限の水準を

設定している｡
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6.介護支援センターの相談件数は､1自治体当たり4iOOO件強

介護支援センターと訪問看護センターの1995年実績

① 1995年の相談件数の実績をみると､ 1自治体当たり4,278件であり､高齢者人口千人比では84件

である (図表 1-17)｡

ただし､高齢者人口千人比を通して団体区分別にみると､町村や県都市では207-215件､一般市

では139件になっているが､政令市は22件と大幅に少なくなっている｡

② このような介護支援サンタ丁の2000年の計画では､ 1自治体当たり8ヵ所､高齢者人口千人比で

は0.2ヵ所となっている｡

団体区分では､政令市では49ヵ所､県都市でもま13ヵ所､一般市及び特別区では6-7ヵ所､町村

では 1ヵ所となっているが､高齢者人口千人比では他の区分では0.2ヵ所のなかで､町村のみ0.4ヵ

所となっている｡

③ なお､訪問看護センターの1995年度の訪問看護の実績を4,912件､高齢者人口千人比では91件で

ある｡

団体区分別にみると､政令市では70件に過ぎないが､町村では322件､10万人未満市では227件と

この点でも政令市の落ち込みが目立つ｡

図表 1-17 介護支援センターと訪問看護ステーションの状況 (団体区分別)

95年度の実績 2000年の予測 95年度の実績 2000.年の予測

績95 高 . ･ダ99..∴ 高 績95 ㌧高 t99 高

件相 者 ･ 介 者 件訪 者 ヨ訪 者

数 千 簡援 千 護 千 予謀 ,千
の 人 所セ 人 の 人 定ス 人

実 比 ~.数ン 比 琴 比 -簡テ 比

総 数′ 71 4,278 84.4 -8■ ー0.2 4,912 90.7 50 1.3
<>は自治体勢 く65> く53> く33> ･く47>

町村計 22 771.云14.7 1 0.4 -1,505-..1322.3 1 0.2

十般市計 31 ･2,850■~138.5 -.6 0L.2 2,956--110.9. 2 .0.1

｢i扇 人未満 . 16 1,134 126.7 3.- ら.3 12,271..-226.7 ･_2~ 0.2

10万人以上 15 4,8?9 141.6 9 0.2 _3,355 96.4 9_ 0.1

県都市計 lP 10,804_?07.4 13 0.2 5,858.ll.1.0 ･9. 0.2

政令市計 6 6,243 22-.2- 49 .0.2 19,640 70.0 ね3 2.7..
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7.都市部で高い実施率

入浴サービスをめぐる1995年実績

① 行政の関与している要介護高齢者に対する入浴サービスの実施状況をみることにしよう｡

[入浴車]利用は､7割強の自治体が実施しており､登録者数は平均430人 (高齢老人千人比は8

人)である (図表 1-18)｡

実施自治体の割合は､大規模自治体はど高く政令市や東京都特別区では全ての自治体が実施して

いる｡これらと比べると､一町村の実施率は半数を下回っている｡

1ヵ月当りの平均利用回数は2.6回であり､10日1回にも満たない｡

なお､この利用回数も自治体間で格差がみられ､ ｢13回｣ という池田市を除くと､ほぼ週 1回の

｢4回｣が4自治体ある反面､｢1回｣前後も5自治体に及んでいる｡

一方､[施設入浴]利用では､実施自治体は6割強と入浴車利用をやや下回っている｡

登録者数は245人で､高齢者人口千人比では4.4人に過ぎない｡

高齢者人口千人比を通して､団体区分別にみると､10人前後の区分が大半のなかで､政令市は

1.5人と特に少ない点が目立つ｡

1ヵ月当りの利用回数は､平均2.7回であり､[入浴車]同様､月 1回にも満たない｡この利用回

数も自治体間で格差が大きく､西那須野町で ｢10回｣､ほぼ週 1回の ｢4-5回｣が11自治体ある反

面､｢1回｣前後も6自治体に及んでいる｡

図表 1-18 入浴サービスの実施状況 (団体区分別)

あ な N 登 干高登 あ な N ･.壷 千高登 辛 千高延
る い 録 人齢録 局 .い 録 人齢録 均 人齢ベ

I .( )内は%町村計 71 52 12 7 430 8.0 45 12 14- 245 4.4 7,167 ■166

(100) (73)(17)(10) く45> (63)(17)(20) く36> く33>

一般市計 31■ 25 4 2 326 15.8 21 4 -6 231 9.7 4,433 2,20L

･10万人未満 16 11 3 2. 49 5.3 11 2 .3 78 ll.9 1;483 196■

10万人以上 15 14 1-∴. 496- 17.1 1q 2 3 334 9.3 ･7,383 226

県都市計 10 9 1 -. 251 4.7. 6 2 2 440 7.5 ll,914 225

政令市計 6 61....... 1,653- 6.5 4 1 1 385 1.5 3P,547 121

注.<>は回答自治体数｡ただし､数億は加重値｡
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② 入浴サービスの利用料金徴収に関しては､｢徴収 している｣が半数､｢徴収 していない｣は 3分の

1強で､｢無回答｣が 1割強となっている｡｢徴収 している｣ 自治体は､一県都市や政令市でやや多い

(図表 1-19)0

さらに､徴収している金額は､最低の100円から最高の3,500円まで分散が大きいが､あえて､分

布でみると､ ｢1,000円未満｣に半数が集中 してお り､他は､ ｢1,000円以上2,000円未満｣や

｢2,000円以上｣が11-16%などとなっている｡町村をはじめとした小規模自治体は ｢1,000円｣が

多いのに対 し､政令市では ｢2,000円以上｣が多数を占めている｡

図表 1-19 入浴サービスの利用料金徴収の有無と徴収額 (団体区分別)

件敬 敬 ,fk N 徴収している金額

収 収L L~ A ーN
て -て 千 千千 千
い.い 円 円田 J円 A
な る J束.未以 以 -

い 準 浦上 上

総 数 71 26 37 8 17 6 4 10

22 6 9_ 5 7 00__2町甲計

一般市計 31 14-16 1 8 3. 05

10万人未満 16 9 7. 1 3 ~103

10万人以上 15~ 5 9 0･5 2--0.∴2■
県都市計 10 3 7 .,21.. ･...3.. 2 0ー2

政令市計 6 06 0.01 4. 1
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8.実施率は高いが､実施し いる場合の頻度は低い町村

高齢者食事サ丁ビスをめぐる1995年実績

① 高齢者食事サービスは､7割の自治体で実施しており､実施していない自治体は4分の 1̀である

(図表 1- .-20)0

未実施自治体は､町村をはじめとした小規模自治体で多くなっている｡

② 配食サービスの受給者数は 1自治体当り360人である｡また､総配食数は10,596食である｡高齢者

人口千人当り7.5人､233食となっている｡なお､受給者 1人当りの年間配食数は42食であり､ 1週

当り1食弱にとどまっている｡この点からほ､配食を必要とする高齢者にとっては､配食サービス

が_日常的な食事の手段となっているというよ-りも､ `̀特別な"食事となっているケースの少なくな

いことが推測される｡

団体区分別に高齢者比率千人比でみると､実施率が低い町村では29人と高くなっており､逆に､

政令市や特別区では3-4人と格差は大きい｡

同様に､年間総配食数でも､政令市や特別区では104-160食と少なくなっている｡

③ なお､配食ボランティアが454人であり､高齢者人口千人比は14人である｡

団体区分別を高齢者人口千人比でみると､ボランティア数も県都市が33人と多いのに対し､政令

市や特別区では2-3人と少ない｡

図表 1-20 高齢者食事サービスの状況 (団体区分別)

-利 別 .-N.∴

が が _A 受者 _ 口 数配青 口 年青 口
あ な JP給食 干 -'′~食食 p.: 千 間食 干

.る い 者事 人 人ボ事 人 総事 人

総 数(_:)内は%∴ 71 50. 18~ 3 360 7.5 454 13.6 10,596 232-.7(100) (70)(25) (4.) く39> く51.> <49)

町村計 . 22 14 .7_: 1 82.28.9 42 15TO ･1,871 685.8

一般市計 31 23 6 2 271 13.0 314 16.2 10,929 539.3

10万人未満 1_6 12 3 1 200 21.9 ･113 13.1 7,363 .837.3

10万人以上 15 11 3- 1- _361 10.5 566 16.9 15,468.454.4

痕都市計 -10 7 3 -｢ _1,122 20.5 ly'こ757 33.4 ･∴15,197 31-5,6

政令市計 6 5■~1....T 516 2.1 1425 1.9 25,535 104.3

注.<>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡
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9.制度の普及 している大都市ほど高実績 -

日常生活用具などの給付と貸与の1995年度実績

① 日常生活用具など14項目について給付ないしは貸与制度のある自治体の割合をみると､介護用

ベット エアマット 車椅子では90%台､マットレス､歩行器､入浴補助具､便器､電磁調理器では

86-75%､日動火災警報器と特別尿器が62%に及んでいる｡これらに対 し､オムツは44%､杖は

34%､補聴器､湯沸かし器が24-21%にとどま,つている､(図表 1-21)0

団体区分別にみると､大都市はど給付や貸与制度の普及度合いは高い｡

図表 1-21 日常生活用具などの給付と貸与の状況 (給付 ･貸与がある)比率

件数■ 介 マ 撹 申 歩 捕 杖 エ 特 自 奄 十人 湯■ 二オ ､回制

謀 ヅ 潔 棉 行 聴 ア 秩 動 敬 浴 沸 ム 答皮

総 数 71 69 61 55. 64 61 17 24 64 44 44 ･~53 57 -~15 31 928

町村計 22 22 17 13 19 15 8 ･_7 20 10 9 ll 14 4~ 10 814

10万人未満 16 I_6 13 ･13 15 15 5 5 14 10. 9 12.-.13 6 6 95010万人以上 15 15 14 15- 13 13 1 5. 13 lb 12 12 12 ●●● 8 940

県都市計 10 9 9 8 9 10 2 4 9 7 -6 10... 10. 2. 3 -~980

政令市計 6 5 6 6 6 6 ●●● 1_ 6 ■6 6 6~ 6 3 3 1100

② 以上みた給付ないしは貸与制度の1995年の実績をみると､当然のことながら際立っているオムツ

(41,421枚)を除くと､介護用ベットが214件､車椅子が173件､入浴用補助用具が123件､補聴器が

123件などの順になっている｡高齢者人口千人比からみると､介護用ベットが6件､補聴器が5件､

車椅子が4件､入浴用補助用具が2件である (図表 1-22)｡

団体区分別に高齢者人口千人比からみると､制度が普及している大都市ほど東京都特別区で2区

に限られているが､介護用ベット 車椅子､入浴用補助用具､便器などをはじめ貸与 ･給付実績は

相対的に高くなっている｡

図表 1-22 日常生活用具などの給付と貸与の95年度の実績状況 (団体区分別)

件数 介 護 朋 ベ ッ ト マ ッ トレ ス 便 .器 申楕-1- 歩 行 器 補 聴 器 秩 . エ ア マ ッ ト -特 殊 探 串 火 災 背 報 券 確 磁 網 理 器 入 浴 補 助 用 具 オ ム ツ

付 介 者 ･マ ~.者 数 使 者 与 串 者 与 歩 者 与 補 者 ･杖 者 一.エ者~ 貸 特 者 拾自 著 ･電 J者 付入 者 与 オ 者

貸 用 口 与 ト ロ 件 . ∩ -.子 口 ･器 口 ･器 口 ∩ 与 マ 口 尿 .p口 ･火 口̀ 与 羽 口 貸補ロ･ツ U

･ ト 托 一件 . 比 - 比 付 比 付 1比 付 比 貸 比 件 . 比 絵 比 赦 報 比 件 . 比 ･具 比 付 比

稔 致 71 214 5.8 74 1.3 74 1.5 173 3.6 -55 1.0 123 4.8 9 0.3 87 1.8 lo o.1 35 0.5 28 0.4 123 2.3 41,421 813
<>は自 治 体 数 く65> く46> く47> く53> く517 く5> く9> く56> く27> く30〉 く37> く48> く26>-.

町村計 22 216.5 9 2.4 3 1.0 18 5.7 4 0.8 7 4.5 1.0.7 11 3.2 1 0.1 2 1.0 2 0.6 11 3.4 3,099 1,090

一般市計 31 126 6.4 86 3.7 12 0.6 97 4.6 18_0.8 1 0.1 6 0.2 54 2..4 1 0.1 20 0.7 3 0.1 20 1.0 77,007 4,30610万人未満16 86 9.7 17 1.8 4 0.5 42 4.8 9 1.0 1 0.1 1 0.1 46 4.4 0-0.0 9 1.2 3.0.3 11 1.3 136 . 1510万人以上15 169 5.6 128 4.0 20 0.6 162 4_.6 28 0.7 7 0.2 62 1.9 2 0.1 25 0i7 2 0..1 31 0.9 125,052 4,844

県都市計 10 178 3.4 125 2.5 24 0.5 207 4.3 16 0.3 22 0.5 6 0.1 118 2.3 1 0.0 -4 0.1 4 0.1 37 0.7 ll,643 179

政令市計 6 1,267.5.1 85 0.3 411 1.6 711 2.7 356 1.3 325 1.3 ~39 0.2 59 0.2 156 0.6 680 2.7 2,642 9
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10.大都市圏ほど充実

住宅及びその他の高齢者サービス

(1) 4分の3の月治体には制度がある

- 住宅改善制度をめぐる1995年度実績

① 住宅改善制度は､4分の3の自治体が設けている｡

団体区分でみると､町村や10万人未満の市など小規模自治体では ｢ない｣ ケースがみられるが､

中規模以上の市では大半の自治体が制度を持っている (図表 1--23)0

② 制度の種類は､｢補助金｣が8割､｢融資｣が5割強になっている｡

団体区分別にみると､町村や一般市ほど ｢補助金｣のウエイ トが高 くなっている｡

③ 制度のある自治体で融資や補助金の対象となっている範囲として､｢居室｣｢浴室｣｢台所｣｢トイ

レ｣｢玄関｣が含まれる点は自治体の規模を超えて共通 している｡

④ 対象世帯数をみると､補助金対象戸数は60戸､融資対象戸数は28戸となってお り､高齢考人口千

人比でみると順に1.2戸､0.4戸にあたる｡

高齢者人口千人比で団体区分別にみると､東京都特別区で前者が補助金対象戸数は5.6戸､融資

対象戸数は4.6戸と他と比べ多 くなっている｡

図表 1-23 住宅改善制度の有無と融資や補助金の対象となっている範囲 (団体区分別)

い る 資 助 計 答 室 室 所 ィ .開 人 対 宅 人 入 金 宅 人

総 数 71. 17 53 1 28 43 1 134 53 53 52 _53 52 写8 0.4 -90 1.2

( )内は%町村 計一般 市計10万人未滴 (100) (24)(75) (1) (53)(81) (2) (100).(1.00)(100)(100).(100)'

31 8 22 1 10 20 1 125 22 22 22 22■22 6 0.2 11 0.5

16 6 11 .04 11■-..- 125- 11 11 11 11 il 11 1.5 5~ー 0.6

10万人以上 15 2 11 1 6p 9 1- 125 11 11 11 11_ll 3. 0.1 Ⅰ岳 0.5

県都 市計 ･plJo 1-11■ 07 8 .- 167 11 11 10 11_10 27 0.5_. 23. 0.4

政 令市 計 6 06 b'5 4 p... 150 6 6 6 ■6 6 40 0.2 3216 1.3
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(2) 大都市圏ほど普及進む福祉電話の貸与

- 住宅以外の高齢者サービスの1995年実績

住宅以外の高齢者サービスの有無をみると､緊急通報システムと福祉電話の貸与は､ 8割を超えて

いる｡特に､高齢者人口千人比でみると､福祉電話は､東京都特別区では10世帯､政令市で5世帯と

他を上回っており､大都市圏ほど普及度合いは高い (図表 1-24)0

これらに対し､寝たきり高齢者寝具乾燥は半数､寝たきり高齢者理容助成は3割強であり､高齢者

用アパー ト事業は 1割に満たない｡ただし､高齢者用アパート事業は､地価が高く住宅問題が深刻な

東京都23区内の2つの区ではともに制度をもっている｡

図表 1-24 住宅以外の高齢者サービスの状況 (団体区分別)

伴翠 福祉電話の貸与 緊急通報システム 高齢者用アパート事業 寝たきり高齢者理容助成 寝たきり高齢者寝具乾燥る い 人 齢 る い 人 齢 る い 人齢 る.い 人 齢 る い 人齢

A 比 者人口 A 比 者人-日 A 比者人口 A 比 者 ~■人口 A 比者人口

総 数. 71 61 9 1 4.3 .63 7 _1 8.3 6 61 4 0.7 23-46 2 ll.A 34 35 2 21.8
()内は% (100). (86日13)(1) (89日10)(1) (9)(86)(6) (32日65) .(3) (48日49).(3)

･∵般市計 31 29 1 1 3.5 26 4 1 7.3 2 豆7 2 1.7 9 21 1 24.0 17 .13 1 35~.9

10万人未満 16 16- .- 3.8 13 3- ■9.5 - 16- ●●● 3 13~- ~~2.6 7 9.十. 1.5

･碍都市計 10-. -1P■- - 2.JP 10......丁..6.9 1■8 .1∴1-.2 ~6一.4,...丁∴8.8 -5 _5- 9..1

[なお､.高齢者福祉を目指した敬老祝金､在宅介護慰労金などの支給金品に関しては､財政調査報

告を参照されたい]
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ll.設置数は多いが､高齢者人口比で
大幅に下回る大都市の高齢者福祉施設

施設サービスの状況

自治体における施設サービスの状況をみておこう｡

(1) 自治体内施設への入所は7割

- 特別養護老人ホーム

① 特別養護老人ホームでは､当該自治体自治体内に設置していない自治体は4町村にとどまり､設

置している自治体が94%にのぼる (図表 1-25)｡

-自治体内にある特別養護老人ホームは平均 5ヵ所 (定員444人､入所実員414人)である｡,自治体

からの措置者は､この自治体内施設に入所できる人は7割､296人にとどまる｡それ以外の措置者

は､自治体外の18ヵ所の特別養護老人ホームに117人が分散して入所 していることになる｡

② 以上の結果を高齢者人口千人比を通してみると､定員は11人､入所実人員は10人､自治体からの

措置人員は10人 (自治体内施設が 7人､自治体外施設が3人)である｡

団体区分別にみると■､町村では他町村との共同利用も多いため､自治体内の施設の定員 (21人)

とその施設-の措置人員 (8人)に段差が大きく､自治体外-の施設 (6人)の利用度合いも高い｡

これに対し､政令市や特別区では､自治体内の施設の定員 (7-8人)に大半が入所 (6-7人)し

ており､自治体外-の施設の入所 (3-4人)は少なくなっている｡とのため､措置人員からみる

と､町村は14人に対し､政令市や特別区では10人弱にとどまっている｡

図表 1-25 自治体における特別養護老人ホーム (団体区分別)

.件数 自治体内 自_治体外 2ー000年の予測
入所実貝. 内自治体からの措置人員

あ な Nる い 億.柄敬

捻 数. 71 67~4- 57 444 -_10.6 414 10.2 由6 7,2 ･18 117 2,8 609_11｣7 8 oi5

町村計 2_2 18-4- 1 67 21.1 67 21.2 28 7.9 8 19 .6.d 54 14.2 _4 1.1

一般中計 -31 31- - ~3 ･264 14-.0 26.4 13.9 148 ･7.4- 13 66 -3.3 2g5 12.7 ld ･0.5

10万人未満 16 16....... 2. 136 .17.1 ･128 15.6 79 9..2 丁10 34 一4.0 -_142 -14.9. ll 1.1.

10万人以上 15 15.- - 5 -401-.13.2 428 13.4 227 6..9 17 100 3.2.J448 12.1 8 -0.3

政令市計 6 6.:.... 26-2,370 9.3 2,349 8.7 1,838 6.8 甲 967F ･2.6.3,436 10.9I●●●●●●

注.く>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡
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③ 特別養護老人ホームの設置主体は､記入のあった246施設中､ 9割に当る221が ｢社会福祉法人｣

であり､イ自治体｣は21､ ｢第 3セクター｣は3に過ぎない｡

④ 2000年の予測では､想定入所者数は117人で､想定待機者数は8人となっており､高齢者人口千人

比では12人､0.5人である｡なお､現在の待機者の状況については､アクセス調査における 〔特別養

護老人ホーム､グループホーム〕一の項を参照されたい｡

高齢者人口千人比を通して1996年と入所者数を対比すると､東京都特別区が最も大幅な入所者数

を計画していることが明らかになっている｡

(2) 町村では自治体内に ｢ある｣が2割

- 養護老人ホーム

① 養護老人ホームでは､当該自治体自治体内に設置しているケースは6割の自治体である｡自治体

内にある特別養護老人ホームは平均 2ヵ所 (定員199人､入所実員180人)､そこに自治体から101人

が入所 している｡それ以外は､特別養護老人ホーム同様､自治体外の6ヵ所の養護老人ホームに41

人が分散して入所している (図表 1-26)｡

② 以上の結果を高齢者人口千人比を通してみると､定員は3人､入所実人員は3人､自治体からの

措置人員は3人 (自治体内施設が2人､自治体外施設が 1人)である｡

団体区分別にみると､特別養護老人ホーム同様に､町村では他町村との施設の共同利用も多いた

め､自治体内の施設 (定員15人)に措置人員 (3人)されている人は少なく､自治体外-の施設 (2

人)の利用度合いも高い｡これに対し､政令市や特別区では､自治体内の施設の定員 (2人)に大半

が入所 (2人)しており､自治体外-の施設の入所 (1人)は少なくなっている｡このため､措置人

員からみると､町村は5人に対し､政令市や特別区では2-3人にとどまっている｡

図表 1-26 自治体における養護老人ホーム (団体区分別)

件数 -自治体内 ~自治体外~ 2000年■の予測
･入所実員 内自治体からの措置人員

A, 千高 人 千高 ^ '.千高 . 人 千高 ~ 人 千高 人 千畠

総 数 71 44 23 4 2 199 3.3 180 3.0 101 1.7 6. 41 .1.0 1由 2.6 2 0.1
()内は% (100)(62日 32 ) (6 ) く44〉ーく44〉 .く42〉 ◆く41〉 く65〉 く65〉 く52〉 く23〉

町 村 計 22 4 14 4 1 158 ･15.1 56 14.5 12° 2.9 3 7 2.1 19 4.1 2 0.5

一般市計 81 23 8-... ー1 153 7.3 ･142~ 6.8 60 2...6 4 17 0.9. 71 3.1p. 1 6.1

I10万人束縛 16.11 5_-1. ド -64 7.6 54 ･5.9 34 3.5 3 14■..1.81 44 4.3 1 0.2

10万人以上 15 12 3~- 2■ 235. 7.-3 231 7~.0 84 2.4 6 21 0.6- 101 2.7- -q 0.0

県都市計 10 10- - 2 166 3.2 164 3.1 119 2.3 4 32 0!6- 166.2二5 5 Oil.

注.く>は回答自治体凱 ただし､数値は加重値｡
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③ 2000年の予測では､想定入所者数は129人で､想定待機者数は 2人となって おり､_高齢者人口千人

比では 3人､0.1人である｡

なお､高齢者人口千人比を通 して想定入所者数を対比すると､町村や10万人未満市では4人と他

･と比べ多 くなっている｡

(3)2000年には4倍の入所を想定 (高齢者人口千人比)

- ケアハウス

① ケア-ウスは､当該自治体自治体内に設置しているケースは半数である｡自治体内にあるケア-

ウスは平均 2.ヵ所 (定員149人､入所実員114人)､そこに自治体から63人が入所 している (図表 1-

27)｡

② 団体区分別にみると､今回対象の東京都特別区 (2自治体)一では丁ない｣としているが､それ以外

では大規模な自治体ほど ｢ある｣ケースが多 く､町村では ｢ない｣が 1割強にとどまっている｡高齢

_老人口千人比でみると､定員 (入所実員)は町村が10人程度と多 くなっているが､自治体からの入

所人員は 1名程度で団体区分による違いはあまりない｡

③ 2000年の予測では､想定入所者数は234人で､想定待機者数は3人となってお り､高齢者人口千人

比では4人､0.2人である｡_この点からすると､-かなり大幅な施設の拡充を計画している｡

なお､高齢者人口千人比を通 して想定入所者数を対比すると､団体区分間の違いを超えて大幅な

入所人員の増加が想定されていることも示されている｡

図表 1-27 自治体におけるケアハウス (団体区分別)

件数 百一治体内 .2000年の予測

有準 定 員- -想定入所音数 想定待機者数

Jあ な Nる い 箇̀柄p& 人 J千高 人 千高 _.人 千高 人 千高.: 人- 千高

A 翠. 人齢二比者人･.口 数- 人齢比者二人-_口 琴 J人齢比者人口 _数 人齢比者人 ~･口_ 敬 L.人倫比者A _口

M .I 71,.37 26:8 _2 .149 2iZ 114 1.7_ 63 1.2 254. .4.0 3-ー0.2

1.0万人未満 16 10 5 1 2 100 ll..6 56 6.2 9 0.9 ･~由 ･5.1 8- 0.9.

10万人以上 15 8 5 2 2 162 4.6 13_5 ~4.7 ~43 1.3 166 4.4 0 -0.0

県都市計 .10 10.- .- 2 124 2.4 99 lig 59 1.3 283..∴4-.6-_.- +.' O.d,.A-..-

政令市計 6 6.- -. 5 313 1.3 270 1.0 274 1.1 1,160 3.6.- ●●● ●●●

注.く>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡
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(4)･自治体外施設に280人が入院

- 老人保健施設

① 老人保健施設は､当該自治体内にあるケースはほぼ6割である｡自治体内にある老人保健施設数

は平均 4ヵ所 (定員341人､入院実員268人)､そこに自治体から70人が入院している｡それ以外は､

自治体外の5ヵ所の老人保健施設に282人が分散して入院Lている (図表 1-281.

② 以上の結果を高齢者人口千人比を通してみると､定員は5人､入院実人員は5人である｡また､

自治体からの入院者数は11人 (自治体内施設が2人､自治体外施設が9人)となっている｡

団体区分別にみると､町村は､自治体内の施設-の入院が12人と際立って多く､自治体外の施設

は 1人と少ない｡これに対し､同じぐ規模の小さい10万人未満市では､自治体内の施設-の入院が

6人にとどまり､自治体外の施設に25人が入院している｡

③ 2000年の予測では､想定入院数は611人で~､想定待機者数は3人となっている｡想定入院者は､高

齢者人口千人比では11人である｡

高齢者人口千人比を通して想定入院者数を対比すると､町村が15人と最も多く､逆に､東京都特

別区は7人と最も少ない｡なお､他の市は10-11人で共通している点が特徴である.

図表 1-28 自治体における老人保健施設 (団体区分別)

秤数 自治体内 自治体外- 2bd0-年の予測
有無 定 貝 箇所数 ~ 自治体からの-.入院人員 想車入院音数 _想定待機音数-

入由実貞 内自治体から入院音数

-■あ な Nる い 箇所敬 人 千 高 人 干高 人 千 高 _- 人 千高 人 千高 人 干高

()内は% (100) (59日 31日 10) く41〉 く39〉 く26〉 く15〉. く30〉 (23〉 く55) く22〉

10万人以上 15 11 2■2 2 231 J.6.9 425:ll.8, 144 二5.2 4 183 ･.5.9 .~390 10.8 0__.0.pO

県都市計 ･.10 i6-...... 5 _508 .9.9 241 5.9 95 .2.4 -~6 .198 4;T 725. ll.7 二17 6.3

政令市計 6 6- - 9~ 由3 3.3 -5革2 2?0 0 0.0 32 3,422 12.8~.3■,239 10.4 ●●II ●'●●

注.く>は回答自治体数｡ただし､1数値は加重値｡

(5) 特に多い政令市

- 老人病院

① 老人病院は､当該自治体自治体内にあるケースはほぼ3割｡自治体内にある老人病院は平均8ヵ

所 (定員1,308人､入院実員299人)､そこに自治体から42人が入院している (図表 1-29)0
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図表 1-29 自治体における老人病院 (団体区分別)

･件数 自治体内

有無 足 早 ､
入院実員 内自治体から入院音数

あ な Nる い 高所 .数 _ 人 千高 人. 手高, 人 千高

l総 数 71 :21 33-17 8p1,.308 17.3 299 ･11.4 -42 1一.7

町村計 ･22 ･- 1.6 6 ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

10万人未済 16 ､∴6 .8-L2 2 一一253 -27.2 234 ?2.8 ●●● ●●●

県都市計 10-･5'.2. ~3 .4∴ :,.774 14.¢ 86 ･写.6 33 1.0,,

政令市計 6 4 - 2∴ 27 4,~215. 18.ラ I+I,●●● ●●● ●●●

注.<>は回答自治体数｡ただし､数億は加重償｡

② 団体区分別一手みると､老人病院のあるケースは自治体の規模が大きくなるほど多くなる∴逆に､

町村では皆無である｡見方を変えると､政令市などの大規模自治体では､′老人病院が､これまでみ

てきた特別養護老人ホームなどの福祉施設の不足の代替的な役割を果たしているともいえよう｡

(6)自治体内のセンター数は平均7カ所

一一 デイサービスセンター

① 自治体内にデイサービスセンターを設置しているケースが､一部町村を除き大半を占め､全体で

は9割にのぼる｡自治体内のセンター数は平均 7ヵ所 (定員106人､適所実員599人)､そこに自治体

から121人が適所している｡それ以外は､自治体外の6ヵ所のセンターに46人が分散 して適所 して

いることが分る (図表 1-30)0

② 以上の結果を高齢者人口千人比を通してみると､自治体からの適所人員は 8人 (自治体内セン

ターが7人､自治体外センターが 1人)である｡

団体区分別にみると､町村ではJ自治体からの適所人員は19人 (自治体内センターが16人､自治

体外センターが4人)である｡これと比べると､県都市では､自治体からの適所人員は3人 (自治

体内センターが3人)に過ぎない｡この点からも､大都市圏のデイサービスの不足は明らかに示さ

れている｡
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図表 1-30 自治体におけるデイサービス (団体区分別)

件薮 自治体内 自治体外1
坪 野 定 員 ･_箇所敬 自治体からの適所人員

通所実人員 内自治体から適所人員 .

総 1L~数 -( )内は% 71 64 .4_. 3 7. p106 ■ー4.6 599 32.5 121~. 7.3 17 46, 0.7【(100) (90) (6) (ー4)く64> く37> く29> ･く23> く20> _く14>

町村計 22 17 4 1 2 ?9 12.8 677 167.~1 甲 15.6 3● 7 -3.6

10万人以上 15 15 ..L.:... .~6 .139 '5.6 292 -12.7 187.- 9.1 1 48 1.1

政令市計 6 5 .丁. 1- 34 490 ?.9 ●●● ●●● ●●● ●●● Op0 0.q

注.<>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡

(7) 8割が ｢ある｣

- 自治体の福祉センター及び類似施設の状況

自治体の福祉センター及び頬似施設の有無は自治体規模により多少違いがあるが ｢ある｣ 自治体

は､大規模自治体を中心に8割近 くに及ぶ (図表 1-31)｡

施設箇所数は､平均4ヵ所であり､町村や10万人未満市では1ヵ所だが､県都市では10ヵ所､政令

市では18ヵ所となっている｡

図表 1-31 福祉センターの有無 (団体区分別)

( )内は% .(100).(78)-(20-)-(3) く54>■

町村計 22 12 8-2 ･2

10万人未満 16_ 13 ~3~-. 1

10万人以上 15 13 2 -. 4

県都市計 10 10 ..:. ... _10

政令市計 6 5 1 .- 18

注.<>は回答自治体数｡ただし､数値は加重値｡
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12.実施自治体は6-割強

ケアマネージメン トの実施状況

① ケアマネーマネ∵ジメソトの実施状況では､実施自治体は6割強である｡実施自治体の割合は､

東京都特別区を除 くと大規模自治体ほど高い (図表 1-32)0

② ケアマネーマネージメントを行っている `̀調整の場"ほ､自治体により多様に呼ばれているが､

多い名称は､｢高齢者サービス調整チーム (会議)｣･で33自治体に及んでいる｡それ以外では､｢ケ-

ネ (事例､処遇)検討会議｣｢保健福祉連絡 (福祉 ･保健 ･医療サービス提供症例検討)会議｣など

がみられる｡

③ 参加組織 ･者の構成では､｢社会福祉協議会｣｢市町村｣｢在宅介護支援センター｣が､それぞれ 8

割台で並んでいる｡ついで､｢福祉事務所｣が 7割台､｢保健所｣｢特別養護老人ホーム｣が 6割台､

｢病院｣が 5割強の順になっている｡他方､｢本人 ･家族｣や ｢住民｣をあげる自治体は､それぞれ

1割強にとどまっている点は､利用者サイ ドからのチェック機能という点からほ問題があるという

ことができる｡

団体区分別にみると､町村では ｢市町村 (自治体)｣と ｢社会福祉協議会｣が中心だが､市になる

と､これらに ｢在宅介護支援センター｣｢福祉事務所｣が加わっている｡さらに､政令市や特別区で

は､｢医師会 (開業医)｣も大半の自治体で加わっている点が特徴である｡

④ ケアマネージメントのチーム1)-ダーは､行政∴(福祉事務所､保健所､市町村)の担当者をあげ

るケースが多いが､社会福祉協議会､在宅介護支援センター､医師 (開業医)をあげるケースもみ

られる｡

⑤ ケアマネージメン トの `̀実施の場''の主催者 (複数回答)では､大半が ｢自治体｣をあげ､｢自治

体委託のケアセンター｣は9%､ 4自治体にとどまっている｡

図表 1一一32 ケアマネージメン トの実施状況 (団体区分別)

ン ン 議 ン 援 人 ･tの

揺 .敬 71 ~23 45 3 ･23 11 29 13 0.38 5-.36 28--3.3_ 37 5.5 22 49._-4 ー0 3

町村言† 22 8 11 -1 4 2 4 4~ P.8 0 4 5 2 10 -0 0 4 12 000
一般市計 31- 7 ..23 1 11 5 14 5 019 -4 -21 --16 -18 20. 3 .2 10 22. 2 01

10万人未満 16 4 12 1 5 2 7 .~5 0111 2 11 9 9 10_ 0 .0.p 6.--~15 1 01

10万人以上 15 3 -11 0 6 :3 7∴008 2 10 ナ 9 ._L10.. 3 2 _4 110. r0 -0
県都市計 10__. 5 6 1･二5 二1 7■1 4 0_8 1 8 4-, 8 6 1 ~3 4 ･5 2■ 02
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13.対処の方法で際立って多い ｢県｣-の問い合せ

行政上で取り扱いの不明なケースが発生した場合の対応

① 行政上で困難で複雑な取 り扱い不明なケースの発生に関しては､ナ発生 した問題の中身による違い

があると思われるが､｢しばしば｣が11%､｢たまにある｣が44%､｢あまりない｣が35%､ ｢まった

くない｣が 7%という分布である｡ちなみに､｢まった くない｣とする自治体は､大阪市と神戸市の

2つの政令市と金沢市､松山市､静岡市の 3つの県都市に限られている (図表 1-33)0

これ ら以外の自治体は､頻度に違いはあるようだが､大半の自治体ではこのような事態を経験 し

ていることになる｡

② 取 り扱い不明なケースの発生 した場合の対処の方法で際立って多いのは､.r都道府県に問い合せ

る｣ (64%)である｡他は､｢病院などの専門家に聞 く十(25%)や同じ自治体の ｢専門家に聞 く｣

(28%)や ｢前任者に聞 く｣ (22%)､ ｢その他｣(19%)などにより対処 している｡ちなみに､｢そ

の他｣ の内容をみると､他の関係機関-の相談と共に､ケアマネージメントのなかで取 り上げ検討

するケースが多い｡団体区分別では､政令市では ｢同じ自治体の専門家に聞 く｣ケースが増えてい

る｡ここでは､~大規模自治体ほど `̀潜在的な''専門家が､育成されていることが うかがえる｡これ

に対 し､町村では ｢都道府県に問い合せる｣が多 くなる｡この点のみで断定 Lがたいが､自治体内

の高齢者福祉行政に関する人材の薄い小規模自治体では､-都道府県の影響力の強さ､見方を変える

と､分権機能の脆弱さが､このような日常業務における依存関係のなかで醸成される側面がありそ

うだ｡

図表 1-33 困難で複雑な取 り救い不明なケースの有無と対処方法 (団体区分別)

件& . L i= あ ま. _Nば ま ま つL̀ に り た A~ 対処の方法 :(全くない+山鳩除く)
ば あ な く せ道 に院∴.門.じ 任じL の

/._あ~tlpる い な る府 闇等 .家自 _者白 . 他

る い 県 くの に治 に治に 専 間体 闇体間 門 く.の .くの

痕. 義 7°1 ･8 31 .25 5 2 ･41 16 ,-.Jib .14- 1畠

町村at... 22 5 8 7 0..0-17 4. 5 5- 3~_.

一般市計 畠1 2 14 14- -0.1 16_■~11 9 -6 7

10万人事蒲 16 豆. 8 7. 0-0 9.: 6 6 3 .早

県都市計 . lb .̀1 6 2 3 0 す. 1...1 1 1.
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14.大半は 期異動の対象職員

自治体における高齢者福祉行政職鼻をめぐる状況

① 専任職員の有無では､｢専任職員がいる｣が 8割､｢専任職員がいない｣が 2割である｡団体区分

では､町村や一般市で高齢者福祉行政を専任とする職員がいないケースがみられる (図表 1-34)0

② 高齢者福祉行政の部署に配属されている専任職員の職種では､｢事務職員｣は全 自治体に配属 さ

れている｡それ以外では､｢ケースワーカー｣が46%､｢保健婦｣が36%､｢ホーム-ルパー｣ が

25%､ ｢その他｣が11%などとなっている (｢その他｣は､看護婦､シルバー相談員など)｡自治体規

模が大きくなるほど ｢ケースワーカー｣が配属されているケースが多い｡

③ なお､高齢者福祉行政の部署に配属されている専任の事務職員の性格によると､｢他職員 と同様

に定期異動の対象となっている｣点は､各自治体共通している｡この点からほ､事務職員における

高齢者福祉行政の専門職員の養成という視点はないことをうかがわせている｡

④ この点は､高齢者福祉の行政責任者 (管理者)-の配属状況にも対応している｡93%が ｢定期異

動により配属された人｣であり､丁高齢者福祉の経験が長い人｣が 6%､｢専門資格保有者｣は皆無

に近い｡このような傾向は､∴団体区分の違いを超えて共通している｡

⑤ ､･このように高齢者福祉行政担当の部署-の配属株､他職種と同様の処遇 となってお り､特段の･配

∵慮が払われている訳ではない｡しかしながら､新 ゴ⊥ル ドプランをはじめ重要度の高まる自治体は

･高齢者福祉行政を推進して上では､現状の職員配置のあり方に問題を感 じているようだ｡今後の福

祉行政を人材面からみると､｢一般職員が行っていけばよい｣は18%に過ぎず､｢専門の資格保有者

の採用が必要｣が44%､ ｢なじみの深い職場を健験 し定着が必要｣が34%､ ｢経験者に研修をし専門

化が必要｣が11%となっている｡この.よう な自治体内で高齢者福祉行政における専門家育成の必要

性を感 じている点は団体区分の違いを超えて共通 している｡

図表 1-34･高齢者福祉行政における配置状況と職員の将来像 (団体区分別)

･嘉蓮JTl千言･定 他 定賢 者専 そ 属定 経高 音専 そ つ一 定経 を 経 採専 そ
数 見 貝 ~期 収 .着格 門 の_ さ期 験齢 _門 の て般 者験∴し験 用門 の N

いい 負- 7完 ･動と な た 長 く貞 必深 寺に 必 Aな る 同 _ い 保 .人で い祉 .保 が 安い 門研 安着

町野計 22 7-~13.0 13 5 4 4_ 0 14_ 000 18 2 00 3 8 3 12 1~ 0
一般市計 31 6 24~ 1~25 9 12 5 2 ･~25 00.0 28 ~2 .ll 5ー 13 3 -14 4 1

10万人未満 16 0 17 0･17 8 7 3. 2. 17 0-00 13 2 00 1. 7 ~1 12 00
10万人以上 15 6 7 1 8 1 5 2 d-8 0.00 13 2. 0-0 4 6 2■ 2 4_ 1

政令市計 6 1 5 0-5 '2 2 2 1 5 000 6 000101 1 -.2 2

特別区 2 02 0 2 1 1 1 0 1 0.00 ー2 00.0oーo o一1 1 1
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第 2章 高齢者福祉サヤビス

1.は じ め に

政調査

『老人保健福祉計画』において､全都道府県､全市町村が､2000年までに確保すべき施設や人材の

目標値が示された｡この目標値は､必ずしも議会で議決されたものではないとはいえ､市町村にとっ

ではいわばノルマである｡全国で3200の市町村があり､財政力や高齢化率等の格差が大きい｡加えて､

この計画の実現にあたって､各自治体のスタートラインは同じではない｡たとえば､『老人保健福祉計

画』がスタートする前に､当該市町村に特別養護老人ホーム等の施設があった市町村では､施設建設

に回す資金等を在宅施策に回すことができる｡施設も在宅福祉も進んでいない所では､ほとんどゼロ

からスタートすることになる｡

高齢社会を迎え､介護施策の充実が緊急の課題である現在､わが国は､国 ･地方あわせておよそ

500兆円という借金を背負うほどの財政危機に陥っている｡｢老人保健福祉計画｣の実施は､市町村に

とって新たな財政負担となることをふまえ七､本調査では次の2点を明らかにしたい｡第 1に､老人

福祉にかんする在宅サービスと施設サービスが現時点において自治体にとってどの程度の負担となっ

七いるかである｡経費の総額と財源構成に着目する｡第2に､在宅サービスや施設サービスの各種事

業の委託 ･直営の動向はどうか､である｡規模の小さな町村ほど直営が多いということが見られるの

だろうか｡

ここでとりあげる老人福祉サービスは､在宅福祉サービスとして高齢者ホーム-ルプサービス (第

3節)､高齢者入浴サービス (第4節)､高齢者デイサービスセンター (第5節)､施設サービスとして

特別養護老人ホーム入所措置関係 (第 6節)､.および在宅介護支援センター (第 7節)である｡それぞ

れについて､65歳以上高齢者 1人当たり経費､一般会計にしめる割合､国庫支出金､県支出金､利用

者負担金､その他特定財源､一般財源別の財源構成および委託 ･直営の別を市町村類型ごとに明らか

にする｡市町村の頬型は､町村､一般市 (人口10万人未満､人口10万人以上)､県都市､政令市､特別

区の5つである｡老人福祉サービス各論に入る前に､第 2節では､高齢者 ･老人福祉関係経費の実態

を把握する｡65歳以上高齢者 1人当たり一般会計歳出と高齢者 ･老人福祉費､一般会計歳出にしめる

民生費や高齢者 ･老人福祉費の割合､および高齢者 ･老人福祉費の~財源構成を見る｡なお､数値は

1995年､96年の当初予算の数値である｡本文で着目するのほ96年の数値であり､95年の数値は参考に

とめおく｡また､平均値は加重平均値である｡
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2.老人福祉施策の整備は
なっているか

町村にとってどの程度 負担に

図表 2-ト 高齢者 ･老人福祉費用関係経費と財源

(数値は､%のほか､-老人人口千人比)

出入 人/額 生 坐 . 庫 ･支 用 _の 般'
･当口 福老 _ ･費 費老 支 出 者._ 他 財
初⊥ 祉齢 紘 中人 出 ~金 負 特 源■

予人(円) 費人.(円). 蘇 の福高祉齢費 金 担I.金 定財蘇

紘& 最 大 値 (71) 95年度 9,061_.0 309｣6 32.4 17.6 65.4 52..1 22.4 写2｣1･71.8

_96年産 5,571.2 894.1 79｣8 19.7 64.3 58.3 22.2 55.0 771.0

96年度 -252.3 3.7 6..4 1.3 ~0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0

中 間 値 (71) 95年牢 2,384.1 83.5 17~.3 3.5 28.6 9..8 6.1 -4.6 45.4

紘数 町 村 (?2) 95年度 -2,092.8 79.8 15.9 ･4..1 29.7 21.0° 6.3 5.6_57..4

96年度 1,913.1 121.2 21.6 6.5 26｣9 18.0.5.6 ll.8 37.7

96壷琴 -2,.423.0 91.9 21.0 3.9 32.6 7.4 5.5 5.1 49.4

95年度 2,196.8 83.5 20.4 3.9 30.6 13.3 8.9 3.1 44.0

65年度 2,451.1 85.5 20.7 3.6 31,6 7.7 3.3 7.3 50.2

96年琴 2,474.7 92.9 20.9 3.9 32.ラ 6.2.′4.7 5._8 50.7

-95年度. 2,238.5 72｣3 15.3 3.b 26.2 J8.5 6_.0 8.1 51.3

96年度 2,195.1 66▲9 16.3 3.7 2畠.7 6.0 4.0 8｣.7 52.6

95年度 5■,207.9 143.°9 16.0 12.9 22.0 6.早 7.8 5.LO .5臥6■-

96年度 4,-521.5 146.4.17.5.･3.2 24.3 4.3._7.6 .5.9■57.9

95年畢 2,890_.6 184.9 28..IJ 6.4 ll.7 ･5.8 -~芦.Q _7.7 71.,8

注 1.老人人口一人当り額の数値については､本見本の2頁の (総合相談窓口の表 *および注を参照)
2.構成比は､いったん老人人口一人当り額を算出した後の構成比である｡
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高齢者 ･老人福祉関係経費と財源をまとめると~､以下の11点虹要約できる (図表 2-1を参照のこ

と)｡

(1) 高齢者 1人当たり一般会計歳出当初予算をみると､財政力の高い自治体はど額も大きい｡政令市

(4521.5千円)がもっとも高くと群を抜き､次いで特別区 (2830.3千円)､一般市 (2423.0千円 (人

口10万人未満2214･9千円､人口10万人以上2474･ア千円))､県都市 (2195･0千円)､町村 (1913･1千

円)である｡県都市は人口10万人未満の一般市とほぼ同額である｡

(2) 高齢者 1人当たり高齢者 ･老人福祉費をみると県都市が低いのが目を引く｡特別区 (177.5千円)

と政令市 (146.4千円)が群を抜き､次いで町村 (121.2千円)､一般市 (91.9千円 (人口10万人未満

87.7千円､人口10万人以上92.9千円))､県都市 (86.9千円)である｡

(3) 民生費が一般会計歳出にしめる割合をみると､特別区 (30.0%)が群を抜いてお り､町村

(21.6%)と一般市 (21.0% (人口10万人未満21.2%､人口10万人以上20.9%))が並び､政令市

(17.5%)と県都市 (16.3%)が低い｡

(4) 町村は高齢者 1人当たり高齢者 ･老人福祉費でみると額が低いが､高齢者 ･老人福祉費が一般会

計歳出にしめる割合は大きい｡町村 (6.5%)と特別区 (6.3%)が高く､一般市 (3.9% (人口10万

人未満4.1%､人口10万人以上3.9%))､県都市 (3.7%)､政令市 (3.2%)は横並びである｡

(5) 高齢者 ･老人福祉費の財源負担区分別構成比をみると､一般財源比率が最も高いのは特別区であ

り､最も低いのは町村である｡特別区の財源構成は一般財源 (67.7%)､国庫支出金 (13.1%)､県支

出金 (6.4%)､利用者負担金 (3.9%)である｡一方､町村の財源構成は､一般財源 (37.7%)､国庫

支出金 (26.9%)､県支出金(18.0%)､利用者負担金(5.6%)である｡一般市は国庫支出金 (32.6%

(人口10万人未満32.0%､人口10万人以上32.7%))の割合が最も高く､県支出金 (7.4% (人口10万

人未満12.7%､人口10万人以上6.2%))､利用者負担金 (5:5% (人口10万人未満9.4%､人口10万人

以上4.7%))､一般財源 (49.4% (人口10万人未満43.7%､人口10万人以上50.7%))である｡

(6) 高齢者 ･考人福祉費のサービスの内訳をみると､全体的に次のことがいえる｡高齢者 ･老人福祉

費のほとんどは特別養護老人ホーム入所措置関係経費(最高52.7%から最低24.5%)に費やされてお

り､在宅サービスにはそれほど充当されていない｡在宅サービスが全国的にそれほど普及していな

いことを考えると､特別養護老人ホーム入所措置関係経費は､高齢化率や特別養護老人ホームの代

替機能を果たす病院のベッド数と関係があると思われる｡高齢者ホーム-ルプサービス(最高8.1%

から最低5.4%)Lと高齢者デイサ｢ビスセンター (最高8.2%から最低3.5%)､高齢者入浴サービス

(最高2.9%から最低0.7%)､在宅介護支援センター (最高2.4%から最低0.17%)の残 りのサービ

スを合計しても2割程度であり､特別養護老人ホーム入所措置関係経費にかかる経費の半分程度に

しかならない｡特別区､政令市のホーム-ルプサービス経費が高い｡特別区､政令市のデイ ･サー

ビスヤソタ-の割合が低いのは用地の取得に経費がかかるためセンター数が少ないからであろう｡

(7)高齢者 ･老人福祉費について､サービスの内訳をみると､町村 (高齢者 1人当たり経費121.2千

円)は高齢化が進んでいることを反映して特別養護老人ホーム入所措置関係経費 (47.4千円､構成

比39.1%)の割合が高い｡ホーム-ルプサービス経費 (6.6千円､5.4%)よりも高齢者デイサービ
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スセンター経費 (9.9千円､構成比8.一2%)の割合が大きく､高齢者入浴サービス経費 (0.9千円､構

成比0.7%)､在宅介護支援センター経費 (1.9千円､構成比1.6%)が低い｡

(8)高齢者 ･老人福祉費について､サービスの内訳をみると､一般市 (高齢者 1人当た り経費91.9千

円)は町村と同じく特別養護老人ホーム入所措置関係経費 (36.1千円､構成比39.3%)の割合が高

い｡これは人口10万人未満の一般市の影響が大きく出ているためである｡高齢者ホーム-ルプサー

ビス経費 (6.0千円､6.5%)と高齢者デイサービスセンター経費 (6.7千円､構成比7.3%)の割合は

同程度で､高齢者入浴サービス経費 (1.5千円､構成比1.6%)､在宅介護支援センター経費 (1.9千

円､構成比2.1%)が低い｡

そこで一般市をさらに､人口10万人未満の市と人口10万人以上の市にわけて高齢者 ･老人福祉費

のサービスの内訳をみよう｡

人口10万人未満の一般市 (高齢者 1人当たり経費87.7千円)は町村よりも特別養護老人ホーム入

所措置関係経費 (46.2千円､構成比52.7%)の割合が高い｡ホーム-ルプサービス経費 (7.1千円､

8.1%)と高齢者デイサービスセンター経費 (6.9千円､構成比7.9%)の割合は同程度で､高齢者入

浴サービス経費 (1.0千円､構成比1.1%)､在宅介護支援センター経費 (2.1千円､構成比2.4%)が

低い｡

人口10万人未満の一般市 (高齢者 1人当たり経費92.9千円)は特別養護老人ホーム入所措置関係

経費 (33.6千円､構成比36.2%)は3割強で町村よりやや低い｡ホーム-ルプサービス経費 (5.7千

円､6･1%)と高齢者デイサービスセンタ､-経費 (6･7千円､構成比7･2%)の割合は同程度で､高齢

者入浴サービス経費 (1.6千円､構成比1.7%)､在宅介護支援セシター経費 (1.8千円､構成比

1.9%)が低い｡

(9)高齢者 ･老人福祉費について､サービスの内訳をみると､県都市 (高齢者 1人当た り経費86.9千

円)は特別養護老人ホーム入所措置関係経費 (32.5千円､構成比37.4%)の割合が高い｡ホーム-

ルプサービス経費 (4.7千円､5.4%)と高齢者デイサービスセンター経費 (5.4千円､構成比6.2%)

の割合は向程度で､高齢者入浴サービス経費 (1.4千円;構成比1.6%)､在宅介護支援センター経費

(1.4千円､構成比1.6%)が低い｡

(lQ)高齢者 ･老人福祉費について､サ二ビスの内訳をみると､政令市 (高齢者 1人当た り経費146.4千

円)は特別養護老人ホーム入所措置関係経費 (43.8千円､構成比29.9%)の割合が高い｡ホーム-

ルプサービス経費 (10.3千円､7.0%)の割合が大きく高齢者デイサービスセンター経費 (6.4千円､

構成比4.4%)の割合がそれほど大きくなく､高齢者入浴サービス経費 (2.0千円､構成比1.4%)､

在宅介護支援センター経費 (0.9千円､構成比0.6%)が低い｡

(lD高齢者 ･老人福祉費について､サービスの内訳をみると､特別区 (高齢者 1人当たり経費177.5千

円)は特別養護老人ホーム入所措置関係経費 (43.5千円､構成比24.5%)の割合は低い｡ホーム-

ルプサービス経費 (13.6千円､7.1%)の割合が大きく高齢者デイサービスセンター経費 (6.3千円､

構成比3.5%)の割合はそれほど大きくない｡高齢者入浴サービス経費 (5.2千円､構成比2.9%)､

在宅介護支援センター経費 (0.3千円､構成比0.17%)が低い｡
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3.高齢者ホームヘルプサービスの経費と財源

図表2-2 高齢者ホームヘルプサービスの経費と財源

(数値は､%のはか､老人人口千人比)

:N ■年 当人 -& 直営 .民間 財源負担区分別構成

直 氏 国 県 刺 そ 般る p営 FFl 用 . .の

96年度 18.3 1.7 24 444.50.1 66.6 20.6 5.7 73.4二

畠 中 嘩 (71) 95年度 0.一､3 0.0 0 0.0.0 0̀,0 0.0 ･0.0･20.9
96年度 0.6.0.1 00 0.0 O:0 0.0 0.Opー23｣5

96年度 6.9 0.3 4 13 44.0 22.7 1.7 0..6 3P.8

紘数 町 _村 {2?) 95年度 6.? 6.3 ll 32 41.1 23..3 1.7 0一.1 33.8

96年度 6..-6 0.4 ll 37 41.3 24.台 1.9 0.3 32.4

一 般 市 p計 -1(31)･95年度 5.2. 0.2 4 90 41.8 皇5.2 p3.0 0.2 29.8
96年度 6.0 0~.3 5 104 4113 21.3 2.8 0.3二34.台

10万 未 満10万 以 上県 都 ~. 市-政 令 市特 別 区.(16)(1~5)(10)(6)(2) 95年度 6.1. 0.3 9 17 46.0 23.8 2.3 0.0 27-.-■9

･95年度 I-5.0 ･0.2 p4--112､40.7 25.5 ■3.2 0.3,30.3

96年度 5.7 0.2 3 .~128･_40.1 20.7 IS/0 0.4-35.8

95年度 4.0,. 0.2 ~2 69 45.1-22.6､ 2.3 0.0 30_..0

95年度 8.7 0.2 1 7 29.8 0.0 3.7J3.0 63.9

96年度 10.3 0.2 1 8 32.3 0.0 3.6 0.0 64.1

95年度 13.5 P_.5 12 4 32.5 16.3 2.5 b.o 48.7

注)一般会計歳出予算額に占める割合の算出は､財政の1の蓑の数値を算出してから､算出する｡
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高齢者ホーム-ルプサービスの経費と財源については了以下の5点に要約できる.'(図表 2- 2を参

照のこと)｡

(1)高齢者 1人当たり高齢者ホーム-ルプサービス経費は､最も高いのが特別区 (13.6千円)であり､

県都市 (4.7千円)が最も低い｡残りのグループの中では､-政令市 (10.-3千円､町村 (6.6千円)､一

般市 (6.0千円 (人口10万人未満7.1千円,人口10万人以上5.7千円))と続く｡

(2) 一般会計歳出に.しめる高齢者 1人当たり高齢者中一ムベルプサービス経費の割合は､最大の特別

区 (0.5%)から最小の政令市 (0.2%)､県都市 (P.2%)で福祉サービスとしてほ格差がある｡

(3)高齢者千人当たり派遣見込み高齢者数をやると､直営やは特別区 (12人)､町村 (11人)が多く､

委託では一般市 (104人)が圧倒抑 羊多く∴次いで町村 (37人)となっている｡丁直営､委託とも県都

市と政令市が少ない｡

(4)高齢者 1人当たり高齢者ホ｢ム↑サブサービス経費や財源構成をみると､最も一般財源の割合力子

中さいのは人口10万人未満の†般市で､財源構成は､一般財源 (29.3%)■､国庫支出金 (45.2%)､県

支出金 (23.5%)､利用者負担金 (1.9%)である｡次いで一般財源の割合が小さいのは町村で､財源

構成は､｢般財源 (32･4%)､国庫支出金 (41･3%)､県支出金 (24･2%)､利用者負担金 (1･9%)で

ある｡逆に､最も一般財源の割合が大きいのは政令市で､財源構成は､一般財源÷(64.1%)､国庫支

(5) ホーム-ルナサービスは調査対象全市転相で実施しているが､委託が圧倒的に多い｡市町村類型

ごとにまとめると次のようになる｡町村の場合､直営のみは4町である■.直営と委託の両方を行っ

ているのは1町村であり､委託のみが9町村ある｡一般帝の場合､直営のみは1市である｡直営と

委託の両方を行っているのは8市である｡委託のみは21市である｡県都市の場合､直営のみはゼロ

である｡直営と委託の両方を行っているのは2市､委託のみは8市である｡政令市の場合､直営の

みはゼロである｡直営と委託の両方を行うのは3市､委託のみは4市である｡特卿区では､直営と

委託の両者を実施しているのか 1区､直営だけで 1区である｡
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4.高齢者入浴 -ビスの経費 と財源

図表 2-3 高齢者入浴サービスの経費と財源

(数値は､%のはか､老人人口千人比)

N-. 午 . 当人 †額 直営~..民間 財源負担区分別横風

団体 .数 皮l区分 初口･予-算入 般に会占計̀め 別対象者 (%)直 氏 国 県 刺 阜 -
額当 歳る 営 _.間 ー庫.∴ 支 ..用 ･の 舵 _

96年度 0.9 0.1 3 .12-_3.早 _4~.6 p._0 0..0 69.4

-紘敬_I.町. ■村 (22) 95年夢 0.6 0.0 6 .15 ll.6 17.P 0.4 0.0 71.1

96年度 0.9 0.0 6 18 11二台 19.3 0.6 0.7 68.3

- ,般 市.計1_.0万 未 満10万 .以 上県 都 市政 令 市特 別 区-～_(31)(16)(15)(10)(6)(2) 占5年度 1.3 d.~1- 043 畠r.4 25.2 1.3 0.3 64p｣9

166年度- 1.5 -0-.ll 0~048 ll.8 2台｣2 1.■5 0.■1~63.5

d軽 度 1.1 0.1 30 9.9 16.3 1.6 2二6 -69.7

96年度 1.6 0..1 0. 52..12.3 22..1 1.6 P.0 64.0

95年度 1.3 0.1 10 39 17.6 23.9 2.1 0.0.56.3

96年度 2.b P.0 19~33.5 P.0 2.3 0.0 64.2

95年度 4.7 0.2 22 13.5_20.0 0.0 0.0 76.5

注)一般会計歳出予算額に占める割合の算出は､財政の1の表の数値を算出してから､算出する｡
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高齢者入浴サービスの経費と財源については､以下の5点が言える (図表 2--3を参照のこと)0

(1) 高齢者 1人当たり高齢者入浴サービス経費は､最も高いのが特別区 (5.2千円)であり､町村

(0.9千円)が最も低い｡残 りのグループの中では､政令市 (2.0千円､一般市 (1.5千円 (人口10万

人未満1.0千円､人口10万人以上1.6千円))､県都市､(ll.3千円)と続く｡

(2)一般会計歳出にしめる高齢者 1人当た り高齢者入浴サービス経費の割合は､最大の特別区

(0.2%)から最小の政令市 (0.0%)､町村 (0.0%)の範囲におさまっており､それほど大きな差は

ない｡

(3) 高齢者千人当たり派遣見込み高齢者数をみると､直営では県都市 (10人)､町村 (6人)が多く､

委託では一般市 (48人)が圧倒的に多く､次いで県都市 (39人)となっている｡直営､委託とも特別

区と政令市は少ない｡

(4)高齢者 1人当たり高齢者入浴サービス経費の財源構成をみると､最も一般財源の割合が小さいの

は一般市で､財源構成は､一般財源 (63.5%)､国庫支出金 (ll.8%)､県支出金 (23.2%)､利用者

負担金 (1.5%)である｡逆に､最も一般財源の割合が大きいのは特別区で､財源構成は､一般財源

(76.8%)､国庫支出金 (3.5%)､県支出金 (19.7%)､利用者負担金 (0.0%)である｡

(5) 高齢者入浴サービスを実施していない市町村は14あり､その半数以上は町村である｡実施市町村

では圧倒的に委託が多い｡町村の場合､直営と委託の混合が 1町村であり､委託は10町村である｡

一般市の場合､直営はゼロで､委託をしているめは15市である｡県都市の場合､直営のみはゼロで

ある｡直営と委託の両方を行っているのほ2市､委託は7市である｡政令市の場合､すべて､委託

である｡特別区では､直営と委託の両者を実施しているのが1区､委託だけが 1区である｡
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5.高齢者デイ -ゼスセンターの経費 と財源

図表 2-4 .高齢者デイサービスセンター経費と財源

(数値は､%の薩か､老人人口千人比)

.団体数~ 皮区分 初口予-算入 般に会占計め 別対象者 (%)直~ 氏 国 ~ 県 刺 そ ■__I-
,_額当p,歳るp 営 _間 庫:A. 支 ･丹 の~ 般 _
/ り ･出割 辛 事 支 1_出 ■ 者 ~ 他 財~

中p 闇 値 -..(71) 95年度..5,._2 0.3 42 54.44.8-I-22.早 0.0 0.0 3p-.8
96年度 ･6,.6 0_.3 53- 6,4 42..9 20.4 0.0 ･_P.0 36.1

96年度 9.9 0.9 173 166 49.I 23.4 2.6 2._5 31.5

96年度~ 6.7 ･0.3 56 273 3由.4 ■19.5 二1.◆6 b.2 40.4

95年度 6_.5 0.3 257 255 46.7 20.7 1.3 0.1 31.2

96年度-6.9 0.3 92 315 .46.3 19.0 1.6 0.1 33.0

95年度 5.1 0.2. 5 226 35.6 24.2 1.9 0.3 38.0

96年度 ◆6.7 0.3 ~5 263 36.7 19.6 1.6 0.2 41.9

95年度 4.4 0.2 0152 45.1 22.8 1.4 0.0 30.7

96年度 5.4 0.3 0204 -44.1 8.6 -1.7 0.0 45.7

9占年度 5.0 0.1 130 86 .38.6 0.0̀ 0.5 3.9 57.0

96年度 6.4 0.1 127 48 39.7 0.0 0.7 1.7 57.9

95年産- 5.8 0.2. 65 42 27..3.~45.0 0.0 0.0 27.8

注)一般会計歳出予算額に占める割合の算出は､財政の1の表の数値を算出してから､算出する｡
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高齢者デイサービスセンター｣の経費と財源については､･以下の5点に要約やきる ''(･函表2-4を参

照のこと)｡

(1) 高齢者 1人当たり高齢者デイ五一ビスセンター経費は､最も高いのが町村 (9.9千円)であり､県

都市 (5.4千円)が最も低い｡･･残りのグループの中では､⊥疲市 -(6.7千円 (人口10万人未満6.9千

円､人口10万人以上6.7千円))､政令市 (6.4千円)､特別区 (6.3千円)と続く｡

(2) 一般会計歳出忙 しめる高齢者 1人当たり高齢者デイサ ービスセンター経費の割合は､最大の町村

(0.6%)から最小の政令市 (0.1%)まで､福祉サービスとしては格差が大きい｡

(3) 高齢者千人当たり派遣見込み高齢者数をみると､直営では町村 (173人)が多 く､ついで政令市

(127人)である｡少ないのは県都市 (0人)で奉る｡委託で_ti一般市 (273人)､県都市 (204人)が

多く､政令市 (48人)､特別区 (46人)が少ない｡

(4)高齢者 1人当たり高齢者デイサービスセンター経費の財源構成をみると､最も一般財源の割合が

小さいのは町村で､財源構成は､一般財源 (31.5%)､国庫支出金 (40.1%)､県支出金

(23.4%)､利用者負担金 (2.6%)である｡逆に､最も一般財源の割合が大きいのは政令市で､財源

構成は､一般財源 (57.9%)､国庫支出金 (39.7%)､県支出金 (0.0%)､利用者負担金 (0.7%)で

ある｡

(5) 高齢者デイサービスを実施していないのは3町村である｡直営か委託かをみると､圧倒的に委託

が多く､また､町村において直営がみられる｡町村の場合､町営のみは3町村､直営と委託の両方

を実施しているのが 1町村､委託のみが15町村である｡一般市の場合､直営のみは1市､直営と委

託の両方を行っているのほ3市､委託のみは17市である｡県都市の場合､直営と委託の両方を行っ

ているのは1市､委託だけを実施しているのは9市である｡政令市の場合､すべて委託である｡特

別区では､委託のみが-1区､直営のみが 1区である｡
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6.特別養護老人ホームの入所措置閑イの経費と財源

図表 2-5 特別養護老人ホームの入所措置関係の経費と財源

(数値は､%のほか､老人人口千人比)

L.N, 年 当人 -蘇 直営十民間 財療負担区分別構成

壷一 氏 国 l県 如.̀そ. 舵 .･る∴ 営 ･_~日 潤 ..._の.
●/ り 出潮 ~事 音 ~ 支 二' 出 -.1者 他 財

紘敬 東 不 慮 (71)二95年度 70.5∴19.0. 1台■. 169 50.0 25.0 24-L.̀7.-86.■2.100.0

96年度 ‥0 ･.0,0 0 1__.~0.2..二.P.0 ･0-..0_-L_:0:0.I･3.5

車 間 値 (71) 95年度 37.2 1~.6 4 12 41.7 1.3 14■.9 0.0 39.3
96年度 39.0 li.7 6 13 41.4 0.0 16..畠 0.0 39.1

紘数 町 村 (22) 95年度 43.9 .2.3 6 2_2 42..2 2_i.2 15■.4 0.9 21.1

96年度 47.4-2,9 -7 云3 4畠.i -21..1 16.0 0.0 20.8

-､般 市 計10万 未 満10万 以 上県 都 市政 令 市特 別 区 (31)(16)(15)(10)(6)(2) 95年度 45.I 2.0 0 35 39.6 2.0 15.7 1.0 41.7

∴96年度 36.1 pi.畠 00 36~40.I-6 1.4 16.9 1.1 40.0

95亘鹿 43.9 2.0 13 41.0 2.6~､13.0 5.2 38.2

96年度 46.2 2.1 14･41.0 ..0.7.14.7 p5~.3･-38.4

95年度 45.4 2.0 41 39.2 1.9 16.4 0.0 42.6

96年度 33.6 1.4 042 40.6 1.5 17.5 0.0 40.4

95年度 30.7 1.4 115･41.8 0.8 14.3 1.3 41.7

96年革 32.5 1.早 1 35 40.6 0.4.15一.8 1.3 41.8

95年度 42.4 0.8 -7 28 38.3 ~0.0 15.1 1.3 45.4

96年度 43.8 1.0 9 33 ･36.6 0.0 16.1 1.6 45.6

95年度 29.9 1.0 6 8 32.5 2.5 ll.2 ll.0 ◆42.8

注)一般会計歳出予算額に占める割合の算出は､財政の1の表の数値を算出してから､算出する｡
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特別養護老人ホームの入所措置関係の経費と財源については､以下の5点に要約できる (図表 2-

5を参照のこと)0

(1) 高齢者 1人当たり特別養護老人ホームの入所措置関係の経費は､高齢化が進んだ町村 (47.4千

円)が最も高い｡県都市 (32.5千円)が最も低い｡残.りのグループは､政令市 (43.8千円)､特別区

(43.5千円)､一般市 (36.-1千円 (人口10万人未満46.2千円､人口10万人以上33.6千円))､と続く｡

(2) 一般会計歳出にしめる高齢者 1人当たり特別養護老人ホームの入野措置関係の割合は､最大の町

村 (2.9%)から最小の政令市 (1.0%)の範囲におさまっており､それほど大きな差はない.

(3) 高齢者千人当たり派遣見込み高齢者数をみると､直営では政令市 (9人)､次いで町村 (7人)､

特別区 (6人)である｡少ないのは一般市 (0人)である｡委託では一般市 (36人)､県都市 (35

人)が多く､特別区 (8人)が少ない｡

(4) 高齢者 1人当たり特別養護老人ホームの入所措置関係の経費の財源構成をみると､最も一般財源

の割合が小さいのは町村で._財源構成は､一般財源 (20.8%)､国庫支出金 (42.1%)､県支出金

(21.1%)､利用者負担金 (16.0%)である｡逆に､最も一般財源の割合が大きいのは政令市で､財

源構成は､一般財源 (45.6%)､国庫支出金 (36.6%)､県支出金 .(0.0%)､利用者負担金

(16.1%)である｡

(5)委託か直営かをみると､圧倒的に委託が多い｡町村の場合､直営のみが2町村である｡委託のみ

を実施しているのは18町村である｡一般市の場合､直営のみは 1市である｡あとはすべて委託であ

る｡県都市の場合､直営と委託の両方を行っている｡政令市の場合､直営と委託の混合が 1市､委

託のみが5市である｡特別区では､委託のみが1区である｡あとは不明である｡

-55-



7.I在宅介 支援センターの経費と財源

図表 2-6 在宅介護支援センターの経費と財源

(数値は､■%のはか､老人入日千人比)

.+N- 1年 当人 ｢額 ::..-直営十民間 財源負担区分別構成.

団体 -数. ~~度十区-~~分 初口予-算入 般に会占計め 別対象者 (%)
額当 歳る..: 営 ..間 +庫∴ _支. 用 _ ..の.■ 舵.
/ り 出割 ･事 辛 支二p 出~1' 老 他 . :財p

中 間 値 (71) 95年度 1.0 0~.1- 0_0 0.0 71.4 0.0 25.9.
-9軽 度.1_.3-0.1 0-...P0.~0 ア_1-.0 0.0 25.0

級敬 町 .村 I(2_2-) 99年度 1.5 0._1 0. 06.8 57_..1 1.4 34.7

96毎度 1.9 0.1 00 ll.6 57.9 0:0:30■.5

95年度 ･1.5 0.1 001.5.3 47.8 0.0 36.9

96年度 畠.1 0.1 0015.5 52.9 b_.o 31.6

95年贋 1.2■ 0.1 004.5 69.5 0.0 25.9

95年度 0.8 0.0 0 0 43.5 0.0 10.7･45.9

注)一般会計歳出予算額に占める割合の算出は､財政の1の表の数値を算出してから､算出する｡
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在宅介護支援壱ンタ-の経費と財源に古い七は､以下の15点に要約できる (図表2･-i･6を参照のと

と)｡

(1)高齢者 1人当たり在宅介護支援センターの入所措置関係の経費は､いずれの市町村においても低

い｡_最も高いのは丁般市 (1.9千円)と町村 (1.9千円)でありt.県都市 (1.4千円)､政令市 (Ot.9千

円)と続き､特別区 (0.3千円)が最も低い｡

(2) 一般会計歳出にしめる高齢者､1人当たり在宅介護支援セシターの割合は､政令市 (0.0%)と特別

市 (01.0%)をのぞく町村､一般市t県都市ともに0.1%である｡ほとんど差はない｡
＼＼

(3)高齢者千人当たり派遣見込み高齢者数をみると1いずれの市町村類型とも､また直営.･委託にか

かわらずゼロである｡ただし､数値が把握できない･県都市を除く0

(4) 高齢者 1人当た り在宅介護支援センターの経費の財源構成をみるとト最も一般財源の割合が小さ

いのは町村で､財源構成は､一般財源 (30.6%)､国庫支出金 (10.0%)､県支出金 (58.4%)であ

る｡逆に､最も一般財源の割合が大きいのは政令市で､財源構成は､一般財源 (45.8%)､国庫支出

金 (43.9%)､県支出金 (0.0%)である6

(5) 町村部では実施していない所が少なくない｡委託か直営かをみると､圧倒的に委託が多い｡∵町村

の場合､直営のみが2町村､委託が9町村である｡一般市の場合､直営のみは 1市である｡直営と

委託の両方を実施しているのは1市である｡あとはすべて委託で27市ある｡県都市の場合､すべて

委託のみである｡政令市の場合､すべて委託である｡特別区では､直営超過負担なしが 1区､あと

は不蛎である｡
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8.敬老祝い金 一･介護手当など (現金給付事業の実状)

本調査で恥 敬老祝い金 ･介護手当など現金給付事業の実態について95年度および96年度当初予算

にらいて､事業名､予算額､その財源内訳について聞いた｡

丁この質問項目によって､現金給付事業の種燐や広がり､一般財源あるいは高齢者福祉費の対する割

合などを明らかにすることができる｡そしてその予算額が増える傾向にあるのかそうでないのかは､

こうした事業の方向性を見る上で重要であると思われる｡というのは､敬老祝い金などの制度は一種

の ｢バラマキ福祉｣ とされ､実際廃止されたり見直しが進められている自治体も少なくない｡このよ

うな問題は､抽出された調査対象の自治体の全体にどのような影響を及ぼしているのか知ることがで

きるからである｡

一方､高齢者あるいは高齢者世帯､介護を要する高齢者を抱える世帯に対する手当などの支給額支

給件数は増加しているO｢寝たきり｣を要件とする福祉手当などは､首都圏を中心に額も増加しつつあ

り無祝しえない効果を発揮しているといってよいであろう｡

(1) 額､構成比

調査対象71自治体の高齢者 1人当たり支給額は96年度当初予算ベースで4,352円である｡この平均

額では所得を補償する額には足らない｡しかしこの事業は自治体ごとのばらつきが大きく､最大は東京

都東村山市の年間38,359円/高齢者人であり､最低は年間 1円/高齢老人である｡上位の4自治体は

いずれも東京都の自治体である｡他の道府県の自治体の最高額のところと比べてみると､東村山市は

高齢者 1人当たり約2.4倍である｡理由は､東京都は都の単独事業として病臥手当 (いわゆる寝たきり

手当)の性格を持つ ｢老人福祉手当｣を制度化していることにある｡さらに敬老金にも都負担分があ

る｡これによって 1人当たり最高額の東村山市の図表2-7金銭給付事業合計の財源はその87%が都

負担金によってまかなわれている｡都道府県負担分のある都道府県は調査対象車以下の都県である｡

山形県 :ねたきり老人等介護者激励金

東京都 :老人福祉手当､敬老金

富山県 :在宅寝たきり高齢者等福祉金

長野県 :寝たきり老人家庭介護者慰労金､高齢老視金

愛知県 :敬老祝い金､寝たきり老人等見舞金

兵庫県 :老人手当､敬老祝い金､介護手当 (寝たきり老人)､介護手当 (痴呆性老人)

愛媛県 :在宅寝たきり老人等介護手当

福岡県 :長寿祝い金

自治体の規模別に見てみると､高齢者 1人当たり支給額は96年度当初予算ベースで町村の平均で

3,159円､一般市の平均で6,568円､一般市のうち人口10万人未満の市では2,409円､一般市のうち人口
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10万人以上の市では7,768円､県庁都市では14,534円､七･ヶ政令市では1･,924円､特別区では30,997円であ

る｡特別区の数値が高いのは東京都の制度甲声めであろ｡.̂口10万人以上の市が人口_10万人未帝の市

と比べ七数値が高いのは､ 一 人 口10万人以上の都市に東京の2市が含まれているためである｡その影響

を除去すれば､県庁都市が一番高く∴町村､一般市､政令市の順である (図表 217)0

図表 2-7 高齢者人口千人あたりの支給金品予算額 (96年度当初)
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(2) 傾 向

上で見たように､この種の事業は2種類の事業に分けられる｡ひとつは敬老祝い金のように一定の

年齢の高齢者に広 く支給される給付事業で､ほとんどの自治体が実施している｡こうした事業がない

と回答した自治体は､見直しの議論が盛んな割には少なく5自治体に過ぎない｡一方 ｢在宅寝たきり

高齢者介護手当｣などめようにより絞られた目的､高齢者の介護者-の給付事業など､いわゆる敬老

事業とは異なる性格の事業も広がっている｡今回の調査対象では13自治体を除く58の自治体でさまざ

まな種類の給付事業が始まっていた｡

敬老祝い金などの一般的給付事業は在宅寝たきり高齢者介護手当のような特定的給付事業より予算

額は大きく､総計でほぼ倍の規模を持っている｡ただ95年度と96年度の予算額を比べると1%程度で

あるが微減となっている｡特定的給付事業は95年度当初予算比10%近い伸びを示しており､後者の伸

びは大きい｡

現金給付事業全体としては予算額は増えた｡95年度比で予算額の減った自治体は､補正予算で対応

する自治体を除けば16自治体しかなくほとんどの自治体で増えている｡平均の増加率は約 9%であ

る｡高齢者福祉費全体の伸びを若干下回る (図表2-8)0
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図表 2-8 敬老金等金品支給事業

-:自 95 96. り96 り.95 合般96･~当.. 当- ..当高 当高 ..会当
治 初 .初 ∴初齢._ _初齢 .%計初

額 額. 額人 額人 め額

た た 割 ∵

計 .Y丁 71 158,172 172,583 4,150 4,283 0∴2

偏差 352,623 -370,387- 7.,359 7,290- .0...3

最大 1,890,273 1,920,550 36,594 33,147 L.1.7
中央値 22,884 23,240 2,42-2 2,A80 :0..1
最小 Q二 0 0 0 ._q

町村 22 9,566 9,742 3,338 3,_390 0.3

一般車∴. p31 126,606 127,891 6,765 6,439 -0.∴3

入 日■1呼 人未満 16 19,621 20,353- 2,434 2,442 0..1

人 仁丹や万人J;以上 15 240,723 242,598 7,843 7,434 0.3

県都市~. 10 166,J868 :_238,939 2,862 _3,‥982 -pO.2

政令市.~~= 6 ･-477,250 490,685:_--2,LO32 ≡汀99L'8 0.0

特別区~~. 2 lr;281,402 こ:370,481-L30,◆551 31,376 1.1

(単位 :千円､%)
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9.施 設 整 備

調査表第8表では､高齢者福祉関連の投資的経費について､ー特別養護老人ホームとデイサービスセ

ンターに限って調査をした｡合わせて民間の老人保健施設に対する補助K.ついて調査 した｡95年度と

96年度の当初予算についての調査である｡投資的経費は直近の年度だけでは僚向が把握できない｡施

設建設が行われるのは何年かに一度だろうし､複数の年度にわたって建設と支出が行われる｡そうし

た施設建設事業の特性に合わせて､90年度から94年度までの5年間の同じ項目の､投資的経費の決算

額を調査した (調査表第9表)0

特別養護老人ホームとデイサービスセンターについては､直営施設 (事務組合立も含む､以下同じ)

整備に関する投資的経費と､民間施設に対する施設整備費補助の二つに分けた｡これによって投資的

経費が直営部門と民間部門のどちらにどれくらい投下されているかがわかる｡直営施設整備費につい

ては､財源の内訳を聞いている｡国庫支出金､県支出金､県補助金､起債､その他特定財源､一般財源

の6種別である｡

図表 2-9 96年度予算の投資的経費計上額 (高齢者千人当たり自治体種類別平均)

96年度予算の投資的経費計上額 (平均)

自 特別養護老人ホーム デイサービスセンター 老人保健施設J直 第 . 氏. 直 第 民 ~ 氏.
檎 営 3 間 営 自 閉 間
体 施 セ 法 -施 _ セ 括 _紘

タ タ
_I I

計 71 50,051- 207 7,4.95 19,627 8,025 -2,999 938

最大 485,850 828 31,894 103,325 39,235 30,090 3,800

中央値 3,305 0 3,377 5,648 0 725 440

最小 0 0 0 0 0 0 0
町村 22 129,902 9,431 .71,265 016,805 2_,626
一般市 . 31. 2,698 276 2,335 948 13,078 494 ー356

人口10万人未満 16 2,698 414 494 0. 0 405 887

人口10万人以上 15 0 0 2,949 1,897 19,618 532 224

県都市 10 1,867- 0 8,.796 ■8,769 889p 1,584 1;-287

政令市 6 9,564 0.15,732 8,578. .0 4,_51-3 676-

(1) 設 備 水 準

特別養護老人ホ丁ムとデイサービスセンターの施設の整備状況 -(96年 4月現在)は､｢サービス実態

調査｣によって把握されている (｢サービス実態調査｣13参照)｡特別養護老人ホームは調査対象自治

体の合計で356か所 (96年 4月現在)､定員29,767人､高齢者人口千人比で0.13か所であった｡町村で

は高齢者人口千人比0.27か所∴一般市､同0.16か所､県庁都市､同0.14か所､政令指定都市､-同0.10か

所となっている｡-か所当たり平均定員は全体で83.6人､町村63.7人､一般市84.4人､県庁所在都市

74.3人､政令指定都市90.0人であった｡政令指定都市が高齢者人口千人比のか所数が最も少なく､-
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か所当た りの定員が最も多い｡

上記356か所のうち90年度に完成した特別養護老人ホームは42か所 (うち直営施設 5か所)､91年度

は39か所 (同4か所)､92年度は43か所 (同4か所)､93年度は38か所 (同4か所)､94年度は52か所

(同4か所)､95年度は67か所 (同8か所)である｡ちなみに96年度 (見込み)は89か所 (同6か所)

が完成予定である｡356か所のうち実に281か所､割合にして8割近 くはここ6年のうちに建設された

ことになる｡

90年度から95年度の6年間の実績で､建設施設数の11%が直営施設で､直営/民間の比率に年度間

の差はほとんどない｡

同様のことをデイサービスセンターの建設についても見てみよう｡

デイサービスセンターは調査対象自治体の合計で427か所 (96年 4月現在)､定員3,913人､高齢者人

口千人比で0.15か所であった｡町村では高齢者人口千人比0.47か所､県庁所在都市を除く一般市､同

0.19か所､政令指定都市を除く県庁所在都市､同0.20か所､政令指定都市､同0.11か所となっている｡

政令指定都市が高齢者人口千人比のか所数が最も少ない｡

90年度に完成したデイサービスセンターは44か所 (うち直営施設19か所)であったが､96年度 (見

込み)は126か所 (同37か所)が完成予定である｡急な勢いで建設 ･設置されていることがわかる｡

90年度から95年度の6年間の実績で､建設施設数の33%が直営施設で､直営/民間の比率に年度間

の差はほとんどない｡

90年度から94年度の5年間に完成した特別養護老人ホームのうち直営の施設は約 1割である｡同じ

時期のデイサービスセンターのうち直営の施設は3割強である｡老人保健施設は調査対象自治体の合

計で381か所 (96年 4月現在)､定員13,533人､1か所平均定員は28人である｡高齢者人口千人比で0.1

4か所であった｡90年度から95年度の6年間に､合計62か所に施設整備費の補助がなされている｡

(2) 施設整備妻の状況

95年度と96年度の当初予算で､直営特別養護老人ホーム､第三セクター特別養護老人ホーム､民間

法人経営特別養護老人ホーム､直営デイサービスセンター､第三セクターデイサービスセンター､民

間法人経営デイサービスセンター､民間法人経営老人保健施設に合計159項目､933億7,762万円建設

投資が行われている｡

90年度から94年度の5年間に上記の施設 (特別養護老人ホーム､デイサービスセンター､民間法人経

営老人保健施設)にたいする投資的経費の支出がなかったと答えた自治体は､9町村､5市にのぼる｡

ほかに 1自治体は一部事務組合-の分担金の形で支出したがその金額はわからないと回答している｡

この15自治体を除く56自治体の90-94の5年間の投資的支出総額は､ 1兆1,656億9,755万円､これら

投資的経費のあった自治体の65歳以上人口一人当たり､5年間で約42万7000円である｡年間約 8万

5,000円ほどということになろう｡
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図表 2-10 特養 ･デイサービス施設整備費の直営分と民間補助分

90-96年度の累計/高齢者人口千人あたり
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国 J芸三品 芸歪忘妄嘉蒜民間

田
デイサービスセンター直営
施設建設費

･ 諾 民間法人向施設整備費

や 特養直営施設建設費

(3) 財源の内訳

次に財源の内訳を見ておこう｡ただし､財源内訳は投資的支出のあるすべての調査票で記入されて

いるわけではないので､記入の完全だったい くつかの自治体の財源内訳を見てお くことにしよう｡

愛媛県のA市の場合､ 2市 1町 1村の広域利用の特別養護老人ホームの場合､ 2年間にわたる投資

的経費の支出は､国庫支出金12%､県支出金10%､起債61%､一般財源17%であった｡

同じ愛媛県のB市の場合､93年度のデイサービスセンタ丁の投資的経費の支出は､国庫支出金

17%､県支出金 8%､起債74%､一般財源 1%であった｡

兵庫県のA市の場合90年度から94年度間の直営のデイサービスセンターに対する投資的経費の平均

の財源内訳は､国庫支出金 4%､県支出金 0%､起債51%､一般財源43%であった｡

また､富山県のA市の場合直営のデイサービスセンターに対する投資的経費の財源内訳は､国庫支

出金 0%､県支出金48%､起債41%､一般財源10%であった｡
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10.むすびにかえ

(1) 高齢者 1人当たり一般会計歳出当初予算をみると､財政力の高い自治体はど額も大きい｡ しか

し､高齢者 1人当た り高齢者 ･老人福祉費をみると､必ずしも財政力と対応せず､県都市が低い｡

(2) 高齢者 ･老人福祉費の財源負担区分別構成比をみると､一般財源比率が最も高いのは特別区であ

り､最 も低いのは町村である｡

(3) 高齢者 ･老人福祉費のサービスの内訳をみると､各市町村類型に共通した傾向があ考｡高齢者 ･

老人福祉費のほとんどは特別養護老人ホーム入所措置関係経費 (最高52.7%から最低24'.5%)に費

やされており､在宅サービスにはそれほど充当されていない｡在宅サービスが全国的にそれほど普

及していないことを考えると､特別養護老人ホーム入所措置関係経費は､高齢化率や特別養護老人

ホームの代替機能を果たす病院のベッド数と関係があると思われる｡特別区､政令市のデイ ･サー

ビスセンターの割合が低いのは用地の取得に経費がかかるためセンター数が少ないからであろう｡

(4) 高齢者ホーム-ルプ サービスは全市町村で実施されており､委託が多い｡また特別養護老人ホー

ムは圧倒的に委託が多い｡

(5) 自治体の現金給付については次のことが言える｡敬老祝い金は､見直しの時期にさしかかってお

り､事業縮小の傾向にある｡他方､介護見舞い金､介護手当等ほ増加傾向にある｡

(6)1990年から6年間の特別養護老人ホームとデイサービスセンターに関する投資的経費の支出実績

を見ると､施設整備が近年かなり早いスピードで進んだことがうかがえる｡直営の施設の割合は､

特別養護老人ホームが11%､デイサービスセンターが33%である｡

(7)特別養護老人ホームとデイサービスセンターの建設財源内訳をみると､起債が大きな位置をしめ

していることがわかる｡これは､起債の方が国庫負担金よりも建設に関して制約が少ないためと思

われる｡
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第 3章 ア ク セ ス 調

クせス調査の目的と概要

自治体福祉サービス-のアクセス調査 (以下､アクセス調査)は､自治体の福祉サービスにアクセ

スする場合の現状と問題点を明らかにすることを目的に､七ヤリング方式で実施された｡サービス実

態調査､財政調査が､主としてサービスの量的側面を-把捉するためのものであるとすれば､アクセス

調査は､準備されたサービス基盤の有用性を明らかにするものである｡サービスの準備と利用におい

て､自治体がどのようなルールと仕組みを備えており､それが有効に機能しているのか､サービス利

用者にとって問題があるとすればそれは何故生じているのかをみてゆく｡

福祉サービスの需要は､福祉サービスの供給体制 (量 ･質 ･システム)の整備にともなって､市民

の福祉ニーズが顕在化したものであるということは知られるようになってきている｡つまり､高齢者

が自治体の福祉サービス利用の必要性を感じ∴それがサーゼス利用にむすびつくには､現状ではいく

つかの-一ドルがある (注)0

(注)自治体福祉サービス-のアクセスについて

D 供給と結びついた需要 (ディマンド)

C 行政が認めたニ∵ズ
(社会的に顕在化したニーズ)

A ＼

B ＼

C -＼

Dp＼

/

/

B 市民ニーズ (潜在的ニーズ)
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1つは､生活上の困難を解消するのに社会のサービスを利用する.という番人 ･家族の決断である｡

たとえば､買い物や入浴は個人的な事柄だからと思いこんだ り､思い込まされていると､たとえその

ことが不十分にしか行われなくても (1年間風呂にはいらなくても)､SOSは発せられない｡そこに

は､｢風呂に入 りたい｣という個人的欲求､いわば社金的に顕在化させてよいこと̀壱t,;て意識されない

ニーズがあるのみである｡困った時にサービスを利用して人間らしい生活水準を維持することが望ま

しいという社会的環境の有無が問われる｡

2つは､どのようなサ-ビスがあるのかを知っているかどう∴か とい う情報の問題 (内容 ･･伝達方

汰)である｡知らない て知らされていない場合は市民のニーズは顕在化しない｡

3つは､利用できるサービスの基盤整備の状況である (サービスの種塀､施設 ･設嘩整備､人材 ･

労働条件､利用者 ･-利用時間 ･利用頻度 ･費用負担などの制度など)｡行政のサービスメニューにな

いサービスは､市民のニーズであっても行政の認めたニーズとはならない｡また し 特別養護老人ホー

ム-の入所がふさわしいと判断されても､量的不足やときには選択のため待機している高齢者がたく

さんいる｡

4つはトサ-ビスを利用する主体とサービスをむすびつける仕組み (人材 ･･チーム ･ネ ットワー

ク)である｡役所の敷居､縦割 り行政､専門家間の不調和など超えなければならない-一ドルはまだ

まだ高い｡そして､ 2･3･4が整ってくると1の環境は整備されてくる｡

各自治体の福祉サービス供給体制は､高齢者の福祉ニーズを顕在化 し (個人的欲求の社会的要求

化)､サービスの利用に結びつきやすいものになっているのだろうか､市民にとって使いよいサービ

スになっているのだろうか｡ヒヤリング項目.は次の20項目にわた り､大きくは､市町村 ｢老人保健福

祉計画｣ ･サービスのコーディネート 在宅福祉サービス ･施設福祉サービス ･生涯学習や就労支援

･サービス提供-の自治体の評価についてである｡

･ ｢老人保健福祉計画｣について

･窓口について､サービスのコーディネート

･ホーム-ルプサービス､デイサービス､デイケアサービス､食事サービス (配食 ･会食)､

入浴サービス､ショートステイ､福祉用具サービス､住宅改修サービス (住宅改造助成 ･斡旋)､

民間賃貸住宅借 り入れ-の援助､.)-till)テーション､医学的管理等サービス､グループホーム､

移動サービス

･特別養護老人ホーム､特別養護老人ホームの待機者

･生涯学習等-の参加 ･就労支援

･自治体が提供している在宅福祉サービスの評価

アクセス調査において各自治体の ｢老人保健福祉計画｣に注目したのは､｢計画上は､2000年までに

自治体が準備するサービス目標値やサービス提供の仕組みを定めているという意味で､アクセスの基

盤を示しているとともに､その策定 ･推進のプロセスは､いかにアクセスへの人一ドルを低 くし､ア

クセスしやすいサービス供給を実現するのかということについての自治体の認識の度合いを示すから
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である｡

そこでまず､｢老人保健福祉計画｣についての調査から､各自治体の取 り組み姿勢を見､その背景を

探る｡次に､サービス利用の第一段階である窓口のアクセス状況から順に項目にそって見ていく｡最

後に､アクセスしやすい福祉サーどうにむけて.､いくつ か?提言をしてみたい｡調査結果の分析にあ

たってほ､

･高齢化率

･都市類型 (町村22･一般市31･県都市10･政令市 6･特別区2)

･都道府県の市町村-の関与

の度合いを重視する｡
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2.市町村 ｢老人保健福祉計画｣について

アクセス調査では､｢老人保健福祉計画｣(以下､｢計画｣)に関連し､

･ ｢計画｣策定にいつ着手したのか

･ ｢計画｣策定時期

･ ｢計画｣策定の方法

･ ｢計画｣策定時の住民ニーズ調査の方法

･ ｢計画｣ のサービス目標値の予想される達成度合い

･ ｢計画｣達成困難な理由

などについて聞いている｡調査結果の特徴点について述べていくが､その前に､調査結果の分析に関

連するので､市町村の ｢計画｣自体の性格について少しふれることとする｡

1991年 6月､老人福祉法及び老人保健法が改正され､1993年 4月から市町村及び都道府県は保健福

祉計画を策定することになった｡財団法人長寿社会開発センターは､社会福祉 ･医療事業団より ｢地

方老人保健福祉計画調査研究事業｣を受託し､1989年末 ｢地方老人保健福祉計画研究班｣を設置した｡

｢研究班｣のガイ ドライン検討部会は､1991年11月18日 ｢老人保健福祉計画策定指針の骨子について｣

をとりまとめ､これに基づき､1992年 6月30日､厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知 ｢老人保健福

祉計画について｣(以下､｢通知｣)が各都道府県知事宛に出され､市町村-の周知徹底が指示された｡

市町村はこれを受け､1994年 3月までに ｢計画｣ を策定することとなったのである｡

｢通知｣は､第一 老人保健福祉計画の作成の趣旨､第二 老人保健福祉計画の作成上の留意点､

第三 老人保健福祉計画の作成上の基本指針､第四 老人保健福祉計画の内容､第五 老人保健福祉

計画作成後の留意事項､第六 市町村老人保健福祉計画作成指針及び都道府県老人保健福祉計画作成

指針からなっている｡

市町村老人保健福祉計画作成指針の内容を見ておこう (カッコ市内は筆者による)0

第 1 庁内の作成体制 (老人保健福祉関係課の連携､企画 ･財政等関連部局の連携)

第 2 作成の時期 (平成 5年度中の策定目途)

第 3 手続 (都道府県の指導指針､市町村の基礎作業､関連機関との計画作成委員会､地域の高齢

者等の意見反映､都道府県の意見 ･調整､計画公表､実施状況の点検)

第 4 計画に盛 り込むべき事項

1 計画期間

2 高齢者などの現状 (人口構造､高齢者のいる世帯の状況､要援護老人の状況､高齢者の受

診状況や疾病構造､高齢者のいる世帯の住居の状況､高齢者の就業の状況､その他｡高齢者

や介護者の状況把握のための調査の実施･･･-要援護老人については悉皆)

3 サービス提供の現状など (在宅福祉サービス等､老人保健サービス等､施設サービス､在

宅医療サービス､相談サービス等､民間の福祉サービス等の状況｡ニーズに応じたサービス
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'提供量､サービス提供の効率性､サーゼスの周知､保健医療福祉の連携の評価)

4 目標年度における高齢者等の状況 (推計人口､要援護老人の推計数)

5 サービスの目標量等 (目標年度のサービス目標量｡ただし､サービスの種類と参酌すべき

標準が国によJり示されている.ホーム-ルプサービス ･デイサ｣ビス ･ショートステイ､機

能訓練 ･訪問指導 ･･老人訪問看護､健康教育 ･健康相談 ･健康診査､特別養護老人ホーム ･

老人保健施設 ･ケアノヽウス ･養護老人ホーム及び養護委託｡注意点として地域性 ･家庭の介

護力 ･サービス代替性 ･周知度と利用意向など)

6 サービス提供体制の確保策 (施設の確保･･････デイサーゼスセンター ･ショートステイの実

施施設とベッド数 ･在宅介護支援センター ･特別養護老人ホーム ･老人保健施設 ･養護老人

ホーム ･ケア-ウス ･市町村保健センター｡人材の確保･･･-ホーム-ルパー ･保健婦等 ･在

宅介護支援センターの職員 ･老人福祉施設と老人保健施設等の職員｡サ⊥ビス利用を容易に

する方策--･相談窓口･広報 ･手続きの簡素化 ･住民魁織の活用 ･医療機関や老人保健施設

からの情報提供の活用)

7 保健福祉の環境整備 (保健医療福祉の連携 ･関係団体との連携 ･ボランティア等民間団体

への支援)

8 高齢者の生きがい対策の推進 (高齢者魁織 ･活動支援 ･就労促進 ･活動の場の確保)

9 その他 (高齢者の住みやすいまちづくり･在宅介護支援施策 ･単独事業)
※

調査票の例示･･････高齢者ニーズ調査票 (一般高齢者用､寝たきり等要介護老人用)

(※ ここでは省略)

以上､簡単に ｢計画｣-策定の経過と厚生省通知の内容をみた｡ここから､今回の市町村 ｢計画｣の特

徴のいくつかが予想される｡第 1に市町村の自発性というより､｢計画｣策定のきっかけは厚生省に

あったこと｡第 2に､｢計画｣策定の作業の指導が都道府県によりなされたこと｡第 3に､｢計画｣の構

成や､サービス目標量の ｢参酌すべき標準｣ にみられるように､かなり内容に踏み込んだ指導がなさ

れたこと｡第 4日転､しかし､市町村の独自性発揮の余地は残されたこと｡第 5に､｢計画｣策定につい

て庁内魁織､閑連取織 ･住民の参加の機会は示唆されたこと､などである｡

｢寝たきり｣ の高齢者の人数や暮らしの状況を把握できていない市町村から､自治体内のアンテナ

にSOSがキャッチされる仕組みや顔の見える関係づくりに努力している自治体 まで､｢計画｣策定

のスタ｢トライソはさまざまのはずであった｡しかし,2000年の着地点はほぼ横一線が想定されたの

である｡そうしてたてられた ｢計画｣であることを念頭においてアンケート結果をみることにしよう｡

(1) ･｢計画｣策定過程の時期と特徴

一 都道府県の指導 8割､住民グループの協力5割

① ｢計画｣策定に着手したのは､無回答の 1自治体を除くと､1986年 1､89年 1､90年 2､91年 7､

92年41､93年18と､あきらかに-91年の老人福祉法及び老人保健法改正後が多い｡｢計画｣策定の時期
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も､1987年 1､91年1一､92年1､･93争17､94年49､95年1(無回答 1)であり､多くは法改正にそっ

ている｡高齢者の保健 ･福祉に関わる ｢計画｣立案は､少なくtとも時期については､国主導といえ

よう｡

② ｢計画｣策定の方法は､複数回答で､｢県の指導を参考｣58自治体､一｢厚生省のマキュアルを参考｣

46､｢職員が自治体内に70'ロジェグト編成｣41､｢自治体内に有識者を含めたプロジェクト編成｣41､

｢介護経験者など住民グループの協力十32､｢コンサルタント会社に委嘱｣13となっており､行政主

導といえる｡

③ 都市類型別にみると､町村で､｢県の指導を参考｣に七たのが22自治体中20と､｢厚生省のマニュ

アルを参考｣11を大きく上回り､町村に対する県の影響力の強さを.しめしていると言えよう｡市の

-特徴は､｢介護経験者など住民グループの協力｣の度合いが､､31自治体中19と比較的高いことであ

る｡県都市は､10自治体中､｢県｣9､｢厚生省｣8､｢職員｣8､｢有識者｣8と隙のない ｢計画｣策

定過程にみえるが｣｢住民グループ｣の協力を得たのは 1自治体であった｡政令市の場合は､6自治

体中5が､｢厚生省のマニュアルを参考｣をあげ､また ｢職員｣6と､自力型である｡

④ 都道府県の市町村-の関与の度合いはあまり明確にはならないが､調査した都道府県内の市町村

すべてが､｢県の指導を参考｣と回答したのほ､茨城 ･栃木 ･神奈川 ･新潟 ･富山 丁石川 ･長野 ･静

岡 ･大阪である｡同じく､｢厚生省のマニュアル｣と回答したのは､山形 ･大阪 ･鳥取､｢職員プロ

ジェクト｣ と回答したのほ栃木 ･新潟､｢有識者プロジェクト｣は山形､｢住民グループの協力｣は

新潟である｡

図表3-1｢老人保健福祉計画｣策定の着手時期 ･策定時期

計 計画策定の着手時期 南 東定時期
九 九 -.九 九 ･九 九 九

九 九一■■ーl-■ 塾 塾 塾 垂 九.

紘 . 敬 71 -..4. -7 41 18 1 ･3J 17. 50 ･1

叶 村 22. 2 0 14 6 0 1 4~- 17 0
⊥ 般 市 計 31 _0 5 15 10 1 0 8 2~2 1

10万未満 16 02 9 ･-4_- 105 _10 1

10万以上 15 03 6 6~ 00 3~一 12 0

政■ 令 市 6 1 1. .4 00̀114 0
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図表3-2宣｢老人保健福祉計画｣の策定方法 (複数回答)

-I.の を生 t= ジ喜 かこン′･ノレ- の

総 数 _ r7r- 58 46l 41■ 41 -13. 321~ 1 2∴ 1.1 ･330
( )内は=%:-■ (100) (82.) (65}'(59} (甲) ･(1や) (45) (守) (.3) (1)

町 ~村 2_2.-. 20 ll: 10.° ･10.. 6 8 ●●● 1. ●●●-300

･1二■b::万以上 I5 13 12 6■■ 9 3 10 ●●● ●●● ●●● 353

県 . 華 甲 19. 9 8. 8_ .8 2° i ●●● ●.●● ●●● 360

(2) ｢計画｣策定時の住民ニーズの調査方法

- 独自アンケニ ト調査 8割強､ただしマニュアルも

① ｢計画｣策定時の市民 (住民)ニーズ調査の方法は､回答のあった69自治体では､｢住民向けに独

自にアンケート調査十60､｢既存データで関連項 目を再整理し算定十23､｢介護経験者など住民グ

･ル-プからのヒンア1),ング｣23､､･r面接調査｣22となっ:{いる｡厚生省 ｢通知｣は､､要援護老人に関す

る調査は悉皆で､としている｡また､介護を必要とする当事者や介護者の要望を聞き取るには面接

は欠かせないと考えられるが､別の場面で把握できているのだろうか｡

② 町村で､｢住民グループからのヒアリング｣が22自治体中5と少なく､政令市では ｢既存デ⊥タ｣-

1使用が 6良治体中4と目立った｡前者について言えば､都市競操が小さく･ても行政と住民の距離は

'かならずLも近いわけではないとみるべ きなのか､あるいは､常日頃､住民と密接なコソタクT･が

とれているので､.改めての巨ア1)ングほ必要ない∴というわけなのか定かではない｡

③ l ｢計画｣.策定時の市民 -(住民)ニ｢ズ調査の方法の トップは､｢住民向けに独 自に-アンケ- ft調

査十をする方法であせた｡住民二一ズを把握しようという姿勢が見えるよ

問題はその内容である｡､厚生省は､｢通知｣の中の市町村老人保健福祉計画作成指針の 【別添】と

して､一般高齢者用 ･寝たきり等要介護老人用の高齢者ニーズ調査票を例示 している｡-多 くの自治

-L体では∴この調査票を基に手を加えて自治体の調査票を作成 しているとおもわれるが‥社会的欲求

､にまでなりえて七､ない個人的欲求への気付きを促 し､~ぜたこ潜在化して心､るニーズを顕在化させる

も'のとならているかが重要やあろう｡本調査からは探ることはできないが､そこに踏み込まないと

自治体の独自性は見えて こない｡
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一国表3,-3【住民ニーズの調査方法 (複数回答)

総 数- 71 云3. 5 60 23 22 2∴ 187

町 ■ 村 22 6 1. ~18 5 5 ●●● 1.59
- ~般 市 計 31 10 3 26ー 12 10- 2 197-.

10万未満 1年 6 2 13 6.. 4 1 194

県 .都 市 10. 3 1 9̀二. 4 -4 ..●●● 2.10

(3) ｢計画｣目標値の達成見込み (サービス種別)

- 10割以上達成の トップは特別養護老人ホーム､ついでショー トステイ､老人保健施設｡

10割達成が難 しいのは機能訓練､ホーム-ルプサービス､訪問指導

ここでは､各自治体がたてた ｢計画｣のそれぞれの施策の目標値が∴ どの程度達成できると思 うか

について聞いている｡選択肢は､｢10割以上達成｣｢9割 くらい｣｢8割 くらい｣｢7割.くらい｣｢6割か

それ以下｣である｡

① 人より施設､一保健より福祉サービスで高い達成見込み

71自治休のうち､半数以上あるいは半数の自治体が ｢10割以上達成できる｣としているのほ､･特

別養護老人ホーム (51･約 7割)､シーヨートステイ (48･約 7割)､老人保健施設 (43･･約 6､割)､r,デ

イサービス (35･約 5割)､養護老人ホーム･(34･約 5割)であり､施設系である｡-これらのサービ

スについては､｢6割かそれ以下 しか達成できないと思 う｣-という自治体は1̀割以下で､達成の度合

いは高いといえよう｡ただしヒアリング調査で明らかになったよう･に､養護老人ホームは政策上の

転換から､デイサービスは特別養護老人ホーム併設による建設の限界からか特別養護老人ホーム､

･ショー トステイ､老人保健施設虹くらべると達成度合いは低 くなっている｡ ･ゝ-.-

｢10割以上達成十が難 しいものは､機能訓練 At17･約 4分の 1);ホームベルグサこゼス,(22?･∴約

3割)､訪問指導 (27･約 4割)､老人訪問看護 (29･約 4割)で-..Jこれら､のサ.-ビスについては ｢6

割かそれ以下 しか達成できないと思う｣という自治体は､それぞれ19'(約 4.分の 1)(12･二(2割弱)､

9 (1割強)､.ll(1割 5分)となっている｡つまり､施設系に対し､人系である｡また､保健サー
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ビスの達成見込みが低 くなっている｡

次に､サービスごとに､都市類型別の特徴を見る｡

全体として

ホーム-ルプサービス

デイサービス

ショートステイサービス

機能訓練

訪問指導

老人訪問看護

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

老人保健施設

図表3-4サービス目棲値の達成の度合い (サービス種別)

(71自治体)

隙++++++++++++++++++i+1+++++虻 華 *++++++++Ⅱ+++++++++Ⅱ+++++++1 .6.9. 22.5 8.5 毎 4.2

隙+++++++++++++++++;+L1+++主点Ⅱ十十十++十十+++土工++1 牽きLHⅡ++Ⅱ土工+土工++ⅡⅡ++宮大工主立+上土++++++++Ⅱ1 _ .2.7 14.1 9.9 4.2

L宗主++++++++土工Hl 車 車ヾ 主点ⅡⅡ++Ⅱ1 .5.5 ･11｣3 ll.3 ｢ ll.3

L++L+++++++++JS津十十+++十十十立正1 -煎 瀧+主点土工Ⅱ黒点ⅡⅡ壮士+Ⅱ工十王工+1 .: .4.. 16.9= 1'8:5 9.9

L++++++基点S++Ⅱ土工+土工主点++正+++++++1 車車主点正Ⅱ正Ⅱ古土混晶ⅡⅡ記法基点Ⅱ主点Ⅱ1 8.5- 1,4.1 .8.5 ･:.●ー ■●●●■ 12.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% J90% 100%

② ホームヘルプサービス

達成見込み率が低いあほ町村である,～｢10割以上｣が 5(約2割)､｢6割かそれ以下｣が 7(約3

割)となっていろ｡市 ･県魂市 二政令市 ･A特別区町 半数以上の自治体が ｢9割以上｣の達成を見

込んでいるのにたいし､町村で ｢9潮 以上｣ の達成が見込まれるのは､ 7 (約 3割)である｡
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図表3-5-A サービス目標値の達成度合 (ホームヘルプサービス)

計 る10 で.̀9 せ8 セ7': ･か '6 NA
割 ･gSfl き割~き割 達割
以 るく るく る.く 威か
.■上 と_ら とら とら でそ:
･達 プ二思い 思い 思い き̀れ~.

で 逮 逮 逮 い下

( ..)'l内は% (100) (31) ･p(:17)∴ (23?. (.二9). p{--.llT)-_(∴4)■

町 村 2_2 5 冒.- .7,., 1. 千 ●●●

-1~0万未満 16. 4 4′- 3 ?A :i ,1.

_1.0万以上 ■15 .■.-6 2~ 4_ メ.I. 2_._ ●●●

政 ~令 _市_ 6~ 3 ●●● 十一 ●●● ■●●● 2

③ 24時間介護 ･緊急ケアシステム

24時間介護は厚生省のモデル事業実施が始まったのが､1995年度と日も浅 く､『計画』にはもりこ

まれてい奪い庖治体が多い｡そ,bため､無回答が44(約6割)にのぼっPTCいる｡緊急ケアシステム

については､r緊急ケアシステムそのものが自治体に痩透してしノ､ないか､あるい早まホーム{ルプサー

ビスの緊急派遣に代替されているのか､無回答が多く､44(約 6割)であった｡

図表3-5-Bサービス目標値の達成度合 (24時間介護)

計 - る10 で9 で8 で7 カ､6 NA.-以■ る く る､く~ ･るくン 威か
上 とら とら とち でそ .
′連 思い+- 患 い 患い~. きれ成 うは うは うは な以

き 成 成 成 し

総 ~数 71 6 ●●●●●● 2 ･1 18 44

町 村 22 ●●● ●●● ●●● 1 .lO ll

10万未満 16 1 ●●● ●●● ●●● 5 10

10万以上 15 _2 ●●● 1 ●●● 1 ll

県 都 市 10 1 ●●● 1 ●●● 2 ･6

政 令 ~ .市 -6 1. ●●● ●●● ●●● ●●● 5
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図表 3-,～-5TC･･tサ｢ビス巨棲値の達成度合 (緊急ケアシステム)

計 ･る10_ ･.で'9 ∴L.で~8 で 7 カ､6 NA
割 . き割 p き割 き割 ･達割.
以 ..るく るく るく 威 か
上 とら- とら とら-. で̀そ
_逮 __.思い 二 思い 思い きれ
成 ーうは うほ うほ な以
で . 逮 - 逮 - ･連 い下

町 l村 22 +.-+I ･L2. ●●● i 9 てlo

｣ .般 市 _計 31 3 ●●_● ●●● 2 61 :20

･10万未満 三11J6 1 ●●● ●■●● -1.. 5. 9

:.I.i_0万以上 :15 2 ●●● ●■● lJ 1 '‥11

汲 令 南 6 .●●● ●●● ●●.● +i+ ●●● 6

④ デイサービス

･都市頬型にかかわらず､｢10割以上達成｣は5割程度である.デイサービスセンターは､おおむね

中学校区に 1.カ所の設置がめざされている｡これまで､デイサービスセンターは.､特別養護老人

ホームへの併設型が主流であった｡ところが､特別養護老人ホームは広域対応であるため､併設型

では 『計画』どおりにデイサービスを実施することは難しい｡達成しやす くするには､単独型のデ

イサービスセンター⊥実施の環境整備が必要である｡

新ゴール ドプラ=.ンから､老人保健施設でおこなわれるデ十 ･ケアや､一般病院 ･診療所等でおこ

なわれる老人デ十~･ケア等も併せて､デイサ⊥ビスの計画目標値に算入して良いとなった｡各自治

体の 『計画』をみ,ろと∴デ木 iケアを 醜記して算入しているところもあれば､デイ ･ケアには触れ

ていないものもあ:り､ディザ ⊥ビス実施の認識がバラバラのように見える｡デイサービス ･デイケ

ア ･老人デイケナについては､人員配置や運営費の出所や自己負担額など相違点も多い?数合わせ

の前に∴内容の検討が必要ではないだろうか｡
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図表3-5-D サ⊥ビス月模値の達成度合 (デイサ⊥ビス)

計 る10 で̀ .9 十で 8 で ケ カi6 NA
割 l:き割--_ き割 き割 ･達割
以 .二るく るく る､く 威か
上 .とら とら とら. で~そ
逮 - _~思い 思い 思い _きれ
成 ,. _うは うは うほ な以
で ヽ 逮 逮 い下

- _般 市 ~~計 51 16- ー2 5 ･3/ -4.-.:I 1

10万未満 16 8 -●●● 3.. 二1. -.3 1

政 令 市 6 4 ●~●● ●●● ●●● ●●● 2

特 ~別 区 2 ●●● ..1 1. ●●■. ●●● ●■●

⑤ ショー トステイサービス

人口10万人未満の市で ｢10割以上｣が16自治体のうち14(約 9割)と高いが､/おおむね先に見た

ように達成率は高い｡なお､ショートステイのベッドが準備ざれる場所は特別養護老人ホ十ムに限

らずこ老人保健施設での計画もすすんでいる｡

図表3-5-E サービス目標値の達成度合 (ショー トステイサービス)

計l- 畠io で 9 で 畠 で'-'7 嘉ゝ p6 NA以 . るく~ る く る くL. 成か
上 とら とら とら でそ
逮 思い ~思い .思い きれ
成 . うは うは うは な以
で 逮 . ヽ ヽ い下

き ･成 成 .成.㌔ し

紘 .-■数 71 48 ll 3 3 2 4

町 村 . 22 ･.14 4 1 1 1 1

- _般 市 計 31 23. 3 1 2 1 1

･10万以上 15 9. 2 1 2_ 1 ●●●

県 都 市 _ 1.0 6 3 1 ●ー● ●●● ●●●

政 令 ■_市 6 4 ●●● ●●-● ●/●● ●●● 2

特 別 区 . 2 -1- 1一 ●●● ●●● ●●● ■●●●
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⑥ 機能訓練

調査対象の少ない特別区を除けば､｢10割以上達成｣は､町村 6(約3割)で高い｡∵しかし町村で

は､｢6割かそれ以下｣.も7(約 3割)と､全体として達成見込みは低い｡県都市で､｢9割以上｣が

7 (7割)で比較的高 くなっている｡

図表3-5-F サービス目標値の達成度合 (機能訓練)

計 .る10- ･で 9_ で.8. で 7 カ事.6-㍗ NA
I_i とち .とら とら でそ

成 J うは うは うは な以
で ヽ - い下
き 成 成 成■ し

( )_内は% (10_0). (24). (16) (ll) ･(ll) (27) (ll)

10万未嘩 _16 3 _~3 ■●● 畠_ 5 2

10万以上 15 4 2 ◆2 1. 3 3

県.~ 都 .市 .. 10 2 5 1 ●●● 1 1

政 . 令 二_申 6 _1 ●●● ●●● 1. ..2.. 2

特 別 p.'k 2 1 ●●● ●●● _■●●● 1 ●●●

⑦ 訪問指導

調査対象自治体の数は少ないものの､政令市で､｢10割以上｣4(約7割)と達成見込みが高い｡

図表3--5-G■サービス目標値の達成度合 (訪問指導)

計 _るTio セ 9 セ 8. で 7 か ~6 JNA
刺 _ き割__ せ割 き割 達割
以 る~く る_く二 る~.く 威か
上 とら とら とち でそ
逮 思い .思い 思い きれ
成. うは うほ うは な以
で ヽ - ヽ い下
き 成 成 成 し

~総 数 71 27 10 12 6. 9 7
( )内一事% (100) (38) (14) (17) ( 9̀) .(13) _(10)

町 村 22 8 3 3 :3 4 1

一 般 ,高 計 . 31 12 3 6_ 2 5 -3

.10万未満 16 7 -ー2 ~2 2 1 2

10万以上 15 5 1 4 ■●● 4 1

政 令 市 6 4 ●●● ●●● ●●● ●●● 2
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⑧ 老人訪問看護

町村で達成見込みがたっていない｡｢10割以上｣が 4 (約2割)､｢6割かそれ以下｣ が 7 (約 3

割)である｡.ただし､老人訪問看護は老人保健法で規定された老人訪問看護ステーショ∵ソにより実

施されるものであるが､一般病院や診療所からもいわゆる訪問看護は実施されているので､ 目標値

達成の見込みの低い自治体すべてで訪問看護サービスが薄いともかざらないのである｡

図表3-5-H サ⊥ビス目棟値の達成度合 (老人訪問看護)

計 1.る10 -でp9. で 8 で.:.7 カゝ 6 NA
割 'pや割' き割 き割 達割
以 るく るく るく 威̀か
上 ∴ とら とら とら. でそ
逮 思い - 思い 思い きれ1
成 ~う は うは : うーまL な以
で ヽ ヽ ヽ い下

総 数 . 71 29 6̀ io l6 ll 9

1~町 p:村 ･42 4 1 ■3 年 7 3

10万未満‥､ 16 ･■9 2. ●●● _.2 -ー2- 1

′.10ー̀万以上 15 7 二2 2 ●●● 2 2

⑨ 特別養護老人ホーム

｢10割達成｣は県都市で8(8割)と高 く､町村で14(約6割)､政令市で4ー(約6割 5分)､特別

一区 1(5割)と､やや低い達成見込みである｡特別養護老人ホームの建設については､とくに都市

部の地価高騰による土地毎確保の困難性が指摘されでいる｡
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図表 3-5-1サービス目棲値の達成度合 (特別養護老人ホーム)

計 るld で 9 で 8 -せ 7- カゝ 6 N.A
.割 き割 き割 き割 . .達割
以 ＼るく.-. るく I,るく■ ･成か
上 とら とら とら でそ

成 うは うは うは な以
で ヽ - ヽ い下
き 成 成 成 し.

総` ･わ 51.A ll 2 2 二1 4

二_こく で-)軸 五% .- (100)-.- (-_72) (_16) (.-3). (.3) ( 1) ( 6)

町 子 村∴. 22-~二 14 5:. 1 ●●● 1 pl

1;二=:.9:方未満:L 16 二13 i.. 1 ●●● ●●● .1
1.I.0万以上':L 15 pli 31 ●●● 1 ●●● ●●●

県 L-譲 * ･1.0 -.8 ? +:44 ●●● ●●●. ●●●

⑲ 養護老人ホーム

町村と政令市で達成見込みがひくく､｢10割以上｣はそれぞれ5(約2割)‥1(約 1割5分)であ

る｡しかし､養護老人'Jiト ムについては､特別養轟老人示一旦とケラ-ウス等に2分化されつつあ

り､『計画』は建てたものの達成することにとまどいがあるよう転もみうけられ､無回答も町村 7

(約3割)､政令市 5 (約8割)､特別区2 (10割)となっている｡

図表3-5-Jサービス目標値の達成度合 (養護老人ホーム)

刺 き割 き割 ..き書け 連割
以 ~ るく- るく' ろくJ ･威か
上 とら とら とら でそ
逮 思い 思い . 思い: き.れ.-
成 うは うは . うは な以
で . -､達 .ヽ :逮 い下 .1
き 成 成 成 し

･庭 . -巌 ∴ 71 ~~3°4 6 2■ -i -17 2̀1

十 ∴ -):..埋 草.:堪 ､T, (.loo) (48) (I/.9) (_3). ( 1).. (10) :(30)

+ 鹿 市 ∴計 31 21 2. 2 ●●● 1 5

10方未満 16 ll 1. 2 ･●●● ●●● 2

卜10万 以上 15I. 10 ･1 ●●● ●●● 1 3

東 廃 車 - 10 7 i ●●● ●●● ●●● 2

I.--政 令 上市- 6 1 ●●● ●●● ●●●◆ ●●● ･5
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⑪ 老人保健施設

割)､埠令市で2 (約 3割)､市は27.(約 9割)､県都市は7 (7割)である｡施設については､都市

部では地価の問題があり､町村では､実施主体があるかどうかにかかっていると言えよう｡

図表3-5-Kサービス目標値の達成度合 (老人保健施設)

刺 き割 ■ き割 gSLfj:/: 連割-
以 るく.. るく る く ･.威か'

■達 思い 思い 思い 1きれ .

で. ヽ 逮 逮 .. い̀下'■

き .* 硬- 輿 . L;

組 数 71 43 ■ー4 4 2-.: i-二6 ∴12

一 般 市 計 31~ 27 1 1 1 ●●● ~1

~1,0万未満 16 14 ●●● 1 ●●● ●●● 1_

10万以上 1.5 13 1 ●●● 1 ●●● ●●●

県 都 市 10 7 1 ●●● 1 ●●■ i

(4) ｢計画｣全体の達成見込み

- 10割以上は1割∴7割 (以下)が2割

サービス種類ごとの計画目標値達成度合いについてみてきたが､それぞれの自治体は全体として

｢計画｣がどの程度達成できるとみているのだろうか｡｢10割以上｣が7(約 1割)､｢9割くらい｣が

27(約4割)､｢8割くらい｣が22(約 3割)､｢7割くらい｣が10(約 1割 5分)､｢6割かそれ以下｣は

3自治体であった｡約半数の自治体が ｢9割以上｣､約 8割の自治体が ｢8割以上｣の達成を見込んで

いるといえよう｡都市類型別にみると､町村と人口10万人未満の市で計画自標値の達成見込みが低く

なっている｡｢計画｣全体の達成見込みと各サービスの達成見込みは､かならずLも相関してし.,ない自

治体もみうけられる.町村 gの場合は､個別のサービスの達成度合いはIザ れも ｢10割以上十である

ものの､全体の達成度合いは ｢6割かそれ以下｣と回答している｡｢たとえサ｢ビスが準備されても市

民がそれだけ利用しないだろうから｣ という担当者の判断がそこにはあった∴質問の章図とは少しず

れてしまうのだが､担当者の率直な `̀感じ''が回答にあらわれているといえよう｡しかし､亘-ビス

提供がニーズを顕在化することや､いっそうの情報挺供の必要性という要素が判断の材料に含まれて

いたかどうかには疑問が残る｡
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図表 3I6 計画全体の2000年時点での-達成見込

計 tl)+ (畠) (3) (4) (由 -N .A以.. るく るく るく 威か

:逮. 思い 思い←二 .̀思い きれ

◆で. ヽ - -い下

早 -堺 ･坪 革 Ll

･ー総 - 数 _71. ケ､ 27 2~2 -10-, 3 -,J2
( )内昧% (lop) (､10) ∴(甲) (..3.1) (14) (.....:.4), ( ?)

二 般 市 .計 31 3 13ー ∴9- 6 ●●● ●●●

1二0万未満 ~̀ 16°~ 1- 5 I-6 I-4 ●●● ●●●

1.0万以上 -15 2 L.8 ･p3- ･.2-P. ●●● 一′●●

(5) ｢計画｣が達成できな′い理由

二 二財政にゆとりなし約 8割､マンパワーが確保できない5割

① 第 1位はゆとりのない財嘩

在宅介護サービスや施設サービス等のサ｢ビス目標値が達成できないと考える自治体にその理由

について聞いたところ､ー第 1位に44の自治体 (約 6割､達成できる自治体を除けば約 7割)が ｢財

政にゆとりがない｣と回答している｡つし.､で ｢マンタ下ワ-が確保できない｣9.(紳 I劃)､｢､その他｣

9(約 1割)である｡｢財政にゆとりがない｣とい~ぅ回答をあげためは､都市類型でみると､特別区 2

(10割)､町村16(約 7割)､人山 0万人以上の市11(約 7割)となっている｡顔令市で転 施琴サービ

ス達成見込みでみたとおり､2自治体 (3分の 1)が ｢用地が取得できない十を爵 1位としている｡

② 財政と人がネック ､

次に､達成できないと考える理由を3つ選択してもらった結果をみると､｢財政にゆとりがない｣

55(約 8割)､･rマンヤ ーが確保できない｣36(約 5割)､｢専門職虹人材がこ､ない｣20(約 3割)､

｢企画 ･立琴 ･実行する人材が不足｣･丁用地が取得できない上17(約 2割)となっている｡

町村ほどの項 目についても回答率が高く､｢財政｣19(9割弱)､｢マンパワー｣14三(約 6割)､｢専

門職｣･･･｢企画 ･立案 ･実行する人如 :10(約4割5分)で､とりわけ ｢専門職 ･人材不尽Ⅰが特徴

的である｡都市規模の小さい自治体の特徴であるともいえよう｡これに対 し､人口10万人以上の市､

県都市､政令市､特別区七は .｢用地｣.がネッ_クとする回答が目につく｡それぞれ 4 (2割 5分)､4

(4割)ト3(5割)､卜(5割)である｡全体としての一､財政やアンパワー問題-の対応とともに､

小規模自治体での専門職や人材の確保､都市部での効果的な土地利用システムが必要である｡
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図表 3-8･サービスが達成できない理由 (3つ選択)
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(6ト ｢計画｣の目棲値と ｢計画｣達成見込みの関係 (サービス種別)

- 明確な関連はない

(8) N

① ここでは､｢計画｣にみる目標値と ｢計画｣達成見込みの関連について､在宅 3本柱 といわれる

ホーム-ルプサービス､デイサービス､ショートステイ及び施設サービスである特別養護老人ホー

ムについて見てゆく｡すでにみたように､各サービスの達成見込みは自治体により様々であった｡

そこで､たとえばサービスの目標値が高すぎて ｢計画｣の達成ができないのか､目標値を達成可能

な範囲におきめたので達成見込みが高いのか等､一歩ふみこんで見てみよう｡

② 図表 9ほ､それぞれの自治体の ｢計画｣から目標達成年のサービス目標値を抜き出し､ホーム-

ルプサービス､特別養護老人ホーム､シ ョー トステイについては高齢者1,000人あた りの人数

(ショートステイはベッド数)､デイサービスについては 1施設あた りの高齢者数に換算 したもの

である｡目安としてゴール ドプランと新ゴール ドプランの目標値を載せた｡

高齢者1,000人に対するホーム-ルパー数 (常勤換算)では､新ゴール ドプランの4.1人 (目標数

は17万人と記されているが､担当課の話では常勤換算すると8万9,000人とのこと)を上回る自治

体と達しない自治体はほぼ半々である｡高齢者1,000人に対する特別養護老人ホームでは､新 ゴー

｢83-



ル ドプラン13.4人を上回る自治体が約4割､達しない良治体が約 6割である｡'高齢者1,000人に対

するショー トステイでは､新ゴール ドプラン2.8床を上回る自治体 4割弱､達しない自治体が 6割

強となっている｡デイサ丁ビス 1施設あたりの高齢者数では､新ゴール ドプランの1,276人を上回

る自治体は少なくて約 1割､達しない自治体が約 9割である｡ ゴール ドプランでみると､ 目標値

2,170人に対しi上回る自治体と達しない自治体が約半々である｡

③ 図表10-13は､ヰ-ビス毎に計画目標値と達成度合いをみたものである.

ホーム-ルパ丁についてみると､目標値の高低と達成度合いの相関は見られな七､｡それぞれの達

成度合い毎の自治体数は､ほぼ半々である｡

特別養護老人ホームでも同様である｡むしろ ｢10割以上達成｣の自治体のうち新ゴール 下プラン

目標値に達しない自治体が約 6割弱なのに対し､｢9割 くらい達成｣の眉治体りうち新 ブール ドプ

ラン目標値に達しない自治体が約 8割となっている｡

ショー トステイをみても､目標値が相対的に低めであっても達成見込みが低い自治体もある｡

デイサービスについては､自治体の目標値の9割が新ゴール ドプラl/の目標値を下回っていたわ

けであるが､傾向として､目標値の高い自治体ほど達成が難しいと回答している｡ただし､豊能町､

三朝町､浜益村､国分寺町のように､目標値が高 くても ｢10割以上達成｣という自治体もある｡

このようにサービス目標値と達成度合いに相関がみられないのはなぜだろうか｡考えられること

の 1つは､目標値の根拠のあいまいさである｡目標値は国の提示 した参酌すべき標準と自治体の

ニーズ調査等によりきめられたもののはずだが､ほとんどの ｢計画｣ に目標年までの財政計画は

載っていない｡このことと関連するが､もう1つは､各自治体の政策の優先順位の問題であろう｡

そしてそこに､マンパワーの確保や用地取得という具体的課題が付け加わる｡ただ､検証が必要な

こともある｡｢計画｣策定時のサービス量と月標年のオービス量の関係である｡一一気にサー･ビスを充

実する場合には無理が生ずるであろう｡
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図表 3-10･ホームへル/i-の目棲値と達成度合い
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図表3･Tl圭 特別養護老人ホームの目棲値と達成度合い
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図表3-12 ショー トステイの目標値と達成度合い
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図表 3-13デイサービスの目棲値と達成度合い
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(7)達成見込み10割自治体と7割 (以下)自治体の特徴

- ばらつきもあるものの､｢計画｣達成の難しい自治体は目標値が高い傾向

① (6)では､サービスの種類別に計画目標値と達成見込みの関連をみた｡新ゴール ドプランのサービ

ス目標値を目安に検討したところ､サービス目標値の高低にかかわらず､達成見込みのたつ自治体

とたたない自治体が存在することがあきらかになった｡

(7)で畔､全体としての達成見込みが ｢10割以上｣の自治体､｢7割くらい｣｢6割かそれ以下｣の自

治体をとりあげ､在宅福祉の3本柱 (ホーム-ルプサービス ･デイサービス ･ショートステイ)と

特別養護老人ホームについて､計画目標値を見ることにする｡

図表14は､新ゴール ドプランのサービス目標値を100として､各自治体の目標値を換算したもの

あらわしている｡達成度合い ｢10割以上｣の自治体は7つで政令市 2､県都市 1､一般市.4､町村 1

であるが､4サービスすべてについて ｢10割以上｣達成見込みと回答しているものの､鳥取県倉吉

市を除いてほぼ新ブール ドプランの枠内におさまっているのがわかる｡とくにデイサービスの目標

値が低い｡

達成度合い -｢7割 くらい｣の自治体は10で､一般市 6､町村 4である｡各サービスの達成見込み

を見ると､ホーム-ルプサービスの場合 ｢6割かそれ以下｣の自治体 6､｢7割くらい｣2であり､

デイサービスでは ｢6割かそれ以下｣の自治体 3､｢7割くらい｣ 1､｢8割くらい｣ 3となってお

り､この2つのサービスの達成見込みが低いこサービス目標値ではばらつきはあるものの､新ゴー

ル ドプランの枠内にすっぽりおさまる山形県酒田高 二手中奈川県小田原市 ･茨城県関城町以外は､新

ゴール:tJ'プランに比べて目標値は高く､とりわけ新潟県山辺町 ･新潟県紫雲寺町 ･栃木県大田原市

で高い｡

達成度合い ｢6割かそれ以下｣め自治体は3で､すべて町村である｡ホームベルプサービスの場

合丁6割かそれ以下｣ の自治体 2､デイサービスでは ｢6割かそれ以下｣の自治体 1､｢7割 くら

い｣1である｡サービス目標値は達成度合い ｢10割以上｣の自治体にくらべても低いとはいえない｡

｢計画｣達成の難しい自治体の規模は比較的小さく､そのサー豆ス目標値は ｢10割以上｣の自治

体にくらべ決して低 くはないこと､ホーム-ルプサービスの目標値はそれほど高めではないにもか

かわらず達成が困難であること､デイサービスの達成が難しいことが明らやゝとなった｡

② ｢計画｣におけるサーゼス目標値の全体としての達成見込みを押上下げているもう1つの要素

は､機能訓練 ･訪問指導 ･老人訪問看護という保健サービス柾ついて達成の目途がたたないことに

ある｡サービス目標値を無視すれば､｢計画｣｢10割以上｣達成の7自治体はこれらの保健サービス

についても､ほんの1部の例外を除いて ｢10割以上｣達成と回答している｡それに対し､｢7割くら

い｣｢6割かそれ以下｣の自治体計13自治体では､機能訓練 ･訪問指導 ･老人訪問看護それぞれにつ

いて ｢6割かそれ以下｣｢7割くらい｣をあわせると､7･6･8である｡
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図表3-15サービス目標値と達成度合い (高い自治体 ･難しい自治体)
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3.高齢者福 サービスへのアクセスの状況

(1) 高齢者福祉サービスへのアクセスとサービスのコーディネー ト

前項では､高齢者保健福祉計画をめぐる状況について見てきたが､以下では､その他の事項につい

て､自治体がどのようにアクセスを保障しているのかについて見てみたい｡-調査項目･としては､高齢

者福祉に関するニーズがどのように充足されているのかを考える観点から､サービスの内容について

具体的に質問している｡例えば､-地域住民が何らかの福祉サービスを受けようとするときに､まず訪

れるのは役所の窓口である｡したがって､地域住民に'とってアクセスが保障されているのか否かを判

断するまず最初の関門が高齢者福祉サービスの窓口なのである｡

まず､この ｢窓口｣について､調査対象71自治体の内､66自治体が高齢者福祉サービスの窓口をつ

くっていると答え､J･町村についても窓口がないのは20自治体中､4自治体にとどまっている.

しかし､問題はこの ｢窓口｣が､どれだけ地域住民のアクセスを保障七､かつ利便性の高いもので

あるのかということである｡現実には､高齢者問題は､福祉のみの問題にとどまらず､保健 ･医療の

問題と一体であることは疑いの■ない事実であり､-現在の福祉行政がそう-いった方向で動いてきている

ことは明らかである｡

図表3-16高齢者サービスへのアクセスの状況

高齢衰福祉サ■⊥七大の窓口 福祉と保健 .医療め相談を′-福祉サ⊥どよたつtl､て個々 高齢者福祉す⊥ビスた対す
をつく.''てV_､るか 一つの森口で受け付けてい の資格者に直凄配布してい る特別の苦情勉理恵口 (機

･~るか - るか ･開)...昧あるか.

五 ~- いる ト､･なし､- 甲.∴A ー∴計 し十･る い-なし､ _NA ? い･J1る い .･Jpこな.い _N-A 計,二 I､_る tヽなしヽ 甲 .I･A

1給 ~ 数 71 66 5 ■●●●●● _71 -29 ･4畠､ ●●●●●.●. 71 ､.25■ 46 ●●●,l44+ ナ1 4 66 -1

町 村 22 18 4 ●●■ 22 7 15 ●●● 22 6 16 ●●● 22 早-+20 ●●●

1_0万 兼 帯 16 16 ●●● ●●● 16 8. 8 ●●● 16 -? 7 ●●● 16 ●●● 16 ●●●

痕 壷 市 10 pp9- 1 ●●● lb 1- 9 ●●■ ld 2 8 ●●● io ●●● 10 ●●●

政 令 市 6 6 ●●● ●●● 6 4 2 ●●● 6 3 3 ●●● 6 1 5 ●●一

特 別 区 2 2 ●●● 2 2 ●●● 2 2 ∴.●●● ●●● I_:2 1 +l..i+ 4++1
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確かに､調査対象自治体の9割以上が高齢者福祉サービスの窓口を備えてはいたが､ここに､そうし

た総合的な高齢者問題への対応を求めるアクセスが可能かと問われると答えは否定的である｡ しか

し､福祉と保健 ･医療をひとつの窓口で受け付けているかという設問に対し､42自治体は ｢いない｣

と答え､都市類型別で見ても卜｢いる｣とい う答えが半数を上回っているの-ほ政令市のみである｡ノこの

ことは､福祉 ･保健 ･医療の一体化が未だ進んでいないことを物語っているといえよう｡

苦情処理窓口の設置についてはさらに状況は悪く､＼設置している自治体はわずか4自治体であり.､

ほとんどの自治体が地域住民からの苦情を専門に受け付ける窓口をもっていないことがわかる｡もち

ろん､苦情処理が受け付けられていないというわけではなかろうが､地域住民から見たとき､気軽に

相談や苦情を持ち込める窓口が設置されているかいないかは大きな問題である｡いわゆる ｢たらい回

し｣を避け､住民のニーズ中こ即応することが可能になるためにはこうした ｢窓口｣の整備が重要な課

題となろう｡

一方､ほとんどの地域住民にとって役所は遠い存在であり､深刻なニーズが生じなければ出かけて

いきたくない場所であるというのが実状であろう｡したがって､-そうした地域住民に対して､サービ

スの内容を紹介七､積極的な利用を求めることも必要である｡実際には､自治体の広報活動等によっ

て地域住民に福祉政策の内容について知らせている自治体が多いと思われるが､サービス受給資格が

生じた高齢者に対して､その旨を知らせ､サービスメニューを提示していくことが望ましい｡ノーマ

ライゼーションを進める視点からも､福祉サービスを受けることが一般的なことであることを知らせ

るという意味もある｡しかし､これについても､半数以上の46自治体が ｢いない｣と答え､地域住民の

アクセスを促進していこうという体制が十分に整備されていないことを示している｡

一方､高齢者福祉サーギス提供のたやの総合的な窓口や設置問題とも関連するが､そうした窓口で

相談を受けても､それを把握し､総合的なサーLliltス供給を行うためのコーディネートをしたり､個々

のサービス提供の現状を把握するソ∵シャルワ･-カーなどの職員配置が必要となろう｡市について

は､規模に関わらずそうした役割をもうた人材を配置している自治体が､そうでない自治体を上回っ

たが､町村では反対に配置していない自治体が多く､小規模町村での専門的な人材の確保の難しさが

表れている｡

こうし長点から､地域住民に高齢者福祉サービスを供給する長めのアクセスをより円滑にするため

には､高齢者問題についての総合的な窓口の設置とサービス供給コーディネーター､ソーシャルワ-

嘉一浸よる高齢者福祉サービスの総合的で適切な供給メニューの作成が行われるべきであろう｡ま

た､地域住民のニーズは多様であるかち､そうしたメニューが自ちの状況に適合しない場合や､ニ

ズの一層の充足を求める人々の声に答えるための､専門的な苦情恵口の設置もあわやて進められる必

要があるだろう｡

(2) ホームヘルプサービス

ホーム-ルプサービスは､在宅ケアが高齢者福祉の中心として注目されるなか､その充実がもっと

-94-



も望まれでいるも甲であるi声音の華人保健福祉計画中の施策達成見込みでは､:全体の70%の自治年

で目_標の7割以上を連銀でき､ることが報告されているが､目標自体がどの程度現実のニーズを充足し

ているのかとLL､-う串や､月祝祭月お-よミび緊急時の-ルパー派遣が可能かなどに?ト､ても検証してみ.る

必要があろう･｡

日曜祝祭日や 9時から5時以外の､いわゆる公務員の勤務時間外であっても､在宅介護が必要であ

ること暗いうまでも･ない｡しかし､.現実にはそうし.J=時間外の-ルパー派遣が十分に行われていると

はいえないといわざる凍 えない｡′全体では､半数近い34自治体で時間外での派遣が行われておらず､

町村については､時間外派遣が行われているのほ調査団体の 1割強にすぎない結果となっている｡反

対に県都市､政令市､特別区といった都市部では､時間外にも↑ルパー派遣を行っている眉治体が多

数になっている.これは､核家族化や女性の就労などが進む大都市部で､そうした派遣のこ丁ズが高

まっていることに対応していると思われるが､今後､町村部においても同様の弾力的な運用が求めら

れていくであろう｡

図表3-17ホームヘルプサービスの状況

日曜祝祭日の派遣や9時か いつも派遣してし､るケ-ス 現在派遣していない場合や ホ⊥ム-ルバ｢ (衰事援助 ホーム-ルj<- (介護支援

-の派遣を行っているや､ しているか 階でも､緊急時には-ルバ 単な入浴介助等を業務内容 単な入浴介助等を業務内容
-を派遣するか にふくんでいるか にふくんでい声か

ー( )内は% L(◆109) (52) (48)I (†oo) (82) ･(18) (lワo) (68)._(3I) (1) (100) (51)(44) (3) (100) (97) (3)

町■ 村 22 3 119 22 17 5 22 14 8 ●●● 22 16 5 1 22 20 2 ●●●

一 般 -市 計 31- 19 .12. _31. 29 2 ･31 p2? ,9 ･-.31- 16 14 1 3I1 写1

10万 以上 15 9 6 15 ■15 ●■● -15 12 3 L.15 7 -7 1° 15 15■ ●■●

県 都 市 10 8 2 10 7 3 ●●● 10 6 3 1 10 3 7 ●●● 10 10 ●●●

また､通常の-ルパー派遣時間帯以外の時に緊急事態が発生し､-ルパー派遣を要請する場合も十

分に考えられる｡.こうした緊急時-の対応についてi羊､全体の 8割が派遣をしていると答 え､一定

---メを満たしていること申うかがわれる｡さらに､現在派遣を行っていない場合や､派遣中革を出

していない段階での緊急時の-ルパー派遣についても､ 7割近い自治体でこれに対応してヘルパー派

遣を行っている｡したがって､緊急時での-ルパー派遣については､r対応可能な自治体が増えてきて
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いるともいえる｡しかし､実際には､｢緊急｣ という場合に､どの程度の状況を自治休が認定して､ヘ

ルパーを派遣し七くれるのかという問題がある｡本人や介護者の事故や急病の場合が想定されている-

のは当然であるが､現実には冠婚葬祭や急な外出など､その理由は多様なものであろう｡どのーような

場合を ｢緊急｣ として認めるのかが問題となる｡現実には､介護者の負担を軽減し､在宅介護を充実

するためには､｢緊急｣ の場合を広く考え､対応していく必要があるだろう｡

ところで､-ルパーが派遣されても､どのようなことをどの程度してもらえるのかという不安は､

地域住民につきまとう｡本調査によれば､介護支援型ホーム-ルパーの場合で体位交換や清拭､簡単 ′

な入浴介助等を業務内容に含んでいる自治体は71のうち69となっており､ほとんどの自治体でそうし

たサービスが提供されていることがわかった｡今後､そうしたサービスが本当に地域住良め二一ズを

充足する形で提供されているのかをよ■り具体的に検証する必要があるだろう｡

(3) デイサービス ･デイケアサービス､ショー トステイ

在宅介護支援がホーム-ルプサービスを基本に行われるとしても､在宅の虚弱老人および寝たきり

老人などに対する､適所による健康チェックや日常動作訓練 ･入浴サービスや給食サービスといった

デイサービス ･デイケアサービスといったサービスが提供される必要がある.

こうしたダイサービス ･デイケアサービスを受けるのに､どの程度の ｢待機｣を覚悟しなければな

らないのか｡老人保健計画の達成度においては､これも全体の7割が8割以上の達成見込みを掲げて

いるが､現状では､･:調査対象車3割の自治体で待機者がいると答えており､特に､政令市 ･特別区と

いった大都市部では､待機者のいる自治体がほとんどで､ニーズが増大している大都市部での施設整

備の立ち後れが目立っている｡

待機者がサービスを受けられるまでの日数は､平均で35.2日となっており､最高で､特別区のよう

に180日もの待機を余儀なくされる例もある｡特別区を除けば､人口規模にかかわらず､およそ20日～

40日の間､待機を覚悟しなければ､サービスを受けることができないこととなる｡これにサービス受

付から提供までに要する平均日数11日を加えると住民はデイサービスを利用しようとすれば､ 1カ月

から2カ月の日数を待たなければならないこととなるのである｡

こうした現状である,ので､サービスを受けることを希望しても､決められた日数を超えてこれを利

用することは一層難しくなっている｡とくに待機者を抱える大都市では､この憤向が顕著である｡

また､痴呆やおむつ使用の場合にもこうしたサービスが受けられるのかという問いに対してほ､い

ずれも容易にできるとした自治体が85%に上っており､起座のとれない人の場合でも69%がサービス

を受けられる｡

したがって､待機者の問題や利用期間延長に課題は残しながらも､痴呆やおむつ使用､起座不能と

いった事情のある場合については､デイサービスを利用して在宅介護支援を行う体制がとれつつある

ということが本調査からうかがわれるであろう｡

一方､デイサービスと同様に在宅の要介護老人の介護者が､一時的に介護ができない場合に､特別
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図表 3-18デイサービス､デイケアサービスの状況

平けデー均かイ 老 デ( イ 老デ高し(■ヽ齢 蔓 鼠 .
日らサ 人 サ 人サ老 け か

(供 ビ ど ビ人 時 サ
日まス. ス . ネ当 間 ._.I

)で受の付 ~ ..蛋 得た･機り ( どB ス.

.うち最大値 . 30-｣0 ･1,342 5.8. .1.80

うち最小値 0.P 5 0.3. ･0.

町 村 8.5 25.0 5.8 34.3

1d 万 未 満 ll.0 10.5 1.3 22.7

10.万 ,以 上 13.1 L51.0 1.1 -21.8-

廉 都 市 13.2- 67.8 1.1 42.3-

~琴 令 ー 市 12.0 1,342..0 3.5 30.0

養護老人ホームまたは養護老人ホームで介護または養護する制度がショー トステイであるが､この制

度の充実如何も､在宅介護支援にとっては重要である｡在宅の高齢者を抱える介護者の負担は大 き

く､短期であっても高齢者を預か り介護する制度は､不可欠である｡

ショー トステイは原則 7日間の利用期間とされているが､多 くの場合状況に応 じて利用期間を延長

している｡本調査でも96%の自治体が利用期間延長を認めている.｡これは､ショー トステイサービス

を提供する施設の整備が比較的進んでいることによると思われる｡ただし､こうしたショー トステイ

サービスが施設サービス待機者の受け皿になっている可能性もあ り､本来のショー トステイの意義を

果たしているのかも検証 してみる必要があろう｡

シ計'- トステイの場合も､デイサービスの場合と同様に､痴呆､おむつ利用の要介護老人が比較的

容易にサービスを受けられる自治体がほとんどである｡とくに､全 く出来ないと答えた自治体は 1つ

もない｡ただし､バルーン ･カテーテルといった医療器具を使用 している高齢者については.･ほとん

どサービスを受けられない自治体もあ り､容易にできる自治体は全体の42%にとどまっている点は今

後の課題である｡
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(4) 食事サービス ･入浴サービス

在宅の要介護老人に対して､一食事サービスや入浴サービスを提供することも重要な在宅介護支援で

ある｡食事サービスの場合､独居老人のみならず､家族と同居している場合でも必要な例が多く､質

が高く利便性のあるサービス提供が求められるであろう｡

現実には､食事サービスの提供は63%の自治体で昼食に集中しており､それは自治体の規模にかか

わらず同様となっている｡また､家族がいてもサービスが受けられる自治体も38%にとどまってい

る｡食事メニューについても､選択できない自治体がほとんどで､メニ了ユー選択のできる自治体は調

査団体中わずかに 1自治体となっている｡

図表3-19食事サービスの状況

家族がいでも配食サ｣ビスが受けられるか- メ≠i-は選択できるか メ.ニi-は選択できるか

計 紘し､ し､し､･え NA 計 .紘し､ しヽし､･え ー･N.A- l計 2_種類から-選べ _る ら多選数ベ中るメ-■ユIや NA

総 凌 71 27 30 14 71 1 58 12 1 1 ●●●●●● ●●●●●●( )内は% (100) (38) (42) (20) ･(100) (1) (82) (17) (100)(100)

･町 . 由 22 6■- lb ++6 2岳- ●●● 16 6p ∴0●●● ●●● ●●●

- 般 市 計 31 15l ll 5 .31. ･1 p26. 4. I. 1 ●●● ●●●

_10万 未 満 16 8 6 2 16 ●●● 1岳 1" op●●● ●●● ●●●

県 都 市 10 4 5 1 10 ●●● 9 1 1.0●●● ●●● ●●●

これらのことから､食事サービスについては､現状ではきわめて定型的な形でしかサービスが提供

されておらず､ニーズの多様化に対応できていない現状がある｡

一方､入浴サービスについては､入浴設備をもった車両などによるサービス提供も考えられるが､

台数も限られているため､家庭の浴槽を使ってサービスを受けられれば､サービス受給の機会も広が

ることとなる｡そうした家庭の浴槽を使っての入浴サービスは､およそ7割の自治体で可能となって

おり､そのほとんどは､ホーム-ルプサービスの一環として行われている｡
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図表 3｢20入浴サ-ビスの状況

家庭の浴槽を利用した入浴 家庭の浴槽を利用した入浴サービ p寝たきり十の人以外'K入浴 .

サービスができますか スができますか サービスの対象を拡げているや):-

.計 1'七･てi-■いる なし､ N_･1-A.. I___計 一 しホて I:いムるヘルメIが 七人･い準るサーIど'*~でし 両方■でし･-てJL､-る N-A 計 い_る. な-L'一､ Ⅳ∴A .

稔 数 71 49 ply 3 49 45 1 2 1 71 43 2,5 3

pT:I .束 22 12 7. i 12 12 ●●● ●●● ■●● 2皇 ll 8 3

般 市 .計 31 26 5 ●●● I-:26 24 ●●● 2 ●●● 31.二 .21､. 10 ●●●

10万未満 16 I4 2 ●●● 14 14 ●●● ●●● ●●● 16 ll 5.●●●

10万 以上 15 12 3 ●●● 12 10 ●●● 2 ●●● 15 10 5 ●●●

豪~ 令 由 6 4 2 ~●●● 4 3 ●●● ●●● 1 6 3 3 ●●●

入浴サービスは､Jr寝たきり｣で入浴に困難をきたす人を対象に行われることが基本となっている

が､属 近ではそれ以外の人にもサービスを提供する自治体が増えてきている｡とくに都市部では ｢寝

たきり｣以外の人にも入浴サービスを拡大している自治体が増えているが､町村部では遅れも見られ

る｡

食事サービスも入浴サービスも､生活していく上で不可欠な介護支援施策であり､それゆえにニー

ズを充足する多様なメニューや質の高いサービスが求められる｡現状で峰､一定の施策の前進が見ら

れる.､ものの､多様なニーズを充足するには至っていないといわざるを得ない結果となっているo

(5) 福祉用具サービス､住宅改修サービス

高齢者が在宅で生活をもていくためには､ホ-ム-ルプサービスやデイケアサービスなどの他に､

福祉用具の給付や貸与､さらにはバリアフリーなどのための住宅改修なども必要になってく･る｡

福祉用具の給付や貸与といったサービスで重要なことは､他のサービスの場合と同様に､画一的な

一律のサービスでなく､高齢者の状況にあった多様でメニューの豊富なサービスであろうoこの調査

では､福祉用具については､ベッドとおむつの給付､貸与について質問している｡まずベッドについ

てであるが､給付､貸与いずれについても､ほぼ6割の自治体で､自由に種類が決められているOと
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ころが､一方で､おむつについては､紙おむつで約 4割､布おむつについてはほとんどの自治体で選

択の余地がないことが明らかになっている｡

一方､ベッドを始め､車椅子などの補助具や生活具について､高齢者やその家族が自由に見学し､

給付や貸与､または購入を行う器具を選択するための常設展示場を備えている自治体は､一部コー

ナーをもっているというものも含め､全体で7割となっている｡ただし､専用の常設展示場をもって

いるものについては､約 5割にとどまっており､十分な対応がとれているとはいえない｡とくに町村

では､そ うした展示場が全くない自治体が半数近 くになっており､立ち遅れが目立っている｡

在宅の要介護高齢者にとっては､ベッドもおむつも日常的に使用するきわめて身近な福祉用具であ

る｡しかるに､本調査に見られるように､その選択の幅の確保や選択のための展示場の設置が十分に

進められているとはいえない現状がある｡高齢者の多様なニーズに応えるためにも､早急に改善され

る必要があるだろう｡

もっとも､どのような福祉用具サービスについてのニーズが存在するのかは多種多様であるので､

必要な福祉用具を購入するための金銭給付が現物給付に代えて行われる余地が大きい方が望ましいと

し｢える｡しかし､この点については､調査71団体中､わずかに一般市の4団体のみが給付することが

あると答えたにとどまっており､ほとんどの自治体で金銭給付が行われていない｡金銭給付について

は､自治体の介護支援施策充実の妨げになるという指摘もあり､問題も多い｡しかし､実施されてい

る自治体も若干ではあるが見られ､今後､介護器具の供給体制などシステムの充実を前提として､実

行可能な政策として立案していく工夫が求められる｡

ところで､日本の家屋は､高齢者にとって必ずしも生活しやすいものであったとはいえない面があ

る.バリアフ1)-のまちづくりということがいわれて久しいが､家屋の中においても､バ1)アフ1)-

の確保や風呂場､ トイレ､階段などについて､改造の必要があるものが多い｡こうした住宅改造につ

いて自治体はどのような対応をとれているであろうか｡

まず､改造相談を受けるために､専門相談員等を配置した特別な窓口があるのか､という問いに対

して､7割近い自治体で ｢ない｣という答えがかえってきた｡とくに､町村ではそうした窓口をもつ

自治体がわずか2団体で､反対に政令市では6団体中5団体までがそうした窓口を備えているという

際だった差が表れている｡また､改造のための費用や設計についての助言を行っているかという問い

に対してほ､自治体の規模にかかわらず､行っている団体は半数程度にとどまっている｡改造相談-

の対処については､専門の相談員等が相談にのる自治体が35%で､指定業者を斡旋している自治体は

7%となっている｡

このように､住宅改造については､その必要性が次第に高まっているにもかかわらず､窓口の設置､

専門相談員の配置､費用や設計についての助言など､自治体の対応は､必ずしも十分なものと1息いえ

ない｡住宅改造などは､対応が遅れている分野でもあり､自治体としてどのような支援が可能か検討

が必要とされるであろう｡
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(6) 11ハビリテ-ションサービス ･一医学的管理サービス等

要介露高齢者を寝かせき′りにせず､自立して生活をしていく能力を回復していくことも､高齢者福

祉サービスの重要な役割である.;いわゆる1)-ビ1)チ-ショ､ンサーゼ スほ､そうしたL自立支援政策と

して重要な意味をもっているが､本調査では､9割の自治体で､そうしたサーゼスが行われているこ

とがわかった｡ただし､′その内容については∴自治体によって異なり､デイサービス事業の他iさま

ざまな方法で行われている｡超高齢化社会を目前に控え､できる限り高齢者の自立を進めでいくため

にも､いっそうの充実とメニューの豊富化が必要とされよう｡

一方､高齢者にとって､,医学的管理も重要である.体調を崩したり｣けがをしたり-した際疫､診療

や訪問看護を必要とする場合も少なくない｡しかし､現状では､医師の紹介を行っている自治体は全

体の4割にとどまってtおLり､'さらに､診療や訪問看護の一環として行われているものについては､さ

体の5割､~医学的管理の一環と'して指導がなされているのは､･さらにその内の半数となっている｡在

宅介護支援サービスの⊥環として､.訪問看護や診療などの医学的管理が行われることが貯ま七 く､高

齢者の状況を把握している訪問看護好と医師の連携が必要であることから考えると､自治体の対応は

遅れているといわざるをえない

･そうした現状から鑑みるとき､高齢者にとってはきわめて密接な関係にある福祉と保健 ･医療の連

携は十分でないということができる｡-とくに､l大都市部では､保健 ･医療分野について濠高齢者-の

十分なサーゼス供給がないまま､放置されているせいっ七も良い状況にある｡こうした華携の不十分

性が｣高齢者の自立支援政策を不十分で非効率なものとし､医療費の増大にもつながっている点を考

える.と､福祉と保俸 ･医療の⊥層の連携が望まれる｡

(7) 高齢者の移動サービスおよび生涯学習等への参加について

p高齢者にとって､通院や適所､･あるいは生涯学習等-参加するための移動は､わずかな距離でも困

難な場合がある.そのノために､自治体は､高齢者の移動の便に供するためのサーゼスを準備する必要

がある｡

こしかし∴本調査では､高齢者の移動サニービスを実施している自治体は全体の2割となっており､ほ

とんどの自治体で通院､送迎のための移動サービスを実施していない｡現状では一部の福祉施設-の

循環バスやイベントの際の送迎などが行われているのにとどまっている自治体が多く-個別の通院な

どの場合に利用できる移動サービスについては立ち後れが目立つ｡

-また､.要介護者が生活の中で生き甲斐を求め､寿大学､高齢者大学など生涯学習等-参加していく

ことは､高齢者の自立支援にとぅても有効なことであると思われるが､そこ-の参加はどの程度保障

されているのであろうかこ

現状では､調査団体中約半数の自治体でしか､参加はできないこととなっている｡政令市ではほと
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んどの自治体で参加が認められているものの､それ以外の規模の月治体では＼参加できない自治体

が､参加できる自治体を上回っているのが現状である｡

高齢者を寝かせきりにせず､自立支援を積極的に行っていく.ためには､高齢者が移動をrしたい之

思った ときにその手段が提供された,9､生涯学習などに生き甲斐を認め参加意欲が生まれたときに､

その参加を保障する施策を整備することこが自治体の責務であろう｡-もちろん､高齢者の移動-･←生涯学

普-の参加のために､道路や施設のバリアフノリーの促進といった福祉のまちづくり施策の前進が必要

なことはいうまでもない｡

(8) 特別養護老人ホ⊥ム､グループホーム

ここまで､在̀宅介護サーゼ スについて見てきたがt､在宅介護との役割分担の中で高齢者の生活を支

えている､のが施設サービスであるとい うことも事実であるbとくに､･独居老人や高齢者が在宅介護を

支えている場合には自ずから限界もあり､施設サービスに頼らざるをえない場合も生じるだろう.｡特

別養護老人ホ-,ムは､65歳以上の常時介護を必要とし､-かつ在宅介護を続けることが不可能な高齢者

の入居を受け付けるものであり､当然､自宅と同様に生活の場となるので､高齢者のニーズや人権に

配慮したものである必要がある｡

近年においでは､高齢者のプライバシーを守 り､豊かな生活を保障するための個室-の入所希望が

増えてきている｡しかし､この点について､本調査では､ほとんど希望にそえない自治体が半数近く

におよび､残 りの内4割もできるだけ努力する ･少しはできると答えており､個室のあるところ一手紹

介するという答えはわずかに8%にすぎない｡個室-の入所は特別区では可能であるという答えが寄

せられているが､他では高齢者の老後の生活をしていく場所と七であるにもかかわらず､特別養護老

人ホームで個室を用意することができず､大部屋で生活することを強いられている現状が浮き彫 りに

されている｡

一方､個室希望にそえないどころか､多くの入居待機者を抱えている自治体も多い｡もちろん自治

体の規模にも左右されるが､10人以上の待機者を抱えている自治体が7割もあり､100人以上の待機

者を抱えている自治体で3割にとなっている｡待機者数の平均値は政令市で1,573名に及んでお り､･

一般市でも87名､また県都でも228名となっている｡

これを高齢者千人あたりでみても､･人口親模q)大きな自治体ほど待機者が多く､特別区では町村の

およそ5倍の待機者を抱えているのである｡_

待機解消のめどについても､･全体の6-割で解消のめどが立っておらず､また､解消のめどが立って

いる自治体についても､内3割の自治体で12ヶ月以上を要すとしている上､,;.3ヶ月以内に待機解消が

できると∵した自治体は､わずかに4自治体(15%)にとどまっている｡と､くに､政令市につ十てほ､6∴自

治体中NAの1団体をのぞき､4団体で解消のめどが立たず､また､残り1団体についても解消に12ヶ

月以上を要すという状況である｡さきに見た老人保健福祉計画では､7割の自治体が特義の施設整備

目標を達成可能としているのにもかかわらず､待機者解消のめどが立っていないことは問題であろう｡
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図表 3-21特別養護老人ホ-ムにおける待機者

顔tp 数 71 71 ●●●●●● ●●●●●● 71 皇1 18J. 10 15■ 3 4 ●●●●●● 42 217

町 村 _ 22 22 ●●● ●●● 22 16 ㌔.6 ●▲● ●●● ●●● ●●● ●●~● ■6 7

- 般 i市 計 31 31 ●●● ●●● 31 5 12 6 8 ●●● ●●■ ●●● -45 87

1q方藻 満 16 lS ●●● ●■● 16-. 3 10 3l ●●● ●●● 1+J+ ●●● 30 二30

二._.県 豪 -;:: 市 ナ10 ユlo ●●● tl+ 10- ●●● lp+++ 4 ･5. :1 ●●● ●●● 180■ 228

政 令 市 6 6 ●●● ●●● I-6 ●●● ●●● ●●● 1 _1 .4 ●●● 1,125 1,573

凍 れ 直- 2 ? ●●● .●●● 2. ●●■ ●●● ●●● i. 1 r,+I ●●● Boo ･434

図表 3-22特別養護老人ホームにおける待機者の状況

得琴の解消loめどはあるか-pl'J← 待機者がいも場合､解消までに要する .中辛 -檀(カ.月) .平∴均....一億: これらの待機者について老

月琴 一人病院等Pを腐介 した例があ･る-か .

( )内は%≡二一 ;--I:(.iO*):(37) こ.(59) ■二(4)1.i(100)-..(15) (27) (19) (31)■-_ .(8) -.(100).:-(68)1i-(28)--(4)-

サ ∴ 十字軍二 ･.9 ll 了2 9 -2 .5 2 4.5 -■6..0_- -_..22 10 lO. 2

←′10万未満 16 8 8 ●●● 8 1 1 3 3 ●●●【10.0 12.5 16 ll 4 ~I

･._.-,lP有珠.上 _ 15 5 10 ●●● 5 ●●● 1 1 1 2 9.0 ll.3 15 13 2

∴子県∴ 都 _.1-1:二庸 一 ,10 3- 7 ●●● 3 1 ー1 1 ●●● -9.0 .10.3 10 6 4 ●●●-
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図表 3-23待機者の数とその受け皿

入特 入特高 特養老人ホ-~云の得療著わ受け皿老 ~ ~老←~ へ #p そ 期最
所 所養齢 ■人 健 -..～ 族｣ の 間も

計 (辛 .毎)うち最大値~うち最小値 2lf.3,023..0･0...0 3.8･13.ll~P.0 32 26 9 ･2d 13 2°≧

一 般 市 計 -■86.8- 3.9 芦2-. 30 ll ･17... 12 ､2..,

plo-万 以 上. .147.2 4.4 36 29 14 18 '4二 ◆-.2

県 都 ■市 22813. 4.2 35. 33 9 16 7 21-..

政 令 市 .i.,_573.2. 5.9 41 27, 7 _15 10 3.?

こうした待機者から対する対応として､老人病院等に紹介 した例がある自治体は全体の67.6%に及ん

でお り､とくに大都市になるほどそ うした傾向が強 くなっている｡福祉と保健 ･医療の連携がなかな

か進まない一方で､福祉で手当て仕切れない場合に､.病院に押 しつけられている現状が明らかであろ

う｡また､待機が解消される見通 しがない状況では､老人病院での滞在が長期に及ぶことが考えやれ､

医療費の増大といった問題 とも密接に関係してお り､早春に解消されることが望まれる｡-

また､現状での待機者の受け皿 となっているのは､やは り老人病院が全体の32%ともっとも多 く､

老健施設が26%､家族介護が20%､-ルパー派遣が 9%と続 く｡安易な老人病院での待機が晦療費を

つ り上げ､また在宅での介護が余儀なくされている現状が浮かび上がる｡このことからも､待機の解

消を一層進めると同時に､在宅介護支援施策の充実を進めることが必要であることがわかる｡

また､近年試験的に行われているグループホームについては､計画をもっている自治体が 1割にも

足 りず､現状ではほとんどの自治体で計画すら存在 していないのが現状である｡グループホームは､

少人数の入居者が地域社会の中で職員とともに居住 し､そこでの生活を通 し七社会福祉ニーズを充足

していく社会的養護の一形態であ り､家庭的で地域社会に密着 した生活を体験できる点で評価されて

いる｡しかし､法的な根拠がないため､この調査でもわかるように､自治体の取 り組みは遅れている｡

法的な整備を進めることも重要であるが､自治体が自発的にこうした問題に取 り組み､高齢者福祉の
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充実に努めていく必要が為ろう.ら

(9) 在宅福祉卓二ビスの評価

以上みてきたようせこ､.各自治体では､老人保健福祉計画に基づいて､:在宅介護支援サービスや施設

サ｢ビスを通 して､高齢者ケアの充実をめざしてきた｡-今後の高齢者福祉が在宅介護を基本として進

められるとすれば､老人保健福祉計画のめざす水準の見直しも含め､1いっそうの充実が求めちれるで

あろう｡

しかし､ここで気になるのは､在宅福祉サービスの内容が地域住民に理解され∴適切に利用されて

いるのかという点について､何らかの評価システムを備えた自治体が圧倒的に少ない点である｡調査

団体中､そ うした評価システムを備えた自治体はわずかにlS%しかなく､地域住民の声を広範に集

め､高齢者福祉施策に反映､しようとする姿勢がみられない｡ 〆､

昨今､新聞を賑わせている特別養護老人ホ-.ムをめぐるスキャ1'/ダルが二度と起 こらないために

も､また､今後､在宅介護支援サービスをはじめとする高齢者福祉施策について､どのよう､なニーズ

が存在し＼一また提供七たサービスがニーズをより,充足しているのかを確認するためにも､市民参加を

進め､オソブズマLl/制度など､評価システムを整備していぐことが求められている:I.といえよう｡
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4.高齢者福祉サービス-のアクセスの課題 と

アクセスへの課題及び自治体福祉サービスの充実にむけた課題解決の方策

各自治体の T老人保健福祉計画｣､お長一び福祉サ÷ビス-のアクセスの現状についてみてきたb'結論

としてほ､自治体福祉サービスの充実には∴｢計画｣-が現在のところ,自治体福祉サ⊥ビス供給の基盤

整備の根拠となっているところから､少なくとも-､

ア.｢計画｣の目標値自体が市民の現実のニーズをどれだけ反映し七いるか､

ィ .サ+ビス月標値は実行されるか､

,Lゥ.サービスは利用しやすいか､一

･エ.日原達成のプロセニスで､地域福祉に関心と理解の.ある人づ ぐりせ どれほど意轟 し､実行してい

るか､

オ.｢計画｣ の点検 ･-評価ができるようなシステムをも:1ているか 一

等の視点からの点検 ･評価が定期的ヰこ行われるべきであるということLである｡

ここでは､再度､ヒア1)ソグ調査で明らかになった特徴を整理することにより､-高齢者福祉サービ

スへのアクセスの課題を明ちかにし､自治体福祉サービスの充実にむけていくつかの論点を提示して

みたい｡

(1) 1人 1人の生活自立支援サービスそのものを行政課題に

① ニーズを反映した ｢自治体老人保健福祉計画｣ を

｢計画｣立案のポイントであるニーズ把握と目標値設定については､次のことが明らかになった｡

第 1に､｢計画｣策定は ｢県の指導｣や ｢厚生省のマニュアル｣によりすすめられ､職員参加や有

識者参加にくらべ､｢介護経験者など住民グループの協力｣を得た自治体は半数にみたなかった｡

第 2に､｢計画｣に盛 り込まれたサービス目標値は､思ったより自治体間に差がある｡

第 3に､｢計画｣に盛 り込まれたサービス目標値の達成見込みは､人的サービスより施設サービ

ス､保健サービスより福祉サービスで高い｡

第 4に､全体として小規模自治体で達成が難しい｡しかし､そのサービス目標値は､｢10割以上｣

達成の自治体にくらべ決して低 くはT3:い｡

第 5に､サービスごとの目標値の高低と達成度合いの相関はみられない｡つまり､目標値が高い

から達成度合いが低いわけでもない｡

第 6に､｢計画｣が達成できない理由は､財政､ヒト(とくに町村)､用地 (とくに都市部)である

こと等である｡

この結果は､厚生省 ･県という縦系列でサービス目標値を示され､しかも一方で財政計画は ｢計

画｣に明示 しないまますすめられた ｢計画｣ 目標値の根拠のあいまいさと､｢計画｣と市町村の意識
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やサービス供給体制の実態とのズレ､さらには市町村と市民のくらしとのズレが現れているとみる

･モとができるの､でほないだろうーか｡お.りLも1996年度は ｢計画｣見直しの年であったが､公的介護

言保険の行方待ちで各自治体におけるその作業は実施されていないよう∴である｡見直し作業が早急に

必要である｡

とされる在宅サービスに対する在宅サービス整備率は40%に達しないとされている (厚生省高齢者

介護対策本部資料)｡

また1､､新ゴール ドプラン目標値に対し､∴平成 7年度実績 (カッコ内は9年度予算ベース､いずれ

も̀厚生省発表)･で､ホーム-ルパー56.2% (89.4%)､デイサービス/デイケア37.7% (71.7%)､

tジぎー･トス予イl革 1.1%(74.7%)､特別養護老人ホーム80･.5%.(90.6%)･t達成に不安を覚える｡

∵基盤整備､｢計画｣達成の見直し作業が単なる数合わせであってはならないことはい うまでもな

いが､二乗のある見直し作業にするにはこれまで実施してみての改革すべき課題を明らかにしての見

直し作業が必要である｡

② 制度限定型から言.｢ズ敏感型自治体サー.ビスへ

サービス種別のアクセス調査では､サービス充実のための大切な論点が明らかになった｡この論

点は ｢計画｣の見直し作業の課題でもある｡

1つは､対応の比較的すすんでいるサービス分野と､遅れている分野があること｡たとえば､充

実が急がれるサービス分野と∴して､総合相談窓口､苦情処理窓LH､広報活動､デイサーゼス十食事

サ ヤビス､福祉用具サービス､住宅改修サ丁ビス､移動サービス､.1)-ビ1)テーシーヨソサービス､

医学的管理サ⊥ゼス､･在宅福祉サービスの評価があげられる｡ここからは､個人の生活-の支援

(パーソナルサービス)についての､自治体の取 り艶みの未熟さがみてとれる｡

2つは､サービスのメニュー-不足であるこたとえば､｢計画十策定時には国で施策化されていな

かったグル⊥プホ→ムや24時間365日ホーム-ルプサービスを実施 している自治体はとても少な

い｡IB''治体の実施するサーゼスは国の補助金付きのものが多く､国によるサ ービスの制度創設や法

的根拠が自治体によるサービス実施の最も大きな要素であるように見える｡

3つは､サービス提供が画一化し､弾力性がないことである｡たとえば､時間外のホームヘルプ

;,サ ーぜス､.特別養護老人ホームの個室対応など不十分である｡これまでの､供給側主体のサーti+Tス

∴提供体制や貧しい福祉観の名残であろう｡

もをろん良治体によるー取 り'組みの差はあるのだが､こうした問題を解決するには､

~･t7∴まずも個人の生活-の自立支援 (家族や集団に対するサービスではなく､また､_お仕着せや恩

恵でほなし､サ- ビス)という行政サービスの必要性とL.それに対する未熟き (新しい取 り阻みな

ので)を 自治体育身が認識することが出発点である｡′その上で､次のことが重要である｡

ィ.個人生活の自立支援 (生活の継続性､生活の自己決定とその尊重､･残存 ･保持能力の発見と発

･輝という.視点で)､のためのサービスの内容そのものの開発､およびそのためのニーズ発見の手法
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の開発｡

ウ.サービスの効果を高め､市民の納得-満足を高めるため､自治体の仕事め流れをL=｣ズ把握か

らサービス評価までの仕組みに転換することや､サービスの企画 ･実施 ･評価における行政技術

の開発と実施｡

-.自治体が地域にあったサービス提供ができるよう､-自治体の想像力と自~由裁量を刺激するー税 ･

財政システムなど｡

オ.自治体の政策優先順位の議論 (財政の配分構造を問う議論)

以下では､自治体福祉サービスの充実に向け､今後留意すべきこと①～⑥について提言したい｡

まず､ニーズ敏感型自治体サービスへ移行するために①福祉情報の公開､②サ⊥ゼスの評価システ

ム､③自治体の自由度を増す財政システムについて考えたい.次に､｢計画｣せ達成できない理由-

の対応として､④町村におけるヒトの確保､⑤都市部における効果的土地利用について見せゆlく｡

⑥最後に､地方分 (主)権 ･自治の時代の福祉サービスを創るために欠かせない､市民のエンパ

ワーメントの必要性と方策について触れる｡

なお､これらの論点は､福祉サービスの提供が公費負担方式でなされる場合､社会保険方式でな

される場合をとわず､公的介護保障を目指す際､議論されるべきものと考えるb

(2) 自治体福祉サービス改革への課題

①-福祉情報の公開 - 窓口､社会福祉法人 ･シルバーサービスの情報も

自立生活支援を必要とする市民が福祉サービスの利用に結びつくにはいくつかのバー､ドルがある

ことは先に述べたが､ここでは選択と自己決定に役立つ福祉情報の提供について考える｡

1つは､伝える工夫である｡福祉の申請主義を克服し､サービス利用を普遍化するには､いつで

も､どこでも､･誰にでも､わか､りやすい情報が手軽に入手できるようーにしたい｡たとえば､最低限､

老人保健法該当年齢の40歳､老人福祉法該当年齢の65歳の2回程度は､自治体からの生活福祉情報

が配布されて良い｡次の段階としては､実際に自治体福祉サービスに結びつきやすくするために､

在宅介護支援センターなどの福祉施設､.コミュニティセンターなどの公共施設､∴郵便局､′薬局や医

療機関の窓口など生活の場で情報が手に入 りやすいと良い｡

2つは､伝える内容である｡これには､どの段階まで (サービスを利用して人間ち しい生活水準

を実現するのが望ましいというメッセージまでか､現にあるサービスメニューのみか)･と∵いう側面

と､どのサービス提供主体まで (自治体および自治体委託か､民間非営利団体やシルバーサービス

もか)という側面がある｡前者については､自立生活支援という観点からは､広 く∵深い情報までが

不可欠である｡後者については､地域福祉を担っているという視点から､また､地域福祉を担って

いるという意識の醸成の必要性から､さらに､市民の選択にゆだねるという角度から､それぞれの

団体の了解のもとで､地域の福祉情報すべてが手に入ると良い｡

3つは､市民と情報の接点のコーディネーターの配置と働きに関することである｡.現在､中学校
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区に･1カ所程度の在宅介護支援センターの設置がめざされているが､なんらかの総合相談窓口が身

卜近な生活圏に必要である｡コーディネー ト (ケアマネジメント)に閑し七はこケアの本質を踏まえ

た基盤の確保がいわれている｡｢成長と自己実現に向けてお互いに作用 しあうものがケテであ り､

こうした双方向性の継続的なケーブを実現しなければ､ケアはきわめて即物的で生存のみを維持する

ようなものに堕 してしまう危険性がある｣*のであり､こうしたケアの本質を確保す る仕姐みのた

めには､キイワーキング (継続的な関係を維持 して各種のサービスと利用者の接点とな り､記録の

保持とともに利用者に明確な責任を負う1.活動)､エソパワヤメソト (サービス利用者 と提供者の力

幽係をいかに水平なものにしていく･か､サービスを利用 しようとする人々にパ ワー (権限)を付与

する努力)､ガイ ドラインの必要性 (依存的な生活状態に陥らないための介護所用量 とその質の算

定のもの)､裁量権の付与 (予算執行権を含めて)･が鍵であるといわれている｡

担える職員の養成が急務である｡

4つは､情報公開に対する自治体の姿勢を示すためにも､ま-た市民の権利 としでも､自治体が情

報公開条例をもって欲 しい｡

【参 考】

*谷口正隆 ｢公的介護保険とケアマネジメント｣

『福祉展望』No.19､1995春､東京都社会福祉協議会

② サービスの評価システム - 日常的サービス ･オンプズ制度 ･･公益法人等の透明度

市場で供給される財 ･サービスであれば､その財 ･サービスが価格と比較 して効用が低ければ､

市場での流通力を喪失し､結果的に市場の中で淘汰されていくのであるが､公共財の供給はこのよ

うな市場的な評価を うけることはなく､民主主義的な､直接的な評価と点検のなかで仕事が遂行さ

れなければならない性格をもっ七いる｡~また､サービス生産は､∵サービス提供者とサービス利用者

の共同生産で質が高まる性格をもってお り､同時に､サービス提供-の利用者参加や､･サービスが

無形であることなどから､評価がしたくいという性格もある｡ しかし､サービスが人間関係を通 じ

てなされるので､その評価機構なしには人権問題もおこる可能性があり､予防措置が必要である｡

こうしたサービス一般､とくに社会サービス (公的性格のサービス)の性格をふまえた評価の仕

みとしては､問題発生予防のための参加と､発生した問題-の対応のための異義 ･苦情申し立てや

救済の権利があろう｡これは､個人 レベルと自治体 レベルの両方から考える必要がある｡

個人 レベルにおいては､当事者や家族あるいは当事者の指名する人物参加によるサ ービスコー

ディネー トと定期的な見直しのシステムが良い｡施設サービスであれば､入居者委員会のような制

度が良い｡

自治体 レベルでいえば､政策決定への当事者や市民､現場の職員の参加､たとえば ｢計画｣策定

または推進または見直し委員会-の参加や､ニーズ把握調査､そして地域福祉評議会の設置やオン

ブ ズ制度等があげられる1.我が国でオンブズ制度 -(福祉に限らない)を実施している自治体は川崎
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満 ､中野区､-鴻巣市､-逗子市などまだまだ少ないが､l-導入している自治体では成果をあげており､

完成度の高い自治体福祉サービスをめざすには良い制度である｡ちなみに､オ'/ブズマツ とは､今

日､各国政府や研究者等位広 く受け入れられている ｢国際法曹協会｣の定義によれば､｢憲法または

制定法によって設立され､独立の､立法府又は議会に責任を負 う地位の高ト4､公務員を長とする官職

であり､国家機関､公務員及び雇用主に対して不服をもつ人々から苦情を受理し､あるいは職権で

活動するものであり､調査し､是正措置を勧告 し､報告書を発行する‡権限を有するもの｣とされて

いる｡中野区は､福祉オンブズマン制度 (福祉サービス苦情調整委員制度)の意義を区民の権利及

び利益の擁護､拡大する区単独事業への対応､法的な救済制度の補完､中立な第三者機関が公平な

立場で調査 ･判断 ･簡易 ･迅速な処理とまとめている｡

最後に提案したいことは､公益法人 (ここではとくに社会福祉法人)の運営と経営の透明化であ

る｡民間といえども､公的資金で運営されており､固定資産税の免除等特典がある｡特別養護老人

ホームなど福祉施設を地域の財産として位置づけていくためにも､私物化はゆるされない｡ただ

し､土地の提供もふ くめて社会福祉法人に頼っている福祉の現状についての検討は必要であろう｡

【参 考】

自治労現業 (現場)活性化 ･ワーキンググループ

『自治体現業 (現場)労働の意義一歴史と現在-』自治労現業局､1995年

高木郁朗 ･堀越栄子 『生活を豊かにする労働の発見』第一書林､1994年

福祉オンブズマン検討委員会 ｢中野区における福祉オンブズマンのあり方について｣1990年

③ 自治体の自由度を増す税 ･財政システム

ここでは､神奈川県福祉部高齢者保健福祉課のまとめた 『平成 6年度かながわ高齢者保健福祉計

画推進検討会報告善一老人保健福祉計画の財源確保について-』(平成 7年 3月)を参考に考え

てみたい｡

｢計画｣にかかわる自治体の財政支出は次のように考えられている (県 ･市町村)｡

ア.国制度により負担割合が定められているもの (負担金)

ex.在宅 - 老人保健事業 .

施設 - 老人保護措置費

IJf.国制度において地方自治体の事業に対し補助ができることになっているものh(補助金)

･補助金交付要綱上画事業が明確に区分できるもの

ex.在宅 - 老人ホーム-ルプサービス事業

施設 - 社会福祉施設等施設整備費補助

･補助金交付要綱上各事業が明確に区分できないもの (いわゆるメニュー事業等)

ex.在宅 - 高齢者保健福祉計画の推進

人材 - ホーム-ルパーの保健福祉圏域における養成研修

ク.国制度の単価 ･基準面横等では実勢に満たないため､地方自治体が独自で加算を行っているも
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の (いわゆる上乗せ)

ex.在宅 - デイサービスの人員加算

施設 ｣⊥ 老人ホーム整備費事業 (県単特例事業)

人材 - 措置費級地補正

エ.事業や施設の規模が国の基準に達しないなどのため､国制度の適用にならない事業に対し地方

自治体が独自に制度を設けているもの (いわゆる横だし)

ex.在宅 - 小規模デイサービスの実施

施設 - ∴■県単独ケアセンターの設置費補助 T

オ.計画の推進紘必要な事業で､国に制度がなく地方自治体が独自に制度を設けているもの

ex.在宅 - サービス提供チームの設置

施設 十｢ 老人保健施設建設費補助

人材 一一 ホーム-ルパーの健康診断

カ.地方自治体の政策的判断で独自に事業をおこなっているもの

施設 - アメニティのある施設づくり

現行のこのような財政支出のなかから､自治体が ｢計画｣を実現するための方策を次のようにあ

げている･(筆者が⊥部分ピックアップ)0

ア.国へ要望すべき事項

○自主財源の確保･--自主財源とは地方税､基金からの繰入金､分担金､負担金､寄付金など｡

地方交付税､地方譲与税､国庫支出金､地方債などは依存財源

･抜本的な改善--国税制度と地方税制度の見直し

･地方消費税の充実

IQ国による財源措置の充実

･･負担金 ･補助金の充実--補助金の負担金化､土地購入費補助制度の創設

･,地方交付税制度の充実･--枠の拡大

･新たな交付金制度の検討････-すべての地方自治体に対し､高齢者人口に比例して配分する､

地方交付税とは異なる高齢者保健福祉の推進を目的とした制度の創設

ィ,.県 ･市町村における財源確保方策案

○新たな財源の確保

･超過課税の実施--高齢者保健福祉施策の推進を目的とした税の加算

･地方消費税の優先的配分 _

○既存の財源の活用

･｣般財源の優先的配分

･地方交付税の活用--･平成 6年度に地方交付税に新設された高齢者保健福祉費

(高齢者人口を測定単位として基準財政需要額を算定)一の積極的活用
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○その他･--財源の確保に準 じる方策

･老人福祉施設用地無償貸付制度の創設

･公共施設等-の老人福祉施設合築の推進･･････公共施設などの新設や転換時に斗まかならず検

討､小学校の空き教室の検討

･まちづく りと保健福祉施設整備との連携

･適正な行政規模の確保

･老人保健福祉施設共同整備方式の活用

･ ｢民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備促進に関す考法律｣に基

づ く ｢特定民間施設｣の整備をふるさと21健康長寿のまちづ くり事業に活用

･利用者負担額の見直し

かな り全面的な検討であーる.今回､同時に実施した高齢者福祉サービス財政調査からほ､自治体

毎に65歳以上人口1人当た りの福祉費をみたところ､かなりの差のあることがわかった｡ここから

ほ､自治体の政策優先順位の問題が浮上する｡財源がないとだけは言い切れない自治体 自身のもつ

問題もあるのである｡それにしても自治体が地域の実情に応 じてサービスを選べない国､と地方の財

政関係にあることも確かである｡現状を下回らないことを前提に自治体がサービスを決定できるよ

うな､国から自治体-の財源配分 (例えば高齢者人口に比例して配分する新たな交付金制度)は必

要である｡と同時に福祉財源の問題は､自治体財政全体の自律度､自由度をたかめる地方分権の方

向性のなかで考えるべきであろう｡

なお福祉財源の問題については､高齢者福祉サービス財政調査の分析と提言を参照されたい｡

【参 考】

･神野直彦 ｢21世紀福祉経済社会と税 ･財政の課題｣『自治労通信』No.627､1996年 4月

④ 町村とヒ ト- 福祉サービス専門職､自治体の福祉プランナーの必要性､養成 ･研修 ･受け皿

町村が､｢計画｣を達成できない大きな理由にあげたのは財政の次にヒト (マンパワー､専門職､

企画 ･立案 ･実行する人材)である｡先進的な福祉を行っている多 くは小規模自治体なので､町村

のなかでも格差はあるといえる｡自治体の規模の問題と､自治体全体としての活性度の状況はおく

としても､一般に仕事を続ける条件は､助け合える仲間がいる､生活に目配 りできるゆとりがある､

仕事のおもしろさ (決定権がある､つまり仕事のペース ･手順 ･内容 ･方向性などについて発言権

がある)にあると言われる｡福祉領域の労働者にとってこのいずれの要素も未だ不十分とはいえな

いだろうか｡

自治体にとってみると新しい発想や領域の仕事なので経験のない分大変なこ-としも多いとほ思 う

が､市民個々人の暮らしにそった自立援助の働きかけという視点がすえられ､高齢社会に取 り組む

自治体の姿勢があれば､つまり仕事の目標が共有できていれば､ヒト問題の多 くは解決に向かうと

思われる｡自治体自身が高齢社会に対して受け身や､数合わせの採用であり､職員の自発性を重ん

じなければ定着しにくいであろうし､職場も活性化しにくい｡とりわけ自治体福祉サービスの確立
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期には､･.･･プラ.ソナ｣の椅子 (役割をほたす人)を確保することが必要であろう｡

とはいえ､単独市町村で確保しにぐい職種については‥保健福祉圏域ごとの共同確保二シ.ステム

(たとえば施設における配置)が有効であろう｡都道府県の役割が大きい｡

また､福祉専門職には女性が多い｡女性が働き続けられる条件づくりが必要である｡さらに､プ

ロの介護を家庭介護の延長とみての､丁主婦でもできる｣といった誤った位置づけ等など､働 ぐ環境

はよくない｡.-女性をそうした意識に追い込む税制 (いわゆる100万円の壁)も問題である｡･このた

め､とりわけ在宅福祉の要といわれるホ-_ム-ルパーは､せづかく養成研修をしても働 く受け皿も

十分に用意されずト経済的に自立できる1仕事として確立していないことが問題である｡福祉政策

は､女性政策や家族政策と総合してすすめられるべ きものである｡

福祉系の教育機関はt.了医療系のそれにくち べて､国の補助は手薄である｡.･国立大学に社会福祉学

部もない｡.国も自治体も全体と-Lてヒトづくり･ほ出発点にたつところである｡

【参 ､考】

･,･熊沢誠'r日本的経営と女性労働｣湖働く･女性と家族のいま①-日本型企業社会と女性』

基礎経済科学研究所編卜青木書店､19､95年 .I

⑤ 都市と用地 - 効果的な土地利用､∴周定資産税

都市部の福祉施設建設用地の確保は､困難をきわめでいる｡建設に要する用地が広げれば広いほ

どil町 中であればあるほど難しいことはいうまで もない｡-解決の 1つの方策は､先にみたように､̀

●t公共施設等の新築や転換の際に高齢者福祉施設合築の可能性を探ることであるL.現在､社会福祉法

人が福祉施設を建設するには､土地の保有が前提となっている｡自治体によっては､_公共施設との

･合集や使用転換にあわせて､･用地を確保.し､社会福祉法人に提供七､町中の施設づくりをしている｡

.公 ･民の協力の～良い例である｡

また､̀十分な検討は必要だが､公共施設のいわゆる･丁目的外使用｣が､高齢者福祉施設と-しての

利用を阻んでいる例も多い｡小学校の余裕教室然 り｡農村においてほ､農水省系の建物然 りである｡

時代と､地元にあわせた使用をゆるやかに認めるべきである｡

都市部ではし､再開発ゼルなどの建設に際し､ 1フロアーを公共施設にする試みがすすんでいる

が､,駅近くの開発においでは､･高齢者の生活関連スペースの確保を､企業がまもづくりに参加する

という視点で検討してほどうだろうか｡

また､都市部ではひとり暮らしで､自分の生活の援助をしてくれれば､家屋を使用しても良いと

いう話も聞く｡大規模施設の問題点が指摘されても･いるおり‥また小規模施設の良さが認められつ

つあるおり､もちろん小規模施設の問題(密室性)をク1)ア_∵する手だては講 じつつ.､施設を､J限り

なく家庭に近づけるこころみを､もっと援助してもよいのではないだろうか｡相続の問題はからむ

が､次世代の居住を確保しつつ共同住宅化し､高齢者福祉施設の役割をはたす琴合--.(たとえばグルー

プリビング)､建築･改造の補助や､固定資産税の免除や相続税の減免など､柔軟な制度がほしい｡
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⑥ 自治体福祉サービスのパ⊥ トナー - 市民のエンパワーメン ト､r情報･参画･市民事業･NPO

高齢者福祉サービス (社会生活までも∴視野にいれた日常生活の自立援助サービス｡自立とは､自

前や孤立でなく､自らの人生を､ひとびとの関係性の中で決めていける状態)を､昏沿 (参加と自

己決定という∵社会の/}-ル)と地方分 (主)権という社会の仕拒みをつぐりつつ進めていくことが

時代の課題となっている｡そのためには､これまでの国の官庁の仕事を国の指導 ･監督のもとに自

治体が実施しできた歴史や､救貧的 ･選別的福祉の歴史が､どのよう,に問い直されなければならな

いかを見てきた｡ここでは､高齢社会における不安と恐れを､安心とひとびとの豊かな支え合いに

変えるには､とく-に自治体と市民の関係を変えることが重要であるこせについて考えてみたい｡

身近な自治体が地域の福祉サービスについて権限 (と財源)をもつようになっ-た｡∴サービス実施

の権限が当事者や市民に近 ぐなればなるほど､それに関心の高い市民や職員 J首長のいる自治体の

サービスは充実するが､関心の低い自治体では､サービス水準は低いままに留め置かれることにな̀

る｡今回の調査でも､自治体によりサービス水準にかなり差のあることが明らかになっている｡

しかし､これまでの行政と市民の関係は､ともすれば行政の ｢依らしむべし､知らしむべからず｣

という姿勢､市民の ｢行政ほお上､何をいっても無駄という不信感｣または ｢なんとかしてくれる

だろうという根拠のない信頼感｣の中で､あまり幸福な関係を築いているとはいえない｡これでは､

-これまでも述べてきたように､効果的なサービス実施は望めない｡

また､最近では､市民参加型の在宅福祉サービスが､サービスの薄い都市部を中心に独自性を発

揮しつつ急速にのびている｡市民のエンパワーメントをいかにほかるか｡市民を地域福祉推進の

パ⊥トナーとして積極的に位置づけることができるかどうかが､将来の地域福祉を決めるといって

も過言ではない｡

市民の参加と協力には､理解と信頼が必要である｡そのために､情報公開 ･提供∴さまざまな場

面での決定-の参画 (形式的な参加でなく､1部権限委譲まで含めた権利としての参加)､担い手と

しての認知 (市民福祉事業への援助)､活動環境の整備 (たとえばNPO-非営利団体としての社会

的認知)がさし当たりの課題である｡

市民福祉事業についていえば､実績は積みつつあるものの､任意団体であることから活動に比し

社会的信用がえにくい｡また､コーディネーターの費用､事務所の確保や費用での苦労が多い｡市

民自身が､非営利 ･公益性の事業を､責任をもって継続的に実施するには､それを支える社会的仕

阻みが必要である｡

【参 考】

･堀越栄子 ｢高齢社会の決め手は地方分権 ･自治｣『地方分権の視点と課題』

神奈川県分権推進研究会､神奈川県地方分権推進プロジェークトチ｢ム､1995年

･･林雄二郎､連合総合生活開発研究所編 『新しい社会セクターの可能性-NPOと労働観合』

第-書林､1997年
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第4章 地域福祉サヤビス供給

は じ め に

超高齢社会を目~前に控え､福祉サービスの供給のあり方が問われている｡いわゆる福祉国家のもと

では､国民に対する福祉サーゼスの供給の担い手は政府であり､中央政府 と地方政府がその責任を

担ってきた｡しかし､高齢化率が15%を越え､政府の役割が広範で多岐にわたっている中では､その

責任の全てを政府､とりわけ行政が担うことは不可能になってきているといってもよい｡事実､･高齢

者福祉サービスは､社会福祉協議会や第三セクター､社会福祉法人などのほか､多くの任意の市民団

体､企業などによって供給されているのである｡

そこで､地域における福祉サービスの実体を把握するためには､行政が供給するサービスの状況の

みならず､そうしたサービス供給団体の現状についても知ることが不可欠であり､それどころか公的

介護保険制度の導入を射程に入れれば､今後はそうした団体の動向が高齢者福祉のあり方を左右する

といっても過言ではない｡本稿は､そうした視点から､連合総研がおこなった地域福祉サービス調査

の一環である ｢福祉サービス供給団体調査｣の結果について､分析したものである｡

本調査の対象は､連合総研が行った71の地方自治体へのヒアリング調査等からえた情報に加え､連

合総研が独自にサンプリングした 団体に調査票を送付し､回答のあった233の団体である｡回答は

主に､社会福祉協議会や社会福祉法人､第三セクターからのものが多く､市民団体や企業からの回答

は残念ながら少数にとどまった｡しかし､依然として､社協等が果たしている役割は非常に大きく､

233のサンプルから検討する課題は多いと思われる｡また､市民団体等については､本調査以外の先行

研究を踏まえて､議論することも可能であると思われる｡

以上のような点に留意し､以下､アンケートでえられた結果について検討していきたいと思う｡
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1.調査対象団体の性格およびサービス内容

(1) 調査団体の状況

地域における行政以外の福祉サービス供給団体を分類してみるとき､法人格を取得しているか､株

式会社等企業形態をとっているか､あるいは任意の市民団体なのかを整理しておかねばならない｡

福祉に限らず､公共サービスの担い手としては､図表4-1にみるように､いくつかのセクターが

考えられ､またそれらが複合して構成しているセクターもある｡以前より行政と民間の協力形態とし

て考えられてきた第三セクター1)は､ひとつのサービス供給形態であると考えられるが､市民による-

公的なサービス供給としての ｢第4セクター｣ともいうべきものが近年注目されているのも事実であ

るO-

図表4-1 行政サービスの処理方式

幣 慧苧fe票｡r)

『神戸市都市制度調査会報告書』 (昭和52年度)17頁より｡

この第 4セクターの具体的なイメ_-ジとしては､市民によるホームヘルプサービスや､配食サービ

スの実施が非営利で提供 されているものを想起 されたい｡ いわば､NP0 (Non-Profit

Organization)による公共サービスの供給が大都市部を中心に重要な役割を果たすようになってきて

いるのである｡

そうした視点から､本調査では､地域における高齢者福祉サービスの担い手が､どのような団体に

よって担われているのかを明らかにさせるため､法人格をもっているものについては､6つの分類を

し (社会福祉法人 ･財団法人 ･社団法人 ･生協法人一･その他の公益法人 ･医療法人)､それ以外のも

のは公益信託､企業､市民団体､その他､に分類した｡
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図表 4-2は､回答した団体が､それらのうちどれに該当するのかと､それらがどのようなサービ

スを供給 しているのかについて整理 したものである｡それによればこ回答団体の6割は社会福祉法人

であり､医療法人､･企業がそれぞれ約 1割で続いているふこれは､調査対象が福祉サービスを供給す､

る一団体であるということにも起因するものと思われるが､行政との関係をひとつの主要な調査項 目と

して掲げたことも､法人格を所有する-団体の回答が多 く･なった原因であると思われる｡

図表 4-2 団体の性格

調 査サ ンプ ル 社 会福 祉法 人 財 団法 人 華 団汰 ,A.生 協準 人 その他の公益帝人 公 .益停 年 株式会社等傘･琴 佳意の市 民団 体 医 療法 人 その他 N A

団 体 琴 233 144 lQ 6 P .I 0 23 12 _27 9 1

もう少し詳しく回答のあった団体を個別に見ていくと以下のようになる｡まず､回答の多かったも

ののひとつは社会福祉協議会である｡社会福祉協議会は行政から独立 した組織 として存在 している

が､実体的には行政とかなり密接な関係を持ってお り､公的なホーム-ルプサービス供給を喪託し､

実施しているものも多い｡そういう意味では､社会福祉協議会は公的性格の強い団体であるというこ

とが伺えるであろう｡それはのちに見るように､社会福祉協議会に行政から多 くの出向者や退職者を

役員や職員として受け入れていることからもわかる｡

社会福祉法人としてほ､他に特別養護老人ホームなどの施設サービスを提供するものが多く､ホー

ムヘルパーの派遣など在宅福祉は､家政婦協会や市民団体に担われる憤向が見受けられるが､由答が

得られた団体が社会福祉協議会や社会福祉施設に偏っているので､一概には断定できない｡また､.諺

問看護ステーションや老人保健施設については､医療法人によって担われているものも多 くなってい

る｡

したがって､この調査では地域全体における福祉サービス供給団体の性格についての把握をするこ

とは難 しく､むしろ回答がえられた団体についての行政との関係や団体の状況についての分析である

という限界があることに注意する必要があることを明らかにしておきたい｡

(2) どのようなサービスを団体が供給しているか

一高齢者福祉サービスのうち､どのようなサービスを行政以外のこれら団体が供給 しているのかにつ

いても見ておきたい｡233の団体の内､'複数回答で行っているサービスをきいてみると､実に多様な

サービスを供給していることが一目瞭然である｡それぞれのサービスの一般的な整備状況と此較 して

みなければ､正確な把握はできないが､整備の遅れている24時間型ホーム-ルプサービスや緊急通報

サービスなどをのぞき､あらゆるサービス供給分野でこれら団体が果たしている役割を伺い知ること
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ができるであろう｡

ただし､団体別で見ると､特別養護老人ホ･-ム､養護老人ホーム∴軽費老人ホーム､などの施設サー

ビスはほとんどが社会福祉法人によって担われており､施設設置や整備のための補助金を得るために

法人格の取得が大きな意味を持っていることがわかる｡一方､企業は採算を度外視することはでき

ず､有料老人ホームなどの経営に特徴が見られる他､逆に行政や社会福祉協議会がなかなか踏み込め

なかった24時間ホーム-ルプサービスなどの分野に進出していることがわかる｡市民団体も､設備投

資を必要とする施設サービスの提供をするこ~とは難しく､ホ｢ム-ルプサービスや配食 ･給食サービ

ス､送迎サービスなど､ボランタリーな人的配置によって取 りかかれるものが多くなっている｡

図表4-3 団体の主な事業

サ 上記のサービスの申､主たる事業プ滞 プ巡 プ24デデ シ 夕在 ヨ訪 養 ム特 有 軽 老 人 配 給 連 繋 相 そ N
ン ･在 .回 .時 イイ ヨ l宅 ン間 護 別 科 費 入 浴 .食 食 迎 -急 _談 の
プ サ型 サ型 サ間 .. l 介 看 老 養 老 老 保 ~サ サ 詞 サ 通 サ 他 A
ノレ lホ Jlホ ーホ ホサ ト 護 護 人 ~護 人 人 健 I 一 理 一 報 l
敬 ビI ビー ビー Il . -支 -.ス- ホ 老. ホ ホ/L施■Jtf,Jビー サ ピ サ ビ

スム スム スム ムビ ス 援 テ l 人 [ ー 設 ス ス 1 ス l ~ス

ル ル ル イ ン シ l ス ス

社会福祉法人 144 8..32.80.7■4.9 ...2-∴1 ...8.3-.47.2 ...12∴53.5 ...0.7 ... ... ...1.42.J8p4.9

財団法人 10612380.-0---..L........ ... ... ...- ..I.10.0 ...10.0 ...... ... ... ...- ...-

社団法人 66.7 ... .- - - -16_.7 - ...-. -....... -. -. ......T∴16.7 ...

その他の公益法人 ･..- ... - - ...100.0 - - - ... - ... - - - -,- -

株式会社等企業形感 39.1.... ... ...4..3 ... ...- ..._.21.7 ...-26.1 ... ... .........8.7 ...

任意の市民団体 12100.0 ... ... ... ... ...- ...... - ... .- ... - ...-

そゐ他 44.■4 -. - - - ... -44.4 - ... - ... - - - - - ∴-11一.1

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)

複数の事業を行っている場合について､主な事業は何かをきいた問いでも､図表4T3のように､

社会福祉法人の半分が特別養護老人ホームであると答えており､任意の市民団体については全て滞在

型ホーム-ルプサービスを行っているという答えが返ってきている｡注目すべきは､株式会社など企

業形態をとる団体のうち､約4割が滞在型ホーム-ルプサービス-の進出を果たしていることであ

る.これは､北九州市や福岡市を皮切 りにホーム-ルプサービスの事業展開を行ってきた㈱コムスン

にみられるように､今後介護保険の導入を見据えて､企業がこの分野に大挙して進出してくる可能性

を示唆したものであるともいえよう｡
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(3) 団体の予算規模

それでは､こうした福祉サービス供給団体が､どのくらいの規模で活動 しているのかを計るために

聞いた団体の1996年度の予算規模を､団体の性質別に整理 したのが図表 4-4である｡

図表 4-4 団体の年間予算

全 体 社会福祉法 人 財団法人 社団準人 その他め公益法人 株式会社■等企業 任意の市-民団体 医療法人 その.a -N A

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)

これによれば､全団体の中央値 2)は 2億1,000万円となってお り､サービス供給団体がかなク.の事

業を行っていることがわかるが､ここで､数字が非常に大きくなっているのは､社会福祉協議会や施

設サービスを供給 している団体が回答の多 くを占めているためであると考えられる｡

団体の性質別中央値でみると､多額の基金を擁する財団法人の予算規模が11億 4千606万円と圧倒

的に大きく､反対にボランタ1)-な活動に支えられた任意の市民団体は584万円と大きな差がある｡

後にみる､自治体からの出資や資金援助も施設サービスや社会福祉協夢会などのホーム-ルプサービ

スへの委託という形で社会福祉法人に集中しており､このことも社会福祉法人や財団法人の予算規模

が大きくなる原因であると考えられる｡

このように予算規模だけみて.も､高齢者福祉サービス供給団体としてひとまとめ､には論 じられない

現状がある｡以下では､地方自治体との関係を視野に入れ.ながら､それら団体の状況を検討 してみた

い｡
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2.地方自治体との関係

この調査のひとつの眼目は､地域における福祉サービス供給団体がどのような関係を地方自治体と

の間にもっているのかということである｡こうしたことを問う意味は､これまでも明らかにしてきた

ように地域高齢者福祉サービスが､もはや行政の専管事項でなぐなり､多様な供給主体によって提供

されているからであり､そうした視点から行政がそれらに対してどのような責任を果たしているの

か､また問題点はないのかということが問われるからである｡

それらを計る指標としてほ､自治体との人的交流(自治体からの派遣･出向)､および出資･資金援助の

状況が考えられ､ここでもそれらについてきいているので､以下その内容について検討､していきたい｡

(1) 自治体からの出資､援助

地方自治体からの出資額について､団体別にみたのか図表4-5である｡ここに明らかにように､

団体全体では平均7,540万円もの出資を受けており､自治体がかなりの金額をサービス供給団体に出

資していることがわかる｡しかし､その対象は先に述べた第三セクターなどの外郭団体に多くなって

おり､当然のことながら市民団体や企業には出資を行っていない｡

このことは､各団体-の出資比率からもいえるであろう｡調査結果からも分かるように､財団法人

については､全体の7割の団体が自治体から100%出資を受けており､社会福祉法人については約 3

割が何らかの出資を受けている｡それに比して､当然のことながら市民団体､企業への自治体出資は

皆無である｡

自治体からの補助金額についても同様のことがいえ､96年度予算に対する補助金額でみると同じく

図表4-5のようになる｡これによれば､社会福祉法人､財団法人にたいしてはいずれも平均 1億

1,000万円あまりの補助がおこなわれており､任意の市民団体の平均220万円と比較すると､格段の差

がある｡

また､自治体からこれら団体-の委託事業実施に伴う委託金についても同様の傾向が示されてお

り､社会福祉法人や財団法人等の公益法人に億単位の委託金が支払われているのに対して､この調査

で回答のあった市民団体に対しては､事業委託が全くなされていないことがわかった｡

これらのことは､かなりの金額が自治体から社会福祉法人等の団体に何らかの形で支払われている

ことを示すとともに､それが福祉サービスを供給する市民団体にはほとんど行き渡らないことを明ら

かにしている｡もちろん､市民団体がそこまで成長し七おらず､組織規模も小さいという側面もある

が､システムとしてそれら市民団体-の補助 ･委託がなされないのであれば､今後検討していかねば

ならない課題であろう｡

また､同様に企業形態をとる団体に対しても､公益法人等の団体に比べると少額の委託金しか支払

われておらず､未だ高齢者福祉サービスを行政と ｢公的｣団体が独占しているともいえる状況がある｡
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図表4ニ5 自治体から団体への補助金 ･出資 ･委託金への状況

チ 96年度の年蘭予算のう 96年度の年間予算のう 団体への自治体からの出資比率 団体への自治体から .

ち自治体からの補助金額 ~ ち自治体からの委託金額 の出資金額

回 申 ■ヰ .回 中 平 な 25 25 50.75 1N 回 示 平
ン 答 -. 答 -し % l l % 0 答

プ ~団~ 央 ~ 均 団 央 . ー均 未 49.74 以 OA 団 ■央 均

計 233(197)-1,100 7,875(293) 2,43514,410 76.8 3.0.1.3_2.64.3_.9.0■3.0(39) 1,000 7,540

社団法人 6仁5) 0834( ?) 0' 560-83.3 ... ... - - ..-16.7( 0) - -

■株式会社等企業形態 23(17-)...- 0 0(ー19)二 0~̀4,066 95.7 ... ... - ... - 4.3( 0)

任意の市民団体 12(1?)/ 53 220(ld) o o_100.0 ... ... - - ... --( 0)

医療法人 27(20)ー 0 484(20) 0 502 92.6 3.7 - ...3.7 - (2) 10,40010,400

その他 9(4) .68 1,266(4) 0 0 88.9 ... - - - - ll.1( 0) ... -

(生協法人 ･公益信託は回答団体な し)

(2) 自治体からの出向 ･派遣

自治体と各団体との関係をみるために､相互にどのような人事交流があるのかをみることも重要で

ある｡といっても､実際には自治体-の派遣 ･出向という形態は皆無ではないが､現実には極めて少

数であるといえよう｡したがって､ここでは自治体からの派遣 ･出向などにつLJてきいてみた｡質問

項目にあげた役職名は､理事長 (代表者)､事務局長 (団体における事務統括者)､常勤の理事である｡

まず､理事長 (代表者)についてであるが､社会福祉法人､財団法人､社団法人は､それぞれ 7-8

割が非常勤職として理事長をおいており､そのうちとくに社会福祉法人の3割弱､財団法人の7割が

自治体の出身､兼職等と人的な関係においても自治体と密接な関係があることがわかる｡市民団体に

ついても､2割弱の団体の代表者が自治体出身となっているが､回答団体が12団体と少ないため､有

効な憤向分析はできない｡また､自治体職員出身者が､こうした市民団体の発起人に参画している場

合も多く､公益法人等と自治体の人事交流とは性格を異にすることも考慮せねばならないだろう｡

自治体退職後の公益法人-の理事長就任者についてその前職をたずねたところ､回答として多かっ

たのは､助役､民生関係部署の役職者､市長の順となっており､他には小学校長や県副知事などもみ

られる｡兼職者については､そうした傾向が顕著であり､市長､助役等の自治体 トップが理事長をか

ねている｡こうしたことから自治体とこれら団体が自治体幹部経験者をその トップに据えている実態

が明らかになっている｡

-121-



事務局長について_も同様の傾向がみられるが∴理事長には回答がなかった自治体からの出向者がみ

られるのが特徴である｡いずれも担当所管課からの出向となっており､事実上それら団体が自治体の

外郭団体となっている場合もあることがわかる｡

その他の常勤理事に,ついても同様の傾向がみられ､事実上外郭団体となっている団体が､依然とし

て福祉サービス供給の担い手として大きな役割を果たしているとともに､社会福祉法人が自治体関係

者を役職員に迎えることで自治体との結びつきを強くもっていることがこれらの結果から明らかであ

るといえよう｡職員の派遣 ･出向状況については､次節の各団体の状況の中でみていきたい｡

図表4-6-A 理事長 (代表者)の状沢

サ 理事長 (代表者) 自治体との関係

の勤務形態 (%) (%)

膏 非 .N 出 出 兼 ~い白.-.N
ン 常 ロ 治

プル敬 ･勤 A~ -で し -し 体 .A_あ て て とる L.い- い .は~る る 関係ーな

計 233 35.260.5 4.3 12.0 0.4 7.375.5▲4.7

社会福祉法人 144 19._479.2 l.4 16.0 - 8.375.7 -

財団法人 10 30.070.0 - 30.~0 -40.030.0 -

社団法人 6 33.366.7 - - - - 83.316.7

その他の公益法人 1 - -100.0 ･.. ... ... ...lOOi0

株式会社等企業形態 23 91.3 - 8.7 - - - 78.321.7

庄意の市民団体 ･12 25.075.-0.- 16｣7 - ....r83.~3 -

医療法人 ~27 88.911.-.1 - - 3_7 -__.92.6■3.7

その他. 9 -_.■44.455.-6 - - ll.155.633.3

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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図表4-6｢ ,B･事務局長 ､(事務統轄者)の状沢

サ 事務局長 (団体における事務統轄者)の有無 (%) 勤務形態 自治体との関係

(%) (%.)

い 特l N 常 非 .N 出 出 廉 い自 :ーN:-
ン る に 勤 常 .向 職 治
プ い A 勤 .A で L L 体 A
ノレ な ~_ あ て て と

･数 い る pい い はる る 関.係な

計 233 63.933.0 3.0 62.2 6.031.8 16.3､10.3 0.4.4 5.9 27.0

社団法人 ..6 50.Op33.SIS.7 66.716.■716｣7 - 33⊥.3 ∴.50.016.7

そり他の公益猿人 1 -100.0 - - -100.0. - - - -100.0~

株式会社等企業形態 23-34.852.21.3.0 43.5 - 56.5 - - --_56.543..5

任意の市尽団体 12 33._3.66.7 - 25.041.733.3 8.3.... ...75.016.7

そ■の他 9 22.2■55-.622｣2 22.211.166.7 - ll.1 -∴22..266.7

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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3.高齢者福祉 -ビス

(1) 団体構成メンバーの状況

給団体 状況

高齢者福祉サービス供給団体と一口でいっても､その規模は団体によってさまざまであろう｡まし

てや公益法人と任意の市民団体とではその規模が大きく異なることは､予算規模でみたように明らか

である｡

図表4-7は､各団体の職員数の合計について整理したものである｡各団体の内､常勤職員数で規

模の大きいものは､医療法人､財団法人､社会福祉法人の順となっている｡それに対して､非常勤職

員 ･臨時 ･パート 嘱託 (以下､非常勤職員)については若干異なる傾向がある｡財団法人について

は常勤職員同様に多くの非常勤職員を抱えているが､社会福祉法人では非常勤職員数が少なくなって

おり､任意の市民団体についてみると常勤職員の平均3.5人に比して､平均47人の非常勤職員を抱え

ていることがわかる｡ボランティアについては､各団体ともかなりの人数を抱えているが､市民団体

では132人と他の団体に比べ群を抜 く｡これは､非常勤職員数についてもいえることであるが､そもそ

も市民団体はボランタ1)-アソシエイションであ′り､団体参加者の主体的な意志に支えられているか

らである｡｢その他｣の団体でも同様の傾向がみられているのは､自らを質問項目の分類にあてはめら

れないと考える市民事業､ワーカーズコレクティブ等が､この回答の中に含まれているからであると

思われる3)｡

図表4-7 各団体の職員数

サ 合計 .常勤職員計 うち自治体からの 非常勤 .臨時 .パ かかわっているポ ボランティア数

派遣 .出向者数 - 卜.嘱託計 ランティアの有無 (96年9月現在)

回 中 平 回 中 平 回 中 平 い い ..N 回 中 平

プ 団 央 均 団 央 均 団 央 均 い A 団 央 .均
ノレ 体 体 体 -体

敬 数 嘩 値(人) 数 値 値(人) 数 億 倍(人) 数 値 . 値(人)

計 233(226)28.037.9(207_)0.0 1.2(224)6.-020.6 66.125.88.2(132.)37.JOl_16.0

社会福祉法人 144(142)32.-5.42.9(131)0.0 0.7(140)6.0 14.5 87.5 6.95.6(109)40.0.128.7

財団法人 10(10)53.5 62.9(10)12.0 13.4_(1.0)40.577.0 60.030.010.0(2)20.020.0

社団法人 6(6)2.5 3.2(6)0.0 0.9(6)2.0 9.~3 16.733.350.01(1)68.068.0

堺式会社等企業形態 23(23)13.0_18.6(19)-0.0 0.0(23)12.050.5 4.387.08.7(1)10.0 10.0

任意の市民団体 12(8)0.0 3.5(7)0.0 0.0.(9)40.047.1 16.7~66.7.16.7.(2)132.0132.pO

医療哲人 27(27)50.046.9(l25):0.0 0.0(26)2.0.4.5 59.333.37.4(15)25.044.9

その他 9(8)5.串 10.1(7)01.0-9..1(8)2.0 6.1 ll.177.811.1(1)227.0227.0

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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前節でも述べたように,.自治体からの出向者については常勤職員についても検討をせねばならない

が.､その結果を羊理事長､事務局長等と同様に財団法人で平均13.4人､｢その他の公益法人｣ で平均

14･0人となっているが､その他の団体につト､てはほとんどみられない｡

医師､保健婦､OT･PT等の有資格者を各団体がどの位メンバーとしているのかについては､社

会福祉法人､財団法人等の公益法人と医療法人にみられるが､企業や市民団体などではほとんどおら

ず､専門的なサービスをこうした団体が供給することの難しさを見せつけている｡団体に参加してしこ

るボランティアについても､専門職や資格職の人数は全体で4.8人と少ない｡

(2) 団体のサービス提供件数と人数

それぞれの団体が､どのようなサービスをどの位提供しているのかについてきいてみた｡

図表4-8-A･Bは､ホーム-ルプ サービス (滞在型)と配食サービスの状況について各団体の

状況を示したものである｡

これをみると､社会福祉法人､財団法人､医療法人が件数 ･対象人数とも自治体委託で非常に多く

のサービスを供給しているのに対して､市民団体や企業が委託以外のところでサービス供給を担って

きているのがわかる｡もちろん前者の団体も委託以外のサービス供給も行っているが､その数は委託

の件数に比べて激減する｡こ､のことから､自治体が行うサービス供給を委託という形で代行している

のが公益法人であるに対し､企業や市民団体は､そこからはみ出るニーズについて対応している実態

がかいま見える｡

一万､年宅介護支援が高齢者福祉サ｢ビスの焦点となりつつある中で､巡回型や24時間型のホーム

-ルプサービス供給が団体においてどのような状況にあるのかを示したのが図表4-9-A･Bであ

る｡

巡回型にしても24時間型にしても､先の結果同様､自治体委託については社会福祉法人と財団法人

が多くの件数と対象人数を抱えており､委託外では企業が平均30件､15.3人を行っているという結果

になっている｡注目すべき点としては､24時間型ホーム-ルプサービスの供給に委託外で取 り組む企

業がでてきており､財団法人の平均 3人に対して企業 8人､件数にして平均 3件に対して10.8件と多

くなっていることである｡こうした企業の動向については､今後の動向を見極めていかねばならない

が､公的介護保険導入後を見据え､後の述べるような公と私の役割分業について､今後大きな検討課

題となるだろう｡
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図表4-8-A ホームヘルプサ｣ビス (滞在型)の状沢

サー.月当りの延 べ件数 .ホ- 月当りめ延べ件薮 .~ポー 月当りの対象実人数 . 月 当りの対象実人数 .回 -~ヰ - 辛 回 ~'- ヰ 丁 車 回~ ヰ 車 -由 車 . 辛 .
ン 答 -答 答~ 答
プ ∵団 一二央 均 一団 央 均 一 一団. '央 . 均 . 団 央 . .狗
ノレ 体 体 体 体

計 ･233.(83) 156.0 857.8(75) 10.0 110｢5 ( 79 ) 24.り 75.9■1( 76 ) -3.5 25..6

社会福祉法人 144(56) 193.5 807.3(37) 0.0 21｣ ~3 ( 53) mi .0 68.7 ( 37~) 0..-o i:i

社団法人 p6:(2) TOTO: 0:0(3)_ 10.0 -70.0(2) o∴o .0.0( 3 ) 22-.0 ._25.7

そq)他の公益法人 .1(∴o) - -(0) - -(0) - - ( 0) - -

株式会社等企業形態 23(8) 0.0 . 0.0 ( 1 2 ) 34.0 42.6 ( 8) 0.0 0.0 ( ,12 ) .20.0 2 3†0

任意の市民団体 I.2(7) 0.0 0.0 (ll) 180,0 -245,2 (_7 ) P.■0 0.0 ( 12 ) 3 9 .5 66.4

医療法人 27 ( ~畠) 350.0 355.7( 2 ) 0.0 0.0 ( l3) 38.0 40.pO ( 2 ) 0.0 0.0

その他 9 ( 一 ) 0.0 0.0 ( 4) ウ2.占 . 67.0 ( 1 ) 0｣0 0.0(4~) 29.0 29.5

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)

図表4-8-B 配食サービスの状況

サ 月当りの延べ件数 .配食 月当りの延べ件数 .鹿食 月当り̀の対象実人数 .

サービス .自治体委託 サービス .自治体委託以外 自治嘩委串

回 中 平 回 申 , 辛 回 中 平
ン 答 答 答
プ 団 .央 - 狗 . ･.団-, 央 均 団. 央 均 ■
ノレ 体 . 体 体

計 233(37)~ 100.0 651.■̀2(35) 0.0 347.6.(58) 26.5 87.7

社会福祉法人 144(3i) 10010 5?8,5(30) -.-o∴o:衰6.1.-(32) 26.5-由∴1

財団法人 10..( 4) 2,140.5p1,928.3(3) 0:0 157.0(A-4) ,154...0...128.二5

社団法人 ･6(0) - (0) --(0) - -

その他の公益法人 1(0) - -(0) - -(0) - -

株式会社等企業形態 23(.1) 0.0 0.0(1) 0.0 0.0(1) 0.0 0.,0

医療法人 2791(.0) .-- -(0) - -(.0) - -

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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図表4-9⊥A ホ-ムヘルプサービス (巡回型)の状沢

す 月当りの延べ件数 .巡 月当りq)延べ件数 ..巡 月当りの対象実人数 .月当りの対象実人数p.

回型ホ-Jムヘルプ Tサービス .自治体委託 回型ホ｢ムへげ .サ｢ビス.･自治体委託以外 自治体委託 自治体委託場外 .

ン 答 答 答 答

ノレ 体 体 体 体

戟 数 億 倍(件) 数 億 倍(件) 数 値 億(人) 戟 . 値. 一■債(人)

∴蕗 23岳(40) 36.0､149｣9(二31.) 0.0 4.3(All) 5.Or34.3(二gl) -0.0- 2.-4

社会福祉法人 - -1-41.4十32).■. 61.5 166.7.(23.). L■0.0 .,0｣0(321) 6.0 .42.2(23) ､0.0 0.0

財団法人 p1.0(_I.2) 325.0325.0(-■3十 ..0.0 0.0(3)~ 12.0-ー15.3(-ー3) JO.0 .-0.0

社団法木.. L6.(..2) .阜0 5.0-( l) 12.0 1-2.0(_,.2) ,.5.5. 5,5(-.1) .12...~0 .12.,0

その他の公益法人 1( 0) - - ( 0) - -(oう - -(0,) ... ...

株革会社等傘業形態 23(.､4) 9.0 0.0(4)p 30.0=-30.0(4) 0.0 0.P(14) 5.5 15.3

任意の市民団体 l畠(也) - -(o) - -(0) - -(Lo) - -

医療法人 27(Jd) - - (0) - --(0.r).- - -(0) - -

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)

図表4-9-B -ホームヘルプサービス (24時間型)の状沢

サ 24時間サ⊥ビス ▲自治 24時蘭サービス . 自 治 月当りlb対象実人数 .月当りの対象実人数 .

体委託 (月当りの延べ件数) 体委託以外 (月当り の延べ件数) 自治体委託 ･自治体委託以外

回 申'J 平.I 由 中 平 ■~由 中 平 回 申 .辛
･ン -.答 - 答 ･% 答

プ~p,. l団 央 均 団 .莱 - .-均.. 団 ..央-. 均 :団 央 均
ノレ 体 体 ~体 体

戟- 数 億 r 値(件). -琴 値- .値i(件). .51 = =(人)- 数 億 倍(人)

社会福祉法人 144(12) 0.0 62.6(_9) 0.0 0.0( ll) 0.0 23.■4(~9) 0.0 0. 0

疎式会社等企業形感 23('4) 0万 0.0-(6~). 7.:r5 10.8I(t'4) 0.b o._o(._6) 1.0 8.0

妄あ適 9(_0) - (~0) - -(_o) - -(■0) - -

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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(3) サービス供給団体におけるホームヘルパ-の現況

すでに述べたように､在宅介護支援が高齢者福祉の焦点となりつつあるが､ホ一一ム-ルプサービス

は､在宅介護支援の中核的な位置を占めるといっても過言ではあるまい｡本調査で回答のあった233

の福祉サービス供給団体の内､ホーム-ルプサービスを行っている団体は107あった｡これらについ

てホーム-ルパーの状況についてきいてみた｡

① ホームヘルパーの状況

まず､各団体でどの位の数のホーム-ルパーが活動しているのかについてみてみたい｡図表4-

10は各団体のホーム-ルパー数と雇用形態について整理したものである｡各団体とも､団体の形態

に関わらず常勤･非常勤の-ルパーを雇用しているが､社会福祉法人で常勤の割合が高く､企業や

市民団体で非常勤の割合が高くなっている｡登録-ルパーは財~団法人で中央値233人と な っ て お

り､企業や市民団体でも70人以上の登録-ルパーがいることがわかる｡

ホ ー ム-ルパーの内､有資格者は財団法人で16.5人ともっとも多く､反対に市民団 体 で は 0.7人

と少 な い｡ ただし､-ルパーの総人数との対比ではそれほど多くの開きがなく､団体 の形 態 や 規 模

を 問 わ ず ､ 社 会的な課題としてホーム-ルプについての有資格者の育成が今後の課題 と して 指 摘 で

き よ う｡

また ､ ホ ー ム-ルプサービスを供給する場合､サービス提供の方法や他のサー ビス との阻 み 合 わ

せ な どに つ い て の コーディネートをすることが必要であり､また重要な意味をもつ ｡ そ う した コ ー

デ ィネ ー トを 行 うコーディネーターの人数についてみると､財団法人の中央値 で20.6人 が 際 だ って

お り､ 市 民 団 体 も 6人と､割合からいうと充実しているといってよいだろう｡

図表4-10 ホームヘルパーの状況

サ ホームヘルパ-の総人数 雇用形態 .常勤 非常勤 .臨時 .パ-ト.嘱託 ･登.■録 資格などの取得者(社会福祉士)答 答 答 答 答

プ 体 体 体 体 体

計 107(93) 20.0136.1(88) 3.0 19.6(74) 0.0 8.1(84) ll.5142.2(85) 2..0 5.6

社会福祉法人 628･514(59) 12.0 77.1(61). 4.0 23.4(48) 0.0 6.2(50) 0.0 57.7(.58) 早.-0 5.3

社団法人 ( 3) 41.0.36.3( 3) 0.0 0.3-(_2)- 0.0 0._0( 3) 41.rO 36.0(....?) - -

株式会社等企業形態 (12.) 40.0 86.0(.10) 0.0 1.7(ll) 4.0 11.3(10) 75.0 89.1(10)- p2.0. 等.3

任意の市民団体 ー 12330( 8) 47.5 58..8( 5)- 0.0 4.2( 5) 0.0 8.8( 8) 71,0 78.1( 7) .P.二9 01Ii7

医療法人 ( 2) 12.5 12.5( 2) 5..5. 5.5( 2) 7.0 7.0( 3) 15._0 10.3( 1) 0,0 0二.O

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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② ホームヘルプサービスの利用者負担の状況

それではホームヘルプサービスを利用するために､利用者はどの位め負担をしなければならない

のであろうか｡図表 4-11はホーム-ルプサービスの平均時間単価等について団体の形態別にまと

めたものである｡

まず､ホーム-ルパー 1人あた りの平均時尚単価をみると､公益政人､庖療法人も企業も千円を

超える単価を必要 としているのに対 し､市民団体では平均711.9円と医療蔭人の半分程度の単価で

サービスを受けられることがわかる｡これは､市民団体がボランタ1)-な担織であ り､非営利で運

営されているための結果である｡ しかし､同時に利益の追求を目的とする企業の方が公益法人等よ

り安価にサービスを供給できるのほ､今や常識的なこととはいえ､問題のあるところである｡

サービス利用者の 1ヶ月あた りの最高負担額をみると中央値で35,425円となってお り､団体形態

別では社団法人の305,850円 (中央値)､企業の.320,000円 (中央値)が目を引 くところである｡これ

は､サービスを大量に必要 としている利用者がそれらの団体に頼らざるを得ず､一結果として非常に

一高額な負担を強いられているのではないかという予想ができる｡一方､比較的安価な市民団体を利

用するにしても､サービス供給側の力量不足やサービス内容の不安がつきまとい､なかなか利用者

の負担を軽減することができないであろう｡自治体からの委託が多い公益法人については､多少単

価が高 くとも▲公的な費用でまかなわれる部分か多いが､そ うでない部分については利用者の負担が

極めて重いことをこれらの数字は表 しているのである｡

今後､単価に見合った充実 したサービスを提供することとともに､公的サービスと民間サービス

･市民サービスのコス トを巡る議論も避けて通れないであろう｡

図表 4-11 ホームヘルプサービスの利用者負担

サ ホ十ムヘルパーの平均時間単 サービス利用者1.人当りの月 サービス利用者の月最高負担

価 =; 当たりサ+ビス利用最高時間敬 額

回 .ヰ . 辛 -回 申 .辛 画 中 平
ン 答 . 答 答

ノレ 体■- 体 体

数 数 億 倍1(円)_. 数 億 倍(時間) 数 億 倍･'(円)二

一計 - ~107(8:1)J l,020.0 1,097｣1(loo ) 60.0 10乱4J(_91) 35,4､25.0 83,684.2

社会福祉法人 -62(41) L.l,155..=0..Jl,~23419(51) 35.0 43-.4(.-51) 14,720.0-F22,994.:4

財団法人 8(-7} 1,130.0 1,087.6(■8)∫ 87.5 -96.1( 7) 66,240.0 75,484.,.3

社団法人. .5(:4). I,000二0 877｣5(A:5). 159.0 3p39.2(-4) 305,ー850.013-23-,925.-0

医療法人 3(てJ-2)- I,_3.95.0 1,395.0(.̀-3)- .89.0. 84.3(:-3) -L7,360.0 6,570.-0

千?他 3仁 ?I) 72010 ■746.7･( 3) 72d.0 556-.7(∴3) 50,000.0128,.666.7

(生協法人 ･公益信託は回答団体なし)
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③ ホームヘルパーの雇用 ･労働条件

図表 4-12は､団体におけ畠ホーム-サバ｢の雇用 ･労働条件のうち､儲業規臥 超過勤務手当､

有給休暇の有無について整理したもりである.いうまでもなく､ホーム-ルプサービスの質とそれ

を供給するホーム-ルパーの労働条件は無関係ではない｡より充実したサービスを供給するために

はトより､よい雇用 ･労働条件が整備される-必要カモある｡そ うLや視点から見たとき､_各団体で､

ホームヘルパーーまどのよう_な状況に置かれているのであろうか｡

就業規則については､財団法人のおよそ4割､社団法人お,よび企業の 2割で｢な.い｣という答えが

返ってきた｡ぜ過勤_#手当についても財団法人､社団法人の4割セないという答えが返ってきている｡

企業にらいても3割弱で超勤手当を支給しておらず､おそらくは超過勤務を常に必要とするような

ホーム-ルプ事業で賃金の支払われない労働が強いられている可能性がある｡有給休暇についても

社団法人の6割､企業の3割 5分､財団法人の2割 5分 で制度化されてLいないという番えが返ってき

た｡そもそもボランタ1)-な意識に支えられて活動を続けている市民活動団体は別な問題であると

して､十分整備された労働環境がホーム-ルパーには保障されていない状況があるように思われる｡

また､それらが適用可能になっている場合でも､その対象は常勤職員に限定されている団体も多

く､非常勤職員に依存している団体があるにも関わらず､疲らにしわよせが及んでいる現状も浮き

彫 りにされているのである｡

今後､福祉サービスを供給する主体としてさまざまな団体が登場してくると思われるが､そうし

た団体が人材を確保し､充実したサービスを提供するためには､雇用 ･労働条件の面でも整備が進

められる必要があるであろう｡なお､ここでは文脈上詳しくふれなかった点も.あり､ホーム-ルプ

サービスをめぐる状況についての詳細な検討は､別に行われた ｢ホrJム-ルプサービス開査｣につ

いての分析にゆずることとする｡

図表 4-12 ホームヘルパーの罵用 ･労働条件

ン~ る い ン 勤 ト常 簿 ン る~-,い -ン 勤 ト常 -録 ン -る▲ い ン 勤 ト常 緑

プ A プ 職 .勤 A プ A プ 職 .勤 A -プ A プ 職 .勤 A
ル ル 負 嘱 . ル ル 具 現 . ル ル 負 嘱 .

敬 .敬 革瞭lps●′ヾ 敬 数 託臨 ■時_-●′ヾ 敬 敬 託臨時●′ヾ

哀 10770.116.813.17588.058.710.7.5二-3.157.310762..621.515.9 6788.126.9.二4.56.0119.410764.521.514.0 69 92.837.7 1.44.3131.9

社会碍祉法人 .6285..56,58.1二･53二90.6J52.8 5.7 5.7149.1628582.-3L9.78.1･声194.117.6.-.之.-0 5.9113.7}:6287.1-.4.8 8.154 92.631.5 1.95.6125.9

株式会社等企業形琴 ･1464,3-こ.2~1.-414.3 94●1-10■0.088.922.2 211.1-1442.9:28.6ー2816 +､666.766.7 -16.7133.3 14■50.035.714.3 7

医泰法人 - 33.3.33.333,3 川0.0 100.0 66.-7 ..;33.3 1.00.0 100.0 33.333,333.3L:1.-1PP∴0 ●■●●'■●● 100.0

(生協法人 ･公益信託は回答団体な し)
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4.高齢者福 サー.ビス供給団体q)課題と展望

以上､233の団体に対して行った調査結果をみてき七が､長径にこれらから導き出-されるい くつか

の論点について-検討しておき･たい｡

(1) 公と私の役割分業

こq)調査でも明ちかになったように､高齢者福祉サービスの供給主体は､従来のように行政に一元

化されているのではなく､非常に多様化している｡冒頭に述べたようにいくつかのセクタTがそれを

担い､それぞれの団体の性格もさまざまである｡.

重要なことは､本調査の対象となった団体の車にも､･自治体の外郭団体のよ.うに ｢公｣の色彩の強

い団体と､市民団体や企業のように純粋な ｢私｣の性格しかもたないものもある｡これまでは､福祉

サービスは基本的には公的サービスとして供給されるものとされていたが､本調査にも明らかになっ

ているように､｢私｣的な団体が供給するサービス量も無視できないものになってきているのである｡

もちろん行政が供給する公的サービスは､公的な責任に基づいて高水準で安定的に供給されるとい

う安心感があり､また自治体がその責任を放棄すべきでもない｡しかし同時に､コス ト面で極めて大

きなアシバラン久があるとすればそれは市民の支持を得られないのも事実であろう｡

したが?て､今後､魔寒のように公的サーギスの隙間を埋めるものとして ｢私｣の役割を理解して

よいのかという問題が生じるであろう｡二つの側面から亘の検討は急務である｡ひとつは､本調査で

も明らかになったように､公益法人が多くの自治体委託事業を受託しているがこLれは法人格を取得し

てし,､ることによるところカモ大きい｡現在､市民団体の多くは制度埠な問題で法人格を取得できず｣自

治体からの受託が難い ､現状がある｡しかし､阪神･淡路大震災以降急速を宇摩 上してきたNPO法制

定によ′る市民公益法人格付与の動きはこうした問題に一石を投じるであろう｡

またもうひとつは､公的介護保険導入によるサービス供給団体多様化への追い風せある｡公的介護

保険の導入は､それら団体､とくに市民公益法人が活動資金を調達することを意味するため､福祉

サービスを供給する団体が今以上に登場することを促進するであろう0

こうしたことから､今後､公と私の役割分業を根本から見直すことが急務になるiと思われるのであ

る｡

(2) 団体における諸条件の整備と政府の責任

'市民に高齢者福祉サービスを供給する団体が多様であることはみてきたとおりであり､そこで働く

人々の雇用 ･労働条件がサービスの質と無関係ではないことは述べたとおりである｡

地方自治体は､社会福祉法人や財団法人などの公益法人に多くの役職者を送 り込み､また出向者を
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置くことによって､それら団体に有形無形の関与をLできたといえる｡したがって､-'それら団体につ

いて､自治体職員並の雇用 ･労働条件を確保するように努力することも必要である｡｢安かろう､悪か

ろう｣のサービスが高齢者福祉という現場で許されないことはいうまでもない｡外郭団体や公益法人

の設置が安易な安上がりの福祉を実現するものであってほならないのは当然である去

そして同時に､政府 (中央 ･地方を問わず)は企業や市民団体 (とくに民間非営利の市民事業)に

ついても ､そうした条件が整備されているのかを監視していく必要がある｡現実には､最低､委託

や補助を行 う団体について､政府が諸条件の整備状況について監祝し､高水準め轟二ビ如 ミ供給され

ることを担保せねばなるまい｡ただし､何度も述べているように､サービスの質とコス トの問題は常

につきまとっており､適 切な永準でバランスが保たれるよう､今後さらに検討がすすめられねばなら

ないだろう｡

最後に､こうした諸状況の変化が､市民と政府の新しい関係の構築を急務としており二､-同時に市民

にも政府と社会に対する責任を果たすという問題を提起していることを付け加えてしめくくり-たい｡

【注】

1)もっ七も､この用語は日本的な用語法であり､欧米諸国でいわれる ｢サードセクター｣は､市民セクターを指して

いることが指摘されている｡前田成東 ｢第三セクターとサードセクーメ-｣(今村都南雄編 『第三セクター-の研究』-中

央法規1995年､所収)参照｡

2)中央値とは､対象となったサンプルの内､もよう ど真ん中にあたる団体の数値を抜き出したものである｡平均値で

は､極端に大きな数字をもった団体がある場合に､それにひきずられて数値が極端に大きくなってしまい､望んでい

る鷹巣が得られない場合もある｡-そこで､本稿では必琴に応じて平均値と中央値を使い分けることと･した｡

3)市民事業やワーカーズ ･コレ_クティブと呼ばれるものは､市民の自発的な活動から出発し民間非営利事業 として

行われるものである｡その意味では純然たる無償のボランティアとは異なり､サービスを供給して対価をえること

となる｡その意味では株式会社等の企業形態ともボランティア団体とも異なる新 しい団体の形態であるともいえ

る｡本調査では､それらの回答が ､｢任意の市民団体｣と ｢その他｣に分かれ七しまったが､それぞれの回答を精査す

る事が調査票からは難しいため､回答のまま集計した｡

【参考資料】

川崎市 『市民と行政の新しい関係の創造』1996年 3月

社会保障研究所編 『福祉における市民参加』東京大学出版会,1996年｡

電通総研編 『NPOとは何か-社会サービスの新しいあり方』日本経済新聞社,1996年｡

東京都 『行政とNPO』1996年 3月｡

レスター ･M･サロモン､H･K･アン-イア-/今田忠盛役 『台頭する爽営利セクター』女イヤモンド社,1996

年｡

:.*ア1)一 ･メロー､ジャネ少ト･-ナ､ジャン･スター1)ソグ/佐藤紘毅､白石和宏 訳 『ワナカーズ ･コレクティ

ブ』緑風出版,1992年｡
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第 5章 ホームヘルプ職調査

序 ･調査結果の分析にあたって

(1) 調査の巨的と問題意識

高齢社会の進行にともない､介護ニーズは飛躍的に増大している｡～また､･家族介護の限界が指摘さ

れている｡たとえば､家族の少人数化､介護者の高齢化､長期の介護期間､介護の重度化による家族

負 (おおむね 1人の女性)の心身の過度の負担､虐待や介護放棄という家族関係｡家族を大事にした

いという決意や愛情に伴わない介護技術や知識､介護に対する誤った考え方などに･より＼ 介護lされる

人の能力を奪ってしまうことなどである｡

そこで､現在不足している介護サービスを質 ･量 と一もに増 し､そして新たに生ずる介護ニーズにこ

たえるには､社会的介護が必要であるという∴社会的認識にいたっている (1994年 ｢新たな高齢者介護

システムの構築を目指して (秦)｣高齢者介護自立システム研究会､1995年 ｢新たな高齢者介護システ

ムの確立について (中間報告)｣老人保健福祉審議会､など)｡そして､在宅介護の中心的な担い手と

して期待されているのが､ホーム-ルパーである｡

しかし､実際に介護を担 うホーム-′㌧パーの労働環境､仕事環境は混沌の極みにあるといっても過

言ではない｡労働と活動 ,(ボラーソティアまで)､専門性 (仕事)と素人性 (羊婦の家事)､供給主体の多

元化､様ふな雇用jrP態などの要素がからみあっ七､問題は複雑化 している｡ホーム-ルパーの全体像

を把捉できる公的な統計も整備されていない｡また､ホーム-ルプサ⊥ビス職でたべていける人は

ホーム-ルパー全体の∵部にすぎず._介護福祉士の資格も十分活かされる仕阻みにはrない｡公的介護

保険制度が提案されているが､こうした点についての整理が必要とされよう｡

そこで今回の調査は､サービス利用者が質も量も安定したホーム-ルプサービスを確保 し､各自治

体が高齢者福祉サービスの基盤を確立するために､亘二ム-ルプサr-ビス職はどう確立されるべきか

を探ることを目的として､ホーム-ルパーの就労や労働条件め実態､日頃の仕事､意識につ十てホー

ム-ルパーの属性別に現状の詳しい把握を試みたものであるこそこから､魅力あるホーム-ルプサー

ビス職にづいての課題と問題点もあきらかになるであろう｡

(2)･分析上の留意点

① 他の ｢地域における高齢者福祉サービス調査｣ 同様に本調査 も71自治体の選定は任意抽出であ

る｡

② ｢一般型ホーム-ルパー調査票｣と ｢登録型ホーム-ルパー調査票｣の2-種類に分け実施 したが､

集約段階で両者転共通ないし類似した設問についてはまとめて集計している｡両調査票で多少の異
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同がある設問については､図表やこ表示 した｡

③ 一般型-ルパーに関しては､雇用形態別の集計を行っている｡

雇用形態は､｢常勤｣｢嘱託｣｢パー ト｣｢非常勤｣｢臨時｣｢その他｣の6区分から選択 してもらった

たが､常勤以外の雇用形態にあるホーム-ルパーに関し七は､勤務機関や団体により呼称は異なる

ものの､提供サービスの性格がかなり類似しているパー ト 非常勤 ･臨時については一括 して取 り

扱い､｢常勤｣｢嘱託｣｢パー ト 非常勤 ･臨時｣｢その他｣の4区分としたt.なお､｢その他上は件数

が11人にとどまっているため､図表の表示にとどめている｡

④ ､ ｢一般型ホーム-ルパー｣ は､集約段階において過去 1ヵ月間にホームへルパーとして訪問しな

かったケースは､数値計算から除いている｡

(3) 調査票の回収とその性格

上記の選定基準に配付 された調査票8,663枚 (｢一般型ホーム-ルパー｣3,491枚､｢登録型ホーム-

ルパー｣5,172枚)を配布し､2,068枚を回収した｡今回の調査対象者の特性をまず確認 しておこう

(図表､参照)､｡

調査票の回収状況 (勤務地 ･人口別)

ホ丁-ムヘルパ∴の種類 ･勤務している機関.団体 p

-舵壁-ヘ ール 雇用形態

パl 勤 Lト 伸 A パI 雲 量p...き-.p 蔑 容 易 .恩田.福 紹 ズ 自 所

比率 66.3 61.9 6.914.7 2.8 9.0 0̀.8 3.9 33.7 18.350.612.6 6.6 0.0 1.2 4.1.0.6 1.0 1.2 3.9

74.8 67.4 9.0 .-.14.6 7.9 .■- 1.1 ?5.? 18.568.~9 1.7 2.5 ...I- T 3.4 ..: ...p1.7 3.4

357 210J26 38 15 53 5p.12 l225 56-453 11 22 - .18 ∴. - 5 1 16
61.3 58.8 7.310.6 4.214.8-0.8 3.4 38.7 9.6.77.8 1.9 3.8 -. 3.1 .i. ..- 0.9 0.2 2.7

人口10万人未満.人口10万人以上 160 107 12 16 ∴. 13 2 10 51 16.169 1 ~12 ... -. ... .- 1 1 ∴. 12

75.! 66.9.7.510.0 丁.丁 8.l l.,3 6.3 24..? 7.680.1 0.5-5.7 ... ... -. .:. 0.5 .....5.7

197 103 14 豆2'15 40 1 2 17i .40 284 10 10 ... 18 ∴. ... 4 1 ー4

53.I 5声.3 7.111.2 7.620.3.-0.5 1.0=:..46.早 10i876.5 2.7 2..7 .I._.4.9 ... ..._. 1.1 0.3 1.1

県都市政令市特別区 .N A 282 195 41 9 7 16 .- 14 2tZ8 54 248 110 77 1 2~■... - 2 ... 16

55.3 69.1.14.5.3.2 2.5 5.7_-1 5.0 44..7 ･-1_0.648.6J2-1.615.1.--､仇2 0.4-.--_. ... 0,4 ...rJ3.1

529 314 8 140 3 38 7 19 179 190 206 131 31 ∴. 3 74 9 .12 22 30

74.7 59.4 1.526.5 0.6 7.2 1.3 3.6 25.3317.7 26.829.118.5 4.4 .- 0.410.5 1.3 1.7 3.1■4.2
36 19 5 10 .- .- .- 2 35 -. -..-. -. .- -. 2 1 -T l

78 50 7. 4 ... 1b 1 6 32 21 57 6 4 -. 1 .6 1 1,... 13

①. ｢一般型ホーム-ルパー｣ とイ登録型ホーム-ルパ十十 は､2~:̀i-の分布である｡

勤務地別にみると､東京都特別区では ｢一般型｣に 9割以上が集中 し､＼｢登録型｣は､1割弱に過ぎ
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ない｡他方､県都市や人口10万人以上の一般市では､｢一般型｣は半数強にとどまり､その分 ｢登録

型-ルパー｣が半数近 くを占めている｡

② 一般型について雇用形態をみると､ 6割強が ｢常勤｣である｡それ以外 は､｢パ ー ト｣

(14.7%) ｢嘱託｣(9.0%)｢非常勤｣(6.9%)｢臨時｣(2.8%)などの順である｡

｢常勤｣比率は､県都市が 7割と一最も高 く､特別区が半数強と最も少ない｡常勤以外の雇用形態

では､町村で ｢臨時｣､人口10万人以上一般市で ｢嘱託｣､県都市で ｢非常勤｣､政令市や特別区で

｢パー ト｣が､それぞれ相対的に多 くなっている｡

③ 勤務している機関 ･団体を全体でみると､｢社会福祉協議会｣が半数を占めている｡それ以外は､

｢市区長村 (自治体)｣が18.3%､｢福祉公社 ･事業団など｣Lが12.6%､｢老人ホームなど福祉施設｣

が6.6%､ ｢生協 ･ワーカーズ ･コレクティブ｣が4.1%などとなっている｡これらに対 し､｢農協｣

｢家政婦 ･看護婦解介所｣｢非営利 ･市民の自主的な魁織｣｢民間会社 ･事業所｣ などに勤務 してい

るホーム-ルパーかちの回収は極めて少なかったこ･_とが示されている｡

勤務地別にみると､町村や一般市は ｢社会福祉協議会｣に7-8割が集中している｡これに対し､

県都市や政令市では､｢社会福祉協議会｣のウェイ トが下が り､多様な勤務機関や団体からも回収さ

れている｡そのなかでは､両者共通して ｢福祉公社 ･事業団など｣が19-22%とことと多いととも

に､県都市では ｢福祉施設｣(15.1%)が､政令市では ｢生協･ワーカーズ･コレクティブ｣(10.5%)が

多 くなっている｡なお､特別区では ｢市区長村 (自治体)｣によって 9割が占められている｡
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1.ホームヘルパー職のプロフィール

ホームヘルプの仕事はどのような人々が担っているのか

はじめにホ｢ム-ル プ の仕事はどのような人々が担っているのかを検討していきたい｡∴本稿では､

総計､一般型と登録型ホーム-ルパー別とともに､一般型ホームベルパーについては雇用形態別め特

徴を取 り上げることにしたい｡

(1) ホームヘルパーの属性上の特徴

- 中高年女性が中心的な担い手､経験年数は短い

① ホームヘルパーの種類と一般型ヘルパーの雇用形態 - ⊥般型 と登録型は2-:1

今回調査で回収された対象者を ｢一般型ホーム-ルパー｣(66.7%)と ｢登録型-ルパー｣

(33.3%)とに分けると､ 21:′1の構成になっている､(図表 5-1)0

図表 5- 1 ヘルパーの種類別

■■●●■■■●●--般型へルJ,､ー
登録型ベルパー

Ⅳ=2068

このような構成は､回収された調査対象の特徴を反映しているともいえる｡そこで､勤務機関 ･

団体の構成をみると､一般型では､｢社会福祉協議会｣が6割近 くを占め､以下､｢市区町村 (自治

体)｣が 2割､｢福祉公社 ･事業団など｣が 1割､｢老人ホームなど福祉施設｣が 1割弱などとなって

おり､｢民間会社 ･事業所｣や ｢家政婦 ･看護婦紹介所｣などほ極めて少ない｡一方､登録型でも､

｢社会福祉協議会｣が最も多いが比率は40%にとどまり､｢福祉公社 ･事業団など｣｢市区町村 (自

治体)｣が,15-17%､ ｢生協 ･ワーカーズ ･コレクティブ｣が12.1%､ ｢老人ホームなど福祉施設｣

が5.6%など勤務機関 ･団体はやや多様している (図表 5-2)0
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図表5-2 勤務している機関 ･団体 (ヘルパーの種類別)
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一般型の雇用形態をみると､｢常勤｣が61.9%と6割強を占め､.他は ｢パート｣が14.7%､｢嘱託｣

が9.0%､ ｢非常勤｣が619%､｢臨時｣が2.8%の鹿になっている｡

なお､勤務機関 ･団体別にみる場合には当然登録型を含めた構成に留意する必要があるが､ こ こ

では､一般型内部の雇用形態に限ってみると､機関や団体の性格を超え ｢常勤｣が最も多い｡特に､

｢常勤｣比率は､社会福祉協議会では4分 の3-K及んでいる (義人ホエムなど福祉施設が56.1%､

福祉公社 ･事業団や市区町村が42-45%)｡これに対し､｢パート｣は福祉公社 ･事業団などや市区

町村では3分の1前後と相対的に多くなっている (図表 5-3)｡'
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② 性別 ･年齢別構成 ｢ 中高年女性が主に担っている

性別構成では､｢女性｣が97.9%と大半を占め､｢男性｣は1.8%に過ぎない (図表 5-4)0

女性が大多数を占める点は､一般型と登録型を超え共通している｡さらに､一般型について雇用

形態別にみても､｢男性｣が相対的に多い嘱託でも5.6%にとどまっており､女性中心に担われてい

る点は同じである｡

総計で年齢構成をみると､30代後半から50代で8割を超えており､特に40代後半が4人に 1人を

占めている｡他方､30代前半以下の年齢層は1割に満ちない｡･平均年齢は47歳で為 り､かなり中高

年層に偏った構成といえる (図表5-5).

図表5-4 性別構成 (ヘルパーの種類別)

亘敬 性別構成
女 男 N.-性..性 冬:

総軒 2068■ -97.9ー1.8 0.2

へノレパ1の檀演別 一般型ヘルパー 13_71 -.97.5-.2J-.'2 0.3

甲勤 848 97-.6,2.4 ...

嘱託- 124 94▲4.5.6..-

パート.■非常勤･臨時その他 _334 99.7 0._3 -.ll 81.818.2 ~-.

図表5-5 年齢 (ヘルパーの種類別)
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平均年齢は､登録型が49.4歳とはぼ50歳であ り､一般型 (45.8歳)より3.6歳高 くなっている｡な

お､一般型-ルパーについて雇用形態別にみても45-47歳でかな り類似 している (図表 5-6)｡

図表 5-6 性別 ･年齢別構成 (ヘルパーの種類別)

件数 ~ 年齢構成

歳 ー I .l I I .ー ■ト ∴歳
未 3 4 39 441..49 54 59 p以 A

満.'-.歳 歳 ■琴 革 .華 ∴p琴-.:I-l二.i.:1p_.I

l総計 2068 3-.94｣51~0..518..825.6~.17▲0.12=L:1-p1-6.01.5 47.5~47.0_

へ .ノレバIの-種演別 一般型ヘルパー 1371 5.14.911.619.52サー5,15:.9:1~0:7J._pP2.｣9.-1.-9 46~.545｣8_

嘱託 124 0.82.49.721.83,2J.3.16̀∴9--8.l'.1∴._.-4..-83.2 47.5.47.1

ll ･.....27.3_..-.36.4 ..I. 9.127.3 .... 48.5.51.4

③ 自分の家族の介護経験の有無 - 4割強が家族や介護を経験 している

今回調査では､ホーム-ルパー職に就いている人について自分の家族の介護経験の有無を設問し

たところ4割強が ｢ある｣ としてお り､｢ない｣は 6割弱であ り､中高年女性が多数を占めていると

はいえ､介護経験を持つ人が多いことが明らかになっている (図表 5-7)0

このような傾向は､一般型 と登録型の別や一般型↑-Jt,パーについてq)雇用形態別による違いはみ

られない｡

④ 勤務地構成 - 3分の 1は政令市で勤務

勤務地で最も多いのは､｢政令市｣の34.2%､つし与や ｢一般市｣が28.1%､｢県都市｣が24.7%と

なってお り､｢町村｣(5.8%)や ｢特別区｣(1.9%)ヰま少ない (図表 5-8】)｡
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図表5-7 自分の家族の介護経験の有無 (ヘルパーの種類別)
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図表5-8 勤務地 (ヘルパーの種類別)
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ホームヘルパーの種類別にみると､一般型では ｢政令市｣･が 4割 と最 も多 く､｢一般市｣

(26･0%)､ ｢県都市｣(24.7%)の順になっているのに対し､登録型では､｢県都市｣と ｢一般市｣

がともに32-32%を占めており､｢政令市｣は25.7%と少なくなっている｡なお､一般型について雇

用形態別にみると､嘱託は ｢一般市｣･(42.7%)が､パート 非常勤 ･臨時は ｢政令市｣(45.2%)

が､それぞれ多くなっている (図表 5｢9)｡

図表 5-9 勤務地 (ヘルパーの種類別)
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⑤ ホームヘルパーの通算経験年数 - 登録型やパー ト 非常勤 ･臨時の4割が (3年未満)

総計でホーム-ルパーとしての通算した経験年数は､平均5.7年 (中央値4.5年)と短い｡

年齢構成が中高年層に偏っていたことからすると多数が中途採用 (雇用)であることが分かる｡

さらに､経験年数が (3年未満)の比率が3割を占めている点からは､近年のホーム-ルパー増員

を端的に反映しているともいえよう (図表 5-10)｡

一般型と登録型を比べると､一般型でも平均6.4年 (中央値4.5年)にとどまっている｡一般型を

雇用形態別にみると､常勤では平均7.3年 (中央値5.5年)､嘱託では平均6.8年 (中央値6.0年) と

なっているのに対し､パート 非常勤 ･臨時では3.9年 (中央値3.5年)とより短 くなっている｡ こ

れらに対し､登録型もパート 非常勤 一･臨時とほぼ同じ4.2年 (中央値3.5年)となっている (図表

5-ll)｡
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図表 5-10 ホームヘルパーの通算経験年数 (ヘルパーの種類別)
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図表5-11 ホームヘルパーの通算桂浜年数 (ヘルパーの種類別)

N

A

l l_ 2 3 4 5 10一.15p N 計 *.央値･(年) 辛均値

年 年 年 年 年 年 年 年
未 以 以 以 以 -以 以 以 A
浦 上 上 上 上 ■上 上 上

総計 -2.615.011.813.0~9.425.3 7.2 5.7~9.9 2068 4.5p 5.7
② ③ .(D

② ③ ①

常勤･由託パ｣ ト.非常勤･臨時 ー0;810.6 9.611.110.1;派.:i:811.0::i.:製麺4.6 848.124.334･11■ ,5.56TOp3.53.5 7一36.83..93..8

③ u-iiGy■｢罫…~~
0.8 8.910.512.110.5灘浦経線4.84｣8

③ ■~て訂ーて野
3.6lES:.:i:才11.114.1 6.9118.3 3.早--0-.-6-墓等】野 …て訂

その他 ･--.-油::i:.:a::臓浦.~9.118.2 ... -. 9.1
･｢て訂｢て訂 ~一.て訂

登録型へ?レバー 4.717..416.114.8 9..621.8 2..9:1..910.9 697 3.5 4..2

下
下

は

け
け

字

か
か

数

網
網

丸

※
※
す
※

5
が

が
差

差
の

の
と

と
計

計
総

稔
は

は
線

線
実

実
太

位順

の

率ヒ叩け一

ンイ○求 こ
多

い
上

多
以

上
卜

以
仙

○ ー
ホ

と､下破線は 5本○イント以上少ないことを示す
いこと､下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示

-142-



以上の平均像からも､かなり短期の経験年数のホーム-ルパーによってサービスが提供されてい

ることがうかがえるが.t経験年数 (3年未満)というより直近にホーム-ルパーをはじめた人の比

率は､-常勤や嘱託の2割程度に対し､登録型やパ｢ト･非常勤 ･臨時は4割前後を占めており､近

年､常勤以外のホーム-ルパーのウェイ トの高まり憤向がうかがえる｡

(2) ホームヘルパー就労時の状況

- パート･非常勤 ･臨時や登録型は､｢専業主婦｣が4割

① ホームヘルパーに就く直前の仕事 - 常勤でも他の常勤の仕事.からの移動は4割にとどまる

ホーム-ルパーに就 く直前には､どのような仕事についていたのだろうか (図表 5-12)｡ホーム

-ルパーに就く以前の仕事経験でまず注目される点は､｢学生で､働いていなかった｣ という新卒

後､直ちに入職した人が1.3%と極めて少ないことである｡また､直前に ｢常勤で働いていた｣人も

26.5%と4分の 1にとどまっている.多いケースは､｢専業主婦で､働いていなかった｣や ｢パート

や臨時で働いてきた｣の32-33%であり､他は ｢家事 (農業･商業など)に就いていた｣が5.1%と

なっている｡

ホーム-ルパーの種類や雇用形態別にみると､｢常勤で働いていた｣人は､一般型の常 勤で4割､

嘱託でも3分の 1にとどまり､パート 非常勤 ･臨時や登録型では15%台に過ぎない｡一般型の

パート･非常勤 ･臨時や登録型では､｢専業主婦で､働いていなかった｣が42-46%を占めているこ

-とがわかる｡

図表5-12 ホームヘルパーの仕事に就く直前 (ヘルパーの種類別)
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一般型ヘルパー
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② 登録型ホームヘルパーのヘルパー以外の仕事 - 4人に 1人強は他に仕事を持ちている

が ｢専業主婦で働十ていない｣としている.他方､就労しているケースは4人に 1人強を占めてい

るが､内訳をみると､｢パートなど常勤以外で働いている｣が17･4%と最も多 く､他は ｢家業に従事

している｣が6･2%であり､｢常勤で働いてい-る｣は2.9%と少ない｡

図表 5-13 登録ヘルパー以外の仕事 (ヘルパーの種類別)
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③ ホームヘルパーの仕事に就いた主なきっかけ 一丁 ､4割が ｢自治体の広報｣

ホームヘルパーの仕事に就いた主なきっかけとしてほ､｢市(区)町村 (自治体)の広報｣が41.3%

で最も多く､自治体の広報が重要な入職経路となっていることを示 している｡他では､｢友人 ･知人

などに勧められたから｣が26,3%､｢福祉関係などの検閲や団体や勧められたから｣が9.3%で続 く｡

これらと比べると､｢新聞 ･雑誌 ･ミニコミ誌｣｢就職情報誌で知ったか.ら｣｢職業安定所で知ったか

ら｣ といった官民を問わず一般的な職業紹介機関を媒介としたケ-~スの少ない点も特徴である (図

表5-14)0
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図表 5I-1.4 Lホームヘルパーの仕事についた主なきっかけ (ヘルパーの種類別)
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計 との差が 5ホ○イント以上多い こと､下破線 は 5ホ○イント以上

計
す

総
示
位

との差が 15ホ○イント以上多い こと､下太破線は 15本○イン

※登録型には､｢就職情報誌で知った｣｢職業安定所で知った｣_という項目はないI

このような傾向は､一般型と登録型の違いや一般型の雇用形態による違いも超えて共通 したもの

となっている｡

④ ホームヘルパーの仕事に就いた理由

- 一般型と登録型に共通する ｢高齢者にかかわる仕事がしたい｣

ホーム-ルプという仕事をどのような理由から選択 したのだろうか｡

仕事に就いた理由 (3つ以内選択)をみた図表 5-15によると､一般型では､｢高齢者や障害者に

かかわる仕事がしたいから｣が56.7%と最も多 く､ついで ｢収入が得たいから｣(39.7%)や ｢安定

した仕事がしたかったから｣(31.8%)といった経済的な要素が上位にあげられている｡さらに､登

録型と比べ ｢知識 ･資格 ･経験が活かせるから｣(20.9%)の多い点も特徴となっている｡

これに対 し､登録型では､｢高齢者や障害者にかかわる仕事がしたいから｣が最も多い点は共通 し

ているが比率は44.3%にとどまり､｢収入が得たい｣も28.6%と少なくなっている (なお､登録型で

は ｢安定 した仕事がしたかったから｣という選択肢はない)｡これらに対 し､｢社会 ･地域の助け合

いに参加 したいから｣や ｢自分も将来利用するかも知れないから｣ といった自分の生活関心に根差

した要素や ｢自分が希望する勤務時間が選べるから｣や ｢時間的な余裕ができたから｣といった自

分の時間的都合に適 した柔軟な働き方に関する要素などからホーム-ルプの仕事に就いているケー

スが多 くなっている｡
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図表 5-15 ホームヘルパーの仕事についた理由 (3つ以内選択)(ヘルパーの種類別)
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なお､一般型を雇用形態別にみると､｢高齢者や障害者にかかわる仕事がしたいから｣が多い点は

共通しているが､それ以外での項目では違いがみられ､常勤では経済的な要素を､パート･非常勤

･臨時では ｢知識や技術が身につくから｣や ｢知識 ･資格 ･経験が活かせるから｣ といった知識の

習得や活用などの要素とともに､｢自分が希望する勤務時間が選べるから｣｢時間的な余裕ができた

から｣といった時間的な要素を､それぞれ多くあげている (図表5-16)｡

以上の点は､最大の理由として第 1位選択してもらった結果からも確認できる (図表 5-17)｡
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図表 5-16 ホームヘルパーの仕事についた理由 (3つ以内選択)(ヘルパーの種類別)
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パ-と_の差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上少ないことを示

図表 5-17 ホームヘルパーの仕事を続けている最も強い理由 (ヘルパーの種類別)
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ホーム-ルパーとして働いてよかったと感 じている点 (6項 目中2つ以内選択)としてほ､｢自分自
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身の精神的な成長に役立った｣(531･5%)を トップにあげている (図表 ト 18).以下でも､｢援助した

り､介護 した りすることの喜びが得られた｣(38･9%)､｢人と社会について考えさせ られた｣

(34･6%)､ ｢新しい知識や技術が得られた｣(24･7%)､｢地域の福祉についての関心が高まった｣

(23･7%)などをあげる人が多いoこれらと比べると､｢サービス利用者の生活の向上に役立った｣は

8%と少ない点が目につくoこのようにみると､ホーム-ルパー経験は､サービス提供の対象者であ

る利用者の利便性の確保に伴 う充足感というよりも､まず､何よりも自分自身の充実感と結びついて

いるという傾向がみられる｡

以上の点は､一般型と登録型にも共通している示､登録型と比べ一般型では ｢自分自身の精神的な

成長に役立った｣｢人と社会について考えさせられた｣｢新しい知識や技術が得られた｣が多いのに対

し､登録型は､｢援助したり､介護したりすることの喜びが得られた｣とともに､入職理由で多かった

｢社会 ･地域の助け合いに参加｣に対応し ｢地域の福祉についての関心が高まった｣ことをあげる人

が多くなっている (図表 5-19)0

図表5-18 ホームヘルパ-として働いてよかったこと (2つ以内選択)(ヘルパーの種類別)
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図表 5-19 ホームヘルパーとして働いてよかったこと (2つ以内選択)(ヘルパーの種類別)
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(4) 資格と研修希望

- 強いステップアップの意欲

の差が-5本○イント以上多いこと､下破線は 5本○イン

-との差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は

① 保有している資格 - 一般型の常勤 ･嘱託の6割は ｢養成研修 1級｣

ホーム-ルプ の仕事に関連する資格などとして17項目をあげ､その保有状況をみたのが図表 5-

20である｡向図によると､｢資格は持っていない｣人は､一般型ではP.9%､登録型でも5.5%に過ぎ

ず､大半の人が何らかの資格を持っていることがわかる｡

まず､一般型の取得している資格では､利用者宅との交通手段として重要な役割を担 う ｢普通自

動車運転免許｣が 7割強と際立って多 く､｢自動二輪車 ･原付バイク免許｣も4人に 1人が持ってい

る｡仕事関係の資格として ｢ホーム-ルパー養成研修 1級｣が46.6%にのぼ り､｢ホーム-ルパー養

成研修 2級｣が41.3%､｢ホーム-ルパー養成研修 3級｣が24.7%となっており､さらに､｢介護福

祉士｣ も31.3%を占めている｡他方､比率は下がるが､｢保母 ･保父｣は11.5%､｢教員｣が7.6%､

｢調理師｣が7.1%､｢看護婦 ･士｣が4.3%などの資格保有者もみられる｡これらに対し､｢社会福祉

士｣｢理学療法士 ･作業療法士｣｢鍍灸師｣｢栄養士｣｢鍍灸師｣｢マッサージ師｣｢歯科衛生士｣など介

護内容をより深めると考えられる資格を持っている人は現状では少ない｡

一般型でもt雇用形態により資格の保有率が重層適な構成になっていることも見逃せない点であ

る｡交通手段に関する資格の違いはないが､仕事関係の資格保有率は雇用形態と密接に関連し七い

る｡｢介護福祉士｣は常勤で~は4割､嘱託では3割弱を占めているが､パー ト 非常勤 ･臨時では 1

割を下回ってる｡また､ホーム-ルパー養成研修に関しても､常勤や嘱託では ｢1級｣がほぼ6割

に達しているのに対し､'}',.ニト･非禽勤 L-･臨時では 1割台にとどまっており､｢2級｣が 3分の2､

｢3級｣が3分の 1強と多くなっている (図表 5-21)0
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図表 5-21 取得 している資格 (複数選択)(ヘルパーの種類別)
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※網かけ下実線は一般型ヘル パーとの差が 5ホ○イ 州 以 上多いこと､ 下破線は5本○イント以上 少ないことを示す
※網かけ下太実線は一般型ヘル パーとの差が 1 5ホ○イント以上多い こと､下太破 線 は 15ホ○イント以上少ないことを示す
※丸数字は比率の頼位

一方､登録型は､一般型のパー ト･非常勤 ･臨時とかな り類似 した資格の保有率 となっている

が､仕事関係の資格保有者の比率は､より低いという傾向がみられる｡

② 取得 したい資格 - 一般型と登録型の違いを超え希望が多い ｢介護福祉士｣

上記の17資格のなかで現在は未取得だが､取得 したい資格の希壁 (3つ以内選択)をみると､一

般型では､ホーム-ルパー養成研修に関して既に資格保有者が多かったため ｢1級｣でも2割にと

どまる (図表 5-22)｡このように取得したい資格は､当然のことながら､現在保有しているか否か

によって､希望比率は大きく異なる点に留意しながら検討していこう｡最 も取得希望の多い資格

は､｢介護福祉士｣の44･8%で拳rり､さらに現在は資格の保有者がほとんどいなかった ｢社会福祉

士｣が26.9%､｢理学療法士 ･作業療法士｣が16.5%､さらに､｢調理師｣(ll.5%)､｢栄養士｣

(10.0%)なども1割を超えておりこ介護や家事援助のサービス内容の拡充に向けてかな り資格の

領域も広がっている｡

雇用形態別にみると､常勤はi嘱託やパート･非常勤 ･臨時と比べは ｢社会福祉士｣(26.9%)や

｢理学療法士 ･作業療法士｣(19.5%)な_どの取得希望が一層多 くなっている｡一方､パー ト 非常

勤 ･臨時では､常勤や嘱託はど ｢ホーム-ルパー養成研修 1級｣保有者の比率が高 くない現状を反

映し､希望として ｢1級十をあげる人が4割と多 くなっているが､合せて注 目される点は､｢介護福

祉士｣が半数強､｢社会福祉士｣ も2割近 くを占めていることである (図表 5-23)｡
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図表 5-23･さらに取得したい資格 (13つ以内選択)-(ヘルパーの種類別)

姦 雲 窪 等 ~莞 言 釜 嘉 一-霊 芸 - 誓 書 黄 新 駅 藷手 許 蓋 '}'畠 "- 計 回答累計

祉 祉 法 一 一 . 保 生 1ヘ 2ヘ 3ヘ-動 免輪
士 士 士 ジ 士 父. 土 故ル 級ル 級ル 手 許 串

･ 師 パ パ パ . 運 .
.作 p l_ f 一 転 原

-芦 養 養 糞 ~ 免 付

① ② ⑤ ⑧ ③-

･常勤嘱託パ- ト.非常勤･塩時その他 41.9.30.3 19.5 1.1 3.7 2.5 8..1 2 . 8 10.811.7 0.5_ー0.9､13.1■2.7 0.8 7.2 1.423.9 848124334ll 159.0144.4175.1172.7

※縄かけ下実線は一般型ヘルパーとの差が5ホ○イント以上多いこと､下破線は5本○イツト以上少ないこと-を示す
※網かけ下太実線は一般型ヘルパーとの差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上少ないことを示す
･X･丸数字は比率の順位

他方､登録型では､一般型ほど ｢ホーム-ルパー養成研修｣取得者の比率が高 くなかったため､

｢1級｣が3割､｢2級｣も2割強を占めている｡さらに､｢介護福祉士｣も4割近 くが希望している

ことが明らかになっている｡

以上の結果からほ､一般型と登録型の違いを超え ｢介護福祉士｣をはじめとした上位資格や ｢理

学療法士 ･作業療法士｣｢栄養士｣をはじめとした介護や家事援助サービスの充足に関連する資格

の取得希望者がかな り多く､ホーム-ルパーに資格を通してステップアップしたいとする要望の強

いことが確認される｡

③ 仕事上から̀受けたいと思っている研修 - 6割以上が ｢研修を受けたい｣

以上みた資格をめぐる保有や取得希望の状況からは､ホーム-ルパーが､提供するサービスの水

準向上に向け､対応する知識や技術に関する資格のレベルアップを目指す積極的な姿勢がうかがえ

る｡この点は､仕事上､研修を受講する意欲の有無にも対応して現れている (図表 5-24)0

一般型ホーム-ルパーについて､研修の受講希望をみると､62.1%と6割以上が ｢研修を受けた

い｣ としており､｢特に研修を受けたいと思わない｣は15.7%にとどまっている｡

このような積極的な姿勢は､雇用形態の違いを超えて共通したものとなっている｡
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図表 5-24 仕事上､受けたい研修の有無 (ヘルパーの種類別)
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2.就労の実態と労働条件

どのような条件の働き方をしているのか

(1) 過去 1カ月の勤務状況

- 過去 1ヵ月をどのように働いたか

① ｢しなかった｣人は6%､理由の3割は仕事がなかった - 登録型-ルパーの就労

登録型ホーム-ルパーについては､まず､過去 1ヵ月間の就労の有無を設問してみた｡今回調査

では､対象者を､単に登録されているばかりでなく.､比較的､恒常的に就労しているホームヘル

パーを対象としているだけに､仕事を ｢した｣が93.4%にのぼ り､｢しなかった｣は5･9%にとど

まっている (図表5-25)｡

図表 5-25 過去 1カ月間のホームヘルパーの仕事の有無 (ヘルパーの種類別)

Ⅳ=6 97

a-Cたしなかつた□N.A口

対象者 (41人)は少ないものの､仕事を ｢.-しなかった｣人の理由をみると､｢都合がつかなかっ

た｣や ｢身体の具合が悪かった｣､｢他の仕事をしていた｣などといった個人的な事由が多い反面､

｢仕事がなかった｣という人も3割を占めている｡この点からは､登録型ホームヘルパーという働

き方をしている人のなかには､潜牢的に､就労意欲があるものの仕事がなく就虜できないでいる

ケースの少なくないことが推測される (図表5-26)0
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図表 5-26 仕事をしなかった理由 (ヘルパーの種類別)
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登録型ヘルパー

② パー ト･非常勤 ･臨時の2割強が ｢20-24日｣ 勤務日数

( 41)

一般型ホーム-ルパーの過去 1ヵ月間の勤務日数をみると､｢20-24日｣が48.9%､｢15-19日｣

が33.4%と多く､(15-24日)が8割を超えており､平均18.9日 (中央値20.0日)となっている (図

表5-27)0

今回調査で注自される点は､常勤以外でも､常勤並みの勤務日数を働い七いる人が多いことであ

る｡常勤は､平均19.9日 (中央値20.0日)だが､大半が同じ月給制の嘱託でも平均20.3日 (中央値

20.0日)となっている｡日数の分布では､常勤における年度末の有休取得の影響もあると思われる

が､嘱託は､常勤と比べ ｢20-24日｣が20ポイント近く多く､逆に ｢15-19日｣が16.9%とはぼ20ポ

イント少ないことも示されている｡他方､パート･非常勤 ･臨時では､∴平均15.7日 (中央値16.0日)

と､常勤や嘱託と比べ少なくなっている｡ただし､分布をみやと勤務日数はバラついているが､(9

日以下)という短日の人は5.7%と少なく､｢15-19日｣の31.7%､｢10-i,14日｣の26.3%と並んで､

フルの日数を勤務している ｢20-24日｣ も21.3%と2割を超えているふ

図表 5-27 勤務状況 ･過去 1カ月間の勤務日数 (ヘルパーの種類別)
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-との差が5ホ○イント以上多いこと､下破線は5本○イント以上少

-との差が15本○イント以上多いこと､下太破線は15本○イン
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③ 訪問日数 - 一般型は18日､登録型は12日

つぎに､過去 1ヵ月の訪問日数をみると､一般型では､｢20-24日｣ が37.6%､｢15-19日｣ が

36.0%と多く､(15-24日)が7割を超えており､平均18.0日 (中央値19.0日)となっている (図表

5-28)｡

訪問日数も､先にみた勤務日数と同様に､常勤以外の雇用形態でも､常勤同様の働き方をしてい

る人が少なくない｡-常勤の平均19.1日 (中央値20.0日)に対し､嘱託でも平均18.8日 (中央値20.0

-日)とかなり類似した訪問日数となっている｡一方､パート･非常勤 ･臨時は､平均15.3日 (中央

値16.0日)と､全体では常勤や嘱託と比べ少なくなっている｡ただし､訪問日数の分布では､｢15-

19日｣が3分の1､｢20-24日｣ も2割近 くを占めている｡

他方､登録型は､平均12､.6日(中央値12.0日)だが､訪問日数は ｢-1-4日｣ といった短日訪問も

1割を占める反面､常勤と同じを ｢20-24日｣も.1割を占めるなど､一般型のパート 非常勤 ･臨

時より以上に訪問日数は多様な点が特徴となっている｡

図表5-28 過去 1カ月間の訪問日数 (ヘルパーの種類別)
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嘱轟 .124 20.Op 18.8

･-■パ⊥ ト.非常艶 334ll 16.也12.5 15.3ll.1
･臨時 ① .~ー~③

その他 葦祭誰 9.1蒙たま27.3 ...L...妻髭蓑｢て訂 .③ ｢て訂 ① - -

計

稔

位

稔

は

原

は

線

の

線

実

率

実

太
す
比

下

下
示
は

け

け
を
字

か

か
と
数

網
す
網
こ
丸

※
示
※
い
※

との差が 5ホ○イント以上多いこと､一下破線は 5本○イント以上少ないことを計

との差が 15本oイント以上多いこと､下太破線は 15ホ○イント以上少な
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④ 訪問世帯の利用サービス別構成 - 半数強が家事援助中心､介護中心は2割

ホーム-ルパーが訪問する世帯は､利用サービス別にみるとどのような構成になっているのだろ

うか｡

図表 5-29は､過去 1ヵ月間に訪問した世帯を､利用サービス毎に平均してみたものである｡総

計では､12.9世帯を対象にしており､内訳をみると ｢家事援助が中心｣が5.9世帯､｢介護と家事援

助の双方｣が3.1世帯､｢介護が中心｣が3.1世帯､｢その他｣が0.8世帯という構成となっている｡

これを対象世帯全体に占める比率の平均でみると､家事援助中心サービスが51.5%と半数を超え

ており､半数近 くが介護サービスが訪問日的となっており､介護中心サービスは19.9%と2割 と

なっている｡

対象世帯数は､一般型では16.8世帯となっているが､雇用形態別にみると､常勤では19.7世帯､

嘱託では17.5世帯と多 くの世帯を対象にしているのに対し､パート･非常勤 ･臨時では9.6世帯 と

半分前後にとどまっている｡さらに､登録型では､4.9世帯となっている｡ちなみに､登録型では対

象世帯が 1-4世帯のケースが7割近 くを占めている｡

サービス目的別の構成をみると､家事援助中心サービスの比率が最も高いのはパ ー ト･非常勤 ･

臨時の62.6%であり､登録型も56.8%を占めている｡これらに対し､同比率は､常勤では43.2%､

嘱託では47.5%にとどまっている｡逆に､常勤や嘱託では､介護中心サービスを提供している世帯

の比率が4世帯に 1世帯を占めている点が特徴である｡

図表 5-29 訪問世帯の構成 (ヘルパーの種類別)

件* 過去1カ月に訪問した世帯の構成 ■(世帯数) ■ウ介 ゼ家エ護'ス事イ中 ウ援ト心 .エ肋･サ イ中

a J.b c d A合

pが のと二. 揺_. 他 aL~ス C

申 .1双家 助 .p心 力事 一 .~が - ioA/.){?.A).

総計 -2,:06g 3.1 3.1 5-｣9 0L.8 12.9 19.9-51.5

へノレパIの種類刺 一般型ヘルパー 1137.1 ･4.1 J.L4.0 7.6 ..1二1 116L.8 21.9 48.9

帝勤 848. -5.1 .5..1 8.2 1.4. .19.7㌧ 25.0--43._2

嘱託 1芦4 4.-7 3.4 7.8~ .1._6 1.7.5 写3.i_47.5

JTト ト.非 常勤･臨時その他 334 1.5 1.6 6.3 0.2 9.9 14.1i2.】62.6ll 0.9 0..9 2.3 -0.3 4.チ 17.8 59.8

※ 介護中心及び家事援助サービスウエイトは､比率を単純平均した数値である｡

⑤ 延べ訪問世帯 (件)数 - 常勤は延べ44世帯

過去 1ヵ月間の延べ訪問世帯 (件)数では､記入にバラつきがあったため､訪問日数および訪問

世帯を下回るケースを除いて集計した｡

図表 5-30によりみると､訪問目的による相違はあると思われるが､一般型でも常勤の平均44.4
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世帯に対し､嘱託が平均38_.0世帯､パート･非常勤 ･臨時が24.9世帯となっている｡さらに､登録

型は､パート･非常勤 ･臨時を下回り平均15;9世帯となっている｡

図表 5-30 過去 1カ月間の延べ訪問世帯 (件)数 (ヘルパーの種類別)

ー ト ー f J J f ト ー f 世
-5 10 .15 20 25 .30 35p _40 45■ 50 帯~ A
世 世 世 世 世 世 世 世 .世 _世. 以

総計 3.6 2｣9~.3 .4 6.T∴4.9 5.6.6.2 9.0_ー4.2 2.710.-340.7 ･2022 32..0 34.0
① :..甲 寧∴.∫

-般型ヘルパ■- 1.5~1.5 1.8 5.'2∴4.9 7.1..8.712i8.5.9 3.715.031.9 137,1 36.5 39.1
②- ③ 甲 <

常勤琴託)i.:1- ト 非常臥 0.4 0.9 0.7 1..9 2.2 6.610.515:9 8.1 4.620.927.2 848JI24334ll 40.03p8.024.015.5 .44.438.024.914.~1

③ .② ① ..
1.6 1.6 1.6 5.6..4.0 8..1 4.819.4 4.8 5.612..130.6

② .③ ■ ①■

･臨時 O L:@ l@:=
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※網かけ下実線は稔計 との差が 5本○イント以上多いこと､下破線は 5本○イント以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は総計との差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上少ないことを示す
※丸数字は比率の順位

⑥ 1日の平均訪問時間数 一 丁常勤は5時間15分､登録型は3時間19分

過去 1ヵ月間における1日の移動時間を含めた平均訪問時間数をみると､一般型では ｢5時間

台｣が18.2%､｢6時間台｣が22.4%､｢4時間台｣が16.3%となっており､(4-6時間台)が6割

を超えており､平均 4時間53分 (中央値 5時間)となっている (図表5-31)0

一般型を雇用形態別にみると､常勤は5時間15分 (中央値 5時間30分)､嘱託は平均 5時間 5分

(中央値 5時間)となっているのに対し､パート･非常勤 ･臨時は､平均 3時間54分 (中央値 4時

間)となっている｡ただし､パート 非常勤 ･臨時では､｢2時間台｣が4分の 1を占める反面､(6

時間以上)も1割強を占めるというように多様な働き方の人が含まれていることがうかがえる｡さ

らに､登録型では､｢2時間台｣(35.8%)や ｢3時間台｣(29.3%)といった短時間の人が3分の2

を占め､平均 3時間19分 (中央値 3時間)となっている (図表 5-32)0
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図表5-31 1日の平均訪問時間数 (ヘルパーの種類別)
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図表5-32 1日の平均訪問時間数 (ヘルパーの種類別)
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- との差が 5本○イント以上多いこと､下破線は 5本○イント以上少ないことを示す
パー との差が 15本○イント以上多いこと､_下太破線は 15本○イント以上少ないことを
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⑦ 1世帯 (件)あたりの平均訪問時間数 - 半数は ｢2時間～2時間30分未満｣

1世帯 (件)あたりの移動時間を含まない平均訪問 (滞在)時間数では､ホーム-ルプの提供目

的や方法により異なることも考えられるが､ここでは全体的な特徴をみておこう｡

総計によると､｢2時間～2時間30分未満｣が46.4%とほぼ半数を占めており､他では､｢1時間

30分～2時間30分未満｣が16.8%を占める反面､｢3時間台｣も12.1%を占めている (図表 5-33)｡

図表5-33 1世帯 (件)あたりの平均訪問 (滞在)時間数 (ヘルパーの種類別)

稔計一般型ヘルパー登録型ヘルパー
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N

A

ホーム-ルパーの種類や一般型のなかの雇用形態別にみても1世帯 (件)あたりの平均訪問 (滞

荏)時間数は､｢2時間～2時間30分未満｣が中心である点はかなり共通しており､平均時間も2時

間前後となっている｡なお､分布に着目すると､｢3時間以上｣ の相対的に長い訪問時間のケース

は､常勤以上に､登録型や嘱託で2割前後と多くなっている (図表 5-34)｡
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図表 5-34 1世帯 ,(件)あたりの平均訪問 (滞在)時間数 (ヘルパーの種類別)
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-との差が5本○イント以上多いこと､下破線は5本○イント以上少ない

パーとの差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上

⑧ 定時外のホームヘルプサービスの提供について

- 常勤は広範に､常勤以外は特定の人が多く担っている

ア.土曜日や日曜日､祝祭日など訪問状況 - 常勤は多くの人がやっているが､日数は少ない

過去 1ヵ月間における土曜日や日曜日､祝祭 日など休日訪問の有無をみると､｢あった｣ が

37.3%と4割近 くを占め､｢なかった｣ は56.8%であった (図表5-35)0

土曜日や休日訪問があるケースは､一般型の常勤では46.6%と特に多い.常勤以外でも､嘱託

やパート･非常勤 ･臨時では32-33%､登録型でも28.4%が土曜日や休日の訪問を行っている｡

訪問している日数を訪問が ｢あった｣人についてみると､常勤は ｢1日｣が56.5%と半数以上

を占め､平均では1.8日 (中央値1.0日)と少ない｡これに対し､嘱託は平均1.9日 (中央値2.0

日)､パ ート･非常勤 ･臨時は平均2.8日 (中央値2.0日)､登録型は平均2.7日 (中央値2.0日)と

なっている｡さらに､月 1回以上に当る (4回以上)が､パート･非常勤 ･臨時でや登録型で4

割､登録型で3割強を占めている (図表5-36)0

以上の結果からすると､土曜日や休日の訪問は､常勤では均等に少ない日数をこなしているの

に対し､常勤以外は限られた特定の人がより多くの日数をこなしているという特徴がうかがえ

る｡

ィ.早朝や夜間の訪問状況 - 常勤の3割は ｢あった｣

他方､午前 9時 (8時半)以前や午後 5時 (5時)以降などといった早朝や夜間の訪問時刻の

有無をみると､｢あった｣が20.0%であり､｢なかった｣が75.1%であった (図表5-37)0
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図表 5-35-過去 1カ月間の土曜日や日寧日､祝祭日などの串間の有無
(ヘルパーの種類別)
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図表5-36 土曜日や日曜日､祝祭日などの訪問日数 (ヘルパーの種類別)

日 日 日 日 月 日 日 . 日
以 ∴ A~-I
上

･*iI :p47_.019.2 6.912.14.6:1.5 0.4L1.6 6..8 ∴755_. 1._._P ...2.2
① ②` ③

① ② ③

常勤嘱託パー ト.非常数 草 鞋 :i .悪 19.5 5.616.8 2..8 1｣3 .∴ 一0.､8~ 6.8 39540110_- 1｣02.0.?.0 1.8I.I_1.92...8_

~て 訂 ② --③l
30 . O L去鮮…講 書軽;'::穣2.5... ... ... ...10.0

"て訂 ~て訂 ｢訂.丁~ー~●
35.516.4 1.8.遥拝妾耳#::ii# 0.9 0.9p1.8 5.5

･臨時 MG)- .③ ~~~-~ーて訂｢

※網かけ下実線は稔計
※網かけ下太実線は冷
す
※丸数字は比率の順位

5がが差差ののとと計

〇
本

1

こ
多

い
上

多
以

上
卜

以
巾○

lト･･不
の

5
と
､
下破線は5本○イント以上少ないことを示す
いこと･､
下太破線は15本○イント以上少ないことを示

-163-



図表5-T37--過去 1カ月間の午前9時 (8時半)以前や午後5時 (5時半)
以降の早朝や夜間の訪問の有無 (ヘルパーの種類別)

な
か
っ
た

計

絵計

一般型ヘルパー

常勤

嘱託

パ- ト･非常勤
･臨時

その他

登録型ヘルパー

2÷19 海賀互岩出 ･.6_e･6･一･ ._

130･8

25･0;

二二∴出肇重出 拙琶84･阜･ tu 妬 t

nHHHHu一EjdjVれHT0.1山叩rH1日94

P
HH一

1L:31n
U

q丸●
皮<

R
u

848rH=HHU
[山Hu

q∬‖

6
.
5(124)

4
.
5(

3

34)

9
.
1
.ll)

1.5 ( 6 5 1)

訪問が ｢あった｣ケースは､一般型が24.9%と登録型の9.7%を大幅に上回っている｡さらに､

一般型のなかでも､常勤が30.8%と嘱託 (25%)やパート･非常勤 ･臨時 (ll.1%)よりも多い

点は､土曜日や休日の訪問の傾向と同じである｡

訪問が ｢あった｣人の訪問日数は､登録型は平均5.2日 (中央値4.0日)と､一般型の平均4.2日

(中央値3.0日)よりも多い｡分布でみても､登録型では､(10日以上)が14.3%を占めており､早

朝や夜間の訪問を週 2回以上行っているケースも少なくないことがわかる｡一方､一般型を雇用

形態別にみると､常勤は平均4.5日 (中央値3.0日)で､嘱託の平均3.7日(中央値3.0日)やパート

･非常勤 ･臨時では平均3.2日 (中央値2.､0日)より多く＼ 土曜日や休日の訪問とは逆の傾向がみ

られる｡なお､登録型のなかには､｢10日以上｣(14.3%)という多くの日数をこなしているケー

スもみられる点が特徴である (図表5-38)0

⑨ 勤務状況をまとめると - 1日2世帯を訪問

過去 1ヵ月間の勤務状況を一覧した図表5-39を通して､ホーム-ルプサービスの時間を中心と

した特徴をまとめでおこう｡

ア. 1ヵ月単位の勤務状況 - 訪問日以外の勤務日は､常勤でも1日に達しない

まず､一般型ホーム-ルパーでは､勤務日数から訪問日数を差し引いた訪問日以外の勤務日の

平均値をみると0.8日にとどまっており､勤務日の大半が訪問日に振 り向けられていることが明

らかになっている｡雇用形態別に訪問日以外の勤務日の平均値をみると､嘱託が1.5日､常勤が

0.8日に対し､パート･非常勤 ･臨時は0.3日に過ぎない｡この点からすると､パート･非常勤 ･

臨時では､勤務日-訪問日という状態である｡
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図表 5-38 早朝や夜間の訪問日数 (ヘルパーの種類別)

▲
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※網かけ下実線は稔計 との差が 5本○イント以上多いこと､下破線は 5本○イント以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は稔計 との差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上少ないことを示す
※丸数字は比率の腰位

図表 5-39 過去 1カ月の勤務状況の一覧 (ヘルパーの種類別)

座& ･J1カ月の勤務状由 1日の勤務次況 . 1世帯当りの勤務状腕 ■

務 ~間 日間~ 尚動 時間 世ベ 間動 時間 間 間動 時間 ~~動
日 日 数 日 ･を 分滞 帯訪 ｣を 分滞 世 ･を. 分帝 .時

･ . 日以 分め 時 世 分め . 時 数 分め 時 .
日 "日 外_ た 間 帯 た 間 . た 間 p 時

勤 間 p 間 帯 _ 間

総計 2,068 18.9 16.2 ■0.8 73:51 65:30,34.0 4:22 3:55 2.0 2:34 2:05 0:39

ヘルパlの種柄刺一般型ヘルパー 1,371 18.9 18.0 0.8 90:23 73:49 °39..1~4-:53.4:16.2.3 2:31 2:01 0:34

常勤 1848 19.9 19.1 0.8 101:14 82:41.44.4 5:15 4■:32.2.4 2:27 2:59 0:31

◆嘱託 124 20.3 ~18-.8 .1.-5 100~~:27 74:45 -~38.0 5:05ー4:15 2.1 i:56- .2:03 0:47

パー ト.非常鞄-.鶴時その他 334 15.7 15.3 0.3 59:57 46:45 24.9 3:54 3:19 .1.8 2:33 2:05.0:37ll ll.3 11.l l.0 35:19~27:39 14.1 3:19 2:19 1.2-pl:59 2.:03 0:08

時間により算出された数値を単純平均したもの

ィ. 1日単位の勤務状況 - 常勤は2.4世帯,登録型は1.3世帯のサービス提供をしている

1日どの程度世帯を対象としているのだろうか｡この点を 1ヵ月間の延べ訪問世帯数を訪問日

数で割 り算出すると総計では2世帯になる｡ただし､訪問時間数がホーム-ルパーの種類や雇用

形態で異なるため世帯数も違いがみられる｡

一般型の常勤では2.4世帯だが､嘱託では2.1世帯､パート･非常勤 ･臨時では1.8世帯となっ
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ている.これに対し､登録型では1.3世帯であり､1日1世帯のサービス提供に限られている-ル

パーが少なくないことを示している｡ちなみに､ 1日単位の平均訪問滞在時間は2時間46分であ

り､移動を含めても3時間19分である｡

ウ. 1世帯単位の勤務状況 - 移動時間には30分強を必要としている

1世帯当りの移動を含めた訪問時間から訪問滞在時間を差し引いた移動時間の平均値をみると

33分かかっていることが分かる｡

移動時間にほぼ30分強を要している点は､嘱託 (47分)を除くと､一般型と登録型め別や一般

型の常勤やパート･非常勤 ･臨時の違いを超えて共通している｡

(2) 有給休暇制度の有無と付与日数

- パート･非常勤 ･臨時の3人に1人には ｢ない｣

一般型ホーム-ルパーについて事務所 (勤務先)における有給休暇制度の有無をみると､｢ある｣が

81.4%を超え､｢ない｣ は10.3%となっている (図表5-40)0

ただし､制度の有無は雇用形態により大きく異なり､｢ない｣の比率は､常勤では皆無に近く､嘱託

でも4%に過ぎないが､パート 非常勤 ･臨時では35.6%と3分の 1強を占めている｡

このような有給休暇制度の雇用形態による格差は､制度の有無のみならず､年 (皮)の有給休暇の

付与日数の違いにも現れている｡常勤は､大半が ｢20日｣に集中し平均18.5日(中央値20.0日)である

のに対し､嘱託は ｢10-14日｣｢15-19日｣｢20日｣と分散し平均14.3日 (同14.0日)となっている｡他

方､パート･非常勤 ･臨時は､7割以上が ｢8日未満｣としており､平均6.0日 (同6.0日)にとどまっ

ている (図表5-41)0

図表5-40 有給休暇制度の有無 (ヘルパーの種類別)
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図表5-41 有給休暇付与日数 (ヘルパーの種類別)
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との差が 5本oイント以上多いこと､下破線は 5本○イント以上少ない計

との差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上

(3) 賃金をめぐる状況

- 大きい雇用形態による違い

① 賃金形態 - 常勤や嘱託は ｢月給｣､登録型は大半が ｢時間給｣

支払われている賃金形態をみると､登録型は大半が ｢時間給｣である｡これに対し､一般型は､雇

用形態により違いがみられる｡常勤や嘱託は､｢月給｣であるのに対し､パート･非常勤 ･臨時は､

｢時間給｣が82.6%と8割を超えているが､｢日給｣も10.2%を占め､｢月給｣も4.5%みられる (図

表 5-42)｡

② 平均税込み月収 - 常勤で20万,7千円

税込み平均月収または過去 1ヵ月の収入額をみると､一般型の常勤では (15-25万円未満)に4

分の3が集中し平均20万7,700円 (中央値20万円)であり､嘱託では平均18万7,300円 (中央値17万

4,000円)となっている.

これに対し､パート 非常勤 ･臨時では平均6万3,100円 (中央値 6万円)､登録型では ｢3万円

未満｣も3分の1を占め､平均4万2,600円 (中央値 3万7,500円)となっている (図表5-43)0
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画表5-42-賃金形態 (ヘルパーの種類別)

月 日~.L時 そ -N1給 給 署 窟 A 計
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図表5-43 平均月収または過去 1カ月間の収入額 (ヘルパーの種類別)
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③ 一時金の税込み支給額 - パート 非常勤 ･臨時や嘱葦では､同じ雇用形態内で格差がある

一般型ホーム-ルパーについて一時金制度の有無を図表 5-44によりみると､｢支給されてい

る｣ザ 49･6%､｢支給されていない｣が35･9%となっている (無回答が14.5%)｡

一時金制度の有無は､雇用形態による違いが大きい｡月給制が大半の常勤や嘱託でも ｢支給され

ていない｣が2割前後を占めていることに留意する必要があるが､｢支給されている｣が常勤で3分

の2､嘱託でもほぼ6割を占めている｡これらに対し､パ｣ト･非常勤 ･臨時では､｢支給されてい

る｣は 1割強にとどまり､8割以上が ｢支給されていない｣としている｡

一時金に関しては､支給額の段差が見落せない点である｡支給されている人の年間税込み支給額

を去ると､常勤では平均83.1万円 (中央値83.0万円)となっているが､嘱託では平均43.4万円 (中

央値30.0万円)､さらに､パート･非常勤 ･臨時では平均14.9万円 (中央値9.0万円)となっている｡

このように雇用形態により年間の支給額に格差があるこ ととともに､パー ト･非常勤 ･臨時

や嘱託では平均値と中央値により乗離のみうれる点からも示唆されるように同一の雇用形態内部に

おける格差が大きいことが見落せない｡この点からすると､パート･非常勤 ･臨時や嘱託では､平

均値よりもちょうど真ん中の人の支給額を示す中央値がより実感に近いといえる｡その点を勘案す

ると､雇用形態間の格差は一層拡大しているということが推測される (図表 5-45)｡

図表 5-44一一時金の支給の有無 (ヘルパーの種類別)
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図表 5-45 年間の一時金の額 (ヘルパーの種類別)I
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2.6藻教養葦告芋…葦要請5.1 ....輩委譲 5.1 ... ... ... ...10.3

※網かけ下実線はIT般型ヘルパーとの差が5本○イント以上多いこと､下破線はー5本○イント以上少ないことを示す
※静かけ下太実線は一般型ヘルパーとの差が 15本○イツト以上多いこと､下太破線は 15ホ○イント以上少ないことを示す
※丸数字は比率の腰位

④ 賃金の状況をまとめると - 改善が必要な登録型の時間給

賃金をめぐる状況を一覧した図表5-46を通して､ホーム-ルプサービスの賃金を中心とした特

徴をまとめておこう｡なお､訪問時間 1時間当りや訪問世帯 1世帯当りの支給額を換算する場合に

留意すべき点は､賃金の.j<-えが訪問日ばか りでなく∴訪問月以外の勤務日も含めた勤務に対象と

しているため､常勤や嘱託などでは実際より高目となることである0

ア.勤務日数 1日当りの支給額 - 常勤で 1万4千円

勤務日数 1日当りの 1時金を含めた支給額をみると､常勤では14,251円､嘱託では11,269円に

対し､ 1日に勤務時間が相対的に短いパート･非常勤 ･臨時では6,691円となっている｡

ィ.~訪問 (滞在)時間 1時間当りと訪問世帯 1世帯当りの支給額

- 登録型は訪問 1時間当り1,070円､∩1世帯当り3,700円

移動を含めた訪問時間 1時間当りの一時金を含めない支給額は1地域や仕事内容を配慮しなけ

ればならないが､常勤や嘱託の2,500-2,900円に対し､パート･非常勤 ･臨時は1,207円､登録型

はさらに低 く1,070円となっている｡この支給額に一時金を含めると差ほより拡大する.常勤や

嘱託の3,300-3,500円に対し､パート･非常勤 ･臨時は1,517円と増加するが､登録型は1,070円

のままだからである｡

一方､訪問世帯 1世帯当りの一時金を含めない支給額は､常勤が5,910円に対し､パート･非常

勤 ･臨時は3,736円､登録型は3,684円となっている｡さらに､一時金を含めると､同じ順で､

8,094円､4,447円､3,684円と差はより広がっている｡
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図表5-46 賃金をめぐる状況の一覧 (ヘルパーの種類別)
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(4) 所得税や社会保険諸制度との関係からみた働き方

- 自主的に収入調整を行っている人も少な-くない

割った数値を単純平均したもの
訪問日数×1日の訪問時間数か
を除いている｡
延べ訪問世帯数で割った数値を

る｡

① 所得税 ･健保 ･厚生年金 ･雇用保険などの加入との関係からみた働き方

- パート･非常勤 ･臨時は半数が収入調整をしている

ホームベルパーは一､収入との関係ではどのような働き方をしているのだろうか｡今回調査では､

所得税､健康保険 '厚生年金､雇用保険などの加入との関係から年収が上回らないように調整した

働き方をしているか否かをみた｡図表5⊥47によると､一般型の常勤や嘱託は､当然,Oことながら

｢特に､調整はしていない｣としている｡これらに対し､｢特に､調整はしていない｣ の比率は､

パ ート･非常勤 ･臨時では43.4%と半数を下回り､登録型でも64.1%と3分のr2鍔にとどまってい

る｡パート･非常勤 ･臨時や登録型の収入調整の目安をみると､両者比率に違いはあるが ｢所得税

:が課税されない100万円を目途に働いている｣｢雇用保険の適用外となる1週20時間未満､年収90万

円未満を目途に働いている｣｢健康保険や厚生年金の適用外となる130万円未満を目途に働いてい

る｣の順であげられている｡
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図表 5-47 所得税､健康保険 ･厚生年金､雇用保険などの加入との関係から､年収が
上回らないように調整した働き方について 0/iZLruへiuJHHl
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② 事務所 (所属先)における収入調整の有無

- パート･非常勤 ･臨時の4割強は ｢事務所が調整｣

それでは､収入調整をしているというホーム-ルパーは.､'rどのような方法で調整しているめだろ

うか｡図表 5-48によると､52.6%と半数強は ｢自分で調整している｣としおり､｢調整するよう事

務所 (所属先)に頼んでいる｣も11.4%を占めており､本人の意思により調整している人が6割を

占めている｡しかし､一方では､｢事務所 (所属先)が調整している｣ という事務所 (所属先)が所

得税や社会保険の適用除外となる就労を前提とした仕事の提供をしているケースも3分の 1を占め

ていることも明らかになっている｡

このような収入調整の方法では､パート･非常勤 ･臨時と登録型で差異がみられる｡登録型で

は､ 6割強が ｢自分で調整している｣としているのに対し､パート 非常勤 ･晦時の同比率は 4割

にとどまっている｡パート･非常勤 ･臨時では､｢事務所 (所属先)が調整している｣が4割強､｢調

整するよう事務所 (所属先)に頼んでいる｣が 1割強など事務所 (所属先)が､収入調整では果たし

ている役割がより大きくなっている｡

以上の結果からは､同じホーム-ルパーとして働 く人のなかにも､家計の担い手として応分の税

金や社会保険料の負荷を担おうとする層とともに､パート･非常勤 ･臨時や登録型で就労している

ケースには､世帯の被扶養者として位置付けている層が混在し､それぞれ相応の働き方をしている

ことが明らかになっている｡見方を変えると､時間に柔軟なホーム-ルパーの仕事は､現実には

パート･非常勤 ･臨時や登録型として従事する人々のライフスタイルに対応した就労機会を提供し

ているともいえよう｡
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図表 5-48 事務所による調整方法の有無 (ヘルパーの種類別)

パ⊥ ト.■非常勤
･臨時

因 登継 へJレバー

(5) 年金と健康保険料の加入状況

- 常勤や嘱託以外は､自分で加入しているケースは少数派

① 年金の加入状況 - パート･非常勤 ･臨時は､自分で加入のケースは4人に 1人

本人の年金の加入状況をみると､一般型の常勤や嘱託は､大半が ｢自分が厚生 (共済)年金に加

入している｣としている｡これらに対.し､パート･非常勤 ･臨時や登録型では､｢自分が厚生 (共

済)年金に加入している｣や ｢自分が国民年金に加入している｣.といった自分が年金に加入してい

るケースは､前者で4分の 1､後者でも_3割にとどまっている｡そして､｢配偶者の厚生年金 (共

済)を通して国民年金に加入している｣が､パー ト･非常勤 ･臨時で69.2%､登録型で64.4%を占

めている｡さらに､件数は少ないが､パート･非常勤 ･_臨時や登録型では 3-4%前後が年金に

｢加入していない｣としている点も見逃せないところである (図表･5-49)｡
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② 健康保険の加入状況 - パー ト 非常勤 ･臨時や登録型で自分で加入は一1割強に過ぎない

他方､健康保険の加入状況でみても､一般型の常勤や嘱託は､大半が ｢自分で加入している｣ と

している｡これらに対し､パー ト･非常勤 ･臨時や登録型では､｢自分で加入している｣は12-14%

にとどまり､･｢扶養家族で加入している｣が､前者で80.8%､後者で85.4%を占めている｡さらに､

パ ー ト･非常勤 ･臨時では ｢加入していない｣が4.2%を占めている｡

図表 5-49 年金及び健康保険の加入状況 (ヘルパーの種類別)

年金 健康保険 計入分 入分 年偶 人 分 い養 -入 .
Lが Lが 金者 L A で る家 .L tA
て厚 て国 にを て 加 一族 てp
い生 い民 加通 い 人 で い .
る年 る隼 人し な し 加 な-
金 金 て tJ､ て ~入 い
に に 国 ･い し

一般型ヘルパー 71.9-5.818.ll.22.9-- 73.621.4.-.1｣4 3.6 1371

常勤 95.0 1.1.0.2 0.4 3.3 ･94.6 0一.60.6.4.2 848

嘱由 97.6 .- 0｣8 -.1.6∴-94.4 1.6 .I_∴ 4.0 124

パート.非常勤･犠時その他 6.319.569.2 3.9J.1.～ 13.8-.~80.8~-4.2~1.2 1334_- 18.263.,6二十T.18.2.18.27-a.7.-.-__(:.,..I..9.1 ll

(6) 労働 (職員)組合について

- 浸透が不十分な労働観合の存在

① 労働 (職員)組合に加入状況 - 常勤職場でも ｢ない｣が3割

労働 (職員)取合に加入状況をみると､一般型では ｢加入している｣が45.4%であり､｢あるが､

加入していない｣が5.5%､｢ない｣が45.3%となっている｡｢あるが､加入していない｣ ケースに

は､自分の意思により加入していないというばか りでなく､勤務先にある労働 (職員)姐合が正規

職員を構成メンバーとし加入できないという組織的要因も考えられるが､半数前後のホーム-ル

パーが勤務する機関や団体で労働 (職員)組合がないことが明らかになっている｡さらに､同じ一

般型でも雇用関係により加入状況は大きく異なり､常勤では 3分の 2近 くが加入 しているのに対

し､嘱託では28.2%､パート･非常勤 ･臨時では4.5%に過ぎない､(図表 5-50)0

一方､登録型では､加入している人は 1割程度である｡
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図表5･-50 労働 (職鼻)組合への加入の有無 (ヘルパーの種類別)
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労働 (職員)取合が勤務先の機関や団体に ｢ない｣人は､どの程度労働観合の必要性を感 じてい

るのだろうか｡一般型と登録型に共通している点は､｢必要 と思 う｣が､｢必要 と思わない｣を上

回っていることである｡この点は､一般型の雇用形態の違いも適えている (図表5-51)0

図表5-51 労働組合の必要性 (ヘルパーの種類別)
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このように労働 (職員)組合の必要性を感 じている人が､感 じていない人を上回るのとはいえ､

｢わからない｣が少なくない点にも留意する必要がありそ うだ｡｢わからない｣は一般型で31.4%､

登録型で44.6%にのぼっている｡これらの層にとってほ､労働 (職員)組合は､身近な存在ではな

いことも示唆しているからである｡

(7) 登録型ホームヘルパーの労働条件明示の有無

- 半数を下回る ｢文書で明示｣

登録ホーム-ルパーとして働き始めた時には､I,文革による労働条件明示が求められるが ､｢文書で

明示された｣は45.2%と半数を下回っている｡､他方､丁 口答で明示された｣が29.8%と3割を占めるば

か りでな く､｢明示されなかぅた｣が12.8%と_1割を超え､｢わからない｣も9.2%と1割を占めている

(図表 5-52)0

このような点からも､捉供す卑サービス労働の性格を明確化する上からも､登録型ホームヘルパーIt

の労働条件に関しては､条件の明示転基づいた就労め徹底が望まれよう｡

図表 5-52 登録ホームヘルパーとして働き始めた時の労働条件明示の有無
(ヘルパーの種類別)

■ 文書で明示された
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3.ホームヘルパー職の仕

ホームヘルパーの仕事の内容､進め方はどうなっているのか､課題は

ここでは主に､(1)訪問している世帯の状況､(2)仕事の内容と仕事の進め方の現状､(3)仕事やホーム

-ルプ サービス職-の評価､(4)仕事や待遇 ･労働条件-の不安や不満および仕事の継続意思について

聞いている｡

分析の視点は､前項までと同じく一般型-ルパーと登録型-ルパー別と雇用形態 (一般型-ルパー

のうち､常勤かパート･非常勤 ･臨時か嘱託か)におくが､必要に応じてサービス内容別の特徴をみ

ることとする｡サービス内容は､介護専任型､介護中心型､介護 ･家事援助双方型､家事援助中心型､

家事援助専任型の5分類とした｡

分類は､問8 (過去 1カ月間の利用サービスの内訳別にみた訪問世帯数)によっている｡

･介護専任型 - 過去 1カ月間の訪問世帯でのサービス内容が ｢介護が中心｣のみ

･介護中心型 - 過去 1カ月間の訪問世帯でのサービス内容の3分の2以上が ｢介護が中心｣

･介護 ･家事援助双方型 - 介護専任 ･中心型､家事援助専任 ･中心型以外

･家事援助中心型 - 過去 1カ月間の訪問世帯でのサービス内容の3分の2以上が ｢家事援助が

中心｣

･家事援助専任型 - 過去 1カ月間の訪問世帯でのサービス内容が ｢家事援助が中心｣のみ

調査回答者のうち､一般型-ルパー (1,371名)では介護型 (専任+中心)5.8%､双方型63.5%､家

事援助型 (専任+中心)30.7%､̀登録型-ルパー (697名)では介護型 (専任+中心)7.9%､双方型

49.1%､家事援助型 (専任+中心)43.0%と､登録型-ルパーで家事援助型が多くなっているが､登

録型-ルパーでも介護型-ル､パーがおり､しかも一般型-ルパーよりわずかながらその比率が高 く

なっている｡

雇用形態でみると､常勤で介護型 (専任+中心)6.7%､双方型69.8%､家事援助型 (専任+中心)

23.5%､パート･非常勤 ･臨時で介護型 (専任+中心)2.9%､双方型46.7%､家事援助型 (専任+中

心)50.5%､嘱託で介護型 (専任+中心)8.0%､双方型66.1%､家事援助型 (専任+中心)25.8%

と､常勤と嘱託で家事援助型の割合が低くなっている (図表5-53)0

次に一般型-ルパー ･登録型-ルパー別､雇用形態で特徴をみると､調査回答者総数に占める常勤

と登録型-ルパーの割合は41.0%､33.7%であるが､5つのタイプに占める常勤と登録型-ルパーの

割合は､34.6%と･43.2%､54.7%と37.7%､48.8%と28.2%､46.0%と20.9%､8.9%と62.6%であ

り､確かに家事援助専任型のうち登録型-ルパーの割合は高いものの､常勤､登録型-ルパーとも多

様な働き方をしていることがわかる (図表5-54)｡
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図表5-53 サービス目的別の構成 (ヘルパーの種類別)
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図表5-54 ヘルパーの種類 (サービス月的別の構成別)

登 N録 計般 常 嘱 .パ そ
型 L:勤 託 臨 I の 型 A
へ .時ト ■他 へ

ノレ ● ル
パ 非 パ

l 常 .勤 .̀ I

総計 66.3 ･41.0 6.016.1 0.5.33.7...丁 2068

介護専任型 5618 .34.6 8.611.1 .-･.43.-.2 - 81

介護中心型 62.3 54.7 _5.7 1.9 ... 37.7 ... 53

介護 ..家事援助双方型家事援助中心型 71.8 48.°8.6.812.7 0.6 28.2 ..... i21379.1 46.0 8.022.4.0.3 20.9 .- 363

図表 5-55は､運転免許関係を除いて取得している資格を5タイプについてベス ト5までみたもの

である｡介護専任型の約 2割は看護婦 ･士資格を持っているのが特徴的である｡また介護福祉士資格

の取得やホーム-ルパー養成研修の上級修了と､仕事の場での介護サービスの実施が連動しているこ

とがわかる｡
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図表5†55 取得している資格 (複数選択､主な項目)(サービス目的別の構成別)
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(1) 訪問している世帯の状況

- 嘱託と常勤がさまざまな状態の世帯に訪問

① 高齢者の状態 - 寝たきり以外の高齢者-の訪問が 1位

ホーム-ルパーが訪問するお年寄 りの状態はさまざまで ある｡｢寝たきり｣ の高齢者もいれば､

｢寝たきり｣ではないが ｢痴呆症｣と ｢身体障害｣をあわせもっていることもある｡また､｢寝たき

り｣で ｢痴呆症｣の方もおられる｡一そこで､高齢者の状態を魁み合わせて質問をすることはやめ､

｢寝たきり｣｢寝たきり以外｣｢痴呆症｣｢身体障害｣｢精神障害｣について該当する訪問世帯のすべて

をあげてもらった (図表5-56､57)0

一般型-ルパーの86.7%は ｢寝たきり以外の高齢者｣を訪問し､63.6%は ｢身体障害者｣､55.2%

は ｢寝たきりの高齢者｣､50.6%は ｢痴呆症の高齢者｣､23.3%は ｢精神障害者｣を訪問している｡

ホーム-ルパーの研修意欲の高さが納得できる訪問先である｡回答者 1人あた り2.8項 目の選択を

している｡登録型-ルパーをみると､71.4%が ｢寝たきり以外の高齢者｣､36.2%が ｢身体障害者｣､

24.8%が ｢寝たきりの高齢者｣､21.2%が ｢痴呆症の高齢者｣､5.0%が ｢精神障害者｣を訪問してい

る｡回答者 1人あたり1.6項目の選択である｡一般型-ルパーの訪問の幅の広さがわかるが､登録型

-ルパーも多様な高齢者を訪問しており､訪問先は一般型-ルパーと重なっていると考えられる｡

一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､嘱託と常勤で訪問先の高齢者の状態が似ている.

｢寝たきりの高齢者｣｢痴呆症の高齢者｣｢精神障害者｣を訪問している割合は嘱託で高くなってい

る｡パート･非常勤 ･臨時の訪問先は､嘱託や常勤よりも登録型-ルパーに近い｡
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図表5--56 訪問している世帯 A高齢者の状態 (複数選択)(ヘルパーの種類別)
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図表5-57 訪問している世帯 A高齢者の状態 (複数選択)(ヘルパーの種類別)
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② 世帯の構成 - 訪問の-トップは一人暮らし世帯

図表 5-58､59は､ホームヘルパーの訪問世帯の家族構成を示していや｡ホーム-ルプサービス

制度の発足当初､ホ一二ム-ルパーめ ｢派遣対象世帯｣は `̀要保護の一人暮らし老人世帯"に限定さ

れていた｡1976年にな り `̀65歳以上め老人のいる家庭で､'その家族が老人の介護を行えない''場合

も対象となった｡1992年の ｢ホーム-ルプ事業運営の手引き｣(厚生省)では ｢同居家族がいるから

といって優先順位を下げるような要綱は早急に撤廃すべき｣ となった｡

一般型-ルパー.の訪問先は､｢一人暮らし世帯｣91.5%､｢夫婦のみ世帯｣68.0%､｢子世帯との同

居世帯｣41･8%､｢独身の子との世帯｣41.6%セある一､｡ 1人あた り2.5項 目を選択 している｡登録型

ヘルパーの訪問先は､｢一人暮らし世帯｣71.2%､｢夫婦のみ世帯｣-41..0%､Ir独身の子 との世帯｣

27.1%､ ｢子世帯との同店世帯｣23.1%で11人あた り1.7項 目を選択 しており､一般型-ルパーに

比べて訪問先の幅はやや狭いものの､家族構成でみても訪問先は重なっていると言えよう｡いずれ

も ｢一人暮らし世帯｣が ト示プであるが､介護専任型の訪問先をみると､･r一人暮 らし世帯｣ は

45.7%と低 く､｢夫婦のみ世帯｣59.3%､｢子世帯との同居世帯｣一51.9%セあlり､家族介護者がいる

世帯に介護型ホーム-ルパーが訪問している割合の高いことがわかる｡

一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､とりわけ嘱託で訪問先の幅がひろい｡

図表 5-58 世帯の家族構成し(複数選択)(ヘルパーの種類別)
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図表 5-59 世帯の豪族構成 (複数選択)(ヘルパーの種類別)
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(2) 仕事の内容と仕事の進め方の現状

- ホームヘルプサービス提供の仕組みは不十分

① 利用者世帯の変更 ｢ある｣は約 1割

ホーム-ルプサービスは利用者の生活に深 く関わる対人サービスであ り､利用者 とホーム-ル

パー相互の信頼関係に基づ く共同作業でサービスの質は高まる｡生身の人間同士なので相性が悪い

ということもあるかもしれないが､利用者とホーム-ルパーをよく把握した うえでのコーディネー

トが必要ではないだろうか｡図表 5-60は､ホーム-ルパーが訪問し七いる利用者世帯を変えても

らった り､断ったことがあるかを示している｡｢ある｣(ある+ときどきある)は､一般型-ルパー

で7.8%､登録型-ルパーで13.2%であり､登録型-ルパーで少し高い｡このことは､次に述べるよ

うな､ホーム-ルパーに対する訪問先についての説明の状況と関連があるのではないだろうか｡

② 訪問先の説明 - 当事者の意向の説明は約 7割

ホーム-ルプサービスにおいて､訪問先の状況を十分把捉 しているととの大切さはいうまでもな

い｡『ホーム-ルパーのためのガイ ドブックー援助計画づ くりの指針』(東京在宅福祉研究会-編､

誠信書房､1995年)では､ホーム-ルプサービスの意義とその意義を発揮するための援助計画の方

法について次のようにまとめている｡
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図表5-60 ∵訪問している利用者世帯の変更 ･･断りの有無 (ヘルパーの種類別)
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ホーム-ルプサービスにおいては､｢家庭という『場』のもつ特性を生かし､利用者が残存能力を

発揮し､意欲をもって生活していくためには､自分の生活を自分のペースと好みできりまわしてい

かれるような支援が求められる｣｡そのためには､生活を ｢衣､食､住､体の健康､･心の健康 (気持

ち)､家族関係､社会関係｣の ｢7つの領域の 『状況 ･状態』をとらえることから出発し､『利用者の

考え方と-ルパー-の要望』『今までに本人や関係者が行った対処』(新規でないときは 『-ルパー

が援助した内容』)『利用者からみた問題』『-ルパーがとらえた問題 (ニ｣ズ)』『援助目標と計画』

という順で､援助計画を考える｣ことが必要であるという｡

本調査ではおおまかに ｢高齢者自身の状態｣｢高齢者を取 り巻く環境｣｢高齢者及び家族の意向｣

の3つの項目について､ホーム-ルパーが説明をうけているかどうかを聞いた (図表5-61)｡一般

壁-ルパーで説明を ｢受けている｣(十分受けている+だいたい受けている)割合は､順に､

91.0%､80.3%､73.1%｡登録型-ルパーで説明を ｢受けている｣(十分受けている+だいたい受け

ている)割合は､85.7%､76.0%､69.2%である｡ここから､2つのことがいえる｡1つは､一般型

-ルパーに比べて登録型-ルパーで､どの項目についても説明を ｢受けている｣割合がやや低いこ

と｡2つは､｢高齢者自身の状態｣のように､とりあえず家事援助や介護を提供するために必要な情

報よりも､｢高齢者及び家族の意向｣のようにサービス利用者との関係づくりや共同作業に必要な

説明がされていないことである｡ 7割のホーム-ルパーが説明をうけているに過ぎない｡--般塑-

ルパーについて雇用形態別にみると､嘱託で説明を ｢受けている｣割合がやや低い｡
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図表 5--61 訪問先の説明 (受けている)(ヘルパーの種類別)
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ト以上少･ないことを示す

③ 訪問先で行っているサービス - 仕事を分け持っている

ア.訪問先で行っているサービスを､｢身体介護 (17項 目)｣｢家事援助 (12項目)｣｢相談 ･助言 (8

項目)｣について聞いた｡

ィ.ホーム-ルパーのサービスの範囲については､老人ホーム-ルプ サービス事業運営要綱によっ

て ｢身体の介護に関すること｣｢家事に関すること｣｢相談 ･助言に関すること｣ と規定されてい

るが､具体的内容については議論のあるところである｡これまでホーム-ルパーのサービスの範

囲は､通常の日常生活を送る上で必要な家事及び介護業務に関する事項とされてきている｡しか

し､｢通常な日常生活｣とは何であろうか.ある自治体の高齢者ホーム-ルプサービス事業取扱要

領には､ホーム-ルパーが行ってほいけないサービスとして､｢当該世帯の生産活動にかかわる

業務｣｢直接的 ･日常的でないと判断される業務 (庭の草取 り､家屋の補修､大掃除など)｣｢直接

身の回りの世話に属さないと判断される外出業務｣｢その他､専門的知識､技術が必要な看護､介

助など｣とされている｡高齢者の暮らしはひとりひとり個性があり､画一的な対応は高齢者の意

欲をそいでしまう場合がある｡また ∴ホーム-ルパーが直接そのサービスを行わない場合でも､

他のサービスにつなげるなどのフォローは必要であろう｡さもなければ､問題は解決しないから

である｡そこで､これに対し､ホーム-ルパーのサービスの範囲は ｢通常の社会生活を送る上で

必要な援助である｣という主張がある｡本調査では､ささやかにサービスの範囲を拡大して聞い

ている｡

ウ.一般型-ルパーは一人当たり21項目を行っていると回答している｡一般型-ルパーについて雇

用形態別にみると､常勤23項目､嘱託21項目､パー ト･非常勤 ･臨時16項目である｡登録型-ル

パーは､-人当た り11項目を行っていると回答している｡登録型-ルパーより一般型-ルパー
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で､雇用形態では常勤でひとりのホーム.-ルパーの行 うサービスの範囲が広 くなっているといえ

よう｡

-.介護専任型､介護中心型､介護一･家事援助双方型､家事援助中心型､家事援助専任型の5分類

でみると､それぞれ一人当たり13項目､20項目､20項目､10項目を選択している｡当然のことで

はあろうが､専任型ではサービスが特化されて､選択した項目数が少ない｡また､介護専任型で

は家事援助項目について ｢行っている｣ と回答したものの割合は低 く､家事援助専任型では身体

介護項目について ｢行っている｣ と回答したものの割合はとても低い｡ただし､介護専任型にお

ける家事援助､家事援助専任型における身体介護は同時におこなわれているとみることができる

(とくに介護専任型は ｢住居の掃除 ･整理整顧｣53.1%､｢衣類の洗濯 ･補修｣50.6%､｢調理｣

38.3%など)｡痴呆の高齢者が調理をすることを通 じて生活力を回復することがあることはよく

知られているが､心身のケアを生活にひきよせて行 うことにより､高齢者の自立支援につなげる

ためには､介護と家事を切 り離して考えることは不適切であることを示唆しているといえよう｡

オ.図表 5-62-67は､ホーム-ルパーが行っているサービスを示している｡

一般型-ルパーの行っている身体介護サービスは､｢衣類着脱の介助｣78.7%､｢身体の清拭 ･

洗髪｣73.8%､｢通院 ･適所の介助｣73.7%､｢排湛介助｣65.4%､｢おむつ交換｣63.0%､｢入浴介

助｣61.9%の順である｡｢起床介助｣や ｢就寝介助｣をしているホーム-ルパーの割合は､他の身

体介護サービスにくらべて低 くなっている｡これは早朝 ･夜間のサービスがまだ普及していない

ことの現れとみることができ旦う｡登録型-ル†1-の行っている身体介護サービスは､｢衣類着

脱の介助｣43.6%､｢身体の清拭 ･洗髪｣37.6%､｢通院 ･適所の介助｣34.7%､｢排壮介助｣

30.3%､ ｢食事介助｣29.1%､｢おむつ交換｣28.4%､｢入浴介助｣28.1%の順となっている｡一般

型-ルパーに比べて､登録型-ルパーでは身体介護をしている者の割合は低い｡しかし､サービ

スの種類でみると､すべてのサービスを実施している｡介護サービスの一定割合を登録型-ル

パーが支えていることは間違いない (図表 5-62)0

一般型-ルパーは､高い割合でそれぞれの家事援助サービスを行っている｡｢住居の掃除 ･整

理整煩｣93.7%､｢生活必需品の買い物｣90.4%､｢調理｣89.4%､｢衣類の洗濯 ･補修｣89.4%､

｢調理｣89.4%､｢ごみ出し｣76.6%､｢薬の受け取 り｣75.8%､｢関連機関との連絡｣75.5%であ

る｡大掃除や庭の草取 りも実際は行われているようだ｡登録型-ルパーの行っている家事援助

サービスは､｢住居の掃除 ･整理整頓｣88.4%､｢調理｣75.3%､｢衣類の洗濯 ･補修｣72.7%､｢生

活必需品の買い物｣72･7%となってLTる (図表 5-63)｡

相談 ･助言サービスについて行っている内容をみると､一般型-ルパーは､｢話相手｣93.0%､

｢身の上｣60.6%､｢生活｣58.9%､｢介護の方法｣51.9%､｢福祉機器｣44.5%､｢制度や政策｣

40.1%である.登録型-ルパー亙 ,r話相手｣86.4%､｢身の上｣29.8%､｢生活｣27.5%と､｢話相

手｣ を除いてはかなり差があることがわかる (図表5-64)0
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図表5-63 おこなっているサービス内容 ･･家事援助 ･(複数選択)(ヘルパーの種類別)
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図表5-64おこなっているサービス内容･相談･助言(複数選択)(統)(ヘルパーの種類別)
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このようにみてくると､ホーム-ルパーが行っているサービス内容は､相談 ･助言より身体介

護､身体介護より家事援助で一般化していると思われる｡調査回答者の半数以上のホーム-ル

パ ーが行っているサービスをみると､身体介護17項目中6項 目､家事援助12項目中9項 目､相談

･助言 8項 目中2項目である｡

カ.次に､一般型-ルパーについて雇用形態別に行っているサービスをみてみる (図表 5⊥6'5-

67)｡身体介護サービスについては､若干常勤の実施割合が高いものの､常勤と嘱託の憤印 ま似て

いる｡家事援助サービスについては､痕託は常勤に比べて実施率はやや低い｡パ丁 卜 非常勤 ･

臨時はとくに ｢薬の受け申 り｣と ｢関連機関との■連絡｣で常勤､嘱託より行っているとする割合

が低い｡対外的な内容のサービスである｡相談 ･助言サービスについて行っている内容をみる

と､｢話相手｣を除いては､明らかに常勤で行?ている割合が高い｡しかし､常勤に特化された仕

事というわけでもなく?嘱託もパート 非常勤 ･臨時もある程度分け持っている｡

辛.ホーム-ルパーが訪問先で行っているサ ービスについて一般型-ルパー ･登録型-ルパー､一

般型-ルパーについて雇用形態別にみてきた｡各グループ で行云ている人の割合は異なるもの

の､各グループで仕事の種頬を分担するというより､同じ仕事を分け持っている実態が明らかに

なったといえる｡就労形態や雇用形態にかかわらず､仕事の質を確保し､効率よ~くすすめつつ､

労働を適正に評価することが考えられなくてはならない｡

図表 5-65 おこなっているサービス内容 (複数選択)(ヘルパーの種類別)
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※網かけ下実線は一般型ヘルパーとの差が5ホoイント以上多いこと､下破線は 5ホ○イント以上少ないことを示す
※網かけ下太実線は一般型ヘルパーとの差が 15本○イント以上多いこと､下太破線は 15本○イント以上少ないことを示す
※丸数字は比率の順位
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図表 5-66..おこなっているサービス内容 (複数選択)(ヘルパーの種類別)
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-七の差が 15 本 ○イント以上多いこ と
いことを示す

④ 通常の訪問以外の仕事 - 訪問以外の仕事は常勤に多い

ホーム-ルパーの仕事といえば､なんといってもサービス利用者世帯への訪問であろう｡ホーム

-ルパーの ｢働き｣を､ 1カ月間の訪問世帯数で測ろう､あるいは 1カ月間の給与を訪問世帯数で

割って 1訪問あた りの単価を計算するという乱暴な議論も時には見受けるが､埜-ム-ルパーの仕

事-訪問というイメージが強いためであろう｡しかし､訪問の効果をあげるには､訪問の準備や評

価 ･再評価といった仕事の流れが必要なことはいうまでもない｡そこで､通常の訪問以外の仕事に

ついて聞いた結果が図表 5-68､69である｡
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図表 5-68 通常の訪問以外の仕事 (ヘルパーの種類別)
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図表 5-69 通常の訪問以外の仕事 (ヘルパーの種類別)
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一般型-ルパーでは､｢ケース記録を書 く｣77.6%､｢ケース検討会議などに出席する｣52.2%､

｢ケア日誌を書 く｣46.2%､｢訪問予定表を作成する｣39.4%､｢他の保健 ･医療サービスとの調整｣

31.4%､｢援助計画をたてる｣21.8%となっている｡ 1人あたり3.2項目の選択である｡登録型-ル

パーは､ 1人あた り1.7項目を選択し､｢ケース記録を書 く｣48.4%､｢ケア日誌を書 く｣38.7%､

｢ケース検討会議などに出席する｣28.0%の順である｡無回答も25%いるのは､なじみのない問で

あったためであろうか｡一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､常勤の-ルパーで ｢調査訪

問をする｣｢他の保健 ･医療サービスとの調整｣｢援助計画をたてる｣｢ケア日誌を書 く｣｢訪問予定

表を作成する｣ などの仕事をしている割合が嘱託やパート･非常勤 ･臨時に比べて高い｡これらの

仕事は､訪問を有効なものとするための利用者の状況の把握や他サービスとの連携､ホーム-ル

パ ーの力量を高める仕事､チーム労働が円滑に運営されるための管理的な仕事である｡

ところで､ケース記録は ｢ホーム-ルパーと利用者との援助関係を含めた利用者をめぐる状況の

記録｣であり､ケア日誌は ｢ホーム-ルパーの活動と利用者の実態をより具体的に描き出すため､

ある日の訪問の様子を書く｣ホーム-ルパーの記録である.また､援助計画は､チームで仕事をす

る (個人請負型ではなく)24時間ホーム-ルプ事業にはかかせないものであるし､他職種とサービ

スチームを組んで仕事をする際､ホーム-ルプ固有の援助の視点を提供す るのに大切である

(『ホーム-ルパーのためのガイ ドブック』前出)｡こうした視点から考えると､訪問以外の基本的

な仕事にかかわっているホーム-ルパーの割合はむしろ低すぎるのではないだろうか｡

⑤ ホームヘルパー間の打ち合わせ時間 十確保されている ･いない｣は半々

｢ホーム-ルパー間の打ち合わせをする時間は､十分に確保されていますか｣という問に､一般

壁-ルパーは ｢確保されている｣13.9%､｢だいたい確保されている｣36.0%､｢あまり確保されて

いない｣37.5%､｢確保されていない｣10.1%と回答している｡｢確保されている｣｢確保されていな

い｣にわけてみると､49.9%と47.6%で､打ち合わせ時間が保障されている職場で働 くホーム-ル

パ ーは半数にすぎない｡登録型-ルパーの場合は ｢確保されている｣42.4%でさらに低い割合であ

る｡登録型-ルパーは直行直帰の働き方が多 く､打ち合わせが不十分にな りやすいためであろ う

か｡

一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､常勤やパー ト･非常勤 ･臨時に比べて嘱託で､

｢確保されている｣36.3%と打ち合わせ時間が確保されているとする回答割合が低い｡嘱託と登録

壁-ルパーは､先にみたように､訪問にあたって説明を受けていないとする回答割合がやや高かっ

た｡打ち合わせ時間がないことと関連があるのだろうか (図表 5-70)0
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図表5-70 ホームヘルパー間の打ち合せ時間の確保について (ヘルパーの種類別)

確
保
さ
れ
て
い
る

だ
い
た
い
確
保
さ
れ

て
い
る

あ
ま
り
確
保
さ
れ
て

い
な

い

確
保
さ
れ
て
い
な
い

総計

一般型ヘルパー

常勤

嘱託

パー ト･非常勤
･臨時

その他

登録型ヘルパー

確保されている計

Wmm■49

確保されていない

計計

nHrLLhu一

68ltW皿U肌叩rHーいー
叫廿日

48

n

u一

1[nM
Un

1
1

日
Ⅶ∬‖

47

MHr■リ
48●

●n=リ■HU
U肌凸45

57
.
2
(124)

49
.
1(334
)

72
.
8(
ll)

7
.
042
.
450
.
5(697
)

⑥コーディネートについて

-コーディネーターがいて､
うまく機能しているという回答は約5割

人びとの暮らしは総合的なものであり
､
また
､
利用者の要求とニーズは必ずしも一致していない

場合もあるので
､
かくれたニーズを発見し､
利用者の自立支援につなぐには､コー
ディネーターの

役割は大きい
｡
また
､コー
ディネーターの存在は､
ホーム-ルプサービスの有効性をたかめるはず

である
｡コー
ディネートについて2つの質問をしている(図表5-71､
72)0

ア.利用者に対してコーディネー トをするひと ｢いる｣ は 7割

一般型-ルパーでコーディネーターが ｢いる｣ と回答 した人は70.6%､｢いない｣16.9%であ

る｡気になるのは､他の質問に くらべて無回答が12.5%とやや高いことである｡登録型-ルパー

は ｢いる｣67.6%､｢いない｣14.1%､無回答18.4%である｡

ィ.コーディネー ト機能はうまく働いているか ｢働いている｣ は約 7割

利用者に対 してコーディネー トをするひとが ｢いる｣ と答えた人に､コーディネー ト機能はう

まく働いていると思 うかをきいたところ､一般型-ルパーで ｢働いている｣(｢うまく働いている｣

+｢だいたいうまく働いている｣)ー66.5%､｢働いていない｣(｢あまりうまく働いていない｣+ ｢う

まく働いていない｣)30.1%､登録型-ルパーで ｢働いている｣75･8%､｢働いていない｣23.1%で

ある｡登録型-ルパーの回答はパー ト･非常勤 ･臨時の回答に類似している｡

こうしてみると､利用者に対 してコーディネー トをするひとがいて､しかも機能が うまく働い

ているという回答は､全体の5割ということになる｡公的介護保険の議論の中での 1つのポイン

トは､サービスの適正･公正なコーディネー トである｡現状では体制は整っているとはいえない｡
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図表 5-71.利用者に対するコーディネー トを果たす人の有無 (ヘルパーの種類別)
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図表 5-72 コーディネー ト機能について (ヘルパーの種類別)
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⑦ ホームヘルパーが困った時の相談体制 ｢ある｣は日常時 9割､緊急時 8割

ホーム-ルパーの訪問先での仕事は､基本的には 1人仕事である｡また､なんらかの援助を必要

とする利用者-のサービスであり､ホーム-ルパーをバックアップする体制は欠かせない｡利用者

への対応や利用者との トラブルなどで困った時の日常時と緊急時の相談体制について聞いた (図表

~5-73)｡

図表 5-73 相談体制の有無 (ヘルパーの種類別)
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日常時の相談体制については､一般型-ルパ｢､登録型-ルパー､一般型-ルパーの雇用形態に

かかわらず約 9割が ｢ある｣ と回答している｡しかし､｢ない｣7.5%はどうしたことであろうか｡

緊急時の相談体制が ｢ある｣ と回答 したのほ､一般型-ルパーで81.2%､登録型-ルパーで

77.3%である｡｢ない｣という回答は一般型-ルパーで12.5%､登録型-ルパーで13.3%である｡利

用者のみならず､ホーム-ルパーの生命にかかわることもあり､早急に体制整備が必要である｡今

後とくに24時間のホーム-ルプサービス体制をすすめる際には､安心し､また安全に働 く条件のポ

イントになるであろう｡
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⑧ 研修時間や機会 - 登録-ルパーで初期研修があったのは7割

ア.ホーム-ルパーの仕事は ｢家事｣ の延長で､主婦であれば誰でもできるといった考えから､残

念ながら社会がまだまだぬけだせていない観がある｡しかし､最近では､介護が必要な高齢者が

増えてきたことや､具体的な家事 ･介護を通 じて利用者の生活の継続をはか り､同時に人が生き

ていく (心のエネルギーの発揮も含めて)ことを支援する仕事であることが理解されるように

なってきた｡

ホーム-ルパー制度も変わ り､｢年 1回以上の研修を行 うこと｣ とされていたが､1982年には有

料化 ･派遣対象世帯の拡大とともに ｢採用時研修制度 (研修基準時間70時間)｣が始まった｡1987

年には登録-ルパー制度が導入されたヒとから ｢登録家庭奉仕員360時間講習会制度｣が採用さ

れた｡1991年にはホーム-ルパー養成研修事業が実施され､｢1級360時間 (免除コース-2級修

了者は170時間)､2級90時間 (免除コーチ-3級修了者は50時間)､3級40時間｣の段階的研修が

始まった｡ここで3級は家事援助､介護は2級とわけられた｡1995年に ｢ホーム-ルパー養成研

修実施要綱｣が改正され､研修課程は ｢1級230時間 (免除コースなし)､2級130時間 (免除コー

ス104時間)､ 3級50時間｣ となった｡ 3級は勤務時間の少ない非常勤ホーム-ルパーなどの入門

研修として､ 2級はホーム-ルパーとして働 く人の基本研修として､ 1級はチーム運営方式の主

任-ルパーなどの基幹的な-ルパー養成と位置づけられている｡

すでにみたように､ホーム-ルパーの資格取得 (上級の養成研修含む)意欲は高かった｡ここ

では､研修の実態について初期研修 (採用時の基本的訓練)､仕事についてからの研修 (専門的な

知識や技能を高めるための訓練)についてみてゆく (図表 5-74)｡

ィ.初期研修が ｢あった｣という回答は､一般型-ルパーで78.3%､登録型-ルパーで69.6%であ

る｡｢なかった｣は､一般型-ルパーで19.3%､登録型-ルパーで27.4%である｡一般型-ルパー

について雇用形態別にみると､｢なかった｣という割合は常勤で高い｡これは､常勤の採用時と研

修制度の関連によるものと考えられよう｡一方､登録型-ルパーは経験年数が短いことを考える

と､登録型-ルパーに対する初期研修体制の不備がうかがえる｡

仕事についてからの研修が ｢ある｣という回答は､一般型-ルパーで89.8%､登録型-ルパー

で81.6%である｡｢ない｣は､一般型-ルパーで8.2%､登録型-ルパーで15.5%である｡一般型

-ルパーについて雇用形態別にみると､嘱託やパート･非常勤 ･臨時より常勤で ｢ある｣ という

回答割合が10ポイントほど高い｡また登録型-ルパーは､仕事についてからの研修でもめぐまれ

ていない｡｢ない｣ と答えた登録型-ルパーに研修を受けたいと思っているか どうか聞いたとこ

ろ､71..3%が ｢思っている｣ と回答している｡

最後に､時間外研修の場合､有給保障があるかどうか聞いた｡｢ある｣という回答は､一般型-

ルパーで48.4%､登録型-ルパーで54.8%である｡｢ない｣は､一般型-ルパーで41.9%､登録型

-ルパーで35.7%である｡一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､パー ト非常勤･臨時で

｢ある｣57.2%という回答割合が高く､嘱託で低い｡登録型-ルパーやパー ト非常勤･臨時で｢あ

る｣という回答が多いことは歓迎すべきであるものの､｢ない｣の回答割合もまだ高いといえよう｡
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図表 5-74 研修の状況 (ヘルパーの種類別)
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(3) 仕事やホームヘルプサービス職への評価

- 誇 りはあるが､評価が低い

ホーム-ルプサービスの質を保ち､向上をはかるには､サービス評価の基準と仕観みをもっこと●が

必要であろう｡点検と評価の基準としては､利用者や社会のニーズ､効率性 (単に事業内部のコスト

だけでなく､社会的レベルで)､本人の職業生涯 (安定した職業生活と誇 り- ひとびとに利益をも

たらす､自らの成長に役立つ - )などが考えられる｡そしてもちろん､その評価は自己満足ではな

く､利用者や管理者､市民に対して説得的でなくてはならない｡ここでは行っているサービスについ

ての自己評価 (対利用者､対社会との関係で)､誇 りなどについてみる｡

① 利用者の受けているサービスは十分か ｢十分だと思う･思わない｣は半々

｢あなたの家族や身内がホーム-ルプサービスを利用するような状況になった場合､今､利用者

の受けているサービスは十分だと思いますか｣ という問で､行っているサービスについて利用者を

主体に自己評価してもらった (図表5-75)｡一般型-ルパーの回答は ｢十分だと思う｣8.5%､｢だ

いたい十分だと思う｣37.1%､｢あまり十分だと思わない｣39.2%､｢十分だと思わない｣12.6%で

あり､｢十分だと思う｣(｢十分だと思う｣+｢だいたい十分だと思う｣)､｢十分だと思わない｣(｢十分

だと思わない｣+｢あまり十分だと思わない｣)にまとめると45.6%､51.8%と､十分でないという

回答割合が高い｡

図表5-75 家族や身内が利用する状況になった場合の今利用者の受けている
ホームヘルプサービスの評価 (ヘルパーの種類別)
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登録型-ルパーの回答は ｢十分だと思 う｣8.5%､丁だいたい十分だと思う｣43･6%､｢あまり十分

だと思わない｣34.0%､｢十分だと思わない｣10.9%であり､｢十分だと思 う｣｢十分だと思わない｣

にまとめると52.1%､44.9%と､十分であるという回答割合が高 くなっている｡

一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､常勤で十分でないという回答割合が高 く､嘱託､

パー ト･非常勤 ･臨時は登録型-ルパーと同じ憤向にある｡

全体として言えることは ｢十分だと思わない｣という回答が多すぎるということである｡サ｢ビ

スの量の問題か質の問題かはここからほ明らかにならないが､次に質の要因の 1つの柱である､利

用者とホーム-ルパーの関係性についてみる｡

② ホームヘルパーと利用者の関係はうまくいかないことは ｢ない｣が7割

利用者との関係がうまくいかないことが ｢ある｣(｢ある｣+｢ときどきある｣)は一般型-ルパー

25.7%､登録型-ルパー19.5%､｢ない｣(｢ない｣+｢あまりない｣)は一般型-ル六一70･0%､登録

壁-ルパー76.9%である (図表 5-76)｡一般型-ルパーの4人に 1人､登録型-ルパーの5人に 1

人はうまくいかない経験をしていることになる｡

うまくいかない内容については今後の詳しい分析を予定しているが､具体的な記入で目に付くも

のは､｢ホーム-ルパーを家政婦とみている｣というホーム-ルパー制度-の理解の問題､｢今の制

度ではできないサービスを断る時｣という制度の問題､｢痴呆性老人､利用者理解｣というホームヘ

ルパー自身の力量の問題､｢前任者との引継や相談体制､他機関との連携など｣仕組みの問題などが

ある｡

図表 5-76 利用者との関係がうまくいかないことの有無 (ヘルパーの種類別)
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② ホームヘルプサービス職の社会的評価は ｢正しく評価されていない｣が 7割

ここでは､社会の評価を､ホーム-ルパー自身がどのように受けとめているのかを聞いている

(図表 5-77)｡

｢ホームヘルプサービス職は社会的に正しく評価されていると思いますか｣ という間に､一般型

ヘルパーは ｢評価されている｣(｢評価されている｣+｢だいたい評価されている｣)23.3%､｢評価さ

れていない｣(｢評価されていない｣+ ｢'あまり評価されていない｣)75.6%と､登録型-ルパーは

｢評価されている｣36.6%､｢評価されていない｣60.5%と答えている｡一姫型-ルパーについて雇

用形態別にみると､嘱託で ｢評価されている｣29.1%と回答している割合がやや高い｡

図表 5-77 ホームヘルプサービス職の社会的な評価 (ヘルパーの種類別)
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｢仕事に誇りを持っている｣(｢持っている｣+｢だいたい持っている｣)と回答したのは､一般型

ヘルパーで90.
3%､
登録型-ルパーで89.
8%､
｢持っていない｣(｢持っていない｣+｢あまり持って

いない｣)と回答したのは､一
般型-)
レバーで8.
6%､
登録型-ルパ二で9.
3%である｡一
般型-ル

パーについて雇用形態別にみても
差はない(図表5-78)0
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図表 5-78 仕事に対する誇り (ヘルパーの種類別)
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⑤ 仕事は適量ですか

パー ト･非常勤 ･臨時､登録型-ルパーで 丁少なす-ざる｣?2割強最後に､仕事量について聞いて

いる (図表5-79)0

図表5-79 仕事量 (ヘルパーの種類別)
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一般型ヘルパーは ｢多すぎる｣17.5%､｢ちょうどよい｣72.9%､｢少なすぎる｣8.0%と､登録型

-ルパーは ｢多すぎる｣3.4%､｢ちょうどよい｣71.2%､｢少なすぎる｣22.8%と回答し､登録型-

ルパーの5人に 1人は仕事量が少ないと感 じている.一般型-ルパーについて雇用形態別にみる

と､常勤が ｢多すぎる｣24.1と､パート･ノ非常勤 ･臨時が ｢少なすぎる｣･23.7%と回答している｡

すでにみたよ､うに､パート･非常勤 ･臨時の約 5割と登録型-ルパーの約 3嘗fjは年収の調整をし

ながら働いている｡また､パー ト･非常勤 ･臨時で年収調整をしている者の内の4割はい｢事務所が

調整している｣ と回答している｡この点との関連も､今後みてみることとしたい｡

(4) 仕事や待遇 ･労働条件への不安や不満および仕事の継続意思

- 不安 ･不満はあるが､続けたい

ホーム-ルパー職のプロフィールト就労の実態と労働条件､日頃の仕事について聞いてきた｡ こ こ

では､個々人に対する質問の締めく■くりとして､･悩みや不安 ･.不満についてみてゆく｡仕事に対する

不安 ･不満､待遇 ･労働条件への不安 ･不満については､自由記入欄をもうけたところ､2,068人の回

答者のうち､それぞれについて､ほぼ1,000人の方々が思いを書き込んでくださった.その分析は今後

早急にまとめるつもりであることをお断 りしておきたい一｡

① 仕事に対する不安 ･不満 ｢ある｣が∵般型ベルパ｣で6割

仕事に対する不安 ･不満が ｢ある｣は､一般型-ルパーで60.4%､登録型-ルパーで48.2%｡｢な

い｣は､一般型-ルパーで33.7%､登録型-ルパーで46.3%となっている｡一般型-ルパーの雇用

形態別ではあまり差はない (図表 5-80)｡

図表 5-80 仕事に関する不安 ･不満 (ヘルパーの種類別)
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② 待遇 ･労働条件への不安 ･不満 ｢ある｣ は 5割､ただし嘱託で強い不安 ･不満

待遇 ･労働条件-の不安 ･不満が ｢ある｣ は､一般型-ルパーで54二6%､登録型-ルパーで

49.4%｡ ｢ない｣は､一般型-ルパーで36.5%､登録型-ルパーで44.9%となっている｡一般型-ル

パーについて雇用形態別にみると､嘱託で ｢ある｣70.2%､｢ない十21.0%と不安 ･不満がとても強

い (図表 5-81)｡嘱託は､労働量や仕事の内容で常勤の働き方にとても近い｡それゆえのこうした

回答結果と考えられる｡

図表 5-81 待遇や労働条件に関する不安 ･不満 (ヘルパーの種類別)

な N
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計

総計
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③ ホームヘルパーの仕事を続けますか 9割が ｢続けたい｣と回答

7.8 (2068)

8.8 (1371)

8.6 ( 848)

8.9 ( 124)

8.7 ( 3 34)

27.3 ( l l )

5i7 ( 697)

仕事に対しても､また待遇や労働条件に対しても∴ホーム-ルパーが不安 二一不満を感 じている割

合はとても高い｡そうした状況の中にいて､今後もホーム-ルパーは仕事を続けていくのだろうか

(図表 5-82)0｢これからもホーム-ルパーの仕事を続けたいと思う｣(｢続けたいと思う｣+｢で

きるだけ続けたいと思う｣)は､一般型-ルパー89.1%､登録型-ルパー90.7%｡｢続けたいと思わ

ない｣(｢続けたいと思わない｣+ ｢あまり続けたいと思わない｣)は､一般型-ルパー9.1%､登録型

-ルパー4.9%である｡しかも､一般型-ルパ二でみる限 り､｢続けたいと思う｣が ｢できるだけ続

けたいと思う｣を上回っている｡

登録型-ルパーに､今後仕事を続けるにあたって ｢どのような働き方で仕事を続けたいと思 う

か｣をきいたところ､｢登録型のままで続けたい｣68.7%､｢パート･非常勤 ･臨時 ･嘱託として｣

15.3%､ ｢常勤と●して｣12.8%という回答であった｡

前項でみたように､社会からは正しく評価されていないと回答する一方で､仕事-の誇 りは高

い｡また､仕事や待遇 ･労働条件にかんする不安不満を感 じている一方で職業継続意思は強い｡ こ

の間を媒介するものは何なのかを今後ていねいに探る必要があろう｡
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図表 5-82 ホームヘルパーの仕事の就労継続意思 (ヘルパーの種類別)
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4.働いている自治体について

自治体のホームヘルパーは足らない

これまで､ホーム-ルパー自身について聞いてきたが､ホーム-ルパーの将来に大きな影響を与え

ると考えられる ｢高齢者 (老人)保健福祉計画｣の認知度と､まち全体のホーム-ルプ体制について

の考えを聞いた｡

① 勤務先自治体の ｢高齢者 (老人)保健福祉計画｣ を知っていますか

｢知っている ･知らない｣は半々｡ただし､パート 非常勤 ･臨時､登録型-ルパーで

｢知らない｣割合が高い

一般型-ルパーは､勤務先自治体の ｢高齢者 (老人)保健福祉計画｣を ｢知っている｣(｢知ってい

る｣+ ｢だいたい知っている｣)53.7%､｢知らない｣(｢知らない｣寸 ｢あまり知らない｣)43･8%と

答えている｡登録型-ルパーの回答は ｢知っている｣37.3%､｢知らない｣60･4%となっている (図

表 5-83)｡

図表 5-83 勤務先の自治体の ｢高齢者 (老人)保健福祉計画｣を知っていますか
(ヘルパーの種類別)
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｢あなたの働いている自治体では､
あなたの勤務先を含め､
現在
､
ホーム-ルパーは十分だと思
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般型-ルパーの回答は､
｢十分だと思う｣16.
9%､
｢十分と思わない｣
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64.8%､｢わからない｣14.7%であった｡登録型-ルパーは､丁十分だと∵思う｣15.2%､｢十分と思わ

ない｣51.2%､｢わからない｣28.7%と､わからないとする割合が高い｡一般型-ルパーの雇用形態

別では常勤にくらべ､嘱託とパート･非常勤 ･臨時で ｢十分と思わない｣とする割合が低 く､｢十分

だと思う｣(嘱託23.4%)､｢わからない｣(パート･非常勤 ･臨時21.0%)が高い (図表 5-84)0

図表 5-84 勤務先の自治体のホームヘルパーについて (ヘルパーの種類別)
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次に､｢十分と思わない｣と答えた人に､｢あなたの働いている自治体でホーム-ルパーを増やす

場合､どのようなホーム-ルパーを増やすことが最も望ましいと思うか｣をきいている (図表 5-

85).一般型-ルパーは ｢常勤｣72.4%､｢非常勤 ･臨時 ･パー ト 嘱託など｣17.9%､｢登録｣

5.0%を､登録型-ルパーは ｢常勤｣41.7%､｢非常勤 ･臨時 ･パート 嘱託など｣24.9%､｢登録｣

26.3%を選んでいる｡一般型-ルパーについて雇用形態別にみると､嘱託で ｢非常勤 ･臨時 ･パー

ト･嘱託など｣25.0%となっている｡

すでにみたように､登録型-ルパーが自分自身の今後の働き方として選んだのは､登録型が

68.7%であったが､自治体全体を考えると別の選択をしていることがわかる｡

全体として､一般型-ルパーより登録型-ルパーで､常勤よりパート･非常勤 ･臨時で､ホーム

ヘルプサービス職をめぐる動向についての関心が薄いようにみえるが､一方で自分自身の将来と町

の将来はわけて考えているようである｡また､こうしたことは､情報が手に入りやすいかどうかに

も関連しているとおもわれるので､その視点から考えると､正規職員と非正規職員の､あるいは行

政と市民の情報格差の問題であるかもしれない｡
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図表 5-85 勤務先の自治体のホームヘルパーについて (ヘルパーの種類別)
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5.若干のまとめと今後の課題

(1) ホームヘルプの仕事はどのような人々が担っているのか

① 本調査では､通常､ホーム-ルプサービスは､｢一般型ホーム-ルパー｣ :｢登録型-ルパー｣が

2:1という構成で担われている｡一般型は､｢常勤｣ が6割強を占め､ 3割強が常勤以外 (｢パー

ト｣14.7%､｢嘱託｣9.0%､｢非常勤｣6.9%､｢臨時｣2.8%)である｡

② 勤務機関 ･団体は､一般型と登録型ともに ｢社会福祉協議会｣が最も多い｡ただし､登録型は､そ

の集中度合いが下が り､その分､｢福祉公社 ･事業団など｣｢自治体｣｢生協 ･ワーカーズ ･コレク

ティブ｣｢老人ホームなど福祉施設｣など多様化している｡

③ 属性上からみると､大半が女性で､平均年齢47歳､中高年層にかなり限定されている｡

④ 通算経験年数は､平均5.7年 (一般型6.4年､登録型4.2年)､常勤でも7.3年と短い｡分布でみる

と､近年のホーム-ルパー増員を反映し経験年数が く3年未満)の比率が､特に登録型やパー ト

非常勤 ･臨時は4割前後に及んでいる｡

⑤ ホーム-ルパーに就 く直前の仕事では､｢学生｣という新卒入職した人はわずかである｡｢常勤で

働いていた｣人は､一般型の常勤で4割､嘱託でも3分の 1､パ ー ト･非常勤 ･臨時や登録型では

15%台にとどまり､一般型のパー ト 非常勤 ･臨時や塵録型では､｢専業主婦｣が42-46%を占めて

いる｡全体的に職業経験は浅い｡

ア.登録型ホーム-ルパーが-ルパー以外で就労しているケースは 4人に 1人強だが､内訳では

｢パートなど常勤以外｣の就労が多い｡

⑥ア.ホーム-ルプの仕事に就いた主なきっかけとしてほ､一般的な職業紹介機関を経路としたケー

スの少なく､｢自治体の広報｣(41.3%)が重要な経路となっている｡他では､｢友人 ･知人などに

勧められたから｣が26.3%で続 く｡

ィ.仕事に就いた理由 (3つ以内選択)は､｢高齢者や障害者にかかわる仕事が したいから｣ が多

い｡それ以外では､常勤は経済的な要素を､登録型､パート･非常勤 ･臨時は知識の習得や活用

要素とともに､｢希望する勤務時間が選べる｣や ｢時間的な余裕ができた｣といった時間的な要素

が多い｡なお､′登録型では ｢社会 ･地域の助け合いに参加｣や ｢自分も将来利用｣といった生活関

心に引きつけた要素も少なくない｡

⑦ ホーム-ルパー経験は､サービス提供の対象者である利用者の利便性の確保に伴 う充実感という

よりも､一義的には自分自身の充足感をもたらしている｡ホーム-ルパーとして働いてよかったと

感 じている点 (6項 目中 2つ以内選択)としては､トップの ｢自分自身の精神的な成長に役立った｣

(53.5%)をはじめ､｢援助 した り､介護 した りすることの喜びが得られた｣｢人と社会について考

えさせられた｣などの順であげられているのに対し､｢サービス利用者の生活の向上に役立った｣は

8%と少ない｡
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⑧ 資格の保有や取得希望からは､資格が広範に保有されていること､雇用形感と保有資格が対応し

ていること､さらに､提供するサービス水準向上に向け対応する知識や技術に関する資格のステッ

プアップを目指す強い取得希望があること､などが浮き彫 りとなっている｡まず､ア.資格の保有

状況では､交通手段として重要な ｢普通自動車運転免許｣,の7割強を含め大半の人が何らかの資格

を保有している｡職種酪連資格としてほ､一般型では､ホーム-ルパー養成研修の ｢1級｣が

46･6%にのぼり､｢2級｣が41.3%､｢3級｣が24.7%となっており､｢介護福祉車｣も31.3%を占め

ている｡これらの資格は登録型-パート･非常勤 ･臨時-嘱託十常勤の順で保有率が上昇し雇用形

態による重層的な構成となっている｡一方､ィ.取得したい資格の希望 (3つ以内選択)では､一般

型と登録型に共通し ｢介護福祉士｣をはじめとした上位資格や ｢理学療法士 ･作業療法士｣｢栄養

士｣など介護や家事援助サービスの充足に資する資格の取得希望者がかなり多い｡

ホーム-ルパーは､資格への積極的な姿勢に対応し､6割以上が仕事上研修を受けたいとしてい

る｡

(2) どのような条件の働き方をしているのか

① 1カ月間の勤務状況は以下の通りである｡

7.登録型ホーム-ルパーは､対象者を恒常的に就労しているケースに限定しているため仕事を

｢しなかった｣は5.9%に過ぎない｡ただし､仕事をしなかった理由として3割が ｢仕事がなかっ

た｣としており､登録型には就労意欲があるものの仕事がなく就労できないでいるケースの少な

くないことが推測される｡

ィ.一般型ホーム-ルパーの勤務日数や訪問日数からほ､常勤以外でも､常勤同様の日数を働いて

いる人が多いことが示されている｡勤務日数では､常勤の平均19.9日に対し､パート･非常勤 ･

臨時でも平均15.7日である｡一方､訪問日数を羊､常勤や嘱託の平均19日前後に対し､パート･非

常勤 ･臨時は平均15.3日となっているが､分布では､｢20-24日｣ も2割近くを占めている｡な

お､登録型は､平均12.6日だが､訪問日数は ｢1-4日｣といった短日訪問も1割を占める反面､

常勤同様の ｢20-24日｣も1割を占めるなどパート･非常勤 ･臨時以上に日数は多岐にわたって

いる｡

ウ.訪問世帯は､延べ訪問世帯 (件)数からみると､常勤の44.4世帯に対し､嘱託が38.0世帯､パー

ト･非常勤 ･臨時が24.9世帯､登録型は15.9世帯となっている (全体では､..1日当り訪問世帯数

は2世帯)｡一方､訪問世帯を利用サービスの構成からみると､訪問12.9世帯の内訳は､家事援助

中心が半数強､介護中心は2割となっており､登録型やパート･非常勤 ･臨時より以上に常勤や

嘱託が担っている｡

工.1日の移動時間を含めた平均訪問時間数は､常勤や嘱託の平均5時間5分～15分である｡これ

らに対し､パート･非常勤 ･臨時では､｢2時間台｣が4分の1を占める反面､(6時間以上)も

1割強を占め､登録型では､｢2時間台｣や ｢3時間台｣といったほぼ 1世帯あたりの平均訪問時
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間 (2時間5分)に対応した短時間就労が 3分の2を占めており､いずれも自分の働ける時間を

働 くといった多様な働き方となっている｡

オ.定時外のホームヘルプサービスの提供では､土曜日や休日訪問は4割弱､早朝や夜間訪問は2

割である｡定時外は､介護サービスに従事するケースが多い常勤が､常勤以外よりも多 くの人で

行っている｡ただし､土曜日や休日訪問の場合､常勤以外では､限られた人が常勤以上の日数を

こなしていることで対処していることが明らかになっている｡

② 一般型ホーム-ルパーの有給休暇制度状況は雇用形態で大きく異なり､制度が ｢ない｣はパ ー ト

･非常勤 ･臨時では 3分の 1強を占めており､付与日数も､パー ト･非常勤 ･臨時は平均6.0日に

過ぎない (常勤平均18.5日､嘱託平均14.3日)0

③ 賃金をめぐる状況では､

7.賃金形態では､常勤や嘱託は ｢月給｣､登録型､パー ト･非常勤 ･臨時では大半が ｢時間給｣で

ある｡

ィ.平均税込み月収は､常勤で20万 7千円､嘱託で18万7,300円となっている｡これに対し､パー ト

･非常勤 ･臨時では6万3,100円､登録型では ｢3万円未満｣が 3分の 1を占め 4万2,600円と

なっている｡なお､訪問時間換算では､訪問日以外の勤務日も含めた勤務に対する賃金をベース

にしている常勤や嘱託などでは実際より高目となる点に留意されたいが､移動を含めた訪問時間

1時間当りの一時金を含めない支給額は､常勤や嘱託の2,500-2,900円に対 し､パート･非常勤

･臨時は1,207円､登録型はさらに低 く1,070円である｡この支給額に一時金を含めると､差は当

然拡がっている｡この結果からほ､常勤と同様の訪問回数をしても､パー ト･非常勤 ･臨時や登

録型の収入は半分以下であり､水準自体も低い実態にあることが示されている｡

ウ.一時金の支給では､月給制が大半の常勤や嘱託でも ｢支給されていない｣が 2割前後を占めて

いることが見落せないが､｢支給されている｣が常勤で 3分の2､嘱託でもほぼ 6割を占めている

のに対し､パート･非常勤 ･臨時では､｢支給されている｣は 1割強にとどまっている｡一時金の

年間税込み支給額は､常勤の平均83.1万円に対 し､嘱託は平均43.4万円､パー ト･非常勤 ･臨時

は平均14.9万円となっている.さらに､常勤以外では支給水準とともに､同一雇用形態内に広が

る格差に目を向ける必要があろう｡

④ パー ト･非常勤 ･臨時や登録型では､自らが年金に加入しているケースは 3割前後､健康保険に

加入しているケースは 1割強に過ぎない｡このような状況は､パー ト･非常勤 ･臨時や登録型のな

かに､所得税､健康保険 ･厚生年金､雇用保険などの加入との関係から収入を調整 した働き方をし

ている人が少なくないことが影響している｡パー ト･非常勤 ･臨時では半数強が､登録型でも3分

の 1強が何らか収入由整をしてお り､収入調整の方法は､｢事務所が調整 している｣が 3分の 1みら

れる点は見逃せないが､本人の意思により調整しているケースの人が 6割を占めている｡

この結果からは､ホーム-ルパーには､家計の担い手 として応分の税金や社会保険料の負荷を担

おうとする層と世帯の被扶養者としての位置付けを優先させる層が混在し､それぞれに対応 した働

き方をしているようだ｡見方を変えると､時間に柔軟なホーム-ルプの仕事は､現実としてパー ト
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･非常勤･臨時や登録型として従事する人 の々ライフスタイルに対応した就労機会を提供している

ともいえよう｡

⑤ 以上みてきたようにホーム-ルパーの世界は､勤務状況や労働条件など解決･改善すべき課題が

多い｡

7.この点に関しては∴まず､提供するサービス労働の性格を明確化する上からも就労時における

文書による労働条件明示の徹底が求められよう｡今回調査によると､｢文書や明示された｣

(45.2%)は半数を下回り､｢口答で明示された｣が3割､｢明示されなかった｣が1割強､｢わか

らない｣も1割を占めた｡

ィ.さらに､労働観合に閑してみると､常勤は3分の2近くが加入しているのに対し､嘱託は3割

弱､登録型は1割､パート･非常勤･臨時は4.5%に過ぎない｡さらに問題視すべき点は､労働観

合がない職場で働くホームヘルパーにとって労働観合の存在が希薄なことだろう｡労働観合の必

要性の認識をみると､一般型と登録型に共通して ｢必要と思う｣が､｢必要と思わない｣を上回っ

ている点は確認されるが､｢わからない｣が少なくないからである (｢わからない｣は一般型

31.4%､登録型44.6%)｡

(3) ホームヘルパーの仕事の内容､進め方はどうなっているのか､課題は

① 分析の視点は､前項までと同じく一般型-ルパーと登録型-ルパー別 と雇用形態 (一般型-ル

パーのうち､常勤かパー ト 非常勤 ･億時か嘱託か)におくが､必要に応 じて､介護専任型､介護

中心型､介護 ･家事援助双方型､家事援助中心型､家事援助専任型のサービス内容別分類でみるこ

ととした ｡

調査回答者のうち､一般型-ルパーでは介護型 (専任+中心)5.8%､双方型63.5%､家事援助型

(専任+中心)30.7%､登録型-ルパーでは介護型 (専任+中心)7.9%､双方型49.1%､家事援助

型 (専任+中心)43.0%と､登録型-ルパーで家事援助型が多 くなっているが､登録型-ルパーで

も介護型-ルパーがいる｡運転免許関係を除いて取得している資格を5タイプについてみると､介

護専任型の約 2割は看護婦 ･士資格を持っているのが特徴的である｡また介護福祉士資格の取得や

ホーム-ルパー養成研修の上級修了と､仕事の場での介護サービスの実施が連動していることがわ

かる｡

② 訪問している世帯の状況

7.ホーム-ルパーが訪問するお年寄 りの状態はさまざまである｡一般型-ルパーの86.7%は ｢寝

たきり以外の高齢者｣を訪問し､63.6%は ｢身体障害者｣､55.2%は ｢寝たきりの高齢者｣､

50.6%は ｢痴呆症の高齢者｣､23.3%は ｢精神障害者｣を訪問している｡ホーム-ルパーの研修意

欲の高さが納得できる訪問先である｡登録型-ルパーと比べると､一般型-ルパーの訪問の幅の

広さがわかるが､登録型-ルパーも多様な高齢者を訪問しており､訪問先は一般型-ルパーと重

なっていると考えられる｡嘱託と常勤で訪問先の高齢者の状態が似ており､パー ト･非常勤 ･臨
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時の訪問先は､嘱託や常勤よりも登録型-ルパーに近い｡

ィ.ホーム-ルパーの訪問世帯の家族構成をみると､一般型-ルパーの訪問先は､｢一人暮らし世

帯｣91.5%､-｢夫婦のみ世帯｣68.0%､ ｢子世帯との同居世帯｣41.8%､ ｢独身の子との世帯｣

41.6%である｡登録型-ルパーの訪問先は､一般型-ルパーに比べて訪問先の幅はやや狭いもの

･の､家族構成でみても訪問先は重なっている｡いずれも ｢一人暮らし世帯｣が トップであるが､

介護専任型の訪問先をみると､｢一人暮らし世帯｣は45.7%と低 く､｢夫婦のみ世帯｣59.3%､｢子

世帯との同居世帯｣51.9%であり､家族介護者がいる世帯に介護型ホーム-ルパーが訪問してい

る割合の高いことがわかる｡

③ 仕事の内容と仕事の進め方の現状

7.訪問先の説明をうけているかどうかについて､｢高齢者自身の状態｣｢高齢者を取 り巻 く環境｣

｢高齢者及び家族の意向｣の3つの項目について､聞いたところ､一般型-ルパーで説明を ｢受

けている｣割合は､順に､91.0%､80.3%､73.1%｡登録型-ルパーでは､85.7%､76.0%､

69.2%である.一般型-ルパーに比べて登録型-ルパーで､どの項目についても説明を ｢受けて

いる｣割合がやや低 く､また､｢高齢者自身の状態｣のように､とりあえず家事援助や介護を提供

するために必要な情報よりも､｢高齢者及び家族の意向｣のようにサービス利用者との関係づ く

りや共同作業に必要な説明がされていない｡

ィ.訪問先で行っているサービス

一般型-ルパーは一人当たり21項目 (常勤23項目､嘱託21項目､パート･非常勤 ･臨時16項 目)

を行っており､登録型-ルパーは､-人当たり11項目を行っている｡登録型-ルパーより一般型

-ルパーで､雇用形態では常勤でひとりのホーム-ルパーの行うサービスの範囲が広 くなってい

る｡

介護専任型､介護中心型､介護 ･家事援助双方型､家事援助中心型､家事援助専任型の5分痕

でみると､それぞれ一人当たり13項目､20項目､20項目､10項目を選択している｡当然のことで

はあろうが､専任型ではサービスが特化されている｡ただし､介護専任型における家事援助､家

事援助専任型における身体介護は同時におこなわれているとみることができ､高齢者の自立支援

につなげるためには､介護と家事を切 り離して考えることは不適切であることを示唆している｡

一般型-ルパーの行っている身体介護サービスは､｢衣類着脱の介助｣｢身体の清拭 ･洗髪｣｢通

院 ･適所の介助｣｢排惟介助｣｢おむつ交換｣｢入浴介助｣の順である｡一般型-ルパーに比べて､

登録型-ルパーでは身体介護をしている者の割合は低いが､サービスの種類でみると､すべての

サービスを実施している｡

一般型-ルパーは､高い割合で ｢住居の掃除 ･整理整頓｣｢生活必需品の買い物｣｢調理｣｢衣類

の洗濯 ･補修｣｢ごみ出し｣｢薬の受け取 り｣｢関連機関との連絡｣など､それぞれの家事援助サー

ビスを行っている｡大掃除や庭の草取 りも実際は行われているようだ｡登録型-ルパーの行って

いる家事援助サービスは､｢住居の掃除 ･整理整煩｣｢調理｣｢衣類の洗濯 ･補修｣｢生活必需品の

買い物｣の順となっている｡
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相談 ･助言サービスについて行っている内容をみると､一般型-ルパーは､｢話相手｣93.0%､

｢身の上｣60.6%､｢生活｣58.9%､｢介護の方法十51.9%､｢福祉機器｣44.5%､｢制度や政策｣

40.1%である｡登録型-ルパーは､｢話相手｣86.4%､ ｢身の上｣29.8%､ ｢生活｣27.5%と､｢話

相手｣を除いてはかなり差があることがわかる｡

このようにみてくると､ホーム-ルパーが行っているサービス内容は､相談 ･助言より身体介

護､身体介護より家事援助で一般化していると思われる｡調査回答者の半数以上のホーム-ル

パーが行っているサービスをみると､身体介護17項目ヰ 6項 目､家事援助12項目中9項目､相談

･助言 8項目中2項目である｡

ホーム-ルパーが訪問先で行っているサービスについて一般型-ルパー ･登録型-ルパー､に

ついて雇用形態別にみると､各グループで行っている人の割合は異なるものの､各グループで仕

事の種類を分担するという-より､同じ仕事を分け持っている実態が明らかになった｡就労形態や

雇用形態にかかわらず､仕事の質を確保し､効率よくすすめつつ､労働を適正に評価す ることが

考えられなくてはならない｡

ウ.通常の訪問以外の仕事について聞いた結果､一般型-ルパーの常勤-ルパーで ｢調査訪問をす

る｣｢他の保健 ･医療サービスとの調整｣l｢援助計画をたてる｣｢ケア日誌を書 く｣｢訪問予定表を

作成する｣などの仕事をしている割合が高い｡これらの仕事は､訪問を有効なものとするための

利用者の状況の把捉や他サービスとの連携､ホーム-ルパーの力量を高める仕事､チーム労働が

t円滑に運営されるための管理的な仕事であるといえるが､｢ケース記録を書 く｣｢ケア日誌を書

く｣ など訪問以外の基本的な仕事にかかわっているホーム-ルパーの割合はむしろ低すぎるので

ほないだろうか｡

工.ホーム-ルパー間の打ち合わせ時間は､一般型-ルパーで､｢確保されている｣｢確保されてい

ない｣にわけてみると､49.9%と47.6%で､打ち合わせ時間が保障されている職場で働くホーム

-ルパーは半数にすぎない｡登録型-ルパーの場合は ｢確保されている｣42.4%でさらに低い割

合である｡

オ.利用者に対してコーディネー トをする人がいて､しかも機能が うまく働いているとい う回答

は､全体の5割である｡公的介護保険の議論の中での1つのポイントは､サービスの適正 ･公正

なコーディネートである｡現状では体制は整っている･とはいえない｡

力.ホーム-ルパーが困った時の相談体制が ｢ある｣ は日常時 9割､緊急時 8割である｡緊急時の

相談は､利用者のみならず､ホーム-ルパーの生命にかかわるとともあり､早急に体制整備が必

要である.今後とくに24時間のホーム-ルプサービス体制をすすめる際には､安心し､また安全

Lに働 く条件のポイントになるであろう■｡

辛.初期研修が ｢あった｣ という回答は､⊥般型-ルパーで78.3%､登録型､-ルパーで69.6%であ

る｡仕事についてからの研修が ｢ある｣という回答は､一般型-ルパーで89.8%､.登録型-ル

パーで81.6%である｡登録型-ルパーは､仕事についてからの研修でもめぐまれていない｡｢な

い｣ と答えた登録型-ルパーに研修を受けたいと思っているかどうか聞いたところ､71･.3%が
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｢思っている｣ と回答している｡

④ 仕事やホーム-ルプサービス職-の評価

ア.利用者の受けているサービスについて ｢十分だと思 う｣と回答した一般型-ルパー45.6%､登

録型-ルパーは52.1%で､全体として言えることは ｢十分だと思わない｣ という回答が多すぎる

ということである｡

ホーム-ルパーと利用者 との関係が うまくいかないことが ｢ある｣ は､一般型-ルパ ー

25.7%､登録型-ルパー19.5%で､一般型-ルパーの4人に 1人､登録型-ルパーの5人に 1人

はうまくいかない経験をしていることになる｡ うまくいかない内容については今後の詳 しい分析

を予定しているが､具体的な記入で目に付 くものは､｢ホーム-ルパーを家政婦とみている｣とい

うホーム-ルパー制度-の理解の問題､｢今の制度ではできないサービスを断る時｣とい う制度

の問題､｢痴呆性老人､利用者理解｣というホーム-ルパー自身の力量の問題､｢前任者との引継

や相談体制､他機関との連携など｣仕組みの問題などがある｡

ィ.ホ⊥ム-ルプサ｢ビス職が社会的に ｢正 しく評価されていない｣と､一般型-ルパーの

75.6%､登録型-ルパーの60.5%が答えている｡

仕事への誇 りを ｢持っている｣割合は高く､｢仕事に誇 りを持っている｣と回答したのは､一般

型-ルパーで90.3%､登録型-ルパーで89.8%である｡

ウ.仕事の量においては､パー ト･非常勤 ･臨時､登録型-ルパーで ｢少なすぎる｣と2割強が回

答 している｡すでにみたように､パー ト･非常勤 ･臨時の約 5割と登録型-ルパーの約 3割は年

収の調整をしながら働いている.また､パー ト･非常勤 ･臨時で年収調整をしている者の内の4

割は､｢事務所が調整している｣と回答している｡

⑤ 仕事や待遇 ･労働条件-の不安や不満および仕事の継続意思

7.仕事に対する不安 ･不満､待遇 ･労働条件-の不安 ･不満については､自由記入欄を設けたと

ころ､2,068人の回答者のうち､ほぼ1,000人の方が思いを書き込んでくださった｡その分析は今

後早急にまとめるつもりであることをお断 りしておきたい｡

-ィ.仕事に対する不安 ･不満が ｢ある｣は､一般型-ルパーで60.4%､登録型-ルパー48.2%と高

い割合となっている｡待遇 ･労働条件-の不安 ･不満が ｢ある｣は､一般型-ルパーで54.6%､

登録型-ルパーで49.4%となっている｡嘱託で ｢ある十70.2%と不安 ･不満がとても強い｡嘱託

は､労働量や仕事の内容で常勤の働き方にとても近い｡それゆえのこうした回答結果と考えられ

る｡

ウ. ｢これからもホーム-ルパーの仕事を続けたいと思 う｣は､一般型-ルパー89.1%､登録型-

ルパー90.7%で､､就業継続意思は強い.登録型-ルパ ーは､｢登録型 のままで続けたい｣

68.7%､ ｢パー ト･非常勤 ･臨時 ･嘱託として｣15.3%､ ｢常勤として｣12.8%と回答 している.
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(4) 自治体のホームヘルパーは足らない

① ホーム-ルパーの将来に大きな影響を与えると考えられる ｢高齢者 (老人)保健福祉計画｣の認

･知度と､自治体全体のホーム-ルプ体制についての考えを聞いたところ､｢計画｣を ｢知っている ･

知らない｣は半々である｡ただし､パート 非常勤 ･臨時､登録型-ルパーで ｢知らない｣とする割

合が高い｡

② 自治体のホーム-ルパーが ｢十分だと思う｣ホーム-ルパーは､一般型-ルパーで16.9%､登録

型-ルパーで15.2% (｢わからない｣28.7%)と非常に低い割合である｡｢十分と思わない｣ と答え

た人に､｢あなたの働いている自治体でホーム-ルパーを増やす場合､どのようなホーム-ルパー

を増やすことが最も望ましいと思うか｣をきいたところ､一般型-ルパーは ｢常勤｣72.4%､｢非常

勤 ･臨時 ･パート･嘱託など｣17.9%､ ｢登録｣5.0%を､登録型-ルパーは ｢常勤｣41.7%､ ｢非

常勤 ･臨時 ･パート･嘱託など｣24.9%､ ｢登録｣26.3%を選んでいる｡すでにみたように､登録型

-ルパーが自分自身の今後の働き方として選んだのは､登録型が68.7%であったが､自治体全体を

考えると別の選択をしていることがわかる｡

(5) ホームヘルプサービス職確立へのいくつかの課題

ホーム-ルパーの就労や労働条件の実態､日頃の仕事､意識について､分析の視点を､一般型-ル

パーと登録型-ルパー別と雇用形態 (一般型-ルパーのうち､常勤かパー ト･非常勤 ･臨時か嘱託

か)においてみてきた｡ここでは､ごく基本的な課題を捉起したい｡

(D lつは､ホーム-ルパーの量的拡大に際し､どのようにして､どのようなホーム-ルパーをどの

ような割合で増やすことが望ましいかである｡現在､雇用形態は違っても労働時間は常勤に近い働

きかたをしている-ルパーも多い｡また､行っている仕事の種類は重なっており､一般型-ルパー

と登録型-ルパー別や雇用形態で､必ずしも明確な区分ができるわけではなく､仕事を分け持って

いる現状がある｡しかし､待遇や労働条件で差がある｡これでは飛躍的なホーム-ルパーの増大は

望めない｡適正な評価と､サービスの効率と質を担保しうる労働編成を考える必要がある｡

また､主婦役割優遇策も見直されなければならない｡

② 2つは､ホーム-ルパーの仕事の質の向上である｡調査からは､高い研修意欲と強い就業意思が

うかがわれたが､利用者志向というよりも自分自身の充足感を求める傾向もみられた｡

ホーム-ルパーの仕事は ｢家事｣の延長で､主婦であれば誰でもできるといった考えから､残念

ながら社会がまだまだぬけだせていない観があるものの､最近では､介護が必要な高齢者が増えて

きたことや､具体的な家事 ･介護を通 じて利用者の生活の継続をはか り､同時に人が生きていく

(心のエネルギーの発揮も含めて)ことを支援する仕事であることが理解されるようになってき

た｡そ うであればこそ､ホーム-ルプサービスの質を保ち､向上をほかるには､サービス評価の基

準と仕組みをもつことが必要であろう｡
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ホーム-ルパーには感謝しているという利用者が多いが､一方､｢嫌な思いを した り被害にあっ

たことのある人｣は60.9%にのぼ り､被害にあったことを ｢どこにも言わなかった｣人が 8割いる

という調査結果もある (『在宅介護サービスと消費者問題』国民生活センター､1997年)｡

点検と評価の基準としては､利用者や社会のニーズ､効率性 (単に事業内部のコス トだけでなく､

社会的 レベルで)､本人の職業生涯 (安定 した職業生活と誇 り-ひとびとに利益をもたらす､自らの

成長に役立つ-)などが考えられる｡そしてもちろん､その評価は自己満足ではなく､利用者や管

理者､市民に対して説得的でなくてほならない｡

そのためには､まず､前提としてホーム-ルパーの仕事の内容の確立が必要であろう｡1997年度､

ホーム-ルパーの補助金について､人件費補助方式と事業補助方式が併用された｡事業補助方式に

おいて､訪問のための移動時間は含まれるものの､訪問以外の仕事がどれほど含まれるかほ不明の

点も多い｡検討が必要である｡

③ ホーム-ルパーは､社会からは正しく評価されていないと回答する一方で､仕辛-の誇 りは高

い｡また､仕事や待遇 ･労働条件にかんする不安不満を感 じている一方で職業継続意思は強い｡こ

の間を媒介するものは何なのかを､①②に加えて､今後ていねいに探るなかで､ホーム-ルプサー

ビス職の確立をほかる必要があろう｡
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5つの調査から得 られたまとめと提言



第 1章 高齢者福祉サービス調査から得られたまとめ

1.本調査の特徴と限界

本調査は､内容的には高齢者福祉サービスにかかかわる5つの調査からなる総合調査であるが､同

時に､性格としてほ71の自治体 ･地域ごとに実施した高齢者福祉サービスにかかわる事例調査でもあ

る｡

5つの調査のうち､調査 Ⅰ､調査 Ⅰ､調査Ⅲは､いずれも自治体行政当局を対象に調査したもので

あり､当該自治体 ･地域の､高齢者福祉サービスの実施 (調査 I)､高齢者福祉サービスの財政状況

(調査 Ⅰ)､高齢者福祉サービスへのアクセス状況 (調査血)を､それぞれ､相互に関連を持たせつ

つ､その全体像を明らかにし､さらにそれら自治体 ･地域間の相互比較を行 う意図で設計された｡

それゆえ､これら三つの調査は､全国71自治体 ･地域での一連の事例調査としての性格を強 く持っ

ていた｡したがって､調査結果の整理 ･集計も､その性格をできるだけ生かせるように心掛け､分析

もそれに沿 うように務めた｡

同時に､それぞれの自治体 ･地域の調査全体における位置を明らかにするために､自治体 ･地域種

刺 (6区分*)および全国 (総数)それぞれの数値 (平均値 ･中央値)も算出し､おおよその傾向を見

ることにした｡

但し､時間的制約があったことなどから､事例調査としての分析 とその相互比較が十分に出来な

かった｡それゆえ､分析が全国および自治体 ･地域種別の結果概要 (およその傾向値)にとどまった

ものが多くなったことは､いささか残念である｡この点は､今後､機会や事情が許すならば､本調査

のデータを活用した分析を付加して､深めたいと思っている｡

*6区分の内容は､町村 ･一般市 (10万未満) ･一般市 (10万以上) ･県庁所在都市 ･政令指定

都市 ･東京特別区

また､調査Ⅳと調査Ⅴは､当該自治体所在の地域で活動している高齢者福祉サービス供給団体の概

況 (調査Ⅳ)と､当該自治体 ･地域で働いているホーム-ルプサービス職の現況と意識 (調査 Ⅴ)を､

それぞれ明らかにする意図で設定された｡内容的には前者 (調査Ⅳ)は､概況とはいえ地域における

福祉サービス供給団体の実情を､自治体行政との関連で明らかにしようとしたものであり､後者 (調

査Ⅴ)は､登録型を含む様々な形態のホーム-ルパーの状況や意識を通 じてその問題点や課題明らか

にしようとしたものである｡

これらの二つの調査も､ 1のそれぞれの自治体 ･地域ごとに区別しうるものであるが､調査結果の

集計にあたってほ､そのことを必ずしも重視しなかった｡

というのは､調査対象が､個々の団体もしくは個人であること､しかも､調査標本数およびその構

成が71自治体 ･地域で著しく異なること､加えて､団体もしくは個人の基本属性による差異が大きい

ことなどの理由があったからである｡したがって､調査結果は､それぞれの基本属性別の集計 ･分析
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を基本とすることにした｡

その点で､標本数は十分にあるとはいえ､この二つの調査は､標本調査としての代表性にはやや弱

点がある｡とはいえ､この種の調査は､その性格上困難が多いこともあり､このような内容での調査

自体がほとんどないこともあり､その点を考えれば十分に参考になると思われる｡

以下､5つの調査を実施､主にその概況結果とそれぞれの調査の整理 ･集計表を見た上での､調査

結果から得られるいくつかの注目すべき点を指摘しておきたい｡その際､時間的制約などで､それぞ

れの調査結果報告 (第二部)で十分取上げることができなかった問題に､焦点を置くこととしたい0

したがって､アクセス調査について十分に論じられているのでここでは省略し､調査 Ⅰと調査 Ⅰに絞

りたい｡

なお､さきにも述べたように､調査結果の分析 ･検討がなお十分になされていない中でのコメント

であることをお断りしておきたい｡
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2.調査結果で注目すべき諸点

(1)高齢者福祉サービス実態調査 (調査 Ⅰ)

まず､高齢者福祉サービス実態調査であるが､ここでは各自治体､地域データを比較 ･検討する方

法として､共通の尺度として実数データを単位化することを試みた｡すなわち､高齢者人口千人比の

数値*がそれである｡

*なお､全国および自治体種別の場合の千人比は､当該実数データの回答状況に応じて､それぞ

れ､回答自治体の合計高齢者人口で算出した数値である｡

この尺度を用いれば､条件が異なる自治体間の様々なデータを､単純に比較ノ･検討することができ

るからである｡人口1万人比なども考えられたが､本調査では高齢者福祉サービスを対象とする調査

であるので､高齢者人口 (65歳以上)を基準として採用することにした｡

本調査の結果からすると､この方法の採用は､成功したように思える｡結果が､数値を見ただけで

も十分に比較でき､さらに例えば ドット図法などで図示すれば､極めて鮮明に示せるからである｡今

後､この種の調査で､自治体間比較をする場合には､不可欠な方法となるだろう｡

そのようなものとして､本調査が示す注目すべき結果は､自治体 ･地域間の高齢者福祉サービスの

水準 (95-96年水準)が (全般に低い水準にあることは言うまでもないとして)著しく異なる実態が

見られることである｡

なお､その自治体種別間の傾向としては､高齢者福祉サービスの分野 ･種別のいくつかの部分*で､

自治体規模の小さな町村がより高い水準にあり､大規模な自治体 (東京特別区 ･政令指定都市 ･県庁

所在都市など)ほど､より低い水準にある｡と言えそうである｡

財政状況は､一般に小規模な自治体ほど財政力が弱く苦しいケースが多いとも言われているが､そ

うした事情を考えると､意外な結果と言えそうである｡

*デイサービスセンター､ショートステイ､特別養護老人ホーム

入浴サービス､配食サービス､待機者数

しかも､同じ自治体種別間のうちにあっても､個々の自治体によりその水準には､2-3倍を越え

るような､大きなバラツキが見られることである｡このような95-96年現在実態での水準格差は何に

原因するのかが問題になろう｡また､このような水準格差は､2000年時点になるとやや縮小され､平

準化される傾向が見られるとはいえ､なお自治体間に大きく残るという結果も示されている｡

(2) 高齢者福祉サービス財政調査 (調査Ⅱ)

次に､高齢者福祉サービス財政調査の財政データについても､各自治体間データの比較を行 うため

に高齢人口で算出した数値を用いている｡但し､金額の桁数が大きくなるため､高齢者人口1人あた
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り額として｡

-本調査では､高齢者福祉関係予算額 (当初)のはか､主要な高齢者福祉サービス経費として､ホー

ム-ルプ事業 ･入浴サービス事業 ･デイサービスセンター事業 ･特別養護老人ホーム事業 (措置費関

係) ･在宅支援センター事業 (運営費) ･金品支給事業の経費と財源を取上げたはか､高齢者福祉関

係の投資的経費 (整備費)として､特別養護老人ホームおよびデイサービスセンターの二つを取上げ

た ｡

まず､高齢者人口1人あたりの高齢者福祉関係予算額 (当初､投資的経費含む)に著しい格差が見

られることが注目される｡臨時的色彩のある投資的経費が含まれ､その財源も起債や特定補助金の故

に膨れ上がるとはいえ､自治体間でのこのあまりの大きな差異は､いささか気になるところである｡

そこで､主要な高齢者福祉サービス事業の経費額 (投資的経費含まず)見ると､ここでも､いずれ

の事業でも､各自治体間で､高齢者人口1人あたり額は､(同じ自治体種別の中にあっても)数倍にも

及ぶ甚だしい差異が見られる｡ここでも､財政規模の小さな町村が､傾向としてほ奮闘している状況

が見られる｡

このような差異と傾向は､比較的古くからの事業である特別養護老人ホーム事業 (措置費関係)で

は､あまり差異はなくやや平準化しているのに対し､新しい事業であるデイサービスセンター事業で

は､とくに大きく見られる｡この両者の傾向からすると､デイサービスセンター事業が､この数年間

のうちに新規設置され､事業が開始されたことによるのであろう｡

つまり､この間にいちほやく着手していたか､これからの着手かによって､こうした格差が生まれ

たものと思える｡但し､投資的経費に関しては､そうした問題があるので､自治体間比較がなるべく

不公平とならぬよう､投資的経費の調査は7年分のデータを調査をしている｡

この7年分の投資的経費額､具体的には特別養護老人ホームとデイサービスセンターのいずれに

あっても､各自治体間の格差は極めて大きい｡

(3) 調査のまとめ

以上､調査 Ⅰおよび調査 Ⅰの二つの調査に限定した場合､まず､第-に､各自治体間を見れば明ら

かなように､サービス水準の格差や一人あたり高齢者経費の差異が甚だしく見られた｡次に､第二に､

ほぼ自治体の規模を反映している自治体種別の結果を見ても､傾向としてはあるが､種別による差異

や違いも見られる｡
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第2章 高齢者福祉サービスの充実へ向けての

1.提言にあたっての基本的な立場

題と提言

日本の社会保障制度と高齢者介護

わが国社会の急激な少子 ･高齢化の進展は､地域社会の変貌や単身者の増大､核家族化など家族形

態の変化を伴いながら､国民生活に大きなインパクトをあたえている｡それはまた､これまでの日本

の年金､医療など個々の社会保障領域のあり方に部分的な修正 ･補正を求めるにとどまらず､社会保

障システム全体の再構築をも迫っている｡

日本の社会保障-ま､社会保険と社会扶助を大きな柱として組み立てられていた｡その中で､年金と

医療は社会保険制度に依 り､福祉は措置制度を中心に公費負担の方式で対処してきた｡また､これま

での日本の社会保障は､医療の部門が中心で医療依存型の構造が続いていたが､近年は所得保障の中

心としての年金のウエイトも相当高くなってきた｡反面､介護や子どもの育児の社会的な支援などの

社会福祉領域は遅れるという不均等な展開をみせていた｡

この点については､多くの欧州諸国も例外ではなく､要介護高齢者に対する諸施策は､年金や医療

と比べて遅れて整備されてきている｡しかし､日本社会の少子 ･高齢化は､これらの諸国に比べて

いっそう急速であり､しかも､近年､欧州諸国と同様に年金 ･医療がすでに相当な財政規模に達して

いることが､社会保障総体をめぐる状況の深刻さを物語っている｡

同時に､高齢化の進展と介護に対する市民ニーズの高まりは､介護に普遍的な社会サービスを要請

してきている｡また､医療費の増嵩は医療からの介護の分離と保健 ･医療 ･福祉の総合的対応による

公正を損なわない効率化を求めている｡年金もまた､人口構成の急速な変化により給付と負担の双方

から見直しが検討されている｡こうした状況にあって､高齢者介護の充実､新しい公的介護システム

の確立は日本の社会保障全体の質的な転換を行う重要なカギを握っているといえる｡

新しい介護システムの創設による社会保障の統合と調和

これからの社会保障システムは､国民の誰もが健やかな老後生活が保障され､安心して子供が生み

育てられ､生涯にわたる人間の尊厳が認められる社会をめざすことを視野におき､普遍性を原則とし

つつ給付と負担の公平性や効率性をとっいて国民のコンセンサスが得られるものでなければならない｡

その核となるのが介護と育児の社会的支援体制の整備であり､公的な介護 ･育児保障システムの創設

である｡とりわけ､高齢者介護にかかわってほ､｢社会的入院｣の非人間性､限界を越えつつある家族

介護などから新たな公的な介護保障システムの創設が待望されている0

このように介護をはさんで医療と福祉の見直しと､さらに年金を含めた社会保障全体の再構築の時

期にあたっているが､これまでの日本の年金 ･医療 ･福祉の関係を改めて問い直し､福祉部門の充実

をはじめバランスのとれた関係として統合 ･調和による社会保障の再構築をはかる必要がある｡

-223-



(1) 福祉の充実のカギは自治体の姿勢

こうした新たな公的な介護保障システムの創設という課題においては､地域と自治体の対応が焦点

である｡

それは､高齢者の生活の自立と生活保障は対人 ･財のサービスのため地域的な制約を受けること､

それにもまして地域のニーズがそれぞれ異なっていることから､地域の自治体が第 1に責任を持つこ

とが最善と考えられるからである｡

我々の一連の調査の､特にアクセス調査のヒアリングで､強く印象づけられた点は､庁内の体制に

おける人と金の重点的な配備､市民団体などとの連携､市民参加の福祉行政の推進等をいく~っかの自

治体が実践し､高齢者介護の充実をはかっているということにあった｡こうした､高齢者介護などの

福祉の領域での自治体の創意と努力の有無は､来るべき21世紀においては自治体間での大きな差と

なって現れて来るのではないかと思われる｡｢自治する力｣を育てることがこれからの地域での大き

な課題であり､それには高齢者介護のシステムづくりが恰好の素材を提供している｡分権と自治の質

を決定するには､自治体が福祉をはじめとする社会サービスに対する責任や役割をどこまで果たせる

かにかかっているのである｡

(2) 我々の基本的な視点

- 分権と福祉

提言にあたっての我々の基本的な立場は､住み暮らしている地域に根ざした福祉の充実と自治体の

活性化である｡高齢者等が日常生活で支障が生じた場合､これまでのように福祉施設や病院に入所 ･

入院させるのではなく､引き続き地域で暮らしつづけることが可能なように､高齢者の自立の支援を

する責任が自治体にあり､そのための自治体の能力をこれまで以上に高めることが求められているの

である｡そのことは､同時に､自治体-市民参加を抜きに達成できない課題である｡言葉を変えれば､

ノーマライゼーション･共生の社会づくりと表裏一体の分権型福祉の推進にある｡

そのため､次の2点を我々の基本的な視点として捉起したい｡

地域からの高齢社会戦略

第 1は､地域から総合的な高齢社会-の対応方針の確立である｡別言すれば､地域自治体としての

高齢社会への戦略をいかにつくりあげるかであり､市町村の主体による自治のルールの仕組みの確立

といえる｡そのためには､社会保障とりわけ福祉における政府システムの転換をいかになし遂げてい

くかが問われなければならない｡

1980年代の後半から､福祉の領域の事務の団体事務化がほかられ､その点では福祉の分権化は1歩

進んだ｡90年代に入って､(中央)政府の施策も自治体の政策も地域社会での展開を基盤に福祉サービ

スを進め､政策転換も行われてきている｡しかし､財源的には自治体の自主財源の強化と結びつかず､
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未だ福祉における政府間システムの全面的転換になりえていない｡

政府間システムの全面的転換のためには､(中央)政府の行政改革とならんで自治体の行政機構 も

含めた自己改革が必要となる｡その点で例えば､｢市町村老人保健福祉計画｣の策定 ･運用にみられる

ように短期的な課題にとどまらない中 ･長期的な計画を策定する企画部門の充実が求められている

し､そのための人材の確保 ･育成と庁内体制の整備も必要となってくる｡

もちろん､自治のルールの仕組みづくりといっても､自治体のみで完結することはあり得ない｡国

(中央政府)と自治体 (地方政府)間の税 ･財政システムの改革一つとっても難しい問題が横たわっ

ている｡また､中央 ･地方の行政の透明度を担保する ｢情報公開｣ の根幹をなす情報提供システムや

評価 ･参加 ･納得 (利用者 ･市民参加のサービス評価)の仕組みづ くりも必要であろう｡

新しい介護システムの確立

第 2は､新しい介護システムの確立である｡

利用者本位のサービス体系の構築 (総合的 ･一体的なサービスの提供､公正 ･公平な利用者負担と

手続きの簡素 ･明確化､サービスの選択権の保障など)をめざし､福祉と医療に分立している高齢者

介護サービスを新しい介護システムのもとで統一的に運営することである｡

高齢者自身の選択と適切なサービスが確保される利用者本位の制度とするため､透明で公正 ･適切

なケアマネージメント機能を確立することがその核となろう｡

また､必要な介護サービスが誰でも必要とするときに供給されるという普遍的なサービス供給の観

点から現行の措置制度の点検をはじめ､これまでの厚生行政の抜本的な改革をすすめ､その上にたっ

て新しい公的な介護システムの確立をほかるなどの方策が､望まれるのである｡

そこでは､当然に､新ゴール ドプラン ･地域保健福祉計画の進捗状況の点検や認定結果に対する異

議の申し立てなど救済措置 (仕阻みと機関)とサービス内容等に関するオンブズマン制度を､新たな

介護システムの一環として確立することなども含まれることとなろう0

また､新しい公的な介護システムの確立にあわせて､高齢者などの ｢自己決定権｣を尊重する ｢成

年後見法｣の制定など､高齢者自身の権利擁護のための制度の整備も必要な課題となってくる｡

多様な供給体制との連係

新しい公的な介護保障システムにおいては､自治体が社会サービスの供給にあたって主動的な役割

を果たすことはいうまでもない｡しかし､自治体が公的な介護保障システムの ｢主体｣となることは､

ただちに社会サービス総体の供給主体となることを意味するものではない.自治体の役割と責任は重

大であるが､自治体を核としつつも社会サービスの､特にケアの多元的な供給主体の存在を抜きにこ

れからの介護サービスの需要への充足は考えられない｡多元的な供給主体が地域にあって､それをマ

ネージメントするのが自治体の役割となろう｡その上で､公共 ･民間 ･社会セクター (非営利 ･ボラ

ンタリー部門)の協調 ･共同 ･競争による高齢者福祉サービスの充実がはかられる必要がある｡

これからの高齢社会を展望するとき､市民の暮らしの安定を保障する社会連帯的フレームワークの
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確立が重要となる｡そのなかでは､公的部門の果たすべき役割､市場での営利企業の役割と同時に非

常利敵織 (NPO)の高齢者福祉サービスに果たす役割も重視しなければならない｡また､その際に

は､社会サービスの提供団体となっている団体､特に､行政と民間の間に位置するとされる､日本型

のいわゆる第 3セクターである社会福祉法人や福祉公社などのサービス内容､運営､経理の情報の

オープンも不可欠である｡
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2.今後の主な課題と論点といくつかの具体的な提言

以上のような基本的な立場にたって､次に地域における高齢者福祉サービスの充実にあたっての今

後の主な課題 ･論点といくつかの具体的提言を挙げていくこととする｡

(1) 市民参加と参加型行政への転換を

アクセス調査をみる地域保健福祉計画策定時においての自治体の対応は､①計画策定のきっかけは

厚生省にあったこと､②計画策定の作業の指導が主として都道府県によりなされたこと､③計画策定

について庁内魁織､関連観織､市民の参加はそれぞれの自治体で大きな差がみられたことであった｡

計画の実行､福祉行政の運営などについての市民参加など参加型行政-の転換が求められている｡今

後は､新ゴール ドプラン･地域保健福祉計画の進捗状況の点検を進めることとあわせて､高齢者福祉

サービスの市民からのアクセスについての評価､点検を行う必要がある｡同じアクセス調査によれ

げ､こうした評価 ･点検を行っている自治体が1つもないという現状がみられる｡実質的な市民参加

を前提とした福祉サービスについての評価機関の設置が必要である｡福祉サービスのニーズの把握か

ら評価する仕組みの全体的な流れに即して､市民参加と参加型行政への転換を進め､また､同時に､

加えるに社会サービスの評価の仕魁みの整備が必要である｡

提言としてほ､次のようなことが考えられる｡

① 総合的窓口の設置

市民が何らかの福祉サービスを受けるために､最初に訪れるのは自治体の窓口である｡市民に

とってアクセスが保障されているのか否かを判断する第 1の関門が高齢者福祉サービスの窓口であ

る｡

アクセス調査によれば､71自治体中66自治体が高齢者福祉サービスの窓口をつくっているが､福

祉と保健､医療を受けつけているかについては､42自治体がこうした総合窓口を設置していないと

答えている｡特に県都市 (10%)と町村 (32%)は､低い｡

苦情処理窓口についてはさらに状況が悪く､設置している自治体はわずか4自治体にすぎない｡

最近各自治体においても医療と福祉を一体化した窓口を設立している所や住民により身近な出先機

関に窓口を設ける自治体がでてきてはいるが､さらに一歩踏み込んだ高齢者福祉サービスについて

の相談から苦情処理まで総合的に受け付ける窓口の設置と充実が求められる｡

② 福祉情報の公開

自治体における福祉サービス利用を普遍化するためには､いつでも､どこでも､誰にでもわかり

やすい情報が手軽にセきることが必要である｡また､生活に身近な生活の場に近い公共的な施設や

場所で情報が入手しやすい体制を整備することも重要となる｡その上で､利用者にとっての自立生
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活支援という観点から広く深い情報の提供､住み暮らしている地域の福祉情報が提供される必要が

ある｡そうした利用者 ･市民と情報の接点にコーディネーターとしてのそれを担う職員が位置する

必要があり､そうした職員の養成が急務である｡

福祉サービス-のアクセスの評価やオンブズマンシステムの確立に加えて､福祉サービスにかか

わる公益法人 (特に社会福祉法人)の経常の透明化も極めて重大な意味を持っている｡民間といえ

ども､公的資金で運営されており､固定資産税の免除等の特典もある｡特別養護老人ホームなど福

祉施設を地域の財産としてしていくためにも､私物化は許されるものではない｡

福祉-のアクセス情報をはじめとして利用者-の福祉サービスの入口から出口まで徹底した情報

の公開が必要である｡こうした情報公開に対する自治体の姿勢を示すためにも､また､市民の権利

としても､自治体が情報公開条例を確立することが望まれるところである｡

(2) 多元的な供給主体を活かす自治体のイニシャティブ

これからの福祉サービスの供給にかかわってほ､多様なサービスの提供者と公的機関等との有効な

阻み合わせによる介護保障システムの充実と拡大が必要となってくる｡市町村はその連携と調整の主

体を担うこととなろう｡

今後の高齢者介護の需要の急増に対して､公的な部門のみでは十分に対応できるとは思えない｡ま

た､民間の営利企業も公的な介護保健の導入をにらんで福祉サービスへの参入をほかっている｡こう

した公共や民間の福祉サービスへの取 り組みに加えて､最近では､市民参加型の在宅福祉サービス

が､サービスの薄い都市部を中心に独自性を発揮しつつ急速に伸びている｡市民を地域福祉推進の

パートナーとして積極的に位置づけることができるかどうかが､将来の地域福祉を決めるといっても

過言ではない｡市民福祉事業については､実績は積みつつあるものの､任意団体であることから活動

に比して社会的信用が得にくい｡市民自身が､非営利 ･公益性の事業を責任を持云て継続的に実施す

るには､それを支える社会的サポート体制が必要である｡

(3) 介護労働従事者に魅力ある職場を

新ゴール ドプランのホーム-ルパーの目標値は2000年で17万人だが､1995年度実績でその56.2%に

とどまっている｡こうしたホーム-ルパーの量的な充足はこれからの地域における高齢者福祉サービ

スの最大の課題であるが､同時にホーム-ルパーの質的な側面の充実が伴わなければならない｡特

に､ホーム-ルパー職の仕事と労働環境の整備はもっと重視されてしかるべきである.

残念ながら､我々のホーム-ルパー調査で明らかになったことは､ホーム-ルパーの仕事に対する

意欲の高さに比しての処遇の貧しさであった｡仕事に対する誇 りの高さに比してのサービスの自己評

価の低さであった｡

これからの高齢社会-の急速な進展を考えるとき､何よりも重視されなければならない点は介護労
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働従事者の仕事の社会的な評価であり､介護労働従事者に魅力ある職場を作っていくことである｡

具体的提言としては､次のようなものが考えられる｡

① ホームヘルプサービス提供の体制の充実

利用者を訪問しての介護サービスがホーム-ルパーの仕事の主要なもめであることはいうまでも

ないが､ホーム-ルパー仕事-訪問ではない｡ホーム-ルプサービスはサービス利用者の生活に深

くかかわる対人サービスであり､利用者とホーム-ルパー相互の信頼関係に基づ く共同作業でサー

ビスの質は高まる｡また､ホーム-ルプサービスにおいては､訪問先の状況を十分に把握 している

ことの大切さはいうまでもないが､我々のホーム-ルプサービス職調査によれば､訪問先の必要な

現況等の説明､特に高齢者および家族の意向の説明は約 7割のホームヘルパーが受けているにすぎ

ない｡

訪問の準備や評価 ･再評価といった仕事の流れや訪問を有効なものとするための利用者の状況の

把握や他サービスとの連携等にかかわる管理的な仕事も重要である｡調査によれば､｢ケース記録

を書 く (一般型72.6%､登録型48.4%)｣｢ケース担当会議等に出席する (一般型52.2%､登録型

28.0%)｣ ｢ケア日誌を書 く (一般型46.2%､登録型38.7%)｣｢訪問予定表を作成する (一般型

39.4%)｣ ｢他の保健 ･医療サービスとの連携 (一般型31.4%)｣｢援助計画をたてる (一般型

21.8%)｣であり､それぞれ訪問の前後の訪問サービスを支える重要な仕事であり､こうしたことに

かかわる割合は低すぎると思われる｡また､ホーム-ルパー間の打合せの時間が確保されてはいな

い｡打合せ時間が保障された職場で働 くホーム-ルパーは一般型でも､半数にすぎない.登録-ル

パーは､直行直帰の働き方が多いからであろうか､｢確保されている｣は42.4%となっている｡

さらに､高齢者の暮らしは総合的なものであり､また､利用者の要求とニーズは一致していない

場合もあるので､か くれたニーズを発見し､利用者の自立支援につなぐにはコーディネーターの役

割は大きい.ホーム-ルプサービス職にかかわるコーディネー ト機能の確立が必要である.調査に

よれば現状では､利用者に対してホーム-ルプサービスのコーディネー トする人がいて､しかも機

能がうまく働いているという人は全体の5割ということになる｡関連して､ホーム-ルパーが困っ

た時の相談体制については､日常時 9割､緊急時 8割があるとしているが､今後､特に24時間ホー

ム-ルプサービス体制を進める際には､ホーム-ルパーが安心し､また安全に働 く条件のポイント

になるであろう｡

② ホームヘルプ職労働者の権利確立

ホーム-ルプサービス職の調査によれば､パート･非常勤 ･臨時の3人に 1人は有給休暇制度が

ない｡また､一時金についてはパー ト 非常勤 ･臨時の8割以上の人が支給されていないとしてい

る｡賃金については､訪問時間 1時間あた りの支給額で比較すると､常勤 ･嘱託とパート･非常勤

･臨時､登録型の人達との比較では､格差が厳然として存在する｡

また､団体調査によれば､就業規則は､財団法人の4割､社団法人および企業の2割は ｢ない｣｡
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超過勤務手当は財団法人 ･社団法人の4-割､一企業の3割弱は ｢支給されていない｣｡有給休暇も社団

法人の 6割､企業の35%､財団法人の25%が ｢制度化草れていない｣｡ホーム-ルプサービス職の就

労形態の多様化に対応しきれていない雇用条件や賃金水準の大きな格差などの労働条件のばらつき

が明らかになった｡介護労働に従事している労働者の権利確立と職業としての介護労働の確立をは

かって､魅力ある介護職場にすべきである｡

今後の課題として時間給において常勤労働者と公平なバランスを持つパー トタイマー (非常勤､

臨時)労働者や登録-ルパーの公正な介護報酬の策定や労働条件をいかに公平に取 り扱いをするか

が問題となってこよう｡

登録-ルパーにとっては契約時の労働契約の文書化が求められているが､調査によれば､文書で

明示された人は､45.2%､口頭で明示された人は29.8%､明示されてない人は12.8%となっている｡

契約時の労働契約の文書化を徹底化することが求められている｡

③ 介護マンパワーの育成

福祉の質にかかわるのは人材の問題である｡介護などの福祉労働は､医療と違って熟練 ･経験を

要しない未熟練､低賃金労働層を確保すればよいという間違った通念は捨て去らねばならない｡特

に､ホーム-ルパーの仕事は ｢家事｣の延長で､主婦であれば誰にもできるという考え方から抜け

出せないという ｢通念｣はまだ､払拭されてはいない｡

ケア ･マネージメントに直接関わるものだけでなく､高齢者介護の現場で働 くものは､パー トタ

イマーであれボランティアであれ､介護に関する専門的知識と技能を持ち､なによりも思いや りを

もって人に接しうる高いモラルをもった人達が必要である｡

我々のホーム-ルパー調査によれば､ホーム-ルパーは介護にかかわる資格取得や研修の充実に

大いに意欲をもっている｡62.1%のホーム-ルパーが提供するサービス水準の向上に向けた資格の

レベルアップをはか りたいとしている｡また､採用時の初期研修は一般型で78.3%､登録型で

69.6%が行われている｡登録型の27.4%で ｢なかった｣ と答えているが､登録型-ルパーは経験年

数が短いことを考えると､初期研修体制の一層の充実が望まれ よう｡仕事をついてからの研修は

｢ある｣が一般型で89.8%､登録型で81.6%である｡登録型で ｢ない｣と答えた人に研修が受けたい

かどうかを聞いたところ71.8%が受けたいと述べている｡もともと､ホーム-ルパーの仕事につい

た理由の第 1位は ｢高齢者にかかわる仕事がしたい｣が56.7%であり､ホーム-ルパーとして働い

てよかったこととして ｢自分自身の精神的な成長に役立った｣が トップ (53.5%)であるなど､

ホーム-ルパーの仕事についての意欲は強いものがある｡

こうした､意欲と誇 りを支える研修体制や今後のサービス供給の主体となるホーム-ルパーの確

保と育成の施策が切実に求められている｡そのため隼は､国と自治体は予測される福祉マンパワー

の確保計画をたて､当面､民間の家政婦や付添いの再訓練､資格取得をはじめ公費を中JLhとする系

統的な養成に責任をもつべきである｡このような福祉マンパワーは､公共､民間､NPO (非常利

組織)など多様な福祉供給主体に必要となるが､調査でみたよう笹､多 くは労働条件が不明朗であ
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り､実際には流動的労働市場でありながら社会的条件設定がなされていないなど公正さが担保きれ

ていない｡国､自治体､福祉法人や労働行政J関連労働観合の間で新たな体系的な対応が求められ

る｡

(4) 急がれる在宅サービスの充実

- 介護サービスの基盤整備と介護水準の向上

新ゴール ドプランによると介護施設の所定数の最低限度は確保されているとされているが､在宅

サービスはニーズの3分の lLか確保されていないとされる｡必要となるサービスの量と質を確保 し

てい.くため､新たな基盤整備計画 (スーパーゴール ドプラン)を市民参加により策定し､確実に実行

することが求められている｡

介護サービスの水準の基準は､できる限 り在宅生活が可能となるようホーム-ルプサービスは24時

間対応とすることが望ましい｡また､施設サービスにおいても既存の特菱や老健施設の量的な拡大を

ほかるだけでなく､生活スペースの十分な確保と暮らしやすさ ･質の向上をほかることにおくことが

必要である｡

提言としてほ､次のようなことが考えられる｡

① デイサービス等の施設設備の整備とサービス水準の向上

在宅の虚弱高齢者および寝たきりの高齢者に対する適所による健康チェックや日常動作訓練､入

浴や給食サービス等を含めた､デイ ･サービスやデイケアサービスが適切に行われる必要がある｡

しかし､デイサービスセンターの整備率は､96年 3月末現在で､新 ゴール ドプランの整備計画の

37%にすぎないとされている｡これまでデイサービスセンターは､特養併設型が主流であったが､

特義は広域対応であるため整備計画の達成は難 しい｡単独型のダイサービスセンター設置の環境整

備が必要となろう｡そのため､デイ ･ケア施設を少なくとも中学校区に 1つ設置するよう計画的な

建設計画を着実に進めるなどの方策が必要である｡

デイケアサービスの水準についてみると､アクセス調査のデイサービス 目標値の達成度合いの

｢10割以上達成｣は5割程度 (49%)である｡また､実態調査の結果をみてもすでに登録 している高

齢者の待機比率は14%あり､一人あた りの利用平均回数を要介護高齢者でみると2.1回 (ただし､半

数近 くの自治体が 1回)となっており､デイ ･サービスの水準はまだまだ十分とはいえない｡

② 24時間介護体制の推進

寝たきりなどの高齢者を昼夜分かたずサポー トするホーム-ルパーの24時間介護の体制は95年度

から厚生省がモデル事業の本格的な推進を進めているとされているが､地域保健福祉計画にもりこ

んでいない自治体も多い｡実態調査によれば､96年 4月現在の実施自治体は 1割にとどまり､ 9割

の自治体では実施 していない｡2000年の計画でも ｢実施している｣は現在より18ポイント増の3割
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弱にとどまっている｡

今後の在宅福祉サービスを展望するとき､24時間介護体制の確立が最も重要な核となっていくで

あろうと考えられる｡24時間介護体制の整備を進める必要がある｡

③ 入浴や配食 ･給食などサービスメニューの皇宮化と選択

在宅の要介護高齢者に対して､食事サービスや入浴サービスを提供することは重要な介護支援施

策である｡両サービスとも日常的に高齢者が生活していく上で重要な介護支援施策であり､ニーズ

･を充足する多様なメニューや質の高いサービスが求められる｡

アクセス調査によれば､食事サービスの提供は63%の自治体で昼食に集中しており､また､家族

がいてもサービスが受けられる自治体も38%にとどまっている｡食事のメニューについても､選択

できない自治体がほとんどでメニュー選択のできる自治体は調査自治体中でわずか 1自治体であ

る｡また､家庭の浴槽を使っての入浴サービスは7割の自治体で可能となっており､そのほとんど

はホーム-ルプサービスの一環として行われている｡また､｢寝たきり｣以外の人にもサービスを拡

大している自治体が増えている｡

現状は､このように一定の施策の前進がみられるものの､多様なニーズを充足するには至ってい

ないといわざるをえない結果となっている｡

(5) 自治体における行財政の改革

アクセス調査では ｢市町村老人保健福祉計画｣ の目標達成のできない理由の第 1位として､ゆとり

のない財政があげられている｡このことは､現状の地方財政は何よりも財源の確保と財源の効率的な

利用を求められているということを表している｡

そのために重要なのむ羊､自主財源の確保であるo自主財源の足 りない分を自治体は地方債を利用し

て財源の調達をしている｡特に､施設整備経費に占める地方債の割合は高い｡このことは補助金の割

合が低いことを表している｡また､国庫からの補助金は量的に充足されていないというだけでなく､

補助金適正化法の制約が強く働いて利用目的の変更や転用に対応できないという効率性の問題もはら

んでいる｡

したがって､自主財源の確保と並んで､補助金の改革も並行して進めなければならない｡しかし､

財源確保の前提は公正透明で効率的な支出である｡福祉財源の拡充は先行的先進的な事例が全体の水

準を引き上げてきたという経緯を持っているが､しかし､そのことが過度の自治体間の競争を引き起

こしている事例もみられた｡自治体の福祉政策の方向に先行事例が強く影響して後追い競争をもたら

している例もある｡自治体においては､独自の事例にあわせた独自の政策が追求され､財政負担の合

理化が市民に判断できるような取 り組みが必要である｡

また､地域における福祉の充実は地方自治体の新たな行政課題であり､福祉ニーズの急激な高まり

とともに､自治体の事務量も急増している｡ここ数年間をみると､福祉に携わる事務職員は徴増して
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いるが､アクセス調査におけるヒアリングで散見されたところでは福祉に関する事務に配置されてい

る職員のなかでは､残業はもちろんのこと有給休暇も消化できていない現状もみられた｡自治体にお

ける業務のプライオリティーを鮮明に打ち出す必要がある｡その上にたって､OA化による事務の合

理化､自治体内の人員配置の是正などが望まれているところである｡自治体における行政改革は､行

政運営の効率化､簡素化､透明化やニーズ-の迅速かつ適切な対応といった市民の要請に応えると同

時に､自治体の職員の意欲を引き出すものとしなければならない｡

提言としてほ､次のようなことが考えられる｡

① 在宅サービスへの財政的支援

財政調査によれば､高齢者福祉 (老人福祉)費は､大半が特別養護老人ホーム入所措置関係経費

に費やされており､在宅サービスにはそれほど充当されていないのが現状である｡高齢者介護の在

宅サービスが緒についたばかりであることを顧みると､これほとりもなおきず､わが国の在宅サー

ビスの整備が十分でないことを物語っている｡充実した老後を送るために､在宅サービスに十分な

財政的裏付けをあたえる施策が必要である｡

② 自治体の現金給付事業の見直し

自治体の現金給付事業については､2つの大きな流れがある｡一つは敬老祝い金等であり､これ

については縮小傾向にある｡もう一つは介護手当等であり､これは介護需要の高まりを背景に増加

傾向にある｡前者については､財政改革の観点からなおいっそうの見直しが必要であり､後者につ

いては､新しい介護システムとの調和と統合をはかる必要がある｡

また､いずれの現金給付においても市町村と都道府県の両者の単独事業 となっているものがあ

る｡このような市町村と都道府県の競合はよほどの根拠がないかぎり無用な競争を生み出す恐れが

あり､是正していきたい｡

③ 福祉に従事する職鼻等の育成と活用

現状の福祉行政では､一般的な人事移動の中から特に専門化することなく､配置されている状況

にある｡実態調査で､高齢者福祉の行政責任者 (管理者)に配属されている人をみると､93%が ｢定

期移動により配属された人｣であり､｢高齢者福祉の経験が長い人｣が6%となっている｡しかし､

自治体内で高齢者福祉行政における専門家育成の必要性を感 じているとする意見は当の自治体の担

当者からも多く寄せられた｡今後の福祉行政を人材面からみると ｢一般職員が行っていけばよい｣

は18%にすぎず､｢専門の資格保有者の採用が必要｣が44%､ ｢なじみの深い職場を経験し定着が必

要｣が34%､ ｢経験者に研修をし専門家が必要｣が11%となっている｡自治体においては高齢者福

祉行政を推進するにあたっては､.専門家職員体制の整備､コ-ディネ⊥タ-としての育成､系統的

な専門家の採用と研修などがこれからの課題となろう｡

-233-



(6) 市民の立場からの福祉のまもづくり

高齢者福祉サービスの充実は､福祉領域のみならず､国民生活の多 くの生活領域と関連している｡

その点で､自治体のまちづ くり (都市計画､歴史 ･文化､自然環境､生活関連資本整備､生活環境､交

通アクセス､etc)施策と不可分の関係にある｡

そこでは､安心して住める住宅や活動しやすいバ 1)アフリーなまちづ くりの発想が求められる｡高

齢者対応の住宅の建設､改造とともに公園､公共施設､駅､商業施設などの準公共施設などのバ 1)7

フリー化や道路 ･交通手段の改良などが考慮される必要がある｡

まちづ くりは､物的な都市 ･住宅整備や生活環境整備に止まらない｡市民生活のやすらぎ､安心や

住みつづけたまちへのなじみ､時間的な余裕といった精神的な側面もまた､重視されなければならな

い｡

具体的提言としては､次のようなものが考えられる｡

① 介護施設 (特養､老健施設)の設置は､僻地収容型から生活地型へ､

地域で急増する福祉ニーズに追われて多 くの自治体では､高齢者の生活の質に配慮した施設の設

置よりも量的な対応に終始している｡そうしたことが､福祉 ｢土建｣型の汚職~を生み出す温床とも

なっている｡大都市のみならず､町村部においてもこれまでの福祉施設は､市民の日常的な生活圏

とは離れた場所に設置されることが多かった｡介護施設 (特養､老健施設)の設置は､僻地収容型

から生活地型へ転換させていかなければならない｡

また､そこでの居住環境は､個室を原則に本人の暮らしている現状 (自宅等)に限 りなく近い状

態がのぞましい｡今後の介護施設の建設にあたってほ､個室または､個室転換可能な設計を行 うこ

とが求められている｡

② 大都市部での土地の公共的利用

都市部の福祉施設建設用地の確保は困難をきわめている｡アクセス調査では ｢市町村老人保健福

祉計画｣の目標達成のできない理由のひとつとして､県都市 (4割)､政令市 (5割)､特別区 (5

割)で ｢用地が取得できない｣がネックであるとしている｡福祉施設建設に要する用地が広げれば

広いほど､町中であればあるほど難しいことは､いうまでもなが､その方策の1つは､公共施設等

の新築や転換の際に高齢者福祉施設合集の可能性を探ることである｡現在､社会福祉法人が福祉施

-設を建設するには､土地の保有が前提となっている｡∵自治体によっては､公共施設との合薬や使用

転換にあわせて､用地を確保し､社会福祉法人に提供し､まちなかの施設づ くりをしている｡

また､公共施設のいわゆる ｢目的外使用｣が､高齢者福祉施設としての利用を拒んでる例も多い｡

小学校の余裕教室や農村における農水省系の建物などがそれである｡時代と地域にあわせた柔軟な

姿勢で使用を認めるべきであろう｡
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③ バ リアフリーな住宅の設置

高齢者の在宅での介護は､ホーム-ルプサービスやデイサービス等の充実とならんで､高齢者の

日常に生活する場である住宅が介護に対応できるかが問題である｡日本の家屋は､段差や通路 (廊

下)等の狭さ､畳と床の併存などもあって､高齢者にとって生活しやすいもとはいえない｡.最近い

くつかの自治体で最初からバ リアフリーな高齢者対応の住宅が新設されてきたとはいえ､まだまだ

圧倒的に少ない｡-したがって､現実的な対応としてほ既存の住宅の改造が必要となってくる｡

実態調査によれば､住宅改善制度は､町村や10万未満の市などの小規模自治体では 千ない｣ とい

う答えもみられるが､全体として4分の3の自治体で設けている｡しかし､アクセス調査によれば､

改造相談を受けるために専門相談員等を配置した特別な窓口があるかかという問いには7割近い自

治体が ｢ない｣としている｡改造のための費用や設計について助言を行っている自治体は約半数で

あり､改造相談への対処は専門相談員が行っているが35%である｡制度としてほ､整備されていて

も､相談などの対応は必ずしも十分ではない｡

④ 高齢者移動サービスの充実

アクセス調査によれば､高齢者の移動サービスを実施している自治体は､20%程度である｡高齢

者にとってほ､日常的な生活はもとより､通院や適所､生涯学習等-参加するための移動は､わず

かな距離でも困難な場合がある.そのために､自治体は高齢者の移･動の便に供するためのす-ビス

を準備する必要がある｡
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3.介護保険制度の導入にあたって

本調査は､｢はじめに｣や第 1部の ｢調査の意図と目的｣で述べたとおり､地域における高齢者福祉

サービスの実態を明らかにすることを目的に計画されたものである｡したがって､調査の実施や取 り

まとめの過程と並行して､公的な介護保険制度の導入をめぐって様々な議論がなされたことについて

は､十分に注意は払っていたものの､研究委員会では介護保険についての議論を姐上に乗せたことは

なかった｡自治体を中心とした地域のサービス供給の体制の現況と課題を掌握することに研究委員会

の中心的な任務があったからである｡

しかしながら､介護保険制度については､導入されるという現実の上にたって､批判的批判という

ことでなく､介護の社会化を現実の制度としてどう活かしていくかという観点が必要であると思われ

る｡その際､利用者や高齢者サービス供給に実際にかかわっている人々の声を制度のづくりに反映さ

せることが重要な取 り組みであると考える｡

こうした立場にたって､ここで介護保険の導入についての研究委員会としての見解を述べておきた

い｡

(1) 介護保険制度をめぐる動向

保険方式による介護体制の充実をめざすとした介護保険法案の審議が今国会で進められている｡

介護保険は､国民や企業から集める保険料や税金を財源として必要な人に介護サービスを提供する

制度である｡国民からみれば､医療保険と同様に保険証を提示して介護サービスを受ける制度といえ

る.寝たきりや痴呆症状などの介護を要する状況になったときに､ホーム-ルパーや訪問看護等の

サービスを自宅で受けたり (在宅サービス)､特別養護老人ホームなどにほ入 (施設サービス)いるこ

とができ､その費用の過半を保険で賄うというものである｡

この介護保険法案は､96年11月に臨時国会に提出されたが､当時の厚生省の官僚の トップと福祉

｢土建｣業者との癒着による特養建設をめぐる汚職の影響もあり継続審議となり､本年 1月からの通

常国会で審議が進められている｡5月初旬現在､6月18日までの会期内での法案成立は不透明な面も

あるが､成立する見通しである｡

(2) 新しい公的な介護保障システムにおける自治体のイニシャティブ

自治体が､市民の福祉に責任をもつ社会サービスの範囲は､当然ながら介護保険のカバーする範囲

と同一ではない｡自治体が責務を負う範囲は､これまでの措置制度による公的な介護制度をふくめて

広い領域にわたり､その中のある部分を介護保険がカバーするということになる｡介護保険が導入さ

れた後は､したがって介護保険のカバーするサービスとそれ以外に自治体が行う社会サービスをどう
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阻み合わせて地域において介護保障を進めていくかがが課題となる｡そのなかで､自治体がいかにイ

ニシャティブを発揮できるかがもっとも注目されよう｡

社会保障分野に串ける地域にかかわる保険制度としてはすでに､国民健康保険が実施されている｡

この国民健康保険においてほ､自治体のほとんどは医療サービスの提供に責任を持つこともなく､保

険料 (保険税)の集金機関化している｡提供されている社会サービスについても､もっぱら医療診療

報酬の支払いにとどまり､そこでのサービスの質について責任をとる体制にはなっていない.国民健

康保険については､自治体は保険者としての保険料の徴収と保険金の支払いにその役割を限定してい

るといえる｡保険者として､医療サービスの質の向上に向けてイニシャティブを取ることができな

かった ｡

こうした経験は､新しい公的な介護保障システムの創出において十分に活かされなければならな

い｡地域保健医療計画の策定 ･実行や公的な介護保険により自治体が市民の介護を含めた社会サービ

スに責任を持つ体制が構築されつつあるとき､地域の介護する力の発揮のため､自治体がサービスの

提供の最終責任を負うという自覚が求められている｡

(3) 質的転換をせまられる地方自治

公的介護保険制度の導入により地域における介護サービスが一気に推し進められるわけではない､

そこには､自治体の創意と工夫､自治する力､サービスの提供と利用についての努力が求められてい

る｡アクセス調査によれば､多くの自治体が地域医療保健計画の推進にあたって障害になる理由とし

て ｢財政にゆとりがない｣ことをあげているが､財政調査によって自治体ごとの65歳以上人口の一人

当たりの高齢者 ･老人福祉費をみると個々の自治体でかなりの差がある｡町村や市などの同じレベル

の自治体でも大きな差がみられる｡それは必ずしも個々の自治体の財政力と対応していない｡また､

アクセス調査の計画の目標達成度からみても､財政力の強弱と達成度に直接的な関連もみられない｡

首長の姿勢や個々の地方自治体の持つ高齢社会戦略にかかわるプライオリティー (政策優先順位)の

有無に高齢者福祉施策の伸長が大きくかかわっている｡

高齢化が否応なく進む今後の地域社会において､高齢者介護保障システムの充実に向けての施策の

遂行は､自らが自前の力で介護をはじめとした社会サービスを提供することによって活き活きとした

まちをつくることができるかの分水嶺となる｡1990年代に入って､自治体の高齢社会-の政策対応は

ようやく緒についたといってよいが､その遂行能力の量的 ･質的な格差もすでに目立ってきている｡

したがって､自治体の自己改革を進めることとそれを前提としての政策判断が非常に重要となってく

る｡分権と福祉の時代は､自治体にとって ｢福祉を構築する力｣と ｢自治する力｣が具体的に試される

という､地方自治にとっても､大きな質的転換を迫られる時代といえるのである｡
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(4) 社会保障制度の再構築の契機

こうした自治体の努力と結びついてはじめて､導入されようとしている公的介護保険は､自治体に

おける介護サービス水準の向上と供給体制の整備のインセンティブを与え'8ために大きな役割を果た

すことができよう｡さらに､そのことによって､また､公的介護保険は医療と福祉の分離と総合的対

応､受益と負担の不合理の是正や老人医療拠出金制度の見直しなど現行の医療保険制度の改革や選別

主義やスティグマからの解放､普遍的なサービス供給という福祉制度の抜本的な改革を進める挺子に

な り､社会保障制度の再構築の契機となりうると考えられるのである｡

(5) 公的介護保険法案の補強点

先に述べているように､高齢者福祉において必要とされる社会サービスと介護保険におけるサービ

スは同一ではない｡高齢者福祉にかかわるサービスの一部分を介護保険がカバーしているのである｡そ

れゆえに自治体の高齢者福祉サービスに果たす責任は､今後も引き続き重いものであると考えられる｡

また､導入されようとしている介護保険法は法案自体の欠陥もいくつかある｡その問題点､修正を

要する点の主なもの明らかにし､介護保険法案の充実を図っていきたい｡

第 1に､介護保険においてほ､なによりも制度の利用者である市民の参画が重要である｡法案では

市町村に介護保険事業計画を作ることが義務づけられているが､その策定にあたっては､市民の代表

も参加させるべきである｡また､市町村に運営にあたって市民の声が反映されるような機関の設置を

検討すべきである｡

第 2に､高齢者介護サービスにおいては､特に都市部で市民による非営利の福祉サービス事業も相

当に広がってきている｡今後の福祉サービスの展開には非常利敵織によるサービスの提供も大きな影

響を及ぼすことになる｡こうした非営利組織を除外 した介護サービスの社会化は考えられない｡非営

利団体が望む場合には､介護保険の適用団体にするなどの措置をほかることも必要である｡

第 3に､地域の介護サービスの量的な整備だけでなく､介護サービスの質的な維持 ･向上のため

に､監視 ･苦情処理のための機関を設置する必要がある｡特に､苦情処理の機関は､要介護者が行政

等に関与できずに､発言しにくいという現況の中では､福祉オンブズマこ/的な制度 の活用 とならん

で､特に必要があると思われる｡

介護保険創設にあたってほ､すでに地域保険計画等で基盤整備の充実を進め介護の充実をはかって

きた自治体を中心に反対論もあった｡また､■厚生省が示す介護保険のモデルプランでは､保険給付の

基準となるサービスメニューが､現在行っている自治体独自の･施策水準より劣るものがでてぐる可能

性もある｡介護保険は､地域における介護の水準を質量共に引き上げ､高齢者福祉サ丁ビスを充実さ

せるために創設される新たな公的介護保障システムである｡先駆的に行われてきた自治体の現場や市

民活動の担い手､営利 ･非営利のサービス供給団体等のの熱意と創意工夫に応えるものでなければな

らない｡
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4.社会保障改革と労働組合の役割

参加 ･合意形成 ･社会的責任

(1ト 労働組合の積極的な関与を

第 1部の ｢調査の意図と目的｣において指摘しているとお り本調査は全国の71地域の自治体を対象

とし､それぞれの地域野福祉サービスの状況を把握するためのものであり､全国的な観点で実施する

数量的な調査という性格よりも､個々の地域を対象とする事例調査的方法を基本とするという性格を

持っている｡そして､実際の調査にあたっては､当該地域の連合魁織や地域の連合総研の協力を求め､

労働組合関係者の調査活動-の参加を求めた｡それぞれの地域の労働組合が本調査の実施を機会に､

地域における高齢者福祉に関心を高め､地域において福祉政策形への具体的関与を果たすという効果

をも期待 したからであった｡

地域の高齢者福祉にかかわる政策を､飛躍的に改善していくためには､基礎的な自治体である市町

村の役割は決定的であるが､地域で活動する労働取合が積極的に取 り組んでいくことも同様にきわめ

て重要であると思われるのである｡

(2) 社会保障改革と労働組合の役割

21世紀にむけての社会保障の構築は､ひとりひとりの人間にとっては安定性が保障され､マクロ的

にも採算性､経済性を維持するために環境変化､条件変化に適応できる ｢柔軟性｣をもつものでなけ

ればならない｡欧州諸国の ｢福祉国家の危機｣ でのさまざまの試行錯誤の試みは柔軟な改革策をたて

るにあたっての有益な材料を提供しよう｡わが国における社会保障に関する戦後のいくつかの偏見を

払拭して､福祉の普遍主義､社会的な連帯などの現代の社会保障の共通の課題を市民社会に確立する

ことが重要である｡また系統的な開かれた社会保障にかかわる情報の提供 と当事者の参加などが､

｢適応力｣と柔軟性を担保するための大きな前提となる｡

そのなかで､行政 (公共)部門､非営利組織､インフォーマル部門 (家庭寄)､■営利部門の間にまた

がるネットワーキングとそのコンダクター (指揮者)役のための核の設定が大切である.これらの間

に系統的な分担 ･協力関係を姐織する役割は､まずは市町村などの自治体のコ-ディネイタ一機能に

期待されようが､今後は新 しい介護保障システムの浸透に伴って､公的な機関と民間のサービス企

業､また､非営利組織との連携や競争をふくめた競合的な関係の現実化や公 ･民のネットワーク機能

が育ち､それらが地域の介護力を強化していくことにつながってくる可能性がある｡

福祉整備にはこのような従来の縦型､あるいは縦割 りの政策発想からヨコ型の連携 した政策発想転

換も必要となる｡こうしたなかで､市民や働 くものの社会組織である労働組合の役割もおのずから重

要性を増 してくる｡

多 くの国では社会保障政策推進の担い手は労働観合であり､さまざまな中央や地方の場を通 しての
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労組 ･市民福祉団体の参加がその有力な推進力となった｡しかし､日本の戦後の労働組合運動は､多

くは社会保障を現実的な基盤をふまえて積み上げ改善していくというよりは､｢改悪反対闘争｣型の

運動に傾斜しがちであった｡

また企業レベルの労働観合運動も､企業内の退職金や福利厚生の充実転力をそそいでも､社会的な

場での制度の創出や改革に精力を注ぎ込むことは乏しかった｡ようするに国や行政の社会保障に関す

る動きについて､労組側は ｢受け身｣､第三者的な批判者の位置を脱することが出来ず､社会保障改革

の中心的担い手たる役割をよく果たし得なかったように思われるのである｡

今日､社会保障は､医療､年金卜雇用保険を含め市民生活の基本的枠組みを形成しつつある｡そし

て､今まさに､新しい社会保障システムをこれから構築する段階にある｡

･連合も､｢高度福祉社会の実現｣をその政策の最重要な課題の一つとして取 り上げている｡社会保障

の改革は中央の制度レベルの改革だけでなく､同時に職場 ･地域 ･家庭のこれまでのあり方を見直

し､新たなルールづくり､制度づくりを下から積み上げてつくっていく作業が不可欠なのである｡そ

のなかで､地域の市民社会のなかでさまざまの非営利組織､公共魁織､民営事業をつなぎ､ネット

ワークの力を発揮させる役割がこれからの労働組合に課せられているのである｡
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